
 
   
   

 

 

 

土器川水系河川整備計画【素案】に係る意見 

に対する四国地方整備局の考え方について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 24年 7月 
 
 

国土交通省四国地方整備局 



１．ご意見のとりまとめ（概要） 

 
土器川水系においては、河川法に基づき平成19年8月16日に「土器川水系河川整備

基本方針」が策定されました。 
これを受けて、土器川では、河川整備基本方針の目標に向けて段階的に河川整備を

推進していくために、概ね30年の河川整備の目標および具体的な河川整備の内容を明
確にする「土器川水系河川整備計画」の策定が必要となっています。 
このため、国土交通省四国地方整備局では、土器川の河川整備計画に関して、様々

な方からのご意見を頂きながら、河川整備計画の検討を進めてきました。 
 
これまでに、国土交通省四国地方整備局では、多くの皆さまからの土器川の河川整

備に関するご意見を頂くため、平成22年11月から平成24年2月までに「土器川流域学
識者会議」、「土器川流域住民の意見を聴く会」、「土器川関係市町長の意見を聴く

会」を計10回開催しました。また、これらの会に参加できない住民の方々のご意見を
頂くため、平成22年12月6日から同12月31日、さらに平成23年3月14日から同4月30日
までの2回にわたり、インターネットやＦＡＸ等によるご意見の募集（パブリックコメ
ント）を行いました。 

 
これにより、土器川の河川整備計画に関する計画段階での検討内容（以下、【計画

段階評価】という。）に関するご意見は「土器川水系河川整備計画【素案】(案)」（以
下、【素案】(案)という。）に出来る限り反映し、【素案】(案)に関するご意見は「土
器川水系河川整備計画【素案】」（以下、【素案】という。）に出来る限り反映し、

平成23年3月11日に【素案】を公表しました。 
この【素案】に関しても、多くの皆さまからご意見を頂くため、学識者、流域住民、

関係市町長の意見を聴く会（計3回開催）やパブリックコメントを開催しました。 
 
これまでの様々な機会を通じて数多くのご意見を頂き、誠に有難うございました。 

 
【計画段階評価】時の河川整備に関するご意見の総括は、表－１のとおりです。 
【素案】(案)に関するご意見の総括は、表－２のとおりです。 
【素案】に関するご意見の総括は、表－３のとおりです。 

 
各会場の議事要旨については、以下に示した土器川水系河川整備計画のホームペー

ジに掲載しています。 
http://www.skr.mlit.go.jp/kagawa/river/seibikeikaku/index.html 

 
なお、発言者の氏名等の個人情報については、公表を差し控えさせて頂いておりま

す。 
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表－１ 計画段階評価時の河川整備に関する「ご意見」総括について 

①各会場・パブリックコメントでのご意見発言者数 

意見数 発言者数
傍聴者
参加者

66件 委員7人 19人

第1回 H.22.11.12（金） 丸亀保健福祉センター 26件 4人 7人

第2回 H.22.12.6（月） 綾歌総合文化会館 40件 6人 12人

第1回 H.22.12.14（火） 綾歌総合文化会館

第1回 H.22.12.24（金） 丸亀市民会館

期間

124件 35件 95人

2人 18人

合計

18件 6人 58人

■パブリックコメント
33件 20人

■土器川流域住民の意見を聴く会

■土器川関係市町長の意見を聴く会
7件

－
H.22.12.6～H.22.12.31

会　議

■土器川流域学識者会議

 

 
②意見分類によるご意見数 

分類意見数 意見数

34件 72件

河川整備全般に係る共通事項 11件 24件

治水に係る事項 10件 23件

環境に係る事項 8件 20件

維持管理に係る事項 3件 3件

利水に係る事項 2件 2件

4件 4件

9件 20件

17件 28件

64件 124件合計

■計画段階評価に関する質問

■その他（河川整備計画以外の要望等）

分類

■河川整備に関する意見

■土器川全般に関する質問

 
   ※分類意見：同じ内容の意見を１つの意見に要約 
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表－２ 【素案】(案)に関する「ご意見」総括について 

①各会場でのご意見発言者数 

意見数 発言者数
傍聴者
参加者

第3回 H.23.2.9（水） 丸亀市民会館

第2回 H.23.2.9（水） 丸亀市民会館

第2回 H.23.2.10（木） 丸亀市民会館

71件 23人 72名

17名

合計

■土器川関係市町長の意見を聴く会
1人 1件

会　議

■土器川流域住民の意見を聴く会

■土器川流域学識者会議

36件 15人 46名

34件 委員7人 9件

 

 
②意見分類によるご意見数 

分類意見数 意見数

42件 59件

河川整備計画【素案】(案)全般に係る共通事項 6件 7件

流域概要に係る事項 1件 1件

基本理念に係る事項 2件 3件

治水に係る事項 8件 10件

危機管理に係る事項 5件 8件

維持管理に係る事項 3件 3件

利水に係る事項 2件 6件

水質に係る事項 2件 4件

環境（自然環境、景観、河川利用）に係る事項 13件 17件

2件 2件

9件 10件

53件 71件合計

■その他（河川整備計画以外の要望等）

■河川整備計画【素案】(案)に関する意見

■土器川全般に関する質問

分類

 
   ※分類意見：同じ内容の意見を１つの意見に要約 
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表－３ 【素案】に関する「ご意見」総括について 

①各会場でのご意見発言者数 

意見数 発言者数
傍聴者
参加者

第4回 H.24.2.24（金） 丸亀保健福祉センター

第3回 H.23.3.22（火） 綾歌総合文化会館

第3回 H.24.2.29（水） 丸亀市民会館

期間

106件 11人 68名

43件 委員7人 22件

会　議

■土器川流域学識者会議

■土器川流域住民の意見を聴く会
3件 2人 26名

■土器川関係市町長の意見を聴く会
9件 2人 20名

合計

■パブリックコメント
51件 43人 －

H.23.3.22～H.23.4.30

 
 
②意見分類によるご意見数 

分類意見数 意見数

46件 69件

河川整備計画【素案】全般に係る共通事項 11件 19件

基本理念に係る事項 2件 2件

治水に係る事項 11件 14件

危機管理に係る事項 3件 3件

維持管理に係る事項 4件 8件

利水に係る事項 4件 8件

水質に係る事項 1件 2件

環境（自然環境、景観、河川利用）に係る事項 10件 13件

1件 5件

6件 11件

3件 3件

6件 6件

12件 12件

74件 106件合計

■運営に関する意見

■計画段階評価に関する意見

■費用便益分析に関する意見・質問

分類

■河川整備計画【素案】に関する意見

■震災復興に関する意見

■その他（河川整備計画以外の要望等）

 
   ※分類意見：同じ内容の意見を１つの意見に要約 
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土器川水系河川整備計画の「計画段階評価時」、【素案】(案)及び【素案】で頂いた意見 
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整備計画に関する意見（同種）

 

 
＜注＞上図は、河川整備計画以外の以下のご意見を除き対比しています。 
    ・土器川全般に対する質問 
    ・計画段階評価に関する意見 
    ・運営に関する意見 
    ・費用便益分析に関する意見・質問 
    ・震災復興に関する意見 
    ・その他（河川整備計画以外の要望） 
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２．ご意見への対応方針 

2．1 ご意見の整理 

ご意見の整理にあたっては、議事録やパブリックコメントの文章の中で、同一内容に係

るご意見またはご質問とその理由を要約し、一つの「意見および質問」と定義し、発言順

に通し番号で整理しました。また、同様のご意見と判断したものについて、「テーマ」ご

とに分類し、意見要旨を作成しました。 
 

2．2 四国地方整備局の考え方 

「2.1」で分類したテーマ毎の意見要旨について、四国地方整備局の考え方を示して、
できる限り「土器川水系河川整備計画【案】」（以下、【案】という。）に反映しました。

なお、反映できないご意見については、理由を付しています。 
 

2．3 考え方に対応した「河川整備計画【案】」の内容 

テーマ分類したご意見について、反映できるご意見と「2.2」で示した考え方に対応す
る【案】のページ番号と該当箇所を斜字アンダーラインで明示しています。 
 

2．4 補足 

今回のご意見のとりまとめにおいて、いただいたご意見の趣旨が異なっている場合は、

申し訳ございませんが、再度ご意見をお寄せ下さい。 

 
 

＜頂いたすべてのご意見のとりまとめ＞ 

土器川水系河川整備計画に関して頂いたすべてのご意見について、分類したテーマ毎

の意見要旨に対する四国地方整備局の考え方、【素案】や【案】への反映内容を整理し

た「意見とりまとめ様式」を巻末に収録しています。 
 
＜巻末１＞【計画段階評価】時の河川整備に関する意見とりまとめ分類と 

【素案】(案)への対応方針 
＜巻末２＞【素案】(案)に関する意見とりまとめ分類と【素案】への対応方針 
＜巻末３＞【素案】に関する意見とりまとめ分類と【案】への対応方針 
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３．主なご意見への対応 

 
3．1 【素案】(案)に関する意見とりまとめと【素案】への対応方針 
 
(1) 主な修正事項の概要 
①基本理念に「利水」に関する記載がない。 

 文中に「水利用を含め」を追記。 
 
 ②防災・危機管理の基本的な考え方を関連づけた治水目標の表現が必要である。 
    「治水目標」の項目に、超過洪水時の被害軽減に向けた記述を追加。 
 
 ③河川情報が具体的に活用される情報提供の仕方が今後求められ、関係機関全体の連携で

対応が必要である。 
    「情報の共有」に加えて、情報を「活用」することを追記。 
 
 ④水質改善における農業排水の管理とは何か。 
    不明確な文章を修文し、農業排水管理は水質事故対応の内容のため削除。 
 
 ⑤上流域の環境の「課題」の記載がないが、国管理区間外であっても、流域全体として考

えていく視点は必要と考え、「課題」を記載して欲しい。 
    「必要に応じて、上流域の環境変化を確認する」とした内容を追加。 
 
 ⑥水路ネットワーク把握の目標の表現が消極的なため、実施内容に合わせる必要がある。 
    「水路ネットワークの調査をもとに」と明確な表現に修正。 
 
 
＜用語修正等＞ 
 ・「流域」   「地域」（集水域以外を含めた広範囲のエリア） 
 ・「治水・環境・利用促進」   「治水・利水・環境」（基本方針と整合） 
 ・「河川美化」   「不法投棄対策」（治水への影響を有する） 
 ・「水質」項目   「河川環境」の項目として目次構成を変更（基本方針と整合） 
 ・「生育」と「成育」   植物と生物での使い分け修正 
 ・「環境水制工」   「水制工」（一般的な名称に修正） 
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(2) 河川整備計画【素案】の主な変更点 
 
①基本理念における「利水」について 

基本理念－２ 基本理念における「利水」について 
 ・基本理念に「利水」の理念の記載がない。 
 ・計画の理念には、当然「利水」も含まれるので明記した方がよい。 
 ・「利水」の項目が挙がっているので表現を検討して欲しい。 

［回答］ 
  整備計画の基本理念の「安全・安心」に利水（水利用）に関する事項も含まれており、

文中に「水利用を含め」を追加し、利水に関する事項を明記します。 
 
【修正結果】 【素案】P.61 
河川整備の基本理念 

  安全で、安心できる川づくり 
洪水、高潮等のさまざまな水害から地域住民の人命と財産を守り、人々が安心して暮ら

せる地域の実現に向け、急流河川である土器川の特性を踏まえた各種治水対策を展開し促

進するとともに、整備した河川管理施設の機能維持を図り、さらに管理を高度化するため

の施策を講ずる。また、水利用も含め、関係機関や地域住民と連携しながら地域一体とな

って、安全で、安心できる川づくりを目指す。 
 
 
 
②危機管理の基本的な考え方について 

危機管理－１ 危機管理の基本的な考え方について 
 ・整備計画で大正元年洪水規模は対応できない上、整備計画期間中に既往最大洪水が

また発生する可能性は否定できないため、理念の「安全で安心できる川づくり」に

も限界があることを、はっきりと明記した方がいいと思う。 
 ・防災上の一番の問題は、流域の人が安心安全でもう災害が起きないと思い込んでし

まうことと考える。 
 ・このため、ハード対策の能力を超える洪水に対しては、流域住民と一体のソフト対

策を併用しないと減災にはつながらない。 
 ・超過洪水に対して、整備計画で不足する対応分をソフト対策で補うことが防災・危

機管理の基本的な考え方なので、関連づけた表現にして欲しい。 
［回答］ 
  整備の目標を超える洪水が発生した場合の被害発生の危険性を示し、もし被害が発生し

た場合には、関係機関や地域住民と連携し、被害の軽減に向けた取り組みを推進する必要

があることを「目標」の項目にも追記します。 
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【修正結果】 【素案】P.63 
3-4 洪水、高潮等による災害の発生の防止または軽減に関する目標 

(1) 洪水対策 
1) 洪水を安全に流下させるための対応 
＜この間省略＞ 
その結果、土器川においては、戦後最大流量を記録した平成16年10月の台風23号と同

規模の洪水を流下させることができるとともに、上下流の治水安全度のバランスが確保

されることにより、基準地点祓川橋より下流において1,250m3/sの洪水を安全に流下させ
ることができる。 
ただし、整備の目標を超える規模の洪水が発生した場合は、被害発生の危険性は避け

られないため、関係機関や地域住民と連携し、被害の軽減に向けた取り組みを推進する。 
 
 
 
③河川情報の活用について 

危機管理－４ 河川情報の活用について 
 ・「河川の情報を関連する市町へ適宜リアルタイムで送る」について、その情報が活

用されるような形の提供の仕方というのがこれから求められる。 
 ・いろんな情報が送られた後、それを受けとめる各市町、住民の方が、具体的に情報

を活用して、安全に避難できるところへつながっていかないと効果がない。 
 ・これは国土交通省の河川整備計画だけの問題ではなく、関係機関の連携が重要と思

う。 
 ・情報の提供とか共有だけでなくて、その情報が生かされるような具体策が必要であ

るが、【素案】の中には書けないにしても、視野に入れて【素案】の段階から意識

されていないと、連携をいかにするかという実現性が難しい。 
［回答］ 
災害時に被害を最小限とするために、河川情報を提供するとともに、提供した情報が正

確に的確に理解され、判断や行動に繋がるような関係機関や住民との連携が重要と考えて

います。 
本整備計画においても、「危機管理体制の整備」の「河川情報の収集・提供」において、

情報の活用に向けた方針を示しています。 
また、今後も推進すべき対応事項であることから、「5.今後に向けて」に「情報を共有す

る」に加えて「活用」する必要性を追加します。 
 
【修正結果】 【素案】P.96 

5-2 河川情報の発信と共有 
治水、利水に関わる情報、自然環境や河川利用状況に関わる情報等を迅速かつ正確に収

集・整理し、効率的に発信するとともに、関係機関や地域住民と土器川流域に関する情報

を共有・活用ができるような施設整備、体制づくりを進める。 
防災に関する河川の情報については、河川水位、映像等の各種情報の提供体制が整いつ
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つある。一方、家屋や道路の浸水状況、住民の避難状況等の情報収集・共有は、技術的に

難しい課題を有していることから、地域、自治体、河川管理者等が協力して、さまざまな

手段を用いたリアルタイムの収集、共有体制について調査・研究を進める。 
 
 
 
④水質改善について 

水質－２ 水質改善について 
 ・丸亀大橋付近の水量が少ない時は、COD、BODも高く大腸菌も多いため、早急な

水質改善を計画する必要がある。 
 ・具体的にどのような方法で農業排水の適正な管理を行うのか。 

［回答］ 
浄化施設の新設等は、コスト面、効果面から実現が困難と考えております。このため、

関連事業や自治体等の関係機関および地域住民と連携して、地域と一体になった汚濁負荷

の低減に努めることとしています。 
本文はわかりやすい表現に修文するとともに、【素案】(案)の記載は、農業機械等からの

油漏れなどの水質事故対策についての記載となっており、当該項目内容としては適当でな

いため削除修正します。 
 
【修正結果】 【素案】 P.94 

4-2 河川の維持の目的、種類及び施行の場所 
4-2-3 河川環境の整備と保全に関する事項 
(3) 水質の改善 
河川水質については、引き続き定期的に水質観測を行い状況を把握するとともに、河川

の利用状況、地域の水利用状況、現状の環境を考慮し、下水道等の関連事業や自治体等の

関係機関との連携・調整に努める。 
また、家庭からの生活排水についても、各家庭での調理くずや使用後の食用油の処理、

洗剤の適正な利用等の水質改善への啓発活動等に努め、地域と一体となった流域の汚濁負

荷の低減に努める。 
さらに、「土器川水系水質汚濁防止連絡協議会」等を通じて関係機関や地域住民との連

携を図り、現状の良好な水質の保全とともに、環境基準を満足していない区間の水質の改

善に努める。 
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⑤上流域の環境の「課題」について 

環境－１ 上流域の環境の「課題」について 
 ・「土器川上流域」では「現状」はあるが、「課題」がないので記載して欲しい。 
・土器川上流域では、環境保全の問題点が指摘されていないため、現状を踏まえてど

ういう課題があるのかを書いていただきたい。 
 ・生物の環境というのはそこの部分の問題だけでなく、「課題」を意識しつつ、ほか

の箇所をどう対応していくのかという発想もあり得る。 
 ・管理区間外で対応できなくても、流域トータルとして、こういう現状・課題を背負

っているという視点で下流域等を考えていく河川環境の視点があってほしい。 
［回答］ 
管理区間を念頭に上流域の課題を記載していませんでしたが、流域全体の環境の視点は

重要であるとのご意見を踏まえ、「必要に応じて、上流域の環境変化を確認する」とした

内容を追加します。 
 
【修正結果】 【素案】P.39 

2-3 河川環境の現状と課題 
(1) 動植物の生息・生育・繁殖状況 
1) 土器川上流域（天川頭首工より上流） 
土器川の源流付近は、徳島県との県境をなす東西方向に連なる讃岐山脈であり、標高500

～1,000mの山々が連なり、アカマツ群落、コナラ群落、スギ・ヒノキ植林で占められる。
竜王山の尾根部には、小面積ではあるがブナ林が残され、大川山ではイヌシデ林が成立し

ている。 
上流域は、大きな転石や岩石が露出し、小規模な滝や滝つぼ等の多様な山地渓谷が見ら

れ、ナガレホトケドジョウやアカザなどの魚類、オオダイガハラサンショウウオなどの両

生類、シコクトゲオトンボ、ムカシトンボなどの昆虫類、サワガニなどの底生動物、ヤマ

セミやカワガラスなどの鳥類が生息している。 
また、日本の外来種リスト（平成16年5月14日 日本生態学会）または外来生物法（平成

17年6月2日 公付）に記載されている外来種は、植物62種（うち特定外来生物はオオキンケ
イギクの1種）、哺乳類4種、両生類1種（特定外来生物のウシガエル）、陸上昆虫類等27
種が確認されている。 
土器川流域全体の自然・河川環境は、流域内外の縦横断連続性の中で相互に影響・関連

し合いながら形成されていると考えられる。このため、土器川上流域は国管理区間外であ

るものの、必要に応じて、自然・河川環境の変化を確認していく必要がある。 
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⑥「水路ネットワーク」把握の目標について 

環境－２ 「水路ネットワーク」把握の目標について 
 ・「水路ネットワーク」の把握について、実施内容で「実施する」表現でとれるが、

目標が「努める」と消極的な表現のため、改めて下さい。 
［回答］ 
第３章の目標において、「水路ネットワークの調査・把握を進める」と実施に対して明

確な表現とし、第４章の実施において、「水路ネットワークの調査をもとに」と明確な表

現に修正します。 
 
【修正結果】 【素案】P.67 

3-6 河川環境の整備と保全に関する目標 
(1) 動植物の生息・生育・繁殖に関する目標 
2) 土器川下流域（土器川潮止堰～大川頭首工） 
土器川の下流域は、流水が伏流して日常的に瀬切れが発生し、高柳橋から中方橋間では

年間平均で約200日以上も瀬切れが発生する反面、洪水流は流速が速いため、魚類などの水
生生物には非常に厳しい生息環境となっている。 
しかし、このような厳しい河川環境において、瀬切れ区間に点在する溜まりは、ムギツ

ク、シマドジョウ、オオヨシノボリ等の魚類の貴重な生息・成育環境となっているととも

に、河床に広がるレキ河原は、イヌハギ、カワラケツメイ等の植物が生育し、イカルチド

リ等の繁殖場となっている。 
このため、動植物の貴重な生息・生育環境である溜まり及びレキ河原の保全に努める。 
また地域と一体となった広域的な自然環境の形成に向け、土器川周辺におけるため池や

出水と本川を結ぶ支川や農業用水路等の「水路ネットワーク」や魚類の生息環境の調査・

把握を進める。 
 
【修正結果】 【素案】P.75 

4-1 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される 
河川管理施設の機能の概要 

4-1-2 河川環境の整備と保全に関する事項 
(1) 動植物の生息・生育・繁殖環境の保全 
2) 土器川下流域（土器川潮止堰～大川頭首工）   
①水辺環境の保全 
＜この間省略＞ 
また、土器川周辺には、多くのため池、水田及び土器川沿川の出水や本川とを結ぶ支川

や農業用水路が巡らされており、この「水路ネットワーク」が魚類の成育・繁殖場ととも

に洪水時や瀬切れ時の避難場所になっていると考えられる。 
このため、瀬切れが発生する河川特性を踏まえ、地域の関係者と連携しながら、土器川

周辺の「水路ネットワーク」の調査をもとに、魚類等の水生生物の生息環境の確保と保全

に努める。 
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3．2 【素案】に関する意見とりまとめと【案】への対応方針 
 
(1) 主な修正事項の概要 
①津波対策について素案に記載はないのか。 

 関係法律の改定を踏まえ、津波防災についての記述を追加。 
 
 ②堤防法面の除草を国、県、市で同時期に連携・調整して実施して欲しい。 
    関係機関と連絡を密にし、効率的な除草作業となるよう努力するとして追記。 
 
 ③「目標」で記載した内容が「実施・保全」で記載されておらず不整合である。 
    目標と実施・保全で対応するよう記述を修正。 
 
 
 
＜用語修正等＞ 
 ・目標の「水質」タイトル   「水質改善に関する目標」（表記統一） 
 ・用語集の「水制」   「水制工」に統一 
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(2) 河川整備計画【案】の主な変更点 
 
①津波対策について 

危機管理－１ 津波対策について 
 ・津波対策について素案に記載はないのか。 

［回答］ 
平成23年12月27日に「津波防災地域づくりに関する法律」が施行され、水防法等の関係

法律が改定されました。 
本整備計画においても、関係法律の改定を踏まえ、津波防災についての記述を追加しま

す。 
 
【修正結果】 【素案】P.31 

2-1 治水の現状と課題 
2-1-3 治水の現状と課題 
(3) 危機管理 
3) 水防活動支援及び水害防止体制の構築 
甚大な被害を発生させる堤防の決壊によるはん濫の防止には、迅速かつ的確な水防活動

の実施が不可欠であり、これまでも洪水時には水防団等が出動し、水防工法等の適切な対

策を実施している。国土交通省は、水防警報の発令等により、水防活動を支援しているが、

今後は、近年の水防団員の高齢化や減少等を踏まえ、水防体制の強化を図る必要がある。 
さらに、津波防災地域づくりの推進に関して、地方公共団体を支援するとともに、洪水・

津波または高潮による著しく激甚な災害が発生した場合において、水防上緊急を要すると

認めたときに、当該災害の発生に伴い浸入した水の排除の他、高度の機械力又は高度の専

門的知識又は技術を要する水防活動（特定緊急水防活動）を行う必要がある。 
また、地域住民、水防団、自治体、河川管理者が様々な河川情報等を相互に共有し、洪

水時の水防活動や避難等を効果的に行えるよう、被害を最小限に抑えるための防災体制や

連絡体制の一層の強化に努める必要がある。 
 

4) 地震及び洪水・津波または高潮、水質事故への対応 
地震及び洪水・津波または高潮、水質事故の発生時には、国、県及び市町等による防災

体制を組み、被害の軽減を目的として、迅速かつ的確な河川情報等の収集・提供に努めて

いる。 
 
【修正結果】 【素案】P.64 

3-4 洪水、高潮等による災害の発生の防止または軽減に関する目標 
(2) 危機管理への対応 
計画規模を超える洪水や整備途上に施設能力以上の洪水のほか、高潮及び地震や津波が

発生した場合においても、被害を最小限に抑えるために、関係機関や地域住民へ迅速かつ

的確な河川情報を提供するとともに、関係市町が作成したハザードマップの活用への技術
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的支援、関係機関と連携した水防活動への支援、津波防災地域づくりの推進に関する支援、

自治体との防災体制・連絡体制の強化など、災害時のみならず平常時から防災意識の向上

を図るとともに、垂水防災ステーションの活用や必要な資機材の確保、光ファイバー網等

の整備により被害の軽減に努める。 
 
【修正結果】 【素案】P.90 

4-2 河川の維持の目的、種類及び施行の場所 
4-2-1 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 
(2) 危機管理体制の整備 
3) 水防団等との連携 
洪水・津波または高潮時に水防団が主体となり実施している水防活動を迅速かつ円滑に

実施できるよう、その主体となる自治体と関係機関、河川管理者からなる「土器川水防連

絡協議会」を定期的に開催することにより、連絡体制、重要水防箇所等の確認、水防団員

の安全の確保など、水防活動を適切に行うための情報共有に努める。また、水防技術講習

会の実施などにより、水防技術の維持向上を図る。 
 

4) 水害防止体制の構築 
洪水・津波または高潮による被害を軽減するには、地域住民、水防団、自治体、河川管

理者による自助・共助・公助の連携・協働が重要である。そこで、河川管理者及び自治体

で構成する「土器川水防連絡協議会」等により関係機関と協力し、地域住民、水防団、自

治体、河川管理者等が洪水時に的確に行動し、被害を最小限に抑えるための防災体制や連

絡体制の一層の強化を図る。 
 

5) 地震及び洪水・津波または高潮への対応 
地震及び洪水の発生時には、河川巡視及び河川監視カメラ（CCTV）の活用等により、堤

防、護岸等の河川管理施設の状況把握、排水門の操作状況や被災状況の把握等の情報収集

を実施する。 
また、河川管理施設の被災が発生した場合、または、堤防の居住地側で被害発生のおそ

れがある場合には、緊急的な対応等を実施し、保有する排水ポンプ車等の災害対策用機械

の出動を行うことで、被害の防止・軽減に努める。 
＜この間省略＞ 
さらに、洪水・津波または高潮による著しく激甚な災害が発生した場合において、水防

上緊急を要すると認めたときに、当該災害の発生に伴い浸入した水の排除の他、高度の機

械力又は高度の専門的知識又は技術を要する水防活動（特定緊急水防活動）を行う。 
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②堤防の除草について 

維持管理－１ 堤防の除草について 
 ・堤防法面の草刈りは国交省がリーダーとし市や県と話し合い、交代で除草する方向

で検討した方がよい。 
［回答］ 
関係機関と連絡を密にし、効率的な除草作業となるよう努力します。 
「維持管理」において、上記の対応方針を追記します。 

 
【修正結果】 【素案】P.83 

4-2 河川の維持の目的、種類及び施行の場所 
4-2-1 洪水、高潮等による災害の発生の防止または軽減に関する事項 
(1) 河川の維持管理 
3) 堤防・護岸の維持管理 
＜この間省略＞ 
また、堤防の侵食・亀裂、護岸の変状を早期に発見するため、堤防除草を定期的に実施

し、河川巡視等の点検により、必要に応じて適切な補修を行う。なお、堤防除草の実施に

あたっては、地域住民の河川利用に配慮し、関係機関と連携して効率的な対応を図る。さ

らに、刈草については、堆肥化や地域住民への配布を行うなどリサイクルに努める。 
 
 
 
③「目標」と「保全」の記載内容の対応について 

環境－９ 「目標」と「保全」の記載内容の対応について 
 ・「(1)動植物生息・生育・繁殖に関する目標」で、「良好な水質」と「多様な水際

と水域環境」と「治水」と、そういう言葉として明記されているので、保全でも「治

水」のみでなく、目標で挙げた問題を記載した方がよい。 
［回答］ 
治水対策の実施にあたっては、現状の良好な河川環境への影響を最小限とする配慮を行

うとしています。 
「現状の良好な河川環境」について、目標と実施で対応するよう記述を修正します。 

 
【修正結果】 【素案】P.74 

4-1 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される 
河川管理施設の機能の概要 

4-1-2 河川環境の整備と保全に関する事項 
(1) 動植物の生息・生育・繁殖環境の保全 
1) 土器川中流域（大川頭首工～国管理区間上流端） 
①水域と一体となった河畔林の保全 
土器川中流域は、川幅が狭い掘込河道形状となっており、河床には岩が露出し常時水域

が維持され、河岸のムクノキ、エノキなどの河畔林と一体となった良好な河川環境が、多
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様な動植物の生息・生育・繁殖環境を形成している。 
このため、貴重な水辺環境の保全の観点から、洪水を安全に流下させるために必要な治

水事業の実施においては、掘削面の緩傾斜化等による縦横断連続性を確保するなど、現状

の良好な水質で多様な水際・水域環境に対して河道形状の改変による影響が最小限となる

よう配慮し、治水に影響のない範囲でムクノキ、エノキなどの河畔林の保全に努める。 
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Vol.074特別号(平成23年2月) 

キーワード：河川整備計画に関するご意見

国土交通省四国地方整備局では、平成19年8月に策定された「土器川水系河川整備基本方針」を受
け、今後30年間程度の具体的な河川整備の内容を示す「土器川水系河川整備計画」の検討を進めてき
ました。
「土器川水系河川整備計画」の策定にあたって、学識者、流域住民、関係市町長のご意見を計画に
反映するため、平成22年11月～12月に「意見を聴く会」を開催するとともに、パブリックコメントを
行い、皆様から多数のご意見を頂きました。

土器川リバーキーパーズに関するお問合せは

国土交通省四国地方整備局 香川河川国道事務所 http://www.skr.mlit.go.jp/kagawa/

〒760-8546 高松市福岡町4-26-32
TEL：087-821-1623(計画課直通） FAX：087-821-1713

河川整備基本方針 河川整備計画

土器川水系河川整備計画に関する情報については、下記の「土器川水系河川整備計画ホーム
ページ」にアクセスして下さい。

河川整備計画は、以下に示す河川整備基本方針に基づき、概ね30年間の河川整備の目標、河
川工事・維持等の実施に関する事項を定めるものです。

河川整備計画って何？

長期的な視点に立った河川整備（治水、利水、河川
環境の整備と保全）に関する基本方針を決定します。

② 河川工事の実施の基本となるべき計画に関する事項

河川整備（治水、利水、河川環境の整備と保全）の
考え方を記述します。

① 河川の総合的な保全と利用に関する基本方針

◆社会資本整備審議会の意見を聴きます。
◆策定後に公表します。

① 河川整備の目標

20～30年後の河川整備（治水、利水、河川環境
の整備と保全）の目標を明確にします。

個別事業を含む具体的な河川整備の内容を明ら
かにします。

② 河川の整備の実施に関する事項

◆関係地方公共団体の長の意見を聴きます。
◆学識経験者や関係住民の意見を聴きます。
◆策定後に公表します。

H19.8
策定 今回の会議
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系
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整
備
基
本
方
針
の
策
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実施済み

土器川水系河川整備計画策定の流れとこれからの進め方

意見

解決すべき課題の把握・原因分析

代替案の比較、評価

政策目標の明確化

Ａ案 B案 C案

対応方針の

決定

計画段階評価（新たに導入）

◆政策目標価値型事業評価の一般的な流れ◆

公共事業の実施過程の透明性を一層向上させるため、事業の必要
性等が検証可能となるよう評価の手法を改善するとともに、計画

段階での事業評価を新たに導入

各「意見を聴く会」等で頂いたご意見を反映した「土器川水系河川整備計画【素案】(案)」を作成しました。

計画段階評価って何？

都
道
府
県
・
政
令
市
等

第
三
者
委
員
会
（
学
識
者
・
住
民
）

第１回 土器川流域学識者会議(平成22年11月12日）

第２回 土器川流域学識者会議（平成22年12月 6日）

第1回 土器川流域住民の意見を聴く会
（平成22年12月14日）

第1回 土器川関係市町長の意見を聴く会
（平成22年12月24日）

委員は、7名の学識者で構成されています。
第１回会議では、土器川の現状と課題、土器川水系河川整備
基本方針を説明し、土器川水系河川整備計画の治水の目標に関
するご意見を聴きました。

第2回会議では、計画段階での治水・環境対策案の検討内容に関するご意見を聴きました。

土器川流域周辺の多くの住民の方々に
ご参加いただきました。
第1回会議では、計画段階での治水・
環境対策案の検討内容に関するご意見を
聴きました。

土器川に関係する3市3町長で構成されています。
第1回会議では、計画段階での治水・環境対策案の検討内容に
関するご意見を聴きました。

「意見を聴く会」やパブリックコメントより、多数のご意見を頂きました。
多数のご意見の中から、主なご意見（要約）をご紹介します。

計画
全般

基本方針の構想をより具体化する計画づくり（いつ、だれが、どこで、何を、
どうする）をしていかなければいけない。
川でできなくても流域として広げて考えることもできる。（例えば流域全体
の保水力、流出の抑制を図る等）
上流域の山々でもし森林が荒廃するとなると、流出や水質に影響を及ぼすこ
とになるため、同じ土器川の中でも国と県が責任を持ってやる部分があり、
「関係機関と連携をする」というところは、重要な前提である。
土器川自体に正常流量を確保できないということだが、川から離れた水路で
は、水が流れ、そこが生き物の場になっているということもある。
流域単位の広い視点で、国土交通省から関係機関への発信を主体的に積極的
にしていくとことも整備計画に含めていただきたい。
整備期間中に目標以上の洪水が起こる可能性もあり、ソフト対策、避難、人
命、救助の問題、あるいは環境への配慮も含めて対応をとることが必要であ
る。
当面の整備目標流量に対する整備が、長期的な目標流量に対する整備に向け
て無駄となる整備ではいけない。
整備計画期間中の超過洪水の発生、東南海・南海地震による影響等が予想さ
れる場合等のいろんな状況に応じて、整備計画の見直しや検討をするのか？
また、対応の仕方は？
地球温暖化に伴う気候変化を踏まえ、ゲリラ豪雨や将来の降雨予測等を収集
した検討・計画は考えないのか？

「第１回 土器川流域学識者会議」での主なご意見 計画
全般

素案の目次（案）について、治水、利水、環境、防災というのは相互関係し
ているため、目次で利水・防災がもう少し見えやすいようにすると、バラン
スのいい計画になると思う。
異常気象を踏まえ、整備計画期間中のソフト対策の重要性が想定されるため、
ソフト対策の具体的な検討をしていただきたい。
防災などは、これまであまり重要視されてこなかった、あるいは予算がつき
にくいという部分があったりするが、住民との会議等でも重要な要素になる
と思われるため、検討いただきたいと思う。

治水

特に下流部において、一般の方々は、どれぐらい被害があるのかなかなか想
像、イメージができないと思う。想定される浸水区域図で被害状況を示すと、
事業の必要性とともに、環境への配慮はあるが治水を優先しなければいけな
いなどの、いろんな判断ができるのではないか。
治水対策で「樹木の伐採を必要最小限にする」について、「必要最小限」と
いうところをもう少し河道の物理特性に応じた伐採面積や植生、生物等の環
境面などの、治水と環境のバランスの表現を工夫していただきたい。

環境
河川利用の親水について、現状のあり方がどうなのかあまりよくわからない
ところがあると思うので、もう少し現状分析を行い、現状とどうつながりな
がら親水環境が利用できていくのかの方向性が必要と思う。

管理

土砂輸送に関して、管轄の違う上流を含めた流域全体での継続的なデータを
計画の中でもとっていくスタンスが必要である。
河川環境について、改修影響を受ける箇所はすべてモニタリングしていくの
は当然と認識しており、対応方針に必ず「モニタリング」という用語を入れ
ておくのがよいと思う。

「第２回 土器川流域学識者会議」での主なご意見

「第1回 土器川流域住民の意見を聴く会」での主なご意見

「第1回 土器川関係市町長の意見を聴く会」での主なご意見

治水

整備計画の目標流量では小さいのではないか？
突発的な集中豪雨で整備計画の目標流量を超える大きな流量が流れることも
考えられるがどう考えているのか？
財政難の中で実現可能な事業だけでいいのか？地震や異常気象がいわれてい
る中で、投資が無駄にならないよう、異常気象等も念頭において考えていた
だきたい。この目標は、今考える最大限の目標とは思えない。
今の排水ポンプ規模は小さすぎる。

環境

土器川河川敷公園（川西運動公園）が洪水のたびに冠水し、土砂が堆積し、
公園の管理が大変である。瀬切れの解消や生態系への配慮を踏まえ、河床に
堆積している土砂を撤去して河床を下げてほしい。川の中の運動公園ではあ
るものの、年間利用者も多く、大事な憩いの場所であることから、河床掘削
を要望する。
土砂採取が禁止されているが、特例で河床を掘削することで、平常時に表流
水が現れ、洪水の流下断面も大きくなるのではないか？
瀬切れについて、川の断面積や河床高の変化、さらに周辺の取水の影響では
ないかと思う。
瀬切れの寸前だが、水たまりのところで子供たちが遊んでいたので、親水性
が向上するような取り計らいをお願いしたい。

治水

丸亀市としては、下流部の「右岸引堤＋河床掘削案」が非常にありがたい。
また、左岸側の堤防の根固整備もお願いします。
まんのう町としては、掘込河道部の川幅の狭い箇所の改修を早急に進めて欲
しい。

環境 下流部の河道内には緑が少ないため、ヨシなどを少しでも残して、環境面に
も配慮して欲しい。

計画
全般

公共事業は、税金を使うのだから、経済的に効率よく行わなければならない。
今までの災害・歴史や地元・関係市町長の意見を踏まえて、皆が納得する整
備計画を策定していただきたい。

治水

祓川橋から琴平町にかけて、浸水のおそれはあるのか？
下流部河道湾曲区間の左岸側局所洗掘により危険な状態とよく聞くので、早
く工事をお願いする。下流部の現在の工事はこの対応のものなのか？
もし土器川が氾濫すると、宇多津町にも浸水するのか？早く対策を行ってほ
しい。
超過洪水に対しての浸水は、住まい方などの住民の努力も必要であると思う。
過去に災害が少ない地域のため、住民の防災意識が低い。
掘込河道部の流下能力不足に対して、量的対策が必要であり、案②「右岸拡
幅案」に賛成である。
今後も市民の安全確保及び、土器川整備実施についてがんばってください。

環境

水路ネットワーク調査や、堀込河道部の対策は是非進めて欲しい。
土器川は今も、環境学習（親から子への伝承の場）としての場であり、「生
きている財産」を継続させて欲しい。
昔のような流水のある河川に戻ればいいと思う。
私の孫が大きくなる頃には、水が豊かに流れる川にして欲しい。

管理
みんなが満足できる土器川であるために、役所と地域住民の意見交換会、住
民による清掃活動、河川愛護活動等の機会を増やして欲しい。

パブリックコメントの主なご意見

さらに詳しいご意見の内容は、河川整備計画の
ホームページより、各会議の議事録をご確認下
さい。

潮止堰潮止堰

祓川橋祓川橋

大川頭首工大川頭首工

潮止堰

蓬莱橋

中方橋

常包橋

常包橋常包橋

土器川土器川
生物公園生物公園
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Vol.075特別号(平成23年3月) 

キーワード：土器川水系河川整備計画【素案】(案)
に関するご意見

国土交通省四国地方整備局では、今後20～30年間程度の具体的な河川整備の内容を示す「土器川水
系河川整備計画」について、これまでの「意見を聴く会」においていただいた様々なご意見を反映し、
「土器川水系河川整備計画【素案】(案)」を作成しました。
平成22年2月9日～10日に開催した学識者、流域住民、関係市町長の「意見を聴く会」において、こ
の【素案】(案)に関する皆様から多数のご意見を頂きました。

土器川リバーキーパーズに関するお問合せは

国土交通省四国地方整備局 香川河川国道事務所 http://www.skr.mlit.go.jp/kagawa/

〒760-8546 高松市福岡町4-26-32
TEL：087-821-1623(計画課直通） FAX：087-821-1713

河川整備基本方針 河川整備計画

土器川水系河川整備計画に関する情報については、下記の「土器川水系河川整備計画ホーム
ページ」にアクセスして下さい。

河川整備計画は、以下に示す河川整備基本方針に基づき、20～30年間の河川整備の目標、河
川工事・維持等の実施に関する事項を定めるものです。

河川整備計画って何？

長期的な視点に立った河川整備（治水、利水、河川
環境の整備と保全）に関する基本方針を決定します。

② 河川工事の実施の基本となるべき計画に関する事項

河川整備（治水、利水、河川環境の整備と保全）の
考え方を記述します。

①河川の総合的な保全と利用に関する基本方針

◆社会資本整備審議会の意見を聴きます。
◆策定後に公表します。

①河川整備の目標

20～30年程度の河川整備（治水、利水、河川環
境の整備と保全）の目標を明確にします。

個別事業を含む具体的な河川整備の内容を明ら
かにします。

②河川の整備の実施に関する事項

◆関係地方公共団体の長の意見を聴きます。
◆学識経験者や関係住民の意見を聴きます。
◆策定後に公表します。

H19.8
策定 前回の会議

流域市町長

河川管理者

土器川水系河川整備計画
目標・対策・代替案

情
報
情
報

意
見
意
見

土器川水系河川整備計画
【素案】（案）

情
報
情
報

意
見
意
見 情

報
情
報

意
見
意
見

学識
経験者

流域
市町長

流域
住民

河川管理者河川管理者河川管理者

学識
経験者

流域
市町長

流域
住民

学識
経験者

流域
市町長

流域
住民

香川県知事

意
見
意
見

聴
取
聴
取

意
見
意
見

意
見
意
見

聴
取
聴
取

意
見
意
見

土
器
川
水
系
河
川
整
備
計
画
の
策
定

土
器
川
水
系
河
川
整
備
計
画
の
策
定

土
器
川
水
系
河
川
整
備
計
画

土
器
川
水
系
河
川
整
備
計
画
【【
案案
】】
の
公
表

の
公
表

土
器
川
水
系
河
川
整
備
計
画

土
器
川
水
系
河
川
整
備
計
画
【【
素
案
素
案
】】
の
公
表

の
公
表

土
器
川
水
系
河
川
整
備
基
本
方
針
の
策
定

土
器
川
水
系
河
川
整
備
基
本
方
針
の
策
定

実施済み

土器川水系河川整備計画策定の流れとこれからの進め方

第１回 土器川流域学識者会議(平成22年11月12日）

第２回 土器川流域学識者会議（平成22年12月 6日）

第1回 土器川流域住民の意見を聴く会（平成22年12月14日）

第1回 土器川関係市町長の意見を聴く会（平成22年12月24日）

委員は、7名の学識者で構成されています。
第１回会議では、土器川の現状と課題、土器川水系河川整備基本方針を説明し、土器川水
系河川整備計画の治水の目標に関するご意見を聴きました。

第2回会議では、計画段階での治水・環境対策案の検討内容に関するご意見を聴きました。

土器川流域周辺の多くの住民の方々にご参加いただきました。
第1回会議では、計画段階での治水・環境対策案の検討内容に関するご意見を聴きました。

土器川に関係する3市3町長で構成されています。
第1回会議では、計画段階での治水・環境対策案の検討内容に関するご意見を聴きました。

過
去
の
意
見
を
聴
く
会

第３回 土器川流域学識者会議（平成23年2月 9日）

第２回 土器川流域住民の意見を聴く会（平成23年2月 9日）

第２回 土器川関係市町長の意見を聴く会（平成23年2月10日）

前
回
の
会
議 河川整備計画に関するこれまでに頂いた多くの意見を反映した「土器川水系河川整備計画

【素案】(案)」を作成し、この【素案】(案)に関して、多くの方々からご意見を聴きました。

◆これまでの「意見を聴く会」の開催状況

「意見を聴く会」において、【素案】(案)に関する多数のご意見を頂きまし
た。多数のご意見の中から、主なご意見（要約）をご紹介します。

「意見を聴く会」での主なご意見

さらに詳しいご意見の内容は、河川整備計画の
ホームページより、各会議の議事録をご確認下さい。

潮止堰潮止堰

祓川橋祓川橋

大川頭首工大川頭首工

中方橋

常包橋常包橋

土器川土器川
生物公園生物公園

計画
全般

「流域」の示す範囲の定義が不明確であるため、定義をはっきりさせて一貫して
使用した方がよい。
治水・利水・環境および各項目間の優先順位・バランスがあると思うので、どう
バランスをとるかといった全体的な表現が欲しい。
土器川についての住民の知識不足に対して、適宜適切な情報提供を継続して欲し
い。

治水

計画段階評価の趣旨を踏まえ、代替案比較プロセスや選定根拠などの検討経緯等
の資料閲覧や情報提供は積極的に行って欲しい。
清水川にもポンプを設置して欲しい。古子川の排水ポンプは規模が小さい。
河川環境を破壊してまで、堤防付近に住むべきではない。
蓬莱橋から丸亀橋の区間について、近い将来にどのような整備を予定しているの
か。
河床が高く流下能力不足の箇所は、掘削する必要がある。

危機管理

整備計画目標を超える洪水の発生は否定できないため、整備計画の限界を明記す
るとともに、防災意識の向上と住民と連携したソフト対策併用が必要である。
河川情報が具体的に活用される情報提供の仕方が今後求められ、関係機関全体の
連携で対応が必要である。また、【素案】の段階から具体策を意識しないと、連
携の実現性が難しい。
自主防災活動促進に向けて協力して欲しい。（丸亀市）

環境

上流域の環境の現状と課題で、「課題」の記載がないが、管理区間外であって対
応できなくても、上流域の課題を持ちつつ、流域全体として考えていく視点は必
要と考え、「課題」を記載して欲しい。
水路ネットワーク把握の目標の表現が消極的なため、実施内容に合わせる必要が
ある。
「環境水制工」は一般的でないため表現を改めてほしい。
大川頭首工の右岸堤防補強工事の際に、魚道を造ってほしい。
森の栄養が川を流れて海に届かないため、海の魚が減少していると思う。
昔の豊かな土器川が戻って、人間と生物が共存できるような豊かな川にして欲し
い。
動植物に考慮した樹木伐採を実施して欲しい。
豊かな生態系を保全していく対策が必要である。
自然状態を維持した河川敷にして欲しい。

河川利用 河川敷にグラウンドゴルフ場の用地認可をして欲しい。

管理

堤防の除草方法については、実態を調査して、無駄遣いをなくすよう国と県が協
議して管理をして欲しい。
同じ場所に同じ内容の標識があるのは、無駄遣いである。
ゴルフ禁止区域や通報の仕方が分かるような看板を、小さいな看板でも十分であ
るので設置して欲しい。

利水

土器川として「河川の適正な利用」をどうに考えているかというところの具体的
な表現が明確に書かれていると、土器川の計画の特徴が出ていい。
大川頭首工からの取水方法について、関係機関とどのように協議を進めていくの
か。早急に関係機関と協議して欲しい。

水質
基本方針では、環境事項に「水質」が含まれるので整合を図る必要がある。
丸亀大橋付近の水質改善が必要がある。

河川整備計画【素案】の主なメニューをご紹介します。

土器川土器川
下流部の治水メニュー
右岸堤防の引堤(河川敷掘削を含む)
河床掘削
堤防断面不足箇所の堤防整備
水衝部（湾曲左岸）の根固工

上流部の治水メニュー
大川頭首工の改築(施設管理者へ是正の指導)
堤防断面不足箇所の堤防整備
河床低下区間の河床安定化対策

常包橋

掘込河道部の治水メニュー
右岸側の河道拡幅
河道内の樹木伐開

下流部の環境メニュー
干潟、ヨシ原の保全
治水対策にあたっては、掘削面の
緩傾斜化等の配慮を行う
水質改善の取り組み

中流部の環境メニュー
レキ河原の保全
溜まり等の水辺環境の保全
（水路ネットワーク調査）

掘込河道部の環境メニュー
水域と一体となった河畔林の保全
治水対策にあたっては、掘削面の緩傾斜化
等の配慮を行う

土器川の河川特性を十分に踏まえ、河道及び施
設等を良好な状態に保ち、その本来の機能が発
揮されるよう適切な維持管理を継続するととも
に、地域と一体となった河川管理の推進に努め、
良好な河川環境の維持に努めます。

維持管理（国管理区間）

満濃大満濃大橋橋

整備計画の対象区間：国管理区間（河口～18.85km）
整備計画の対象期間：おおむね30年

潮止堰

蓬莱橋

下流部

中流部

掘込河道部

河川整備の基本理念

安全で、安心できる
川づくり

地域と一体となった
河川環境の保全

人々が憩い・楽しめ・
学べる川づくり

掘削

堤防整備
堤防整備

根固

引堤

樹木伐開

樹木伐開

樹木伐開

河道拡幅
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平成23年3月14日ニュースレター　【素案】(案)に関するご意見について
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平成23年3月22日リーフレット　河川整備計画の策定に向けて【素案】公表



【
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
広
報
】

河
川
整
備
計
画
【
素
案
】
を
は
じ
め
、
学
識
者
会
議
、
流
域
住
民
の
意
見
を
聴
く
会
、
関
係
市
町
長
の
意
見
を
聴
く
会
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
の
結
果
な
ど
、
河
川
整
備
計
画
に
関
係
す
る
資
料
を
香
川
河
川
国
道
事
務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
ま
し
た
。
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【
新
聞
折
り
込
み
チ
ラ
シ
に
よ
る
広
報
】

学
識
者
会
議
お
よ
び
流
域
住
民
、
関
係
市
町
長
の
意
見
を
聴
く
会
の
開
催
告
知
と
と
も
に
、
多
く
の
方
に
参
加
・
傍
聴
い
た
だ
く
た
め
、

新
聞
折
り
込
み
チ
ラ
シ
に
よ
る
広
告
を
行
な
い
ま
し
た
。

配
布
日

広
報
内
容

大
き
さ

H
22

.1
1.

5
第

1回
学
識
者
会
議
の
開
催
告
知

A4
裏
表

H
22

.1
1.

30
第

2回
学
識
者
会
議
、

第
1回
流
域
住
民
意
見
聴
取
会
、

第
1回
関
係
市
町
長
意
見
聴
取
会

の
開
催
告
知

H
23

.2
.3

第
3回
学
識
者
会
議
、

第
2回
流
域
住
民
意
見
聴
取
会
、

第
2回
関
係
市
町
長
意
見
聴
取
会

の
開
催
告
知

H
23

.3
.1

4
第

3回
流
域
住
民
意
見
聴
取
会

の
開
催
告
知

H
24

.2
.2

0
第

4回
学
識
者
会
議
、

第
3回
関
係
市
町
長
意
見
聴
取
会

の
開
催
告
知

【
新
聞
折
り
込
み
チ
ラ
シ
の
例
】
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【
そ
の
他
の
広
報
】

記
者
発
表

・
5
回
実
施
（
会
議
開
催
告
知
、
素
案
の
公
表
）

情
報
閲
覧
コ
ー
ナ
ー

・事
務
所
内
に
河
川
整
備
計
画
情
報
コ
ー
ナ
ー
を
設
置

会
議
資
料
閲
覧
、
ポ
ス
タ
ー
掲
示

・関
係
市
町
役
場
に
閲
覧
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
・ポ
ス
タ
ー
を
掲
示

- 25 -



 

 

 

 

＜巻末１＞ 【計画段階評価】時の河川整備に関する 

意見とりまとめ分類と【素案】(案)への対応方針 
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河
川
整
備
計
画
に
関
す
る
意
見
と
そ
の
対
応
お
よ
び
【
素
案
】
(
案
)
の
内
容
　
(
1
/
2
0
)

通
し

番
号

意
見
の
反
映
方
法

に
つ
い
て

住
民
や
市
町
長
の
意
見
を

聴
く
会
が
あ
り
そ
の
中
の

意
見
を
ど
こ
ま
で
反
映
し

て
い
け
る
か
が
重
要
に
な

る
。

2
0

共
通
-
1
関
係
機
関
と
の
連
携
に
関
し
て
、
住
民
や
市
町
長

の
意
見
を
聴
く
会
が
あ
り
そ
の
中
の
意
見
を
ど
こ

ま
で
反
映
し
て
い
け
る
か
が
重
要
に
な
る
と
考
え

ら
れ
る
。

素
案
に
反
映
で
き
る
意
見
は
反
映
し
、
反
映
で
き

な
い
意
見
は
そ
の
理
由
を
明
確
に
し
ま
す
。

河
川
整
備
計
画
内

容
の
具
体
化
に
つ

い
て

河
川
整
備
の
構
想
を
示
し

た
基
本
方
針
に
対
し
て
、

河
川
整
備
計
画
は
、
構
想

を
よ
り
具
体
化
す
る
計
画

作
り
を
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
。

5
共
通
-
2
基
本
方
針
に
つ
い
て
、
治
水
は
「
実
施
す
る
」
等

と
歯
切
れ
が
い
い
が
、
利
水
と
環
境
は
「
努
め
る

も
の
と
す
る
」
等
の
努
力
目
標
に
な
っ
て
お
り
、

利
水
と
環
境
に
関
し
て
は
治
水
に
比
べ
る
と
相
当

目
標
と
す
べ
き
水
準
が
低
く
設
定
さ
れ
て
い
る
。

基
本
方
針
は
構
想
で
あ
り
、
構
想
を
よ
り
具
体
化

す
る
計
画
づ
く
り
（
い
つ
、
だ
れ
が
、
ど
こ
で
、

何
を
、
ど
う
す
る
）
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け

な
い
。

現
段
階
で
数
値
目
標
化
が
困
難
な
事
項
と
し
て

は
、
「
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
」
お
よ
び

「
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
」
が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。

「
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
」
に
つ
い
て
は
、

正
常
流
量
の
設
定
が
困
難
な
た
め
、
今
後
、
水
利

用
実
態
等
の
不
明
な
事
項
に
関
す
る
現
状
の
調

査
・
把
握
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
目
標
と
し
て
い

ま
す
。

「
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
」
に
つ
い
て
は
、
土

器
川
の
河
川
環
境
の
特
徴
を
踏
ま
え
、
河
川
環
境

に
関
す
る
具
体
的
な
項
目
を
抽
出
し
、
現
状
の
河

川
環
境
の
保
全
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
ま

す
。

P
.
6
5

P
.
7
4

3
-
5
 
河
川
の
適
正
な
利
用
及
び
正
常
な
機
能
の
維
持
に
関
す
る
目

標 (
1
)
 
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持

　
流
水
の
正
常
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
流
量
（
以

下
、
「
正
常
流
量
」
と
い
う
）
に
つ
い
て
は
、
瀬
切
れ
の
発
生
や

独
特
な
取
水
形
態
に
よ
り
定
常
的
な
取
水
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と

な
ど
か
ら
現
状
で
は
設
定
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
今
後
、
河
川

及
び
流
域
に
お
け
る
諸
調
査
を
踏
ま
え
、
流
水
が
伏
流
し
て
い

る
河
川
の
特
性
と
動
植
物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
に
必
要
な
流

量
と
の
関
係
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
関
係
機
関
等
と
連
携
し

水
利
用
の
実
態
の
把
握
に
努
め
る
。

4
-
1
-
2
 
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

＜
河
川
環
境
に
関
す
る
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
項
目

を
抽
出
し
、
対
応
方
針
を
記
載
し
ま
す
。
＞

(1
) 
動
植
物
の
生
息
、
生
育
、
繁
殖
環
境
の
保
全

　
中
流
域
：
①
水
域
と
一
体
と
な
っ
た
河
畔
林
の
保
全

　
下
流
域
：
①
水
辺
環
境
の
保
全

　
　
　
　
　
②
レ
キ
河
原
の
保
全

　
汽
水
域
：
①
干
潟
の
保
全

　
　
　
　
　
②
ヨ
シ
原
の
保
全

(2
) 
河
川
景
観
の
維
持
、
形
成

(3
) 
河
川
空
間
の
利
用

河
川
整
備
計
画
の

見
直
し
に
つ
い
て
目
標
超
過
洪
水
の
発
生
や

大
規
模
地
震
に
対
し
て
、

整
備
計
画
の
見
直
し
の
考

え
方
は
ど
う
な
の
か
？

2
4

共
通
-
3
整
備
計
画
期
間
中
の
超
過
洪
水
の
発
生
、
東
南

海
・
南
海
地
震
に
よ
る
影
響
等
が
予
想
さ
れ
る
場

合
等
の
い
ろ
ん
な
状
況
に
応
じ
て
整
備
計
画
の
見

直
し
や
検
討
を
す
る
の
か
？
対
応
の
仕
方
は
？

本
整
備
計
画
は
、
現
時
点
の
課
題
や
河
道
状
況
に

基
づ
く
計
画
で
あ
り
、
今
後
の
状
況
に
応
じ
て
必

要
な
計
画
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と
し
て
い
ま

す
。

大
規
模
地
震
に
関
し
て
も
、
想
定
さ
れ
る
最
大
級

の
地
震
動
に
対
す
る
検
討
を
行
い
、
必
要
に
応
じ

て
対
応
し
ま
す
。

P
.
6
3

P
.
6
4

3
-
3
 
河
川
整
備
計
画
の
対
象
期
間
等

　
本
整
備
計
画
の
対
象
期
間
は
お
お
む
ね
3
0
年
と
す
る
。

　
本
整
備
計
画
は
、
こ
れ
ま
で
の
災
害
の
発
生
状
況
、
現
時
点

の
課
題
や
河
道
状
況
等
に
基
づ
き
策
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
今

後
の
洪
水
の
発
生
状
況
、
河
川
整
備
の
進
捗
、
河
川
状
況
の
変

化
、
新
た
な
知
見
、
技
術
的
進
歩
、
社
会
経
済
の
変
化
等
に
合

わ
せ
、
必
要
な
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

3
-
4
 
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽
減
に

関
す
る
目
標

４
）
大
規
模
地
震
へ
の
対
応

　
地
震
後
の
津
波
や
洪
水
に
よ
り
甚
大
な
浸
水
被
害
の
発
生
が

予
想
さ
れ
る
河
川
構
造
物
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
対
策
を
実
施

す
る
。

【
素
案
】
(
案
)
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
(
案
)
と
対
応

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問
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河
川
整
備
計
画
に
関
す
る
意
見
と
そ
の
対
応
お
よ
び
【
素
案
】
(
案
)
の
内
容
　
(
2
/
2
0
)

通
し

番
号

【
素
案
】
(
案
)
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
(
案
)
と
対
応

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

整
備
計
画
に
お
け

る
利
水
と
防
災
の

位
置
づ
け
に
つ
い

て

治
水
・
利
水
・
環
境
・
防

災
は
相
互
関
係
し
て
い
る

の
で
、
整
備
計
画
の
目
次

に
利
水
・
防
災
が
見
え
や

す
く
な
る
と
バ
ラ
ン
ス
の

よ
い
計
画
に
な
る
と
思

う
。

3
7

共
通
-
4
素
案
の
目
次
（
案
）
に
つ
い
て
、
治
水
、
利
水
、

環
境
、
防
災
と
い
う
の
は
相
互
関
係
し
て
い
る
た

め
、
目
次
で
利
水
・
防
災
が
も
う
少
し
見
え
や
す

い
よ
う
に
す
る
と
、
バ
ラ
ン
ス
の
い
い
計
画
に
な

る
と
思
う
。

整
備
計
画
が
治
水
・
利
水
・
環
境
・
防
災
等
で
構

成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
、
素
案
の
目

次
の
小
項
目
を
具
体
的
な
項
目
で
構
成
し
ま
す
。

「
素
案
目
次
」
の
構
成
を
参
照

治
水
・
利
水
・
環

境
の
バ
ラ
ン
ス
に

つ
い
て

治
水
・
利
水
・
環
境
の
三

者
の
単
な
る
バ
ラ
ン
ス
で

は
な
く
、
上
中
下
流
部
の

地
域
特
性
を
踏
ま
え
た
箇

所
毎
の
重
要
な
事
項
に
注

目
し
て
メ
リ
ハ
リ
あ
る
目

標
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

6
5

共
通
-
5
整
備
計
画
は
、
治
水
・
利
水
・
環
境
の
バ
ラ
ン
ス

を
と
る
こ
と
だ
が
、
上
中
下
流
部
ご
と
に
何
が
重

要
か
に
注
目
し
て
、
単
な
る
三
者
の
バ
ラ
ン
ス
を

と
る
の
で
は
な
く
、
メ
リ
ハ
リ
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
？

基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
「
治
水
・
利
水
・
環
境

に
関
わ
る
施
策
を
総
合
的
に
展
開
す
る
」
と
し
て

い
ま
す
。

本
整
備
計
画
に
お
い
て
も
、
三
者
の
バ
ラ
ン
ス
を

図
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
ま
す
が
、
土
器
川

の
治
水
対
策
箇
所
は
い
ず
れ
も
局
所
的
で
あ
る
た

め
、
治
水
優
先
の
考
え
方
か
ら
、
お
の
ず
と
三
者

の
優
先
順
位
が
箇
所
ご
と
に
異
な
り
、
結
果
と
し

て
地
域
特
性
を
ふ
ま
え
た
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
目
標

を
設
定
し
て
い
ま
す
。

6
6

共
通
-
5
非
常
に
貴
重
な
ご
意
見
で
あ
り
、
地
域
特
性
（
上

下
流
で
の
地
形
的
な
も
の
、
環
境
的
な
も
の
、
治

水
安
全
的
な
も
の
）
を
踏
ま
え
、
バ
ラ
ン
ス
を
考

え
て
い
た
だ
き
た
い
。

7
1

共
通
-
5
治
水
・
利
水
・
環
境
の
３
つ
の
テ
ー
マ
を
全
部
満

足
す
る
の
は
難
し
い
と
思
う
。

1
1
4
共
通
-
5
周
辺
住
民
の
人
命
が
最
も
大
切
な
の
で
、
他
へ
の

リ
ス
ク
が
少
な
く
、
治
水
効
果
が
大
き
い
整
備
計

画
を
行
っ
て
欲
し
い
。

1
1
9
共
通
-
5
今
ま
で
の
災
害
・
歴
史
や
地
元
・
関
係
市
町
長
の

意
見
を
踏
ま
え
て
、
皆
が
納
得
す
る
整
備
計
画
を

策
定
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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河
川
整
備
計
画
に
関
す
る
意
見
と
そ
の
対
応
お
よ
び
【
素
案
】
(
案
)
の
内
容
　
(
3
/
2
0
)

通
し

番
号

【
素
案
】
(
案
)
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
(
案
)
と
対
応

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

整
備
計
画
に
お
け

る
ソ
フ
ト
対
策
に

つ
い
て

整
備
期
間
中
に
お
け
る
目

標
以
上
の
超
過
洪
水
を
想

定
し
、
整
備
の
優
先
順
位

に
ソ
フ
ト
対
策
を
含
め
て

考
え
て
い
く
必
要
が
あ

る
。

2
1

共
通
-
6
整
備
に
あ
た
っ
て
は
資
産
の
集
積
状
況
等
を
加
味

し
た
上
で
優
先
順
位
が
つ
い
て
い
く
だ
ろ
う
。
そ

の
全
体
を
考
え
て
い
く
上
で
は
ソ
フ
ト
対
策
と
か

を
含
め
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

現
在
も
地
域
と
連
携
し
た
防
災
、
減
災
へ
の
取
り

組
み
や
体
制
強
化
を
図
っ
て
お
り
、
本
整
備
計
画

に
は
「
危
機
管
理
体
制
の
整
備
」
と
し
て
具
体
的

な
項
目
を
明
記
し
、
更
な
る
体
制
強
化
を
推
進
し

て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
新
た
な
ソ

フ
ト
対
策
の
整
備
に
あ
た
っ
て
は
、
関
係
機
関
と

の
調
整
等
が
必
要
で
あ
り
、
検
討
経
緯
の
透
明
性

の
確
保
に
努
め
ま
す
。

P
.
6
4
3
-
4
 
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽
減
に

関
す
る
目
標

5
)
 
危
機
管
理
へ
の
対
応

　
計
画
規
模
を
超
え
る
洪
水
や
整
備
途
上
に
施
設
能
力
以
上
の

洪
水
や
地
震
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
被
害
を
最
小

限
に
抑
え
る
た
め
に
、
関
係
機
関
や
地
域
住
民
へ
迅
速
か
つ
的

確
な
河
川
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
関
係
市
町
が
作
成
し

た
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
活
用
へ
の
技
術
的
支
援
、
関
係
機
関
と

連
携
し
た
水
防
活
動
へ
の
支
援
、
自
治
体
と
の
防
災
体
制
・
連

絡
体
制
の
強
化
な
ど
、
災
害
時
の
み
な
ら
ず
平
常
時
か
ら
防
災

意
識
の
向
上
を
図
る
。

2
2

共
通
-
6
整
備
期
間
中
に
目
標
以
上
の
洪
水
が
起
こ
る
可
能

性
も
あ
り
、
ソ
フ
ト
対
策
、
避
難
、
人
命
、
救
助

の
問
題
、
あ
る
い
は
環
境
へ
の
配
慮
も
含
め
て
対

応
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

P
.
8
6
4
-
2
-
1
 
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽
減

に
関
す
る
事
項

＜
防
災
・
減
災
に
関
す
る
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
項

目
を
抽
出
し
、
対
応
方
針
を
記
載
し
ま
す
。
＞

5
9

共
通
-
6
治
水
対
策
に
つ
い
て
、
既
往
最
大
流
量
に
対
し
て

は
ま
だ
ま
だ
安
全
度
が
足
り
な
い
た
め
、
ハ
ー
ド

対
策
も
重
要
だ
が
、
ソ
フ
ト
対
策
も
重
要
で
あ

り
、
浸
水
想
定
区
域
図
等
の
活
用
な
ど
ソ
フ
ト
対

策
も
ぜ
ひ
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
加
え
て
い
た
だ
き
た

い
。

(2
) 
危
機
管
理
体
制
の
整
備

１
）
河
川
情
報
の
収
集
・
提
供

２
）
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
活
用
支
援

３
）
水
防
団
等
と
の
連
携

４
）
水
害
防
止
体
制
の
構
築

５
）
地
震
及
び
洪
水
へ
の
対
応

６
）
水
質
事
故
へ
の
対
応

７
）
河
川
防
災
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
の
活
用

８
）
緊
急
復
旧
資
材
の
確
保

９
）
防
災
教
育
へ
の
支
援

ソ
フ
ト
対
策
も
ハ
ー
ド
対

策
と
同
様
の
プ
ロ
セ
ス
で

具
体
的
な
検
討
・
評
価
で

選
定
し
て
い
く
の
か
？

6
0

共
通
-
6
ソ
フ
ト
対
策
も
ハ
ー
ド
対
策
と
同
様
の
プ
ロ
セ
ス

で
具
体
的
な
検
討
・
評
価
で
決
定
し
て
い
く
の

か
？

も
し
く
は
、
ハ
ー
ド
対
策
と
違
う
プ
ロ
セ
ス
と
な

る
の
か
？

6
1

共
通
-
6
ソ
フ
ト
対
策
に
つ
い
て
、
例
え
ば
「
水
質
改
善
の

意
識
向
上
・
啓
発
の
推
進
」
「
防
災
ソ
フ
ト
対

策
」
に
か
か
る
コ
ス
ト
な
ど
考
え
な
い
の
か
？

ソ
フ
ト
対
策
は
住
民
会
議

で
も
重
要
な
要
素
と
考
え

ら
れ
検
討
い
た
だ
き
た

い
。

6
2

共
通
-
6
異
常
気
象
を
踏
ま
え
、
整
備
計
画
期
間
中
の
ソ
フ

ト
対
策
の
重
要
性
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
ソ
フ
ト

対
策
の
具
体
的
な
検
討
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

6
3

共
通
-
6
防
災
な
ど
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
予
算
が
つ
き
に
く
い
と

い
う
部
分
が
あ
っ
た
り
す
る
が
、
住
民
と
の
会
議

等
で
も
重
要
な
要
素
に
な
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、

検
討
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
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河
川
整
備
計
画
に
関
す
る
意
見
と
そ
の
対
応
お
よ
び
【
素
案
】
(
案
)
の
内
容
　
(
4
/
2
0
)

通
し

番
号

【
素
案
】
(
案
)
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
(
案
)
と
対
応

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

地
球
温
暖
化
に
伴

う
気
候
変
化
へ
の

対
応
に
つ
い
て

地
球
温
暖
化
に
伴
う
気
候

変
化
を
踏
ま
え
、
ゲ
リ
ラ

豪
雨
や
将
来
の
降
雨
予
測

等
を
収
集
し
た
検
討
や
計

画
の
見
直
し
は
考
え
る
の

か
？

2
5

共
通
-
7
地
球
温
暖
化
に
伴
う
気
候
変
化
を
踏
ま
え
、
ゲ
リ

ラ
豪
雨
や
将
来
の
降
雨
予
測
等
を
収
集
し
た
検

討
・
計
画
は
考
え
な
い
の
か
？

現
在
、
地
球
温
暖
化
に
伴
う
気
候
変
化
に
よ
る
豪

雨
等
に
関
す
る
検
討
が
全
国
的
に
進
め
ら
れ
て
お

り
、
今
後
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ

て
対
応
し
て
い
き
ま
す
。

P
.
8
1
4
-
2
 
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
1
 
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽
減

に
関
す
る
事
項

　
ま
た
、
今
後
、
地
球
温
暖
化
に
伴
う
気
候
変
化
等
に
よ
り
激

化
す
る
水
害
等
へ
の
対
応
と
し
て
、
被
害
の
最
小
化
を
目
的
と

す
る
適
応
策
に
つ
い
て
、
土
器
川
の
流
域
特
性
等
に
照
ら
し

て
、
必
要
に
応
じ
て
実
施
す
る
。

2
6

共
通
-
7
文
部
科
学
省
が
平
成
1
9
年
度
か
ら
５
カ
年
計
画
で

異
常
気
象
、
特
に
雨
の
降
り
方
に
関
し
て
の
研
究

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
し
て
お
り
、
こ
の
結
論
を

も
と
に
、
ま
た
施
設
の
整
備
と
か
計
画
と
か
が
変

更
さ
れ
る
可
能
性
あ
る
か
と
思
う
が
、
そ
う
い
う

検
討
も
別
途
さ
れ
る
の
か
？

P
.
9
6
5
-
1
 
地
域
住
民
、
関
係
機
関
と
の
連
携
、
協
働

　
ま
た
、
今
後
は
地
球
温
暖
化
に
伴
う
気
候
変
化
に
よ
り
、
洪

水
等
の
増
大
、
水
害
リ
ス
ク
の
増
大
、
河
川
環
境
の
変
化
等
が

見
込
ま
れ
て
お
り
、
土
器
川
流
域
の
特
性
等
に
照
ら
し
て
、
そ

の
影
響
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
。

河
川
整
備
計
画
に

お
け
る
関
係
機
関

と
の
連
携
に
つ
い

て

行
政
管
理
境
界
を
越
え

て
、
関
係
機
関
と
連
携
す

る
こ
と
が
重
要
な
前
提
で

あ
り
、
河
川
の
み
で
な
く

流
域
単
位
で
の
線
か
ら
面

へ
広
げ
た
視
点
の
整
備
計

画
と
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

1
7

共
通
-
8
川
で
で
き
な
く
て
も
流
域
と
し
て
広
げ
て
考
え
る

こ
と
も
で
き
る
。
（
例
え
ば
流
域
全
体
の
保
水

力
、
流
出
の
抑
制
を
図
る
等
）

上
流
域
の
山
々
で
も
し
完
全
に
森
林
が
荒
廃
を
す

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
当
然
流
出
や
水
質
に

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
た
め
、
同
じ
土
器
川

の
中
で
も
国
と
県
が
責
任
を
持
っ
て
や
る
部
分
が

あ
り
、
「
関
係
機
関
と
連
携
を
す
る
」
と
い
う
と

こ
ろ
は
、
重
要
な
前
提
で
あ
る
。

土
器
川
自
体
に
正
常
流
量
を
確
保
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
だ
が
、
一
歩
川
か
ら
離
れ
た
水
路
を
眺
め

て
み
る
と
、
案
外
、
水
が
流
れ
て
た
り
し
て
、
そ

こ
が
生
き
物
の
場
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も

あ
る
。

流
域
単
位
の
広
い
視
点
で
、
国
土
交
通
省
か
ら
関

係
機
関
へ
の
発
信
を
主
体
的
に
積
極
的
に
し
て
い

く
と
こ
と
も
整
備
計
画
の
案
に
含
め
て
い
っ
て
い

た
だ
き
た
い
。

本
整
備
計
画
は
、
国
管
理
区
間
の
計
画
で
あ
り
、

県
管
理
区
間
を
含
ん
で
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
治
水
・
利
水
・
環
境
お
よ
び
防
災
面
で

地
域
や
関
係
機
関
と
の
連
携
は
不
可
欠
で
あ
り
、

行
政
界
を
越
え
た
地
域
や
関
係
機
関
と
の
連
携
・

調
整
の
取
り
組
み
が
必
要
と
考
え
て
お
り
、
あ
ら

ゆ
る
面
で
素
案
に
反
映
し
ま
す
。

P
.
9
6
５
．
今
後
に
向
け
て

　
そ
の
た
め
に
は
、
地
域
住
民
、
自
治
体
、
関
係
機
関
、
河
川

管
理
者
等
が
、
土
器
川
流
域
の
情
報
を
共
有
し
、
連
携
、
協
働

し
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

＜
整
備
計
画
に
記
載
す
る
あ
ら
ゆ
る
項
目
に
お
い
て
、
「
地
域
・

関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
る
」
と
し
た
内
容
を
反
映
し
ま
す
。
＞

1
9

共
通
-
8
線
か
ら
面
へ
の
広
げ
た
議
論
が
必
要
と
考
え
る
。
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河
川
整
備
計
画
に
関
す
る
意
見
と
そ
の
対
応
お
よ
び
【
素
案
】
(
案
)
の
内
容
　
(
5
/
2
0
)

通
し

番
号

【
素
案
】
(
案
)
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
(
案
)
と
対
応

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

日
常
業
務
に
つ
い

て
財
政
難
の
現
状
に
あ
っ

て
、
企
業
感
覚
を
持
っ
て

日
常
の
業
務
に
あ
た
っ
て

ほ
し
い

7
7

共
通
-
9
財
政
難
の
中
で
、
事
業
仕
分
け
で
承
認
さ
れ
る
の

か
？

河
川
利
用
を
活
用
し
て
お
金
を
生
む
こ
と
や
、
企

業
感
覚
を
持
っ
て
日
常
の
業
務
に
あ
た
っ
て
ほ
し

い
。

河
川
管
理
者
と
し
て
も
、
コ
ス
ト
意
識
を
持
っ
て

事
業
推
進
に
努
め
ま
す
。

段
階
整
備
に
つ
い

て
本
整
備
計
画
の
対
策
が
基

本
方
針
対
策
に
向
け
て
、

事
業
の
手
戻
り
な
く
、
経

済
的
に
効
率
よ
く
行
う
必

要
が
あ
る
。

2
3
共
通
-
1
0
当
面
の
整
備
目
標
で
あ
る
1
,
2
5
0
m
3
/
s
の
整
備
に
お

い
て
、
長
期
的
な
目
標
の
1
,
7
0
0
m
3
/
s
に
向
け
て
無

駄
と
な
る
整
備
で
は
い
け
な
い
。

治
水
対
策
案
は
、
複
数
の
治
水
対
策
案
か
ら
コ
ス

ト
を
含
め
た
評
価
で
選
定
し
て
お
り
、
基
本
方
針

に
向
け
て
手
戻
り
の
な
い
経
済
的
な
対
策
案
を
選

定
し
て
い
ま
す
。

P
.
6
3
3
-
4
 
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽
減
に

関
す
る
目
標

１
）
洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
た
め
の
対
応

　
土
器
川
に
お
い
て
洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
た
め
に
は
、

過
去
の
水
害
の
発
生
状
況
、
流
域
の
重
要
度
や
こ
れ
ま
で
の
整

備
状
況
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
河
川
整
備
基
本
方
針
で
定
め
た

目
標
に
向
け
て
、
上
下
流
の
治
水
安
全
度
の
バ
ラ
ン
ス
を
確
保

し
つ
つ
段
階
的
か
つ
着
実
に
整
備
を
進
め
、
洪
水
に
よ
る
被
害

に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

9
5
共
通
-
1
0
公
共
事
業
は
、
税
金
を
使
う
の
だ
か
ら
、
経
済
的

に
効
率
よ
く
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

会
議
運
営
に
つ
い

て
特
に
土
器
川
と
関
係
の
深

い
関
係
者
に
も
っ
と
宣
伝

し
、
参
加
者
を
増
や
す
方

が
よ
い
。

1
2
3
共
通
-
1
1
意
見
交
換
で
き
る
場
は
良
い
こ
と
だ
が
、
特
に
土

器
川
と
関
係
の
深
い
関
係
者
に
も
っ
と
宣
伝
し
、

参
加
者
を
増
や
す
方
が
よ
い
。

記
者
発
表
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
開
設
・
案
内
の
他
、

事
前
の
新
聞
チ
ラ
シ
で
の
開
催
案
内
を
行
っ
て
い

ま
す
。

今
後
予
定
の
会
議
に
お
い
て
も
、
多
く
参
加
い
た

だ
け
る
よ
う
周
知
に
配
慮
し
ま
す
。
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河
川
整
備
計
画
に
関
す
る
意
見
と
そ
の
対
応
お
よ
び
【
素
案
】
(
案
)
の
内
容
　
(
6
/
2
0
)

通
し

番
号

【
素
案
】
(
案
)
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
(
案
)
と
対
応

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

治
水
対
策
の
必
要

性
・
優
先
性
に
つ

い
て

現
況
流
下
能
力
不
足
箇
所

に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
浸

水
被
害
状
況
を
示
す
こ
と

で
、
治
水
対
策
の
必
要
性

や
優
先
性
が
一
般
の
方
に

も
わ
か
り
や
す
く
な
る
と

思
う
。

3
1

治
水
-
1
特
に
下
流
部
に
お
い
て
、
治
水
対
策
や
事
業
の
必

要
性
に
つ
い
て
、
現
況
流
下
能
力
が
不
足
し
て
い

る
箇
所
で
整
備
計
画
目
標
1
,
2
5
0
m
3
/
s
が
流
下
し
た

場
合
の
浸
水
想
定
区
域
図
で
の
想
定
被
害
状
況
を

示
す
と
住
民
か
ら
も
理
解
が
得
ら
れ
や
す
い
と
思

う
。

土
器
川
で
は
、
基
本
方
針
の
洪
水
規
模
に
対
す
る

浸
水
想
定
区
域
図
を
公
表
し
て
お
り
、
是
に
基
づ

く
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
が
沿
川
の
各
自
治
体
よ

り
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

治
水
対
策
の
必
要
性
や
優
先
性
に
関
し
て
、
想
定

さ
れ
る
最
大
被
害
規
模
が
確
認
で
き
る
公
表
済
み

の
浸
水
想
定
区
域
図
や
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を

周
知
し
、
防
災
教
育
等
と
と
も
に
防
災
に
関
す
る

情
報
の
発
信
に
よ
っ
て
水
害
へ
の
危
機
意
識
の
啓

発
に
努
め
ま
す
。

P
.
8
7
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
1
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
又
は
軽
減

に
関
す
る
事
項

(
2
)
 
危
機
管
理
体
制
の
整
備

２
）
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
活
用
支
援

　
洪
水
予
報
河
川
で
あ
る
土
器
川
の
国
管
理
区
間
に
お
い
て
は
、

洪
水
時
に
迅
速
な
避
難
を
促
し
、
水
害
に
よ
る
被
害
の
軽
減
を
図

る
た
め
に
、
河
川
が
は
ん
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が
想
定
さ
れ
る
区

域
を
浸
水
想
定
区
域
に
指
定
し
、
平
成
1
3
年
に
公
表
し
た
。
そ
の

後
、
平
成
1
9
年
の
河
川
整
備
基
本
方
針
策
定
を
受
け
て
平
成
2
1
年

に
変
更
し
公
表
し
て
い
る
。

　
浸
水
想
定
区
域
内
の
各
自
治
体
は
、
浸
水
想
定
区
域
図
を
基
に

浸
水
・
避
難
情
報
等
を
示
し
た
「
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
を
作

成
・
公
表
し
て
い
る
。

　
洪
水
時
に
適
切
に
対
応
す
る
た
め
、
各
自
治
体
の
洪
水
ハ

ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
活
用
に
際
し
、
香
川
河
川
国
道
事
務
所
内
に

設
置
し
て
い
る
「
災
害
情
報
普
及
支
援
室
」
を
通
じ
て
、
今
後

も
技
術
的
支
援
、
協
力
体
制
の
強
化
を
図
る
。

　
さ
ら
に
、
地
域
住
民
、
学
校
、
企
業
等
が
水
害
に
対
す
る
意

識
を
高
め
、
洪
水
時
に
自
主
的
か
つ
適
切
な
行
動
が
と
れ
る
よ

う
に
、
各
自
治
体
が
行
う
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
活
用
し
た

避
難
訓
練
、
避
難
計
画
検
討
な
ど
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
必
要

な
支
援
、
協
力
を
行
う
。

　
な
お
、
浸
水
想
定
区
域
内
に
お
い
て
洪
水
は
ん
濫
に
影
響
が
あ

る
よ
う
な
地
形
改
変
等
が
実
施
さ
れ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
浸
水

想
定
区
域
を
見
直
す
。

3
2

治
水
-
1
一
般
の
人
は
、
ど
れ
ぐ
ら
い
被
害
が
あ
る
か
っ
て

な
か
な
か
想
像
、
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
な
い
と
思

う
。
想
定
さ
れ
る
浸
水
区
域
図
で
被
害
状
況
を
示

す
と
、
事
業
の
必
要
性
と
と
も
に
、
環
境
へ
の
配

慮
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
治
水
を
優
先
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
い
う
、
い
ろ
ん
な
判
断
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。

9
2

治
水
-
1
祓
川
橋
か
ら
琴
平
町
に
か
け
て
、
浸
水
の
お
そ
れ

は
あ
る
の
か
？
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河
川
整
備
計
画
に
関
す
る
意
見
と
そ
の
対
応
お
よ
び
【
素
案
】
(
案
)
の
内
容
　
(
7
/
2
0
)

通
し

番
号

【
素
案
】
(
案
)
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
(
案
)
と
対
応

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

大
川
頭
首
工
改
築

の
対
応
方
針

（
案
）
に
つ
い
て

大
川
頭
首
工
改
築
に
関
し

て
、
県
と
の
調
整
計
画
や

代
替
案
検
討
プ
ロ
セ
ス
の

必
要
性
を
整
備
計
画
に
盛

り
込
め
ば
具
体
的
に
な
る

と
思
う
。

4
6

治
水
-
2
上
流
部
－
２
（
大
川
頭
首
工
）
に
つ
い
て
、
「
香

川
県
と
改
築
の
調
整
を
行
な
う
」
の
表
現
に
つ
い

て
、
こ
の
ま
ま
で
と
ど
め
る
の
か
、
具
体
的
な
調

整
計
画
な
ど
、
ど
の
あ
た
り
ま
で
整
備
計
画
に
記

載
す
る
予
定
か
？

香
川
県
管
理
の
大
川
頭
首
工
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
治
水
面
で
の
「
現
状
と
課
題
」
の
明
記
に
よ

り
是
正
の
必
要
性
を
示
し
、
香
川
県
に
是
正
の
指

導
を
行
い
、
計
画
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
ま

す
。

こ
の
た
め
、
具
体
的
な
対
策
案
選
定
等
の
計
画
段

階
か
ら
香
川
県
等
の
関
係
機
関
と
の
協
議
・
調
整

を
行
う
こ
と
と
な
る
た
め
、
各
種
評
価
に
よ
る
検

討
プ
ロ
セ
ス
を
踏
ま
え
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
対

策
案
が
選
定
さ
れ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

P
.
2
1

P
.
7
0

2
-
1
-
3
　
治
水
の
現
状
と
課
題

(
1
)
 
洪
水
対
策

1
)
 
洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
た
め
の
対
応

　
河
口
よ
り
16
.6
km
付
近
の
大
川
頭
首
工
等
の
一
部
の
河
川
横

断
構
造
物
は
、
洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
流

下
断
面
を
阻
害
し
て
い
る
。

4
-
1
-
1
 
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽
減

に
関
す
る
事
項

１
）
洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
た
め
の
対
策

　
河
口
よ
り
16
.6
km
付
近
の
大
川
頭
首
工
は
、
洪
水
を
流
下
さ

せ
る
た
め
に
必
要
な
流
下
断
面
を
阻
害
し
て
い
る
た
め
、
施
設

管
理
者
に
是
正
の
指
導
・
調
整
を
行
い
、
流
下
断
面
の
不
足
を

解
消
す
る
。

5
0

治
水
-
2
大
川
頭
首
工
の
対
応
方
針
が
具
体
性
に
欠
け
る
。

改
築
の
調
整
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
は
、
何
を
実

際
に
協
議
を
す
る
の
か
？

今
回
の
こ
の
場
で
、
幾
つ
か
の
代
替
案
を
複
数
の

評
価
軸
で
総
合
的
に
評
価
を
し
た
と
い
う
プ
ロ
セ

ス
を
、
県
と
の
調
整
で
行
う
の
か
ど
う
か
と
い
う

と
こ
ろ
を
、
整
備
計
画
に
盛
り
込
む
と
、
具
体
的

に
な
る
と
思
う
。

5
1

治
水
-
2
県
と
の
調
整
は
、
相
手
の
あ
る
こ
と
の
た
め
難
し

い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
目
標
を
達
成
で
き
な
い
と

な
れ
ば
不
安
を
残
す
た
め
、
な
る
べ
く
バ
ラ
ン
ス

の
と
れ
た
整
備
が
で
き
る
と
い
う
観
点
か
ら
努
力

い
た
だ
き
た
い
。
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河
川
整
備
計
画
に
関
す
る
意
見
と
そ
の
対
応
お
よ
び
【
素
案
】
(
案
)
の
内
容
　
(
8
/
2
0
)

通
し

番
号

【
素
案
】
(
案
)
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
(
案
)
と
対
応

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

整
備
計
画
の
目
標

流
量
に
つ
い
て

突
発
的
な
超
過
洪
水
や
地

震
等
を
踏
ま
え
る
と
、
こ

の
整
備
計
画
の
目
標
流
量

で
は
小
さ
い
の
で
は
な
い

か
？

7
4

治
水
-
3

①
整
備
計
画
の
目
標
流
量
で
は
小
さ
い
の
で
は
な
い

か
？

突
発
的
な
集
中
豪
雨
で
整
備
計
画
の
目
標
流
量
を

超
え
る
大
き
な
流
量
が
流
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
が
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

本
整
備
計
画
は
、
限
ら
れ
た
予
算
の
中
で
、
基
本

方
針
の
目
標
に
向
け
て
上
下
流
の
水
安
全
度
バ
ラ

ン
ス
を
確
保
し
つ
つ
、
段
階
的
か
つ
着
実
に
整
備

を
進
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
計
画
し
ま
す
。

突
発
的
な
集
中
豪
雨
が
頻
発
す
る
現
状
を
踏
ま
え

た
高
い
目
標
の
早
期
達
成
は
実
現
性
の
面
で
困
難

で
あ
る
た
め
、
整
備
計
画
期
間
の
3
0
年
間
に
お
け

る
超
過
洪
水
に
対
し
て
は
、
地
域
と
の
連
携
の
上

で
防
災
、
減
災
の
取
り
組
み
で
対
応
す
る
と
し
て

い
ま
す
。

P
.
6
3

P
.
6
4

3
-
4
 
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽
減
に

関
す
る
目
標

１
）
洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
た
め
の
対
応

　
土
器
川
に
お
い
て
洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
た
め
に
は
、

過
去
の
水
害
の
発
生
状
況
、
流
域
の
重
要
度
や
こ
れ
ま
で
の
整

備
状
況
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
河
川
整
備
基
本
方
針
で
定
め
た

目
標
に
向
け
て
、
上
下
流
の
治
水
安
全
度
の
バ
ラ
ン
ス
を
確
保

し
つ
つ
段
階
的
か
つ
着
実
に
整
備
を
進
め
、
洪
水
に
よ
る
被
害

に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

５
）
危
機
管
理
へ
の
対
応

　
計
画
規
模
を
超
え
る
洪
水
や
整
備
途
上
に
施
設
能
力
以
上
の

洪
水
や
地
震
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
被
害
を
最
小

限
に
抑
え
る
た
め
に
、
関
係
機
関
や
地
域
住
民
へ
迅
速
か
つ
的

確
な
河
川
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
関
係
市
町
が
作
成
し

た
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
活
用
へ
の
技
術
的
支
援
、
関
係
機
関
と

連
携
し
た
水
防
活
動
へ
の
支
援
、
自
治
体
と
の
防
災
体
制
・
連

絡
体
制
の
強
化
な
ど
、
災
害
時
の
み
な
ら
ず
平
常
時
か
ら
防
災

意
識
の
向
上
を
図
る
。

7
6

治
水
-
3

②
財
政
難
の
中
で
実
現
可
能
な
事
業
費
を
示
さ
れ
た

が
そ
れ
だ
け
で
い
い
の
か
？

地
震
や
異
常
気
象
が
い
わ
れ
て
い
る
中
で
、
投
資

が
無
駄
に
な
ら
な
い
の
か
？

異
常
気
象
の
こ
と
も
念
頭
に
置
い
て
考
え
て
い
た

だ
き
た
い
。

こ
の
目
標
は
本
当
に
ふ
さ
わ
し
い
の
か
、
今
考
え

る
最
大
限
の
目
標
と
は
思
え
な
い
。

本
整
備
計
画
の
目
標
は
、
基
本
方
針
の
目
標
に
向

け
た
段
階
的
な
位
置
づ
け
で
あ
り
、
次
期
整
備
計

画
で
は
さ
ら
に
大
き
な
目
標
を
目
指
し
て
い
き
ま

す
。

た
だ
し
、
整
備
計
画
期
間
中
に
、
目
標
を
上
回
る

洪
水
の
発
生
等
の
計
画
見
直
し
が
必
要
な
事
象
が

生
じ
た
場
合
、
本
整
備
計
画
を
見
直
し
て
対
応
し

て
い
き
ま
す
。

P
.
6
3
3
-
3
　
河
川
整
備
計
画
の
対
象
期
間
等

　
本
整
備
計
画
の
対
象
期
間
は
お
お
む
ね
3
0
年
と
す
る
。

　
本
整
備
計
画
は
、
こ
れ
ま
で
の
災
害
の
発
生
状
況
、
現
時
点

の
課
題
や
河
道
状
況
等
に
基
づ
き
策
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
今

後
の
洪
水
の
発
生
状
況
、
河
川
整
備
の
進
捗
、
河
川
状
況
の
変

化
、
新
た
な
知
見
、
技
術
的
進
歩
、
社
会
経
済
の
変
化
等
に
合

わ
せ
、
必
要
な
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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河
川
整
備
計
画
に
関
す
る
意
見
と
そ
の
対
応
お
よ
び
【
素
案
】
(
案
)
の
内
容
　
(
9
/
2
0
)

通
し

番
号

【
素
案
】
(
案
)
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
(
案
)
と
対
応

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

下
流
部
の
治
水
対

策
案
に
つ
い
て

下
流
部
の
「
右
岸
引
堤
＋

河
床
掘
削
案
」
に
賛
成
す

る
と
と
も
に
早
期
の
対
策

を
お
願
い
す
る
。

8
5

治
水
-
4
丸
亀
市
と
し
て
は
、
下
流
部
の
「
右
岸
引
堤
＋
河

床
掘
削
案
」
が
非
常
に
あ
り
が
た
い
。

事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
市
と
の
連
携
を
図

り
、
早
期
の
事
業
効
果
発
現
に
努
め
ま
す
。

P
.
6
3
3
-
4
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽
減

に
関
す
る
目
標

1
)
 
洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
た
め
の
対
応

　
下
流
部
に
位
置
す
る
資
産
集
積
地
区
の
河
道
湾
曲
区
間
は
、
中

流
部
に
比
べ
て
川
幅
が
狭
い
た
め
、
相
対
的
に
下
流
部
の
治
水
安

全
度
が
低
い
。
こ
の
た
め
、
河
川
整
備
基
本
方
針
の
目
標
に
向

け
た
整
備
段
階
に
お
け
る
下
流
へ
の
流
量
増
大
の
負
担
を
回
避

し
、
上
下
流
の
治
水
安
全
度
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
た
め
、
引
堤

お
よ
び
河
道
掘
削
に
よ
る
整
備
を
進
め
る
。

8
6

治
水
-
4
左
岸
側
の
堤
防
の
根
固
整
備
も
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
沿
川
に
人
口
・
資
産
が
集
中
し
て
い
る
下
流
域
の
一
部

区
間
の
堤
防
は
、
洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
堤

防
の
断
面
幅
が
不
足
し
て
い
る
た
め
、
堤
防
が
決
壊
し
た
場
合
に

は
甚
大
な
被
害
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
断
面
拡
幅
に
よ
る

整
備
を
進
め
る
。

9
3

治
水
-
4
下
流
部
湾
曲
区
間
の
左
岸
側
局
所
洗
掘
に
よ
り
危

険
な
状
態
と
よ
く
聞
き
、
早
く
工
事
を
お
願
い
す

る
。

下
流
部
の
現
在
の
工
事
は
、
こ
の
対
応
の
も
の
な

の
か
？

現
在
の
下
流
湾
曲
部
の
工
事
は
、
本
整
備
計
画
の

局
所
洗
掘
対
策
に
つ
な
が
る
手
戻
り
の
な
い
対
策

と
し
て
進
め
て
い
ま
す
。

P
.
6
4
2
)
 
局
所
的
な
深
掘
れ
・
河
岸
侵
食
へ
の
対
応

　
局
所
的
な
深
掘
れ
や
河
岸
侵
食
に
対
し
て
著
し
く
安
全
性
が

低
い
区
間
に
つ
い
て
は
、
危
険
性
の
解
消
に
向
け
た
対
策
お
よ

び
河
川
敷
幅
の
確
保
、
低
水
護
岸
、
根
固
等
の
工
法
を
適
切
に

組
み
合
わ
せ
た
整
備
を
計
画
的
に
実
施
し
、
堤
防
の
決
壊
に
と

も
な
う
甚
大
な
浸
水
被
害
を
防
止
す
る
。

　
こ
の
た
め
、
本
整
備
計
画
で
は
、
局
所
的
な
深
掘
れ
対
策
と
し

て
、
水
衝
部
な
ど
危
険
性
が
高
い
と
判
断
さ
れ
る
箇
所
や
洗
掘
の

進
行
な
ど
慢
性
的
な
河
床
低
下
を
し
て
い
る
区
間
に
つ
い
て
、
対

策
を
実
施
す
る
。

9
6

治
水
-
4
も
し
、
土
器
川
が
氾
濫
す
る
と
、
宇
多
津
町
も
浸

水
す
る
の
か
？

早
く
対
策
を
行
っ
て
ほ
し
い
。

浸
水
想
定
区
域
図
に
も
示
し
て
い
る
と
お
り
、
堤

防
決
壊
に
よ
る
氾
濫
時
に
は
宇
多
津
町
の
一
部
が

浸
水
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
治
水
対
策
が
必
要
な

状
況
に
あ
り
ま
す
。
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河
川
整
備
計
画
に
関
す
る
意
見
と
そ
の
対
応
お
よ
び
【
素
案
】
(
案
)
の
内
容
　
(
1
0
/
2
0
)

通
し

番
号

【
素
案
】
(
案
)
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
(
案
)
と
対
応

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

掘
込
河
道
部
の
治

水
対
策
に
つ
い
て
掘
込
河
道
部
の
「
右
岸
拡

幅
案
」
に
賛
成
す
る
と
と

も
に
、
早
期
の
対
策
を
お

願
い
す
る
。

9
0

治
水
-
5
掘
込
河
道
部
の
川
幅
の
狭
い
箇
所
の
改
修
を
早
急

に
進
め
て
欲
し
い
。

本
整
備
計
画
の
策
定
後
、
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ

て
は
、
町
と
の
連
携
を
図
り
、
上
下
流
バ
ラ
ン
ス

に
配
慮
し
つ
つ
、
早
期
の
事
業
着
手
に
努
め
ま

す
。

P
.
6
3
3
-
4
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽
減

に
関
す
る
目
標

1
)
 
洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
た
め
の
対
応

　
国
管
理
区
間
上
流
の
堀
込
河
道
部
は
、
現
在
も
改
修
が
未
着

手
の
た
め
、
近
年
で
も
水
が
あ
ふ
れ
（
溢
水
は
ん
濫
）
住
民
の

自
主
避
難
実
績
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
河
岸
掘
削
に
よ
る
河
道
拡

幅
等
の
整
備
を
進
め
る
。

1
0
3
治
水
-
5
掘
込
河
道
部
の
流
下
能
力
不
足
に
対
し
て
、
量
的

対
策
が
必
要
で
あ
り
、
案
②
「
右
岸
拡
幅
案
」
に

賛
成
で
あ
る
。

　
な
お
、
整
備
の
推
進
に
あ
た
っ
て
は
、
上
流
部
の
河
川
改
修
に

よ
る
下
流
部
へ
の
流
量
増
加
に
よ
っ
て
被
害
を
増
大
さ
せ
な
い
よ

う
、
上
下
流
の
バ
ラ
ン
ス
を
確
保
し
つ
つ
、
堤
防
整
備
や
河
道

拡
幅
の
治
水
事
業
を
計
画
的
に
実
施
し
、
洪
水
は
ん
濫
に
よ
る

浸
水
被
害
を
防
止
す
る
。

樹
木
伐
採
の
表
現

方
法
に
つ
い
て

樹
木
伐
採
規
模
の
表
現
と

し
て
、
河
道
の
物
理
特
性

に
応
じ
た
、
治
水
と
環
境

の
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
た

表
現
を
工
夫
し
て
ほ
し

い
。

3
8

治
水
-
6
治
水
対
策
で
「
樹
木
の
伐
採
を
必
要
最
小
限
に
す

る
」
に
つ
い
て
、
「
必
要
最
小
限
」
と
い
う
と
こ

ろ
を
も
う
少
し
河
道
の
物
理
特
性
に
応
じ
た
伐
採

面
積
や
植
生
、
生
物
等
の
環
境
面
な
ど
の
、
治
水

と
環
境
の
バ
ラ
ン
ス
の
表
現
を
工
夫
し
て
い
た
だ

き
た
い
。

堀
込
河
道
部
の
河
畔
林
は
、
洪
水
流
下
の
阻
害
と

な
っ
て
い
る
反
面
、
現
状
の
良
好
な
河
川
環
境
を

形
成
す
る
一
要
素
と
し
て
保
全
を
優
先
す
る
と
し

た
評
価
を
し
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
素
案
に
お
い
て
は
「
治
水
に
影
響
の

な
い
範
囲
で
保
全
す
る
」
と
し
、
樹
木
伐
採
の
実

施
に
あ
た
っ
て
十
分
な
調
査
の
上
、
具
体
的
な
伐

採
方
法
を
検
討
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

P
.
7
4
4
-
1
-
2
 
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
動
植
物
の
生
息
、
生
育
、
繁
殖
環
境
の
保
全

1
)
 
土
器
川
中
流
域
（
大
川
頭
首
工
～
国
管
理
区
間
上
流
端
）

①
水
域
と
一
体
と
な
っ
た
河
畔
林
の
保
全

　
貴
重
な
水
辺
環
境
の
保
全
の
観
点
か
ら
、
洪
水
を
安
全
に
流

下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
治
水
事
業
の
実
施
に
お
い
て
は
、
掘

削
面
の
緩
傾
斜
化
等
に
よ
る
縦
横
断
連
続
性
を
確
保
す
る
な

ど
、
河
道
形
状
の
改
変
に
よ
る
水
辺
環
境
へ
の
影
響
が
最
小
限

と
な
る
よ
う
配
慮
し
、
治
水
に
影
響
の
な
い
範
囲
で
ム
ク
ノ

キ
、
エ
ノ
キ
等
の
河
畔
林
の
保
全
に
努
め
る
。

治
水
対
策
に
お
け

る
土
砂
採
取
に
つ

い
て

河
床
掘
削
で
河
道
断
面
を

増
や
せ
ば
、
親
水
・
利

水
・
治
水
対
策
に
な
る
。

土
砂
採
取
の
有
益
を
河
川

整
備
に
還
元
す
る
こ
と

で
、
住
民
に
と
っ
て
も
大

き
な
価
値
と
な
る
。

1
0
6
治
水
-
7
河
床
掘
削
で
河
道
断
面
を
増
や
せ
ば
、
親
水
・
利

水
・
治
水
対
策
に
な
る
。

土
砂
採
取
の
有
益
を
河
川
整
備
に
還
元
す
る
こ
と

で
、
住
民
に
と
っ
て
も
大
き
な
価
値
と
な
る
。

現
状
の
土
器
川
の
河
床
は
経
年
的
に
概
ね
安
定
傾

向
に
あ
り
、
本
整
備
計
画
の
治
水
目
標
に
対
し
て

中
流
部
の
河
床
掘
削
の
優
先
性
は
低
い
こ
と
か

ら
、
現
段
階
で
の
実
施
は
難
し
い
も
の
の
、
今
後

の
河
床
変
化
等
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
よ
り
、
計
画
見

直
し
の
必
要
性
が
生
じ
た
場
合
、
本
整
備
計
画
を

見
直
し
て
対
応
し
て
い
き
ま
す
。

P
.
6
3
3
-
3
　
河
川
整
備
計
画
の
対
象
期
間
等

　
本
整
備
計
画
の
対
象
期
間
は
お
お
む
ね
3
0
年
と
す
る
。

　
本
整
備
計
画
は
、
こ
れ
ま
で
の
災
害
の
発
生
状
況
、
現
時
点

の
課
題
や
河
道
状
況
等
に
基
づ
き
策
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
今

後
の
洪
水
の
発
生
状
況
、
河
川
整
備
の
進
捗
、
河
川
状
況
の
変

化
、
新
た
な
知
見
、
技
術
的
進
歩
、
社
会
経
済
の
変
化
等
に
合

わ
せ
、
必
要
な
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

古
子
川
の
救
急
排

水
ポ
ン
プ
規
模
に

つ
い
て

現
状
の
救
急
排
水
ポ
ン
プ

の
規
模
は
小
さ
す
ぎ
る

8
1

治
水
-
8
今
の
ポ
ン
プ
規
模
は
小
さ
す
ぎ
る

平
成
1
6
年
洪
水
に
お
け
る
古
子
川
の
浸
水
は
、
古

子
川
の
河
道
断
面
（
平
成
1
6
年
時
点
）
が
不
足
し

て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
た
め
、
本
整
備
計
画
に
お
い
て
は
、
ポ
ン
プ

増
設
の
必
要
性
や
優
先
性
は
低
い
と
判
断
さ
れ
ま

す
が
、
今
後
の
状
況
を
踏
ま
え
、
必
要
な
計
画
見

直
し
が
生
じ
た
場
合
、
本
整
備
計
画
を
見
直
し
て

対
応
し
て
い
き
ま
す
。

P
.
6
3
3
-
3
　
河
川
整
備
計
画
の
対
象
期
間
等

　
本
整
備
計
画
の
対
象
期
間
は
お
お
む
ね
3
0
年
と
す
る
。

　
本
整
備
計
画
は
、
こ
れ
ま
で
の
災
害
の
発
生
状
況
、
現
時
点

の
課
題
や
河
道
状
況
等
に
基
づ
き
策
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
今

後
の
洪
水
の
発
生
状
況
、
河
川
整
備
の
進
捗
、
河
川
状
況
の
変

化
、
新
た
な
知
見
、
技
術
的
進
歩
、
社
会
経
済
の
変
化
等
に
合

わ
せ
、
必
要
な
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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河
川
整
備
計
画
に
関
す
る
意
見
と
そ
の
対
応
お
よ
び
【
素
案
】
(
案
)
の
内
容
　
(
1
1
/
2
0
)

通
し

番
号

【
素
案
】
(
案
)
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
(
案
)
と
対
応

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

防
災
意
識
の
向
上

に
つ
い
て

超
過
洪
水
に
対
し
て
の
浸

水
は
、
住
ま
い
方
な
ど
の

住
民
の
努
力
も
必
要
で
あ

る
と
思
う
。

災
害
が
少
な
く
防
災
意
識

が
低
い
た
め
、
洪
水
規
模

に
応
じ
た
浸
水
区
域
図
が

あ
れ
ば
災
害
へ
の
意
識
向

上
と
住
民
の
防
災
対
策
の

参
考
と
な
る
。

9
7

治
水
-
9
超
過
洪
水
に
対
し
て
の
浸
水
は
、
住
ま
い
方
な
ど

の
住
民
の
努
力
も
必
要
で
あ
る
と
思
う
。

災
害
が
少
な
い
た
め
防
災
意
識
が
低
い
。

洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
周
知
や
防
災
に
関
す
る

情
報
を
発
信
し
、
防
災
意
識
の
更
な
る
啓
発
に
努

め
ま
す
。

P
.
8
7
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
1
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
又
は
軽
減

に
関
す
る
事
項

(
2
)
 
危
機
管
理
体
制
の
整
備

２
）
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
活
用
支
援

　
地
域
住
民
、
学
校
、
企
業
等
が
水
害
に
対
す
る
意
識
を
高

め
、
洪
水
時
に
自
主
的
か
つ
適
切
な
行
動
が
と
れ
る
よ
う
に
、

各
自
治
体
が
行
う
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
活
用
し
た
避
難
訓

練
、
避
難
計
画
検
討
な
ど
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
必
要
な
支

援
、
協
力
を
行
う
。

1
2
2
治
水
-
9
今
後
も
市
民
の
安
全
確
保
及
び
、
土
器
川
整
備
実

施
に
つ
い
て
が
ん
ば
っ
て
く
だ
さ
い
。

治
水
対
策
案
に
つ

い
て

本
整
備
計
画
の
対
策
案
に

賛
成
で
あ
る
。

早
急
な
整
備
計
画
策
定
が

必
要
で
あ
る
。

1
0
2
治
水
-
1
0
事
務
所
の
対
策
案
に
賛
成
。

事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
現
状
把
握
の
上
で

状
況
に
適
合
し
た
対
応
で
、
関
係
市
町
と
の
連
携

を
図
り
、
早
期
の
事
業
効
果
発
現
に
努
め
ま
す
。

1
1
2
治
水
-
1
0
河
川
勾
配
が
急
で
治
水
上
危
険
な
河
川
な
の
で
、

早
急
な
整
備
計
画
が
必
要
で
あ
る
。

1
1
6
治
水
-
1
0
整
備
の
重
要
性
や
土
器
川
の
多
目
的
な
要
素
を
知

る
こ
と
が
で
き
、
早
急
に
河
川
整
備
を
進
め
て
欲

し
い
。

1
2
0
治
水
-
1
0
国
土
交
通
省
が
提
案
さ
れ
て
い
る
治
水
・
環
境
対

策
案
が
ベ
ス
ト
と
思
う
の
で
、
少
し
で
も
前
進
・

実
現
で
き
る
よ
う
に
計
画
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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河
川
整
備
計
画
に
関
す
る
意
見
と
そ
の
対
応
お
よ
び
【
素
案
】
(
案
)
の
内
容
　
(
1
2
/
2
0
)

通
し

番
号

【
素
案
】
(
案
)
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
(
案
)
と
対
応

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

瀬
切
れ
の
原
因
に

つ
い
て

瀬
切
れ
の
発
生
に
つ
い

て
、
取
水
の
影
響
が
考
え

ら
れ
る
と
と
も
に
、
地
下

の
地
質
構
造
等
も
含
め

て
、
そ
の
原
因
を
検
討
す

る
と
よ
い
と
思
う
。

5
8

環
境
-
1
瀬
切
れ
の
問
題
に
つ
い
て
、
河
川
の
水
だ
け
で
は

な
く
て
、
地
下
の
地
質
構
造
等
も
含
め
て
、
瀬
切

れ
の
原
因
を
検
討
さ
れ
た
ら
ど
う
か
と
思
う
。

今
後
の
検
討
に
向
け
て
、
本
整
備
計
画
に
お
い
て

は
、
ま
ず
、
瀬
切
れ
発
生
実
態
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

や
複
雑
な
水
利
用
実
態
の
調
査
・
把
握
を
進
め
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

P
.
9
7
5
-
3
　
河
川
整
備
の
調
査
研
究

　
河
川
に
関
す
る
調
査
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
治
水
、
利
水
を
中
心

に
行
わ
れ
て
き
た
。
一
方
、
近
年
は
自
然
環
境
に
対
す
る
意
識
の

高
ま
り
に
よ
っ
て
河
川
や
そ
の
周
辺
の
動
植
物
の
生
息
、
生
育
環

境
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
蓄
積
や
調
査
、
研
究
が
進
め
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
近
年
、
河
川
の
機
能
と
し
て
注

目
さ
れ
て
い
る
土
砂
移
動
に
つ
い
て
の
調
査
、
研
究
が
進
め
ら
れ

7
3

環
境
-
1
瀬
切
れ
に
つ
い
て
、
川
の
断
面
積
や
河
床
高
の
変

化
、
さ
ら
に
周
辺
の
取
水
の
影
響
で
は
な
い
か
と

思
う
。

瀬
切
れ
の
発
生
と
河
川
水
量
の
関
係
は
当
然
密
接

な
関
係
が
あ
る
た
め
、
上
流
の
天
川
頭
首
工
や
大

川
頭
首
工
、
さ
ら
に
沿
川
の
多
く
の
慣
行
水
利
に

よ
る
取
水
の
影
響
も
十
分
考
え
ら
れ
、
こ
の
よ
う

な
現
状
の
水
利
用
実
態
の
調
査
・
把
握
を
進
め
て

い
き
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、
土
器
川
で
は
、
局
所
的
な
深
掘

れ
、
流
域
に
お
け
る
土
砂
移
動
に
関
す
る
研
究
や
、
河
川
流
量

と
伏
流
水
、
瀬
切
れ
と
の
関
係
性
な
ど
の
水
循
環
に
関
す
る
研

究
を
、
水
利
用
実
態
の
調
査
・
把
握
の
上
、
今
後
も
さ
ら
に
進

め
る
。

　
ま
た
土
砂
の
移
動
や
堆
積
と
河
川
や
そ
の
周
辺
の
動
植
物
の
生

息
、
生
育
、
繁
殖
環
境
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
は
、
調
査
、
研
究

の
成
果
を
事
業
計
画
に
反
映
す
る
た
め
の
科
学
的
な
知
見
が
十
分

に
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
項
目
に
つ
い

て
、
今
後
も
、
教
育
、
研
究
機
関
と
連
携
し
、
調
査
、
研
究
を
進

め
る

1
1
1
環
境
-
1
昔
の
よ
う
な
流
水
の
あ
る
河
川
に
戻
れ
ば
い
い
と

思
う
。

1
1
3
環
境
-
1
私
の
孫
が
大
き
く
な
る
頃
に
は
、
水
が
豊
か
に
流

れ
る
川
に
し
て
欲
し
い
。
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河
川
整
備
計
画
に
関
す
る
意
見
と
そ
の
対
応
お
よ
び
【
素
案
】
(
案
)
の
内
容
　
(
1
3
/
2
0
)

通
し

番
号

【
素
案
】
(
案
)
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
(
案
)
と
対
応

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

中
流
部
の
河
床
掘

削
の
有
効
性
と
実

施
の
要
望
に
つ
い

て

中
流
部
の
河
床
掘
削
は
、

年
間
利
用
者
の
多
い
運
動

公
園
の
冠
水
頻
度
を
下

げ
、
瀬
切
れ
の
解
消
と
と

も
に
河
川
環
境
へ
の
配
慮

と
な
り
、
洪
水
流
下
断
面

の
増
大
と
も
な
る
た
め
、

河
床
掘
削
の
実
施
を
要
望

す
る
。

6
7

環
境
-
2

①
土
器
川
河
川
敷
公
園
（
川
西
運
動
公
園
）
が
洪
水

の
た
び
に
冠
水
し
、
土
砂
が
堆
積
し
、
公
園
の
管

理
が
大
変
で
あ
る
。

瀬
切
れ
の
解
消
や
生
態
系
へ
の
配
慮
を
踏
ま
え
、

河
床
に
堆
積
し
て
い
る
土
砂
を
撤
去
し
て
河
床
を

下
げ
て
ほ
し
い
。

川
の
中
の
運
動
公
園
で
は
あ
る
も
の
の
、
年
間
利

用
者
も
多
く
、
大
事
な
憩
い
の
場
所
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
河
床
掘
削
を
要
望
す
る
。

土
器
川
河
川
敷
公
園
（
川
西
運
動
公
園
）
付
近
に

つ
い
て
、
高
柳
箇
所
の
右
岸
引
堤
が
完
成
し
た
こ

と
に
よ
り
、
本
整
備
計
画
の
治
水
目
標
に
対
応
し

た
必
要
な
断
面
積
は
確
保
で
き
て
お
り
、
必
要
以

上
の
河
床
掘
削
な
ど
の
治
水
対
策
の
実
施
は
限
ら

れ
た
予
算
、
他
の
治
水
対
策
箇
所
の
対
策
優
先
順

位
の
中
で
難
し
い
状
況
で
す
。

し
か
し
、
整
備
期
間
中
に
目
標
を
超
え
る
洪
水
等

が
発
生
し
た
場
合
、
治
水
対
策
と
し
て
河
床
掘
削

が
必
要
な
計
画
見
直
し
を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
。

土
器
川
の
瀬
切
れ
は
広
範
囲
に
発
生
し
て
い
る
た

め
、
高
柳
箇
所
の
み
の
局
所
的
な
対
策
を
実
施
し

て
も
、
河
川
環
境
へ
の
効
果
は
限
定
的
な
も
の
に

な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
現
公
園
は
占
有
許
可
を
受
け
た
平
常
時
の

河
川
内
利
用
ス
ペ
ー
ス
の
た
め
、
洪
水
時
に
は
河

川
敷
上
も
洪
水
流
下
に
必
要
な
断
面
と
し
て
お

り
、
洪
水
が
冠
水
す
る
リ
ス
ク
を
有
し
た
上
で
の

利
用
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

P
.
6
3
3
-
3
　
河
川
整
備
計
画
の
対
象
期
間
等

　
本
整
備
計
画
の
対
象
期
間
は
お
お
む
ね
3
0
年
と
す
る
。

　
本
整
備
計
画
は
、
こ
れ
ま
で
の
災
害
の
発
生
状
況
、
現
時
点

の
課
題
や
河
道
状
況
等
に
基
づ
き
策
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
今

後
の
洪
水
の
発
生
状
況
、
河
川
整
備
の
進
捗
、
河
川
状
況
の
変

化
、
新
た
な
知
見
、
技
術
的
進
歩
、
社
会
経
済
の
変
化
等
に
合

わ
せ
、
必
要
な
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

1
2
4
環
境
-
2

①
河
川
内
の
利
用
施
設
が
洪
水
時
に
な
る
べ
く
冠
水

し
な
い
よ
う
な
対
策
を
し
た
ら
良
い
と
思
う
。
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河
川
整
備
計
画
に
関
す
る
意
見
と
そ
の
対
応
お
よ
び
【
素
案
】
(
案
)
の
内
容
　
(
1
4
/
2
0
)

通
し

番
号

【
素
案
】
(
案
)
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
(
案
)
と
対
応

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

中
流
部
の
河
床
掘

削
の
有
効
性
と
実

施
の
要
望
に
つ
い

て

中
流
部
の
【
課
題
】
は
、

堆
積
土
砂
の
放
置
に
よ
る

レ
キ
河
原
の
拡
大
で
あ

り
、
河
床
を
掘
削
す
る
べ

き
。

中
流
部
の
堆
積
土
砂
の
放

置
が
、
河
川
環
境
を
悪
化

さ
せ
、
伏
流
水
取
水
を
困

難
と
し
て
い
る
。

洪
水
に
よ
り
中
流
部
の
土

砂
が
流
下
す
れ
ば
、
下
流

部
の
河
床
掘
削
が
無
駄
に

な
る
。

1
1
0
環
境
-
2

②
中
流
部
の
堆
積
し
た
砂
利
（
流
下
障
害
）
を
放
置

し
た
ま
ま
が
原
因
で
「
瀬
切
れ
が
発
生
し
、
水
の

な
い
レ
キ
河
原
が
広
が
り
、
水
生
生
物
に
厳
し
い

環
境
」
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
【
課
題
】
は
下
述

と
な
る
べ
き
で
あ
り
、
意
見
と
し
て
要
請
し
ま

す
。

①
河
床
整
備
に
よ
る
堆
積
し
た
砂
利
の
除
去
は
、

瀬
切
れ
を
無
く
し
て
流
下
能
力
を
高
め
、
河
川
敷

運
動
公
園
を
冠
水
か
ら
守
り
、
水
生
生
物
の
再

生
、
優
し
い
水
辺
環
境
と
な
る
。

②
中
流
部
（
中
方
橋
付
近
）
ま
で
の
上
記
①
施
工

に
よ
る
下
流
部
と
の
河
床
調
整
を
す
べ
き
。

*
中
流
部
で
の
堆
積
し
た
土
砂
が
流
れ
、
下
流
部
河

床
掘
削
が
無
駄
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

*
堆
積
し
た
土
砂
が
天
圧
と
な
り
、
伏
流
水
の
取
水

量
の
減
少
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
。

*
瀬
切
れ
や
レ
キ
河
原
は
“
放
置
結
果
”
で
あ
り
、

「
土
器
川
の
特
徴
」
と
の
固
定
化
に
反
対
。

土
器
川
は
古
く
か
ら
広
範
囲
に
レ
キ
河
原
が
拡
が

る
河
川
で
あ
り
、
洪
水
の
発
生
に
よ
り
河
床
形
状

を
変
化
さ
せ
な
が
ら
も
、
レ
キ
河
原
が
維
持
さ
れ

て
き
て
お
り
、
土
器
川
の
特
徴
と
し
て
適
切
と
考

え
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
瀬
切
れ
の
発
生
に
つ
い
て
も
土
器
川
の

昔
か
ら
の
特
徴
で
あ
り
、
伏
流
水
を
取
水
す
る

「
出
水
（
で
す
い
）
」
と
い
う
取
水
施
設
が
昔
か

ら
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
頻
繁
な
瀬
切

れ
が
昔
か
ら
発
生
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
た
め
、
「
水
が
少
な
く
、
レ
キ
河
原
が
拡
が

る
」
河
川
環
境
が
昔
か
ら
の
土
器
川
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
厳
し
い
河
川
環
境
に
あ
っ
て
も
数
少
な

い
水
辺
や
レ
キ
河
原
に
依
存
し
た
動
植
物
が
生
息

し
、
現
状
の
河
川
環
境
を
悪
化
さ
せ
な
い
対
応
が

必
要
と
考
え
、
「
水
辺
の
保
全
」
「
レ
キ
河
原
の

保
全
」
の
必
要
性
を
課
題
と
し
て
挙
げ
て
い
ま

す
。

ま
た
、
高
柳
橋
～
中
方
橋
区
間
の
土
器
川
河
川
敷

公
園
部
の
河
床
高
の
経
年
変
化
に
つ
い
て
は
、
過

去
か
ら
瀬
切
れ
発
生
要
因
と
な
る
ほ
ど
の
規
模
で

の
堆
積
は
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

土
器
川
の
河
川
環
境
や
瀬
切
れ
特
性
、
水
利
用
実

態
、
さ
ら
に
他
の
治
水
対
策
箇
所
の
対
策
優
先
順

位
な
ど
の
観
点
か
ら
、
治
水
面
の
課
題
が
な
い
区

間
で
の
河
床
掘
削
の
実
施
は
難
し
い
状
況
に
あ
り

ま
す
。

し
か
し
、
整
備
期
間
中
に
目
標
を
超
え
る
洪
水
等

が
発
生
し
た
場
合
、
治
水
対
策
と
し
て
河
床
掘
削

が
必
要
な
計
画
見
直
し
を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
。

P
.
6
3
3
-
3
　
河
川
整
備
計
画
の
対
象
期
間
等

　
本
整
備
計
画
の
対
象
期
間
は
お
お
む
ね
3
0
年
と
す
る
。

　
本
整
備
計
画
は
、
こ
れ
ま
で
の
災
害
の
発
生
状
況
、
現
時
点

の
課
題
や
河
道
状
況
等
に
基
づ
き
策
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
今

後
の
洪
水
の
発
生
状
況
、
河
川
整
備
の
進
捗
、
河
川
状
況
の
変

化
、
新
た
な
知
見
、
技
術
的
進
歩
、
社
会
経
済
の
変
化
等
に
合

わ
せ
、
必
要
な
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

- 40 -



河
川
整
備
計
画
に
関
す
る
意
見
と
そ
の
対
応
お
よ
び
【
素
案
】
(
案
)
の
内
容
　
(
1
5
/
2
0
)

通
し

番
号

【
素
案
】
(
案
)
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
(
案
)
と
対
応

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

中
流
部
の
河
床
掘

削
の
有
効
性
と
実

施
の
要
望
に
つ
い

て

河
床
掘
削
に
よ
っ
て
、
平

常
時
に
表
流
水
が
現
れ
、

洪
水
の
流
下
断
面
も
大
き

く
な
る
の
で
良
く
な
る
と

思
う
。

6
8

環
境
-
2

③
土
砂
採
取
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
特
例
で
河
床

を
掘
削
す
る
こ
と
で
、
平
常
時
に
表
流
水
が
現

れ
、
洪
水
の
流
下
断
面
も
大
き
く
な
る
の
で
良
く

な
る
と
思
う
。

河
川
管
理
者
と
し
て
も
、
住
民
が
親
し
め
る
川
へ

の
取
り
組
み
は
重
要
な
こ
と
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

こ
の
た
め
に
も
、
定
期
的
な
横
断
測
量
等
の
継
続

し
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
よ
り
、
河
川
の
変
化
状
況

を
把
握
し
、
堆
積
土
砂
の
撤
去
等
の
維
持
管
理
面

で
対
応
し
て
い
き
ま
す
。

P
.
8
1
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
1
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽

減
に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
河
川
の
維
持
管
理

1
)
 
河
道
の
維
持
管
理

　
局
所
的
な
深
掘
れ
・
河
岸
侵
食
等
に
よ
る
災
害
防
止
お
よ
び
流

下
能
力
維
持
の
観
点
か
ら
、
必
要
に
応
じ
て
河
床
堆
積
土
砂
の

撤
去
、
河
道
の
掘
削
・
整
正
な
ど
、
適
切
な
土
砂
管
理
を
行

う
。

　
な
お
、
深
掘
れ
・
河
岸
侵
食
、
土
砂
堆
積
等
の
具
体
的
な
管
理

水
準
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
継
続
し
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
を
踏

ま
え
検
討
を
行
う
。

　
増
水
（
出
水
）
期
前
の
河
道
の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
過
去

の
航
空
写
真
・
河
川
縦
横
断
測
量
を
活
用
し
、
河
川
巡
視
や
必
要

に
応
じ
て
簡
易
な
測
量
等
を
行
い
、
洪
水
の
流
下
の
支
障
、
局
所

的
な
深
掘
れ
の
発
生
、
河
岸
侵
食
の
状
態
お
よ
び
河
床
の
土
砂
堆

積
等
、
河
道
状
況
の
把
握
に
努
め
る
。

　
ま
た
、
洪
水
後
に
は
、
河
川
巡
視
や
必
要
に
応
じ
て
航
空
写

真
撮
影
・
河
川
縦
横
断
測
量
を
行
い
河
道
の
状
況
を
把
握
し
、

堆
積
土
砂
や
流
木
の
撤
去
等
の
処
理
を
行
う
。
さ
ら
に
、
洪
水

後
に
局
所
的
な
深
掘
れ
・
河
岸
侵
食
等
が
見
ら
れ
た
箇
所
に
お
い

て
、
そ
の
進
行
状
況
の
把
握
お
よ
び
周
辺
施
設
の
点
検
等
を
実
施

し
た
上
で
、
必
要
に
応
じ
て
護
岸
、
根
固
等
の
補
修
を
実
施
す

る
1
2
1
環
境
-
2

③
川
床
が
高
く
草
木
が
茂
っ
て
い
る
た
め
、
運
動
公

園
で
も
水
位
が
上
が
っ
て
く
る
時
が
あ
る
の
で
、

河
床
掘
削
等
を
行
っ
て
欲
し
い
。

下
流
部
の
河
川
環

境
へ
の
配
慮
に
つ

い
て

下
流
部
治
水
対
策
に
あ

た
っ
て
は
、
ヨ
シ
原
保
全

等
の
環
境
面
に
配
慮
し
て

ほ
し
い
。

8
8

環
境
-
3
下
流
部
の
河
道
内
に
は
緑
が
少
な
い
た
め
、
ヨ
シ

な
ど
を
少
し
で
も
残
し
て
、
環
境
面
に
も
配
慮
し

て
欲
し
い
。

下
流
部
の
治
水
対
策
と
し
て
、
河
床
掘
削
や
湾
曲

部
の
右
岸
側
の
引
堤
に
伴
い
高
水
敷
を
掘
削
す
る

た
め
、
干
潟
掘
削
及
び
一
部
の
ヨ
シ
原
の
伐
採
と

な
り
ま
す
が
、
掘
削
面
の
緩
傾
斜
化
や
ヨ
シ
の
移

植
等
に
よ
っ
て
、
干
潟
の
保
全
と
早
期
の
ヨ
シ
原

再
生
に
配
慮
し
、
適
時
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
し

な
が
ら
河
川
環
境
の
保
全
に
努
め
ま
す
。

P
.
7
7
4
-
1
-
2
 
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
動
植
物
の
生
息
、
生
育
、
繁
殖
環
境
の
保
全

３
）
土
器
川
下
流
汽
水
域

①
干
潟
の
保
全

　
治
水
対
策
の
河
道
掘
削
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
適
時
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
を
実
施
し
つ
つ
、
干
潟
掘
削
の
影
響
範
囲
を
最
小
限

と
す
る
と
と
も
に
、
潮
間
帯
に
お
け
る
水
際
か
ら
陸
域
ま
で
の

移
行
帯
の
な
だ
ら
か
な
連
続
性
を
保
全
し
、
汽
水
・
海
域
特
有

の
多
種
多
様
な
生
物
が
好
む
生
息
環
境
の
保
全
に
努
め
る
。

②
ヨ
シ
原
の
保
全

　
治
水
対
策
の
河
道
掘
削
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
適
時
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
を
実
施
し
つ
つ
、
治
水
対
策
後
の
水
際
に
ヨ
シ
原
が

再
生
で
き
る
よ
う
、
掘
削
面
の
緩
傾
斜
化
に
よ
る
縦
横
断
連
続

性
に
配
慮
す
る
な
ど
の
改
修
方
策
の
工
夫
や
移
植
等
に
よ
り
、

治
水
対
策
後
の
早
期
の
回
復
を
図
る
。

9
4

環
境
-
3
下
流
部
の
治
水
対
策
に
あ
た
っ
て
は
、
ヨ
シ
原
等

の
良
好
な
環
境
へ
の
十
分
な
配
慮
を
お
願
い
し
た

い
。
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河
川
整
備
計
画
に
関
す
る
意
見
と
そ
の
対
応
お
よ
び
【
素
案
】
(
案
)
の
内
容
　
(
1
6
/
2
0
)

通
し

番
号

【
素
案
】
(
案
)
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
(
案
)
と
対
応

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

環
境
対
策
案
に
つ

い
て

水
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
調
査

や
ホ
タ
ル
に
配
慮
し
た
対

策
を
是
非
進
め
て
欲
し

い
。

1
0
4
環
境
-
4
水
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
調
査
や
、
堀
込
河
道
部
の
対

策
は
是
非
進
め
て
欲
し
い
。

支
川
や
「
出
水
（
で
す
い
）
」
を
介
し
て
土
器
川

と
周
辺
の
水
路
網
や
水
田
・
た
め
池
が
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
結
ん
で
お
り
、
こ
れ
が
水
の
少
な
い
土

器
川
で
確
認
さ
れ
る
魚
類
の
生
育
・
繁
殖
場
ま
た

は
洪
水
時
の
避
難
場
所
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

水
生
生
物
等
の
生
息
実
態
の
把
握
に
向
け
て
「
水

路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
実
態
調
査
・
把
握
を
進

め
、
河
川
の
み
で
な
く
流
域
と
一
体
の
視
点
で
の

環
境
保
全
に
努
め
ま
す
。

P
.
7
5
4
-
1
-
2
 
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
動
植
物
の
生
息
、
生
育
、
繁
殖
環
境
の
保
全

①
水
辺
環
境
の
保
全

　
土
器
川
周
辺
の
流
域
に
は
、
多
く
の
た
め
池
、
水
田
お
よ
び

土
器
川
沿
川
の
出
水
や
本
川
と
を
結
ぶ
支
川
や
農
業
用
水
路
が

巡
ら
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
「
水
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
魚
類
の

生
育
・
繁
殖
場
と
と
も
に
洪
水
時
や
瀬
切
れ
時
の
避
難
場
所
と

な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
た
め
、
瀬
切
れ
が
発
生
す
る
河
川
特
性
を
踏
ま
え
、
流

域
関
係
者
と
連
携
し
な
が
ら
、
流
域
で
の
調
査
や
「
水
路
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
」
の
連
続
性
の
把
握
と
と
も
に
、
魚
類
等
の
水
生
生

物
の
生
息
環
境
の
確
保
と
保
全
に
努
め
る
。

貯
水
施
設
の
建
設

に
つ
い
て

山
間
部
に
ト
ン
ネ
ル
な
ど

の
貯
水
施
設
を
建
設
し
、

必
要
な
と
き
に
水
を
放
流

す
れ
ば
河
川
水
が
増
え
る

の
で
は
な
い
か
？

8
3

環
境
-
5
山
に
ト
ン
ネ
ル
を
造
り
、
水
を
貯
留
し
て
、
必
要

な
時
に
水
を
流
せ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
？

ダ
ム
は
洪
水
調
節
効
果
が
あ
る
も
の
の
、
利
水
単

価
が
高
額
と
な
り
利
水
者
が
参
画
で
き
ず
、
土
器

川
で
は
多
目
的
ダ
ム
が
不
成
立
と
な
っ
た
経
緯
が

あ
る
た
め
、
利
水
ダ
ム
や
ト
ン
ネ
ル
な
ど
の
貯
水

施
設
の
建
設
も
同
様
に
実
現
は
困
難
で
す
。
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河
川
整
備
計
画
に
関
す
る
意
見
と
そ
の
対
応
お
よ
び
【
素
案
】
(
案
)
の
内
容
　
(
1
7
/
2
0
)

通
し

番
号

【
素
案
】
(
案
)
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
(
案
)
と
対
応

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

河
川
利
用
（
親

水
）
の
現
状
に
つ

い
て

河
川
利
用
の
親
水
に
つ
い

て
、
も
う
少
し
現
状
分
析

を
行
い
、
現
状
と
ど
う
つ

な
が
り
な
が
ら
親
水
環
境

が
利
用
で
き
て
い
く
の
か

の
方
向
性
が
必
要
と
思

う
。

6
4

環
境
-
6
河
川
利
用
の
親
水
に
つ
い
て
、
そ
の
現
状
の
あ
り

方
が
ど
う
な
の
か
あ
ま
り
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
こ

ろ
が
あ
る
と
思
う
の
で
、
も
う
少
し
現
状
分
析
を

行
い
、
現
状
と
ど
う
つ
な
が
り
な
が
ら
親
水
環
境

が
利
用
で
き
て
い
く
の
か
の
方
向
性
が
必
要
と
思

う
。

上
流
山
間
部
か
ら
河
口
部
に
至
る
土
器
川
全
域
に

つ
い
て
、
現
状
施
設
お
よ
び
河
川
利
用
状
況
を
具

体
的
に
示
す
と
と
も
に
、
国
管
理
区
間
に
お
い
て

は
、
河
川
水
辺
の
国
勢
調
査
で
河
川
利
用
実
態
調

査
を
実
施
し
て
お
り
、
現
状
の
河
川
利
用
状
況
等

の
情
報
を
素
案
に
記
載
し
ま
す
。

P
.
5
6
2
-
3
　
河
川
環
境
の
現
状
と
課
題

(
3
)
 
河
川
空
間
の
利
用

1
)
 
土
器
川
上
流
域
（
天
川
頭
首
工
よ
り
上
流
）

　
土
器
川
上
流
域
は
、
急
峻
な
山
地
に
囲
ま
れ
、
開
け
た
河
川
空

間
は
な
い
も
の
の
、
三
霞
洞
渓
谷
な
ど
の
景
勝
地
が
近
傍
の
温

泉
と
と
も
に
観
光
資
源
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
周
辺
で
は
、
讃
岐
平
野
か
ら
瀬
戸
内
海
が
一
望
で
き
る

眺
望
や
植
物
観
察
等
が
楽
し
め
る
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
や
大
滝

大
川
県
立
自
然
公
園
内
の
「
大
川
山
キ
ャ
ン
プ
場
」
や
「
健
康
ふ

れ
あ
い
の
里
」
な
ど
豊
か
な
自
然
を
利
用
し
た
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
等
の
に
利
用
が
み
ら
れ
る
。

2
)
 
土
器
川
中
流
域
（
大
川
頭
首
工
～
天
川
頭
首
工
）

　
土
器
川
中
流
域
は
、
山
腹
に
囲
ま
れ
た
河
岸
段
丘
の
谷
底
平
野

を
流
れ
る
区
間
で
、
川
幅
は
狭
い
も
の
の
左
右
岸
に
堤
防
は
な

く
、
一
部
に
河
川
敷
が
開
け
た
河
川
空
間
と
な
っ
て
い
る
。

　
河
川
敷
は
、
「
こ
と
な
み
土
器
ど
き
ひ
ろ
ば
」
と
し
て
軽
ス

ポ
ー
ツ
や
デ
イ
キ
ャ
ン
プ
、
水
遊
び
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
い

る
。

　
ま
た
、
土
器
川
と
満
濃
池
に
近
接
す
る
丘
陵
地
に
「
国
営
讃
岐

ま
ん
の
う
公
園
」
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の

一
大
拠
点
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。

P
.
5
7
3
)
 
土
器
川
下
流
域
・
下
流
汽
水
域
（
河
口
～
大
川
頭
首
工
）

　
土
器
川
下
流
域
は
、
河
道
が
連
続
し
た
堤
防
に
囲
ま
れ
、
川
幅

が
広
く
、
河
川
内
に
は
河
川
敷
お
よ
び
閉
鎖
さ
れ
た
旧
霞
堤
の
広

い
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
が
開
け
て
い
る
。

　
河
川
敷
に
は
、
河
川
利
用
施
設
（
公
園
、
運
動
場
）
が
多
数

整
備
さ
れ
、
人
々
の
活
動
の
場
、
憩
い
の
場
と
な
っ
て
お
り
、

花
火
大
会
等
の
イ
ベ
ン
ト
や
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
等
の
ス
ポ
ー
ツ
大

会
の
会
場
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
河
川
敷
の
大

規
模
自
転
車
道
（
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
）
や
堤
防
上
の
道
路

は
、
地
域
や
河
川
利
用
施
設
を
縦
断
的
に
結
ん
で
お
り
、
散
策

や
ジ
ョ
ギ
ン
グ
な
ど
の
利
用
が
多
く
見
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
閉
鎖
後
の
旧
霞
堤
の
空
間
に
は
、
伏
流
水
を
取
水
す

る
出
水
と
と
も
に
歴
史
的
な
治
水
・
利
水
史
跡
を
活
か
し
た

「
Do
ki
!土
器
パ
ー
ク
（
水
辺
の
楽
校
）
」
や
「
土
器
川
生
物
公

園
」
な
ど
の
親
水
公
園
が
整
備
さ
れ
、
瀬
切
れ
が
頻
発
す
る
区

間
に
あ
っ
て
、
貴
重
な
自
然
観
察
や
環
境
学
習
の
場
と
し
て
多

く
の
人
々
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
平
成
2
0
年
度
に
は
、
近
傍
の

高
齢
者
福
祉
施
設
、
霞
堤
、
桜
づ
つ
み
等
の
施
設
と
一
体
と
な
っ

て
、
3
世
代
交
流
に
よ
る
人
づ
く
り
の
場
や
環
境
学
習
・
体
験
学

習
の
場
の
提
供
を
目
的
と
し
て
、
「
長
尾
地
区
ふ
れ
あ
い
パ
ー

ク
」
を
整
備
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
国
土
交
通
省
お
よ
び
自
治
体
で
は
、
河
川
利
用
施
設

を
活
用
し
、
地
域
の
子
供
た
ち
を
対
象
と
し
た
自
然
体
験
学
習
、

環
境
学
習
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
、
川
と
親
し
む
機
会
を
提

供
し
て
い
る
。

表
-
2
.
3
.
5
　
土
器
川
の
年
間
河
川
空
間
利
用
状
況
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河
川
整
備
計
画
に
関
す
る
意
見
と
そ
の
対
応
お
よ
び
【
素
案
】
(
案
)
の
内
容
　
(
1
8
/
2
0
)

通
し

番
号

【
素
案
】
(
案
)
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
(
案
)
と
対
応

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

河
川
利
用
（
親

水
）
に
つ
い
て

子
供
た
ち
が
よ
り
川
で
遊

ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
親

水
性
の
向
上
や
、
環
境
学

習
（
親
か
ら
子
へ
の
伝

承
）
の
場
、
「
生
き
て
い

る
財
産
」
の
土
器
川
を
継

承
で
き
る
よ
う
に
し
て
欲

し
い
。

8
4

環
境
-
7
瀬
切
れ
の
寸
前
だ
が
、
水
た
ま
り
の
と
こ
ろ
で
子

供
た
ち
が
遊
ん
で
い
た
の
で
、
親
水
性
が
向
上
す

る
よ
う
な
取
り
計
ら
い
を
お
願
い
し
た
い
。

土
器
川
は
地
域
の
貴
重
な
自
然
と
ふ
れ
あ
え
る
場

と
し
て
多
く
の
利
用
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
、
自
然
体
験
活
動
、
環
境
学
習
等
の
取
り
組
み

を
地
域
と
連
携
し
て
推
進
す
る
と
と
も
に
、
将
来

を
担
う
子
供
た
ち
に
地
域
の
財
産
と
し
て
継
承
で

き
る
よ
う
取
り
組
み
ま
す
。

P
.
9
5
4
-
2
-
3
　
河
川
環
境
の
保
全
に
関
す
る
事
項

(
3
)
 
地
域
と
一
体
と
な
っ
た
河
川
管
理

2
)
 
川
に
親
し
む
取
り
組
み

　
身
近
な
自
然
で
あ
る
土
器
川
に
親
し
め
る
自
然
体
験
活
動
な

ど
を
通
し
て
、
将
来
を
担
う
子
供
た
ち
の
環
境
教
育
へ
の
積
極

的
な
支
援
を
行
う
。
具
体
的
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
実
施
し
て

き
た
水
生
生
物
調
査
や
土
器
川
を
利
用
し
た
環
境
学
習
、
自
然

体
験
学
習
の
場
の
提
供
等
を
、
地
域
の
方
々
と
連
携
し
て
推
進

し
て
い
く
。

　
ま
た
、
教
育
機
関
と
も
連
携
し
て
、
河
川
環
境
に
対
す
る
理

解
と
河
川
愛
護
の
精
神
を
育
て
る
機
会
の
創
出
と
充
実
を
図

る
。

　
さ
ら
に
、
住
民
の
自
主
参
加
に
よ
る
「
土
器
川
リ
バ
ー
キ
ー

パ
ー
ズ
」
を
通
じ
て
、
地
域
住
民
の
土
器
川
に
対
す
る
関
心
を

高
め
、
治
水
、
利
水
、
環
境
、
防
災
等
に
つ
い
て
の
知
識
、
理

解
を
深
め
る
様
々
な
活
動
を
行
う
。

1
0
5
環
境
-
7
土
器
川
は
今
も
、
環
境
学
習
（
親
か
ら
子
へ
の
伝

承
の
場
）
と
し
て
の
場
で
あ
り
、
「
生
き
て
い
る

財
産
」
を
継
続
さ
せ
て
欲
し
い
。

1
1
7
環
境
-
7
多
目
的
な
要
素
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
住
民
が
親

し
み
を
も
て
る
土
器
川
に
し
て
欲
し
い
。

1
1
8
環
境
-
7
幼
い
頃
、
川
に
入
っ
て
遊
ん
で
い
た
の
で
、
将
来

の
た
め
に
親
し
み
の
あ
る
河
川
作
り
を
実
施
し
て

ほ
し
い
。

利
用
施
設
の
新
設

に
つ
い
て

河
川
内
に
マ
ラ
ソ
ン
コ
ー

ス
や
新
た
な
親
水
公
園
を

整
備
し
て
は
ど
う
か
？

1
0
8
環
境
-
8
河
川
内
に
マ
ラ
ソ
ン
コ
ー
ス
を
整
備
し
て
は
ど
う

か
？

土
器
川
の
河
川
敷
に
は
、
多
く
の
親
水
施
設
や
、

こ
れ
ら
施
設
を
縦
断
的
に
つ
な
ぐ
「
大
規
模
自
転

車
道
」
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
整
備
済
み
の
た

め
、
既
存
移
設
の
活
用
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
、
利
用
機
能
向
上
の
整
備

を
進
め
て
い
き
ま
す
。

P
.
8
0
4
-
1
-
2
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

(
3
)
 
河
川
空
間
の
利
用

1
)
 
河
川
空
間
の
適
正
な
利
用
促
進

　
土
器
川
の
河
川
敷
は
、
ス
ポ
ー
ツ
広
場
や
公
園
な
ど
と
し
て
、

ま
た
、
祭
り
や
花
火
大
会
な
ど
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
場

と
し
て
多
く
の
人
々
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
更
な
る

河
川
利
用
促
進
の
た
め
、
地
元
自
治
体
や
地
域
住
民
、
関
係
機

関
と
連
携
、
調
整
を
図
り
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
て
、
利
用
機
能

向
上
を
目
的
と
し
た
整
備
を
行
う
。

1
0
9
環
境
-
8
子
供
が
遊
べ
、
散
歩
が
で
き
る
公
園
を
整
備
し
て

は
ど
う
か
？
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河
川
整
備
計
画
に
関
す
る
意
見
と
そ
の
対
応
お
よ
び
【
素
案
】
(
案
)
の
内
容
　
(
1
9
/
2
0
)

通
し

番
号

【
素
案
】
(
案
)
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
(
案
)
と
対
応

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

流
域
全
体
の
土
砂

動
態
の
把
握
に
つ

い
て

管
理
区
間
外
の
流
を
含
め

た
流
域
全
体
で
の
土
砂
輸

送
に
関
す
る
デ
ー
タ
の
継

続
し
た
調
査
が
必
要
で
あ

る
。

3
5

管
理
-
1
土
砂
輸
送
に
関
し
て
、
管
轄
の
違
う
上
流
を
含
め

た
流
域
全
体
で
の
継
続
的
な
デ
ー
タ
を
計
画
の
中

で
も
と
っ
て
い
く
ス
タ
ン
ス
が
必
要
で
あ
る
。

河
川
の
維
持
管
理
に
お
い
て
、
深
掘
れ
や
河
岸
浸

食
に
よ
る
災
害
防
止
お
よ
び
流
下
能
力
維
持
の
観

点
か
ら
、
適
正
な
土
砂
管
理
を
行
う
と
し
て
い
ま

す
。

適
正
な
管
理
の
た
め
、
土
砂
堆
積
等
の
河
床
変
化

の
継
続
し
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
と
も
に
、
管
理
に

向
け
た
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

P
.
8
1
4
-
2
-
1
 
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽
減

に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
河
川
の
維
持
管
理

1
)
 
河
道
の
維
持
管
理

　
局
所
的
な
深
掘
れ
・
河
岸
侵
食
等
に
よ
る
災
害
防
止
お
よ
び

流
下
能
力
維
持
の
観
点
か
ら
、
必
要
に
応
じ
て
河
床
堆
積
土
砂

の
撤
去
、
河
道
の
掘
削
・
整
正
な
ど
、
適
切
な
土
砂
管
理
を
行

う
。

　
な
お
、
深
掘
れ
・
河
岸
侵
食
、
土
砂
堆
積
等
の
具
体
的
な
管

理
水
準
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
継
続
し
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果

を
踏
ま
え
検
討
を
行
う
。

　
増
水
（
出
水
）
期
前
の
河
道
の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
過

去
の
航
空
写
真
・
河
川
縦
横
断
測
量
を
活
用
し
、
河
川
巡
視
や

必
要
に
応
じ
て
簡
易
な
測
量
等
を
行
い
、
洪
水
の
流
下
の
支

障
、
局
所
的
な
深
掘
れ
の
発
生
、
河
岸
侵
食
の
状
態
お
よ
び
河

床
の
土
砂
堆
積
等
、
河
道
状
況
の
把
握
に
努
め
る
。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に

つ
い
て

河
川
環
境
に
つ
い
て
、
改

修
影
響
を
受
け
る
箇
所
は

す
べ
て
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す

べ
き
、
対
応
方
針
に
必
ず

「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
と
い

う
用
語
を
入
れ
て
お
く
の

が
よ
い
と
思
う
。

5
6

管
理
-
2
河
川
環
境
に
つ
い
て
、
改
修
影
響
を
受
け
る
箇
所

は
す
べ
て
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
て
い
く
の
は
当
た
り

前
と
認
識
し
て
お
り
、
対
応
方
針
に
必
ず
「
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
」
と
い
う
用
語
を
入
れ
て
お
く
の
が
よ

い
と
思
う
。

こ
れ
ま
で
も
定
期
横
断
測
量
や
動
植
物
調
査
等
の

継
続
し
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
し
て
お
り
、
改

修
後
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
も
含
め
て
今
後
も
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
を
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

P
.
9
4
4
-
2
-
3
　
河
川
環
境
の
保
全
に
関
す
る
事
項

　
土
器
川
に
お
け
る
河
川
の
適
正
な
利
用
及
び
河
川
環
境
の
現
状

と
課
題
を
踏
ま
え
、
河
川
整
備
の
基
本
理
念
・
目
標
の
達
成
を
目

的
と
し
て
実
施
す
る
項
目
は
、
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

　
な
お
、
河
川
維
持
管
理
の
項
目
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

河
川
水
辺
の
国
勢
調
査
等
、
継
続
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
よ
り

動
植
物
の
生
息
、
生
育
、
繁
殖
状
況
等
の
変
化
を
把
握
し
、
新

し
い
知
見
を
踏
ま
え
な
が
ら
実
施
項
目
を
見
直
す
な
ど
、
適
切

に
対
応
す
る
。
ま
た
、
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
関
係
自
治
体
や

地
域
住
民
と
の
連
携
、
協
働
を
図
る
。

(
1
)
 
河
川
環
境
の
保
全
、
維
持
管
理

　
河
川
環
境
の
保
全
、
維
持
管
理
の
た
め
、
地
域
住
民
や
関
係

機
関
と
連
携
し
て
動
植
物
の
生
息
、
生
育
、
繁
殖
環
境
の
保
全

に
努
め
る
と
と
も
に
、
河
川
環
境
に
関
す
る
継
続
的
な
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
を
行
い
、
河
川
環
境
の
変
化
の
把
握
に
努
め
る
。
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河
川
整
備
計
画
に
関
す
る
意
見
と
そ
の
対
応
お
よ
び
【
素
案
】
(
案
)
の
内
容
　
(
2
0
/
2
0
)

通
し

番
号

【
素
案
】
(
案
)
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
(
案
)
と
対
応

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

地
域
と
一
体
と

な
っ
た
河
川
管
理

に
つ
い
て

利
用
が
多
い
反
面
、
ゴ
ミ

等
の
不
法
投
棄
の
問
題
が

あ
り
、
行
政
と
住
民
の
意

見
交
換
の
場
や
住
民
参
加

に
よ
る
河
川
清
掃
・
河
川

愛
護
活
動
の
回
数
を
増
や

し
て
も
ら
い
た
い
。

1
1
5
管
理
-
3
み
ん
な
が
満
足
で
き
る
土
器
川
で
あ
る
た
め
に
、

役
所
と
地
域
住
民
の
意
見
交
換
会
、
住
民
に
よ
る

清
掃
活
動
、
河
川
愛
護
活
動
等
の
機
会
を
増
や
し

て
欲
し
い
。

土
器
川
で
は
、
現
在
、
河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー
や

「
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
香
の
川
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」

等
を
通
じ
て
、
不
法
投
棄
の
監
視
や
河
川
清
掃
活

動
な
ど
、
地
域
と
連
携
し
た
住
民
参
加
型
の
河
川

管
理
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

今
後
も
河
川
管
理
の
強
化
や
河
川
愛
護
の
普
及
啓

発
に
努
め
、
河
川
管
理
の
情
報
発
信
と
と
も
に
地

域
の
意
見
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
地
域
と
一
体
と

な
っ
た
河
川
管
理
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

P
.
8
5

P
.
9
5

4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
1
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽

減
に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
河
川
の
維
持
管
理

6
)
 
河
川
美
化

　
河
川
の
管
理
体
制
の
強
化
や
河
川
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、

河
川
愛
護
の
普
及
啓
発
を
目
的
と
し
て
委
嘱
し
て
い
る
河
川
愛

護
モ
ニ
タ
ー
や
「
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
「
香
の
川
」
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
」
の
関
係
団
体
と
、
河
川
管
理
に
関
す
る
情
報
交
換
等

を
積
極
的
に
行
う
と
と
も
に
、
地
域
と
連
携
を
図
り
、
河
川
の

一
斉
清
掃
や
環
境
学
習
等
を
通
じ
て
地
域
住
民
の
意
識
を
高

め
、
さ
ら
な
る
河
川
美
化
に
努
め
る
。

　
ま
た
、
ゴ
ミ
、
土
砂
等
の
不
法
投
棄
に
対
し
て
は
、
河
川
巡

視
等
に
よ
る
管
理
を
強
化
す
る
ほ
か
、
土
器
川
ゴ
ミ
マ
ッ
プ
等

に
よ
る
不
法
投
棄
の
実
態
を
関
係
機
関
お
よ
び
地
域
住
民
に
周

知
し
、
河
川
美
化
に
対
す
る
啓
発
に
努
め
る
。
な
お
、
悪
質
な

行
為
に
対
し
て
は
、
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
り
、
適
切
な
対
応

を
行
う
。

4
-
2
-
3
　
河
川
環
境
の
保
全
に
関
す
る
事
項

(
3
)
 
地
域
と
一
体
と
な
っ
た
河
川
管
理

1
)
 
地
域
住
民
と
協
力
し
た
河
川
管
理

　
地
域
住
民
と
協
力
し
て
河
川
管
理
を
推
進
す
る
た
め
、
河
川

愛
護
モ
ニ
タ
ー
や
「
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
「
香
の
川
」
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
」
の
関
係
団
体
を
通
じ
て
、
地
域
の
人
々
へ
河
川
に
関

す
る
様
々
な
情
報
を
発
信
す
る
。
ま
た
、
地
域
の
取
り
組
み
と

連
携
し
た
河
川
整
備
等
に
よ
り
、
住
民
参
加
型
の
河
川
管
理
の

推
進
に
努
め
る
。

多
目
的
ダ
ム
に
つ

い
て

ぜ
ひ
多
目
的
ダ
ム
建
設
を

復
活
し
て
欲
し
い
。

9
1

利
水
-
1
ぜ
ひ
多
目
的
ダ
ム
建
設
を
復
活
し
て
欲
し
い
。

ダ
ム
に
よ
る
洪
水
調
節
効
果
は
得
ら
れ
る
も
の

の
、
前
の
川
ダ
ム
事
業
は
、
利
水
単
価
が
高
額
な

た
め
利
水
者
の
参
画
が
困
難
で
あ
り
、
利
水
を
含

む
多
目
的
ダ
ム
と
し
て
不
成
立
と
な
っ
た
経
緯
が

あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
水
資
源
開
発
の
要
望
は
強
い
地
域
で

は
あ
る
も
の
の
、
土
器
川
に
お
け
る
ダ
ム
案
の
採

用
は
困
難
な
現
状
に
あ
り
ま
す
。

多
目
的
ダ
ム
不
採

用
に
つ
い
て

ダ
ム
不
採
用
の
理
由
は
何

か
？

1
0
1
利
水
-
2
渇
水
県
に
お
い
て
、
ダ
ム
が
不
採
用
の
理
由
は
？
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計
画
段
階
評
価
に
関
す
る
意
見
と
回
答
お
よ
び
考
え
方
　
(
1
/
4
)

通
し

番
号

計
画
段
階
評
価
に

つ
い
て

利
水
・
環
境
に
関
す
る
項

目
も
対
比
一
覧
表
で
示
す

と
評
価
が
わ
か
り
や
す

い
。

9
評
価
-
1
河
川
の
適
正
な
利
用
及
び
流
水
の
正
常
な
機
能
の

維
持
と
か
、
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
と
い
う
項

目
に
つ
い
て
も
、
複
数
の
評
価
軸
に
よ
る
対
比
一

覧
表
で
整
理
す
る
こ
と
で
、
利
点
・
欠
点
が
よ
り

評
価
し
や
す
く
な
る
の
で
、
示
し
て
ほ
し
い
。

基
本
方
針
検
討
時
に
も
環
境
面
や
経
済
的
な
面
等
の
あ
ら
ゆ

る
面
か
ら
検
討
し
て
お
り
ま
す
が
、
今
回
の
説
明
で
は
事
業

費
の
み
示
し
て
い
ま
す
。
河
川
整
備
計
画
で
は
、
環
境
面
等

も
含
め
て
総
合
的
な
評
価
か
ら
検
討
を
進
め
、
わ
か
り
や
す

い
表
現
等
の
工
夫
を
考
え
て
い
ま
す
。

第
２
回
学
識
者
会
議
に
て
、
い
た
だ
い
た
意
見
を
反
映
し
、

複
数
の
評
価
軸
に
基
づ
く
総
合
的
な
評
価
を
対
比
一
覧
表
で

整
理
し
、
比
較
検
討
結
果
を
提
示
し
ま
し
た
。

数
値
で
明
確
と
な
る
治
水

に
対
し
て
事
業
費
だ
け
の

評
価
で
な
く
、
利
水
や
環

境
の
観
点
で
の
評
価
が
必

要
で
あ
る
。

1
2

評
価
-
1
基
本
方
針
の
治
水
で
は
、
1
0
0
年
に
1
度
の
安
全
度

で
の
計
算
に
よ
り
数
値
が
明
確
と
な
る
が
、
事
業

費
だ
け
の
評
価
で
は
な
く
、
利
水
や
環
境
の
観
点

で
の
評
価
が
必
要
で
あ
る
。

複
合
的
な
検
討
や
評
価
が
な
さ
れ
て
、
ダ
ム
案
が
不
採
用
、

引
堤
＋
河
床
掘
削
案
が
基
本
方
針
で
決
定
さ
れ
た
と
い
う
参

考
資
料
で
す
。

河
川
整
備
計
画
の

目
標
に
つ
い
て

河
川
整
備
計
画
の
代
替
案

検
討
は
、
治
水
だ
け
が
目

標
と
な
ら
な
い
よ
う
利

水
・
環
境
も
含
め
る
べ

き
。

7
評
価
-
2
河
川
整
備
の
目
標
は
治
水
け
で
な
く
利
水
と
環
境

も
含
む
た
め
、
今
後
の
河
川
整
備
計
画
の
代
替
案

検
討
で
は
、
治
水
だ
け
が
目
標
と
な
ら
な
い
よ
う

な
形
で
整
備
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

本
整
備
計
画
で
は
、
利
水
に
つ
い
て
、
水
の
量
を
増
や
す
こ

と
も
困
難
と
い
う
状
況
で
す
。
そ
の
中
で
で
も
少
し
で
も
整

備
計
画
期
間
中
に
各
種
の
調
査
は
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
利
水
や
環
境
面
に
対
し
て
代
替
案
が
示
せ
る
か

と
い
う
と
こ
ろ
は
、
ま
だ
ま
だ
詳
細
な
調
査
が
出
で
き
て
な

い
状
況
で
あ
り
、
さ
ら
に
調
査
を
進
め
る
と
い
う
こ
と
が
本

整
備
計
画
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

治
水
対
策
に
お
い
て
は
、
河
川
環
境
へ
の
十
分
な
配
慮
を
取

り
入
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
河
川
環
境
に
関
す
る
対
策
案
は
、
水
の
少
な
い
厳
し

い
河
川
環
境
の
現
状
を
踏
ま
え
、
現
状
の
河
川
環
境
の
保
全

を
目
標
と
し
て
設
定
し
、
現
実
的
な
対
応
案
を
選
定
し
て
い

ま
す
。

な
お
、
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
に
関
す
る
対
策
案
に
つ

い
て
は
、
瀬
切
れ
の
頻
発
や
複
雑
な
取
水
の
現
状
か
ら
基
本

方
針
で
正
常
流
量
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
整
備
計

画
に
お
い
て
も
目
標
の
設
定
が
困
難
な
た
め
、
今
後
、
調

査
・
把
握
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

コ
ス
ト
評
価
の
○

×
△
評
価
の
考
え

方
に
つ
い
て

代
替
案
の
総
合
評
価
に
つ

い
て
、
コ
ス
ト
の
「
○
、

△
、
×
」
評
価
の
基
準
の

考
え
方
は
ど
う
な
っ
て
い

る
の
か
？

3
9

評
価
-
3
下
流
部
の
対
策
案
に
対
し
て
、
堀
込
河
道
部
の
コ

ス
ト
は
い
ず
れ
も
安
価
で
あ
る
た
め
、
×
で
良
い

の
か
？

代
替
案
の
総
合
評
価
に
つ
い
て
、
コ
ス
ト
の

「
○
、
△
、
×
」
評
価
の
基
準
の
考
え
方
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
？
意
味
を
わ
か
り
や
す
く
し
て

ほ
し
い
。

（
例
え
ば
、
掘
込
河
道
部
の
３
案
の
コ
ス
ト
は
9
億

円
～
1
4
億
円
の
た
め
、
下
流
部
の
5
0
億
円
に
比
べ

て
す
べ
て
○
で
は
な
い
か
？
）

（
上
流
、
下
流
合
わ
せ
て
ト
ー
タ
ル
で
幾
ら
に
な

る
か
？
）

本
資
料
で
は
、
対
策
箇
所
毎
に
相
対
的
な
比
較
と
し
て
い
ま

す
。

た
だ
、
コ
ス
ト
が
一
番
安
価
で
あ
れ
ば
ベ
ス
ト
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
の
で
、
仮
に
コ
ス
ト
の
○
×
が
逆
転
し
て
も
、
他

の
評
価
軸
で
優
れ
て
い
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
評
価
の
優
先
が

コ
ス
ト
以
外
と
に
な
り
ま
す
。

今
後
の
事
業
評
価
等
の
参
考
と
し
、
よ
り
わ
か
り
や
す
い
計

画
に
努
め
ま
す
。

下
流
部
と
の
対
比
の
上
で

は
、
堀
込
河
道
部
の
対
策

案
は
す
べ
て
△
ぐ
ら
い
で

い
い
の
で
は
？

4
0

評
価
-
3
下
流
部
と
の
対
比
の
上
で
は
、
堀
込
河
道
部
の
対

策
案
は
す
べ
て
、
少
な
く
と
も
△
ぐ
ら
い
で
い
い

か
な
と
、
個
人
的
に
は
思
う
。

コ
ス
ト
に
つ
い
て
、
そ
の
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
最
終
型
の
基
本
方
針
河
道
に
向
か
っ
て
整
備
を
進
め
た

と
き
に
、
対
策
済
み
箇
所
を
も
う
一
度
壊
し
て
再
改
修
す
る

と
い
う
手
戻
り
コ
ス
ト
は
含
め
て
い
ま
せ
ん
。
手
戻
り
コ
ス

ト
を
評
価
す
る
と
、
○
や
△
評
価
が
困
難
と
い
う
部
分
も
あ

り
、
対
策
箇
所
毎
の
相
対
評
価
と
し
て
い
ま
す
。

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

会
議
で
の
回
答
の
要
約

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問
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計
画
段
階
評
価
に
関
す
る
意
見
と
回
答
お
よ
び
考
え
方
　
(
2
/
4
)

通
し

番
号

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

会
議
で
の
回
答
の
要
約

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

コ
ス
ト
評
価
の
○

×
△
評
価
の
考
え

方
に
つ
い
て

手
戻
り
事
業
費
も
明
確
に

し
た
方
が
よ
い
。

4
1

評
価
-
3
手
戻
り
事
業
費
も
明
確
に
し
た
方
が
い
い
か
も
し

れ
な
い
。

下
流
部
と
掘
込
河
道
部
の
場
合
を
考
え
た
と
き
に
、
掘
込
河

道
部
は
下
流
部
に
比
べ
す
べ
て
安
価
な
た
め
、
評
価
に
差
が

出
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
絶
対
評
価
で
は
△

で
も
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

今
後
の
事
業
評
価
段
階
で
示
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

整
備
計
画
の
ト
ー
タ
ル
コ

ス
ト
は
い
く
ら
な
の
か
？

4
2

評
価
-
3
整
備
計
画
の
ト
ー
タ
ル
コ
ス
ト
は
い
く
ら
な
の

か
？

治
水
代
替
案
の
総

合
的
評
価
に
つ
い

て

4
3

評
価
-
4
比
較
評
価
に
お
い
て
、
共
通
の
部
分
は
除
い
て
、

最
終
的
に
比
較
の
違
い
と
し
て
出
て
き
て
い
る
と

こ
ろ
を
具
体
的
に
示
し
た
ほ
う
が
、
単
な
る
○
、

△
よ
り
も
き
ち
ん
と
評
価
を
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
い
の
か

今
回
の
説
明
資
料
は
、
結
果
が
わ
か
り
や
す
い
よ
う
要
約
し

て
い
る
た
め
、
説
明
の
仕
方
に
工
夫
が
必
要
で
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。

今
後
の
計
画
検
討
等
に
反
映
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

総
合
的
な
評
価
は
、
客
観

的
な
根
拠
が
あ
る
こ
と
、

明
確
な
相
違
点
を
リ
ス
ト

ア
ッ
プ
し
て
示
す
と
わ
か

り
や
す
い
。

4
4

評
価
-
4
総
合
的
評
価
の
一
覧
表
に
つ
い
て
、
評
価
と
い
う

の
を
細
分
化
し
て
客
観
性
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て

い
る
が
、
最
後
で
主
観
的
な
○
、
×
、
△
に
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
う
た
め
、
客
観
的
な
根
拠
が
あ

る
こ
と
を
、
明
確
な
相
違
点
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し

て
示
す
と
い
い
と
思
う
。

評
価
軸
項
目
ご
と
の
横
並

び
、
ト
ー
タ
ル
と
し
て
の

バ
ラ
ン
ス
、
全
体
の
金
額

に
対
す
る
比
較
も
基
準
の

中
に
あ
れ
ば
い
い
。

4
5

評
価
-
4
評
価
軸
項
目
ご
と
の
横
並
び
、
ト
ー
タ
ル
と
し
て

の
バ
ラ
ン
ス
、
全
体
の
金
額
に
対
す
る
比
較
も
基

準
の
中
に
あ
れ
ば
い
い
と
思
う
。

総
合
的
評
価
の
評
価
軸
に

つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
い

説
明
が
必
要
で
あ
る
。

1
0
0
評
価
-
4
総
合
的
評
価
の
評
価
軸
に
つ
い
て
の
、
○
×
△
に

つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
い
説
明
が
必
要
で
あ

る
。
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計
画
段
階
評
価
に
関
す
る
意
見
と
回
答
お
よ
び
考
え
方
　
(
3
/
4
)

通
し

番
号

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

会
議
で
の
回
答
の
要
約

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

大
川
頭
首
工
改
築

の
対
応
方
針

（
案
）
調
整
の
プ

ロ
セ
ス
に
つ
い
て

県
と
の
調
整
は
、
公
開
の

場
で
代
替
案
検
討
の
議
論

を
行
わ
な
い
の
か
？

4
7

評
価
-
5
【
素
案
】
の
提
案
に
は
、
複
数
の
代
替
案
を
多
角

的
な
角
度
か
ら
評
価
し
て
整
備
計
画
に
盛
り
込
む

の
が
筋
だ
が
、
上
流
部
に
つ
て
は
今
回
の
よ
う
な

公
開
の
場
で
議
論
せ
ず
に
県
と
の
協
議
内
で
代
替

案
検
討
を
行
う
の
か
？

大
川
頭
首
工
は
許
可
工
作
物
で
あ
り
、
県
よ
っ
て
改
善
す
る

事
業
と
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
対
策
に
向
け
た
調
整
を
進

め
な
が
ら
実
施
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
す
。

今
回
の
整
備
計
画
に
は
具
体
的
な
対
策
を
示
せ
な
い
こ
と

と
、
国
交
省
の
事
業
で
な
い
た
め
、
事
業
費
面
等
の
評
価
が

現
段
階
で
困
難
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
整
備
計
画
の
方
向
性
と
し
て
は
、
県
と
調
整
し

て
改
善
し
て
い
く
と
示
す
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
事
業

そ
の
も
の
は
国
交
省
は
な
く
、
県
に
よ
っ
て
対
策
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

整
備
計
画
に
は
治
水
代
替

案
検
討
の
プ
ロ
セ
ス
は
記

載
で
き
な
い
の
か
？

4
8

評
価
-
5
整
備
計
画
と
は
、
選
定
さ
れ
た
メ
ニ
ュ
ー
が
具
体

的
に
課
さ
れ
る
だ
け
で
、
そ
こ
に
至
る
プ
ロ
セ
ス

は
盛
り
込
ま
れ
な
い
の
が
普
通
な
の
か
？

そ
れ
と
も
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
を
盛
り
込

ん
だ
も
の
を
整
備
計
画
と
し
て
作
成
す
る
こ
と
は

可
能
な
の
か
？

下
流
部
の
代
替
案
で
は
７
案
抽
出
し
１
つ
の
案
を
選
定
し
て

お
り
、
基
本
的
に
選
定
し
た
案
の
み
を
整
備
計
画
に
盛
り
込

む
こ
と
と
な
り
ま
す
。
計
画
段
階
評
価
の
概
要
や
比
較
評
価

の
実
施
内
容
を
記
載
す
る
か
ど
う
か
は
調
整
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
が
、
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
代
替
案
の
内
容
等
は
整
備
計

画
の
中
に
は
明
記
さ
れ
な
い
方
向
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

整
備
計
画
に
は
治
水
代
替

案
検
討
の
プ
ロ
セ
ス
を
残

さ
な
け
れ
ば
、
検
討
の
経

緯
す
ら
わ
か
ら
な
く
な
る

の
で
は
な
い
か
？

4
9

評
価
-
5
上
流
部
－
２
に
つ
い
て
は
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
自
体

を
書
か
な
け
れ
ば
、
上
流
部
－
２
の
検
討
が
報
告

書
に
残
っ
て
こ
な
い
。

検
討
の
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
を
整
備
計
画
で
残
し

て
お
か
な
い
と
、
検
討
し
た
の
か
し
な
か
っ
た
の

か
す
ら
痕
跡
が
残
ら
な
い
。

こ
の
た
め
、
検
討
の
プ
ロ
セ
ス
は
残
す
と
い
う
こ

と
で
い
い
の
か
？

整
備
計
画
の
目
次
で
「
現
状
と
課
題
」
を
明
記
す
る
こ
と

で
、
対
策
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
ま

す
。
今
回
の
説
明
資
料
の
「
対
応
方
針
（
案
）
」
に
今
回
議

論
さ
れ
た
こ
と
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
本
会
議
で
提
示
し
た
代
替
案
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
示
し

た
資
料
は
、
す
べ
て
公
表
資
料
の
た
め
、
検
討
経
緯
は
今
後

も
残
さ
れ
ま
す
。

大
川
頭
首
工
改
築
に
つ
い

て
、
現
時
点
で
は
×
ま
た

は
△
評
価
し
か
で
き
な
い

上
で
、
想
定
さ
れ
る
対
策

案
を
提
示
し
た
方
が
い
い

と
思
う
。

何
も
検
討
し
て
い
な
い
よ

う
に
見
え
る
た
め
工
夫
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

5
2

評
価
-
5
県
と
の
調
整
は
あ
る
が
、
で
き
る
で
き
な
い
は
別

と
し
て
想
定
さ
れ
る
対
策
案
を
提
示
し
た
ら
ど
う

か
？

た
だ
し
、
現
時
点
で
は
×
ま
た
は
△
の
評
価
に
な

る
な
ど
。

対
策
案
の
提
示
が
な
い
と
、
何
も
検
討
し
な
か
っ

た
よ
う
に
見
え
る
の
で
工
夫
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

仮
に
今
回
、
国
交
省
の
ほ
う
で
何
ら
か
の
案
を
示
し
た
と
し

て
も
、
県
と
調
整
し
な
い
ま
ま
、
○
×
等
の
評
価
を
国
交
省

単
独
で
で
き
な
い
た
め
、
案
だ
け
示
す
の
は
難
し
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

地
域
・
環
境
へ
の

影
響
評
価
に
つ
い

て

影
響
と
は
必
ず
し
も
負
の

イ
ン
パ
ク
ト
だ
け
で
は
な

く
て
、
正
の
イ
ン
パ
ク
ト

も
あ
る
た
め
、
積
極
的
に

地
域
社
会
に
い
い
意
味
を

も
た
ら
す
事
項
を
盛
り
込

ん
だ
ら
が
い
い
と
思
う
。

5
5

評
価
-
6
評
価
軸
の
「
地
域
へ
の
影
響
」
「
環
境
へ
の
影

響
」
に
つ
い
て
、
影
響
と
は
必
ず
し
も
負
の
イ
ン

パ
ク
ト
だ
け
で
は
な
く
て
、
正
の
イ
ン
パ
ク
ト
も

あ
る
た
め
、
積
極
的
に
地
域
社
会
に
い
い
意
味
を

も
た
ら
す
事
項
を
盛
り
込
ん
だ
ら
い
い
と
思
う
。

正
の
イ
ン
パ
ク
ト
事
項
と
し
て
は
、
下
流
湾
曲
部
の
右
岸
引

堤
に
伴
う
高
水
敷
掘
削
や
掘
込
河
道
部
の
河
道
拡
幅
の
治
水

対
策
に
お
い
て
、
こ
の
掘
削
面
の
緩
傾
斜
化
に
よ
っ
て
現
状

よ
り
も
広
範
囲
な
エ
コ
ト
ー
ン
が
形
成
さ
れ
、
河
川
環
境
に

対
し
て
は
現
状
よ
り
も
良
い
方
向
の
配
慮
と
な
る
計
画
と
し

て
い
ま
す
。

そ
の
他
の
正
の
イ
ン
パ
ク
ト
事
項
が
あ
れ
ば
、
積
極
的
に
素

案
に
盛
り
込
み
ま
す
。
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計
画
段
階
評
価
に
関
す
る
意
見
と
回
答
お
よ
び
考
え
方
　
(
4
/
4
)

通
し

番
号

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

会
議
で
の
回
答
の
要
約

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

治
水
影
響
を
受
け

る
箇
所
の
河
川
環

境
へ
の
配
慮
に
つ

い
て

生
物
生
息
場
と
し
て
配
慮

し
た
文
章
と
し
て
修
正
が

必
要
で
あ
る
。

5
3

評
価
-
7
河
川
環
境
（
自
然
）
の
上
流
・
掘
込
河
道
部
の
対

応
概
要
で
「
河
床
水
域
を
維
持
し
、
生
物
生
息
場

と
し
て
配
慮
し
た
掘
削
形
状
を
工
夫
す
る
」
は
、

生
物
生
息
場
と
し
て
配
慮
し
た
の
は
掘
削
形
状
だ

け
で
、
河
床
水
域
が
含
ま
れ
な
い
た
め
、
「
生
物

生
息
場
と
し
て
配
慮
し
て
河
床
水
域
を
維
持
し
、

掘
削
形
状
を
工
夫
す
る
」
と
す
べ
き
。

素
案
に
お
け
る
河
川
環
境
へ
の
配
慮
に
関
す
る
記
載
の
参
考

と
し
ま
す
。

生
物
的
環
境
の
問
題
が
掘

削
だ
け
の
問
題
に
な
っ
て

い
る
た
め
文
章
の
修
正
が

必
要
で
あ
る
。

5
4

評
価
-
7
対
応
方
針
（
案
）
に
つ
い
て
、
「
現
況
河
床
維
持

お
よ
び
縦
横
断
連
続
性
確
保
に
配
慮
し
た
掘
削
」

と
で
は
、
掘
削
だ
け
の
問
題
に
な
っ
て
お
り
、
生

物
的
環
境
の
問
題
も
含
ん
だ
記
述
に
す
べ
き
。

堀
込
河
道
部
の
治

水
代
替
案
比
較
に

つ
い
て

堀
込
河
道
部
で
パ
ラ
ペ
ッ

ト
案
の
検
討
も
必
要
で
は

な
い
か
？

常
包
橋
の
撤
去
を
住
民
に

伝
え
る
必
要
が
あ
る
。

9
9

評
価
-
8
堀
込
河
道
部
の
右
岸
側
に
つ
い
て
、
パ
ラ
ペ
ッ
ト

案
の
検
討
も
必
要
で
は
な
い
か
？

常
包
橋
の
撤
去
を
住
民
に
伝
え
る
必
要
が
あ
る
。

堀
込
河
道
部
の
治
水
対
策
案
と
し
て
「
嵩
上
げ
案
」
を
抽
出

し
て
お
り
、
具
体
的
な
対
策
案
と
し
て
「
左
右
岸
堤
防
整
備

（
築
堤
）
案
」
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

嵩
上
げ
案
に
お
い
て
は
、
パ
ラ
ペ
ッ
ト
対
応
で
の
用
地
補
償

影
響
の
最
小
化
よ
り
も
、
嵩
上
げ
に
よ
る
「
被
害
ポ
テ
ン

シ
ャ
ル
の
増
大
」
が
総
合
的
評
価
で
劣
る
要
因
と
な
り
ま

す
。

ま
た
、
嵩
上
げ
案
は
、
将
来
的
に
手
戻
り
事
業
と
な
り
、
不

経
済
な
対
策
案
と
な
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
パ
ラ
ペ
ッ
ト
対
応
は
嵩
上
げ
案
の
「
左
右
岸
堤

防
整
備
（
築
堤
）
案
」
に
含
む
と
し
て
評
価
し
て
い
ま
す
。

環
境
関
連
の
分
類

名
称
に
つ
い
て

環
境
の
分
類
名
称
（
河
川

環
境
（
自
然
）
、
水
環

境
、
河
川
利
用
（
親

水
）
）
が
わ
か
り
に
く
い

の
で
検
討
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

5
7

評
価
-
9
環
境
項
目
に
つ
い
て
、
「
①
河
川
環
境
（
自

然
）
」
「
②
水
環
境
」
「
③
河
川
利
用
（
親

水
）
」
の
分
類
が
わ
か
り
に
く
い
た
め
、
例
え
ば

「
利
用
環
境
」
や
「
親
水
環
境
」
と
い
っ
た
表
現

を
検
討
し
て
ほ
し
い
。

環
境
に
関
す
る
分
類
名
称
は
、
素
案
構
成
と
の
整
合
を
踏
ま

え
、
現
状
で
適
切
と
考
え
て
い
ま
す
。
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土
器
川
全
般
に
関
す
る
質
問
と
そ
の
回
答
　
(
1
/
5
)

通
し

番
号

計
画
段
階
評
価
に

つ
い
て

基
本
方
針
に
お
い
て
不
採

用
と
し
た
治
水
対
策
案

は
、
整
備
計
画
の
代
替
案

検
討
で
不
採
用
と
す
る
の

か
？

8
質
問
-
1
基
本
方
針
の
代
替
案
検
討
で
不
採
用
と
し
た
対
策

案
は
、
整
備
計
画
の
代
替
案
検
討
で
は
不
採
用
を

前
提
と
し
て
考
え
る
の
か
？

下
流
部
で
７
つ
の
案
を
提
示
し
「
引
堤
＋
河
床
掘
削
案
」
を

採
用
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
他
の
考
え
ら
れ
る
案
に
つ
い

て
も
比
較
検
討
し
て
、
そ
の
中
で
最
適
な
案
を
採
択
し
て
い

く
と
考
え
て
い
ま
す
。
確
認
は
十
分
に
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

提
示
し
た
参
考
資
料
は
治

水
限
定
の
参
考
で
あ
る
。

1
3

質
問
-
1
会
議
に
提
示
さ
れ
た
参
考
資
料
と
は
、
治
水
に
限

定
し
た
参
考
と
し
て
理
解
し
て
良
い
か
？

計
画
段
階
評
価
に

つ
い
て

計
画
段
階
評
価
の
導
入
に

よ
っ
て
、
従
来
の
や
り
方

と
の
大
き
な
変
更
点
は
？

2
9

質
問
-
1
今
回
、
計
画
段
階
評
価
を
導
入
し
た
こ
と
で
、
こ

れ
ま
で
の
や
り
方
と
、
導
入
後
の
新
し
い
今
回
の

や
り
方
で
、
大
き
く
変
わ
っ
た
点
を
明
ら
か
に
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

こ
れ
ま
で
は
四
国
地
整
の
河
川
整
備
計
画
の
策
定
の
進
め
方

と
し
て
は
、
行
政
内
部
で
代
替
案
検
討
し
対
策
案
を
選
定
し

て
【
素
案
】
を
作
成
し
、
こ
の
【
素
案
】
に
対
し
て
皆
様
か

ら
意
見
を
い
た
だ
く
と
い
う
方
法
と
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
検
討
過
程
の
透
明
性
や
効
率
性
を
求
め
る
面

か
ら
、
計
画
段
階
評
価
と
し
て
そ
の
代
替
案
を
抽
出
し
対
応

方
針
を
決
定
す
る
過
程
で
第
三
者
の
委
員
会
等
を
開
催
し
、

こ
の
段
階
か
ら
皆
様
の
意
見
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
最
適
案

を
河
川
整
備
計
画
に
盛
り
込
ん
で
い
く
、
【
素
案
】
に
盛
り

込
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
変
更
点
で
す
。

3
0

質
問
-
1
計
画
策
定
経
緯
の
透
明
性
を
よ
り
高
い
も
の
に
す

る
た
め
、
計
画
段
階
か
ら
有
識
者
、
住
民
、
市
町

長
の
３
つ
の
会
議
で
意
見
を
聴
き
、
具
体
的
な
河

川
整
備
計
画
を
策
定
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
わ
け

で
す
ね
。

整
備
計
画
策
定
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ

い
て

【
素
案
】
の
公
表
、
整
備

計
画
の
策
定
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
の
予
定
は
？

2
7

質
問
-
2
【
素
案
】
の
公
表
、
整
備
計
画
の
策
定
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
の
予
定
は
？

全
体
的
な
予
定
は
、
【
素
案
】
の
公
表
が
お
お
む
ね
平
成
2
3

年
２
月
の
下
旬
か
ら
３
月
の
上
旬
に
は
公
表
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
ま
た
、
【
素
案
】
の
公
表
か
ら
、
再
度
委
員
の

方
々
の
意
見
を
聴
き
な
が
ら
【
案
】
を
提
示
し
、
最
終
的
に

は
平
成
2
3
年
の
夏
ご
ろ
に
河
川
整
備
計
画
の
策
定
を
行
い
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

【
素
案
】
が
２
月
公
表

で
、
整
備
計
画
策
定
が
夏

頃
か
？

2
8

質
問
-
2
【
素
案
】
が
２
月
公
表
で
、
整
備
計
画
策
定
が
夏

頃
か
？

【
素
案
】
を
公
表
し
て
か
ら
、
ま
た
さ
ら
に
意
見
を
広
く
募

集
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
そ
の
意
見
を
取
り
ま
と
め

て
た
【
案
】
の
提
示
が
夏
ぐ
ら
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま

た
、
そ
の
【
案
】
を
受
け
て
、
知
事
な
ど
か
ら
の
意
見
照
会

を
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
長
い
時
間
は
必
要
な
い
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。

河
川
整
備
計
画
の

目
標
に
つ
い
て

整
備
水
準
の
意
味
・
内
容

と
は
？

1
質
問
-
3
河
川
整
備
計
画
に
お
け
る
段
階
的
な
整
備
に
あ

た
っ
て
の
目
標
イ
メ
ー
ジ
図
に
つ
い
て
、
縦
軸
の

整
備
水
準
の
意
味
・
内
容
に
つ
い
て
、
も
う
少
し

説
明
が
ほ
し
い
。

整
備
を
段
階
的
に
進
め
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
整
備
水
準
が

上
昇
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
す
。
ど
こ
に
整
備

水
準
を
設
定
す
る
の
か
は
基
本
方
針
の
目
標
に
向
か
い
、
順

次
、
途
中
段
階
の
整
備
目
標
を
決
め
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
期

間
を
設
定
し
な
が
ら
基
本
方
針
ま
で
達
成
す
る
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
当
然
、
そ
の
整
備
を
進
め
て
い
く
に
し
た

が
っ
て
整
備
水
準
と
い
う
の
は
上
が
り
、
災
害
が
起
こ
る
リ

ス
ク
が
減
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

会
議
で
の
会
頭
の
要
約

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問
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土
器
川
全
般
に
関
す
る
質
問
と
そ
の
回
答
　
(
2
/
5
)

通
し

番
号

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

会
議
で
の
会
頭
の
要
約

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

河
川
整
備
計
画
の

整
備
内
容
に
つ
い

て

「
整
備
」
の
意
味
合
い
と

は
？

2
質
問
-
4
「
整
備
」
と
は
、
具
体
的
な
意
味
合
い
を
持
っ
て

い
る
も
の
な
の
か
。
そ
れ
と
も
、
も
っ
と
抽
象
的

な
も
の
な
の
か
。

本
整
備
計
画
で
は
、
当
面
の
具
体
的
な
整
備
の
内
容
を
明
確

と
し
ま
す
。

3
質
問
-
4
例
え
ば
、
流
域
が
3
0
㎞
と
し
て
、
い
き
な
り
3
0
㎞

全
部
を
整
備
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、

最
初
か
ら
１
㎞
、
２
㎞
を
何
年
か
で
整
備
し
た
分

だ
け
、
全
体
の
目
標
が
段
階
的
に
達
成
で
き
る
と

い
う
こ
と
か
。

河
川
整
備
計
画
の

策
定
に
つ
い
て

次
期
整
備
計
画
の
策
定
の

手
続
き
は
、
2
0
～
3
0
年
後

な
の
か
、
1
0
年
ご
と
に
見

直
す
な
ど
決
定
さ
れ
た
手

続
き
が
あ
る
の
か
？

4
質
問
-
5
次
期
整
備
計
画
は
2
0
～
3
0
年
先
な
の
か
、
あ
る
い

は
1
0
年
ご
と
に
進
捗
状
況
を
見
な
が
ら
2
0
～
3
0
年

の
整
備
計
画
を
見
直
し
な
ど
の
、
決
め
ら
れ
た
手

続
き
が
あ
る
の
か
。

平
成
９
年
に
河
川
法
が
改
正
さ
れ
、
他
河
川
で
も
河
川
整
備

計
画
の
策
定
が
進
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
い
ず
れ
も
最
初
の

整
備
計
画
で
あ
り
、
ま
だ
２
回
段
階
目
の
計
画
と
い
う
河
川

は
な
い
状
況
で
す
け
。
今
回
、
策
定
を
目
指
し
て
い
る
整
備

計
画
が
完
了
し
た
時
点
で
、
ま
た
次
の
整
備
計
画
を
策
定
し

て
整
備
を
進
め
て
い
き
、
最
終
的
に
は
基
本
方
針
で
目
標
と

し
て
い
る
と
こ
ろ
ま
で
は
整
備
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

河
川
整
備
基
本
方

針
に
つ
い
て

基
本
方
針
に
お
け
る
利

水
・
環
境
に
関
す
る
代
替

案
の
説
明
が
な
い
が
ど
の

よ
う
な
見
解
を
有
し
て
い

る
の
か
？

6
質
問
-
6
基
本
方
針
の
代
替
案
の
説
明
に
、
利
水
と
環
境
に

関
す
る
説
明
が
な
か
っ
た
が
、
ど
の
よ
う
な
見
解

を
有
し
て
い
る
の
か
？

基
本
方
針
の
治
水
の
ア
の
と
こ
ろ
は
実
施
内
容
が
明
確
で
、

利
水
の
イ
・
環
境
の
ウ
は
「
努
め
る
」
と
い
う
内
容
に
な
っ

て
い
ま
す
。
土
器
川
の
現
状
と
し
て
、
正
常
流
量
な
ど
の
水

関
係
に
つ
い
て
、
水
利
用
実
態
の
詳
細
が
不
明
な
点
が
多

く
、
目
標
設
定
が
難
し
い
状
況
で
す
。
こ
の
基
本
方
針
の
中

に
で
も
、
出
水
（
で
す
い
）
や
水
利
用
実
態
等
を
含
め
て
、

調
査
・
把
握
の
努
め
て
い
く
と
し
て
お
り
、
次
の
計
画
段
階

に
向
け
て
目
標
を
つ
く
る
た
め
に
今
回
の
整
備
計
画
で
は
調

査
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

基
本
高
水
に
つ
い

て
基
本
高
水
の
1
,
7
0
0
m
3
/
s
と

戦
後
最
大
の
平
成
1
6
年
洪

水
の
1
,
0
3
0
m
3
/
s
の
流
量
が

異
な
る
の
は
な
ぜ
か
？

1
0

質
問
-
7
戦
後
最
大
の
平
成
1
6
年
洪
水
が
1
,
0
3
0
m
3
/
s
で
あ
る

の
に
対
し
、
過
去
の
大
き
な
洪
水
を
勘
案
し
た
基

本
高
水
が
1
,
7
0
0
m
3
/
s
な
の
は
な
ぜ
か
？

戦
後
最
大
の
流
量
は
、
祓
川
橋
地
点
で
1
,
0
3
0
m
3
/
ｓ
で
す
。

基
本
高
水
の
1
,
7
0
0
m
3
/
ｓ
は
、
雨
量
デ
ー
タ
を
も
と
に
1
0
0

年
に
一
度
程
度
の
計
画
雨
量
を
計
算
し
て
、
過
去
の
大
き
な

洪
水
に
計
画
雨
量
を
あ
て
は
め
、
流
出
計
算
に
よ
っ
て

1
,
7
0
0
m
3
/
ｓ
が
算
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
実
際
の
洪
水

時
に
は
流
量
観
測
を
実
施
し
て
お
り
、
実
績
流
量
に
よ
る
確

率
評
価
で
妥
当
性
を
確
か
め
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
大
正
元

年
と
い
う
歴
史
的
に
も
大
き
な
洪
水
で
1
,
7
0
0
m
3
/
ｓ
程
度
の

出
水
を
確
認
し
て
い
る
と
い
う
３
つ
の
手
法
を
並
べ
、
基
本

高
水
1
,
7
0
0
m
3
/
ｓ
を
最
終
決
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、

平
成
1
6
年
の
台
風
は
戦
後
最
大
の
流
量
で
す
が
、
基
本
高
水

の
1
,
7
0
0
m
3
/
ｓ
と
は
異
な
り
ま
す
。

基
本
高
水
と
は
、
1
0
0
分
の

1
の
規
模
を
前
提
と
し
て
い

る
。

1
1

質
問
-
7
基
本
高
水
と
は
、
1
0
0
分
の
1
に
相
当
す
る
雨
に
基

づ
く
流
出
解
析
結
果
の
数
値
で
あ
り
、
基
本
方
針

は
1
0
0
分
の
1
の
規
模
を
前
提
と
し
て
い
る
理
解
で

よ
い
か
？
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土
器
川
全
般
に
関
す
る
質
問
と
そ
の
回
答
　
(
3
/
5
)

通
し

番
号

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

会
議
で
の
会
頭
の
要
約

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

治
水
対
策
の
優
先

順
位
に
つ
い
て

整
備
計
画
の
治
水
対
策
箇

所
の
対
策
優
先
順
位
は
つ

け
ら
れ
て
い
る
の
か
？

1
6

質
問
-
8
整
備
計
画
の
治
水
対
策
箇
所
の
対
策
優
先
順
位
は

つ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
？
あ
る
い
は
、
下
流
か
ら

順
番
に
整
備
目
標
を
達
成
す
る
の
か
？

治
水
対
策
を
実
施
す
る
上
で
は
、
原
則
と
し
て
下
流
部
で
上

流
か
ら
の
流
量
の
受
け
皿
を
つ
く
り
、
順
次
、
上
流
側
へ
整

備
を
進
め
る
こ
と
が
一
般
的
な
考
え
方
で
す
。
た
だ
し
、
そ

の
と
き
の
河
道
状
況
や
新
た
な
知
見
等
を
加
味
し
な
が
ら
進

め
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
河
川
毎
の
対
応
が
必
要
で
す
。

行
政
管
理
境
界
の

考
え
方
に
つ
い
て
河
川
整
備
計
画
に
お
け
る

行
政
管
理
境
界
や
責
任
の

考
え
方
は
ど
う
な
の
か
？

1
8

質
問
-
9
管
轄
や
責
任
と
い
う
行
政
界
の
考
え
方
に
つ
い
て

は
い
か
が
か
？

質
問
に
つ
い
て
は
理
解
し
て
い
ま
す
が
、
や
は
り
所
轄
範
囲

に
対
し
て
、
他
の
所
轄
箇
所
の
対
応
等
を
今
回
の
整
備
計
画

で
は
取
り
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
。

整
備
計
画
目
次
に

お
け
る
、
利
水
と

防
災
の
位
置
づ
け

に
つ
い
て

整
備
計
画
に
利
水
と
防
災

は
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ま

れ
る
の
か
？

3
6
質
問
-
1
0
整
備
計
画
の
目
次
に
治
水
・
環
境
が
キ
ー
ワ
ー
ド

と
し
て
出
て
き
て
い
る
が
、
利
水
と
防
災
に
つ
い

て
、
ど
の
よ
う
に
整
備
計
画
に
取
り
込
ま
れ
て
い

く
の
か
？

今
回
の
比
較
は
、
主
に
ハ
ー
ド
面
の
部
分
を
中
心
に
比
較
し

て
い
ま
す
が
、
整
備
計
画
で
は
国
土
交
通
省
と
し
て
2
0
年
か

ら
3
0
年
の
間
に
実
施
す
る
内
容
を
示
し
ま
す
の
で
、
利
水
に

つ
い
て
は
、
現
状
で
不
明
な
事
項
が
あ
る
た
め
調
査
を
進
め

て
い
く
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
防
災
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
今
回
整
備
計
画
で
、

ハ
ー
ド
等
の
整
備
を
示
し
た
上
で
、
目
標
を
超
過
す
る
災
害

等
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
ソ
フ
ト
対
策
と
い
う
内
容
で
明
記

し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

霞
堤
に
つ
い
て

霞
堤
は
ど
う
し
て
減
っ
て

き
た
の
か
。

7
2
質
問
-
1
1
霞
堤
は
ど
う
し
て
減
っ
て
き
た
の
か
。

土
器
川
に
は
土
器
川
生
物
公
園
部
な
ど
の
霞
堤
が
現
存
し
て

い
ま
す
。
霞
堤
は
、
大
き
な
洪
水
の
と
き
に
一
時
洪
水
を
貯

留
す
る
機
能
や
、
上
流
側
で
は
ん
濫
し
た
水
を
ま
た
川
へ
戻

す
機
能
を
有
し
た
施
設
で
、
有
効
な
河
川
改
修
の
手
法
の
一

つ
で
す
。
そ
の
た
め
、
治
水
面
で
重
要
な
霞
堤
は
現
在
も
残

し
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
土
地
利
用
の
変
遷
で
宅
地
化
が
進
行
し
、
霞
堤
の

機
能
自
体
が
な
く
な
っ
た
箇
所
に
つ
い
て
は
閉
鎖
し
て
き
て

い
ま
す
。

流
域
全
体
の
土
砂

動
態
の
把
握
に
つ

い
て

流
域
全
体
の
土
砂
輸
送
の

量
の
デ
ー
タ
は
把
握
で
き

て
い
る
の
か
？

3
4
質
問
-
1
2
局
所
洗
掘
の
進
行
に
関
連
し
て
、
流
域
全
体
の
土

砂
輸
送
の
量
の
デ
ー
タ
は
国
交
省
で
把
握
さ
れ
て

い
る
の
か
？

土
器
川
は
、
過
去
か
ら
の
横
断
測
量
の
変
化
か
ら
も
お
お
む

ね
安
定
傾
向
に
あ
る
と
判
断
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
下
流
湾

曲
部
の
局
所
洗
掘
箇
所
や
野
津
床
止
の
下
流
区
間
の
河
床
低

下
部
に
つ
い
て
は
特
に
対
策
が
必
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

河
道
断
面
の
変
化

に
つ
い
て

川
の
断
面
積
の
変
化
は
ど

う
な
っ
て
き
て
い
る
の

か
？

7
0
質
問
-
1
3
今
と
昔
の
土
器
川
の
川
の
面
積
は
ど
う
な
っ
て
い

る
の
か
？

川
の
平
面
の
面
積
変
化
の
整
理
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
複
雑
な

利
水
形
態
や
出
水
（
で
す
い
）
な
ど
と
と
も
に
、
今
後
調
査

を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

昭
和
5
0
年
頃
以
降
の
河
床
高
の
経
年
的
な
変
化
は
、
概
ね
安

定
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

橋
梁
架
け
替
え
費

用
に
つ
い
て

下
流
部
の
案
②
：
右
岸
引

堤
＋
河
床
掘
削
案
の
コ
ス

ト
に
は
橋
梁
架
け
替
え
費

用
は
含
ま
れ
て
い
る
の

か
？

3
3
質
問
-
1
4
下
流
部
の
案
②
：
右
岸
引
堤
＋
河
床
掘
削
案
の
コ

ス
ト
に
は
橋
梁
架
け
替
え
費
用
は
含
ま
れ
て
い
る

の
か
？

提
示
し
た
概
算
事
業
費
に
橋
梁
架
替
費
が
含
ま
れ
ま
す
。
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土
器
川
全
般
に
関
す
る
質
問
と
そ
の
回
答
　
(
4
/
5
)

通
し

番
号

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

会
議
で
の
会
頭
の
要
約

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

洪
水
時
の
満
濃
池

の
効
果

洪
水
時
に
満
濃
池
へ
の
導

水
は
あ
る
の
か
？

1
4
質
問
-
1
5
戦
後
最
大
流
量
の
平
成
1
6
年
洪
水
時
に
お
け
る
満

濃
池
へ
の
導
水
は
あ
っ
た
の
か
？

出
水
時
に
は
土
器
川
か
ら
の
取
水
を
と
め
ま
す
。
満
濃
池
へ

の
導
水
は
、
平
常
時
の
最
大
取
水
量
８
ト
ン
程
度
の
た
め
洪

水
を
導
水
す
る
規
模
は
あ
り
ま
せ
ん
。

仮
に
、
洪
水
が
満
濃
池
に
導
水
さ
れ
た
場
合
、
金
倉
川
の
洪

水
の
原
因
に
な
る
た
め
、
洪
水
の
導
水
は
行
い
ま
せ
ん
。

満
濃
池
の
状
態
に
よ
っ
て

対
応
は
ど
う
な
る
の
か
？

1
5
質
問
-
1
5
洪
水
時
ま
た
は
洪
水
後
に
お
け
る
満
濃
池
へ
の
対

応
方
法
は
？

仮
に
満
濃
池
の
貯
水
量
が
少
な
い
場
合
は
、
出
水
が
あ
る
程

度
引
い
て
か
ら
導
水
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

古
子
川
の
浸
水
被

害
に
つ
い
て

昔
は
古
子
川
に
よ
る
浸
水

し
て
い
な
か
っ
た
地
区
が

浸
水
し
て
い
る
の
は
浄
化

施
設
整
備
の
影
響
で
は
な

い
か
？

7
8
質
問
-
1
6
昔
は
古
子
川
に
よ
る
浸
水
が
な
か
っ
た
地
域
で
浸

水
が
発
生
し
た
の
は
、
浄
化
施
設
建
設
と
と
も
に

擁
壁
を
立
て
て
樋
門
を
設
置
し
た
影
響
で
は
な
い

か
？

水
質
浄
化
施
設
を
つ
く
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
排
水
口
の
高
さ

が
高
く
な
っ
た
と
い
う
お
話
は
、
河
川
管
理
者
と
し
て
施
設

を
つ
く
る
場
合
に
高
さ
を
変
え
る
こ
と
行
い
ま
せ
ん
。

古
子
川
が
改
修
さ
れ
た
の
は
昭
和
の
年
代
に
さ
れ
て
い
ま

す
。
水
質
保
全
施
設
は
平
成
の
年
代
に
整
備
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
、
当
時
の
基
盤
の
高
さ
か
ら
水
を
引
い
て
水

質
浄
化
を
行
う
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
水
質
浄
化
施
設
の

た
め
に
高
さ
を
上
げ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

水
質
浄
化
対
策
に
お
い
て
、
治
水
に
影
響
の
あ
る
計
画
は
実

施
し
ま
せ
ん
。

河
川
改
修
の
考
え
方
と
し
て
は
、
現
状
よ
り
も
悪
影
響
が
生

じ
る
改
修
は
行
わ
な
い
の
が
通
常
で
す
。

現
地
状
況
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
確
認
い
た
し
ま
す
。

こ
の
整
備
計
画
で
、
古
子

川
の
浸
水
は
解
消
さ
れ
る

の
か
？

7
9
質
問
-
1
6
こ
の
整
備
計
画
に
よ
っ
て
、
古
子
川
に
よ
る
浸
水

は
解
消
さ
れ
る
の
か
？

本
整
備
計
画
は
、
本
川
土
器
川
の
国
管
理
区
間
を
対
象
と
し

て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
古
子
川
に
よ
る
浸
水
に
対
し
て
直

接
効
果
の
あ
る
改
修
は
含
ん
で
い
ま
せ
ん
。

昔
は
古
子
川
の
浸
水
が
な

か
っ
た
が
、
過
去
の
改
修

の
影
響
で
現
在
の
浸
水
が

発
生
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
？

8
0
質
問
-
1
6
昔
は
古
子
川
の
本
川
合
流
部
を
嵩
上
げ
し
て
い
な

く
て
、
逆
流
し
な
い
よ
う
に
石
積
み
も
あ
っ
た

が
、
過
去
の
改
修
の
影
響
で
、
現
在
の
古
子
川
か

ら
の
浸
水
が
発
生
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
？

平
成
1
6
年
に
戦
後
最
大
規
模
の
洪
水
が
発
生
し
た
こ
と
も
あ

り
ま
す
の
で
、
一
概
に
他
の
洪
水
と
は
比
較
で
き
な
い
こ
と

も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
古
子
川
に
は
現
在
、
救

急
内
水
ポ
ン
プ
を
設
置
し
て
お
り
、
平
成
1
6
年
の
洪
水
時
に

古
子
川
の
水
位
よ
り
も
本
川
の
水
位
の
方
が
低
か
っ
た
た

め
、
実
態
は
流
れ
や
す
い
状
態
に
は
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
上

で
、
さ
ら
に
ポ
ン
プ
で
水
を
吸
い
上
げ
て
水
位
を
下
げ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
呼
び
水
的
に
流
れ
や
す
い
よ
う
な
対
応
も
行

い
ま
し
た
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
管
理
上
は
適
切
な
対

応
は
で
き
て
い
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

古
子
川
の
出
口
の
嵩
上
げ

に
よ
っ
て
、
河
道
断
面
の

３
分
の
１
ぐ
ら
い
が
死
水

域
と
な
っ
て
い
る
。

8
2
質
問
-
1
6
古
子
川
の
出
口
の
嵩
上
げ
に
よ
っ
て
、
河
道
断
面

の
３
分
の
１
ぐ
ら
い
が
死
水
域
と
な
っ
て
い
る
の

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
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土
器
川
全
般
に
関
す
る
質
問
と
そ
の
回
答
　
(
5
/
5
)

通
し

番
号

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

会
議
で
の
会
頭
の
要
約

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

水
位
計
算
条
件
に

つ
い
て

こ
の
計
画
に
海
の
潮
位
は

ど
の
よ
う
に
考
慮
し
て
い

る
の
か

6
9
質
問
-
1
7
こ
の
計
画
に
海
の
潮
位
は
ど
の
よ
う
に
考
慮
し
て

い
る
の
か

海
の
潮
位
に
つ
い
て
は
、
朔
望
平
均
満
潮
位
（
満
月
と
新
月

の
と
き
の
最
高
潮
位
の
平
均
）
と
、
台
風
の
低
気
圧
に
よ
る

潮
位
の
上
昇
を
を
考
慮
し
て
設
定
し
て
い
ま
す
。

朔
望
平
均
満
潮
位
と
気
圧
に
よ
る
水
位
上
昇
量
を
足
し
込
ん

で
海
の
潮
位
を
設
定
し
、
そ
れ
に
対
し
て
洪
水
が
流
れ
て
き

た
と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
状
況
（
水
位
）
に
な
る
か
と
い
う

計
算
を
し
て
い
ま
す
。

河
川
管
理
者
と
し
て
考
え
て
い
る
一
番
高
い
水
位
を
設
定
し

て
い
ま
す
。

河
川
整
備
等
の
河
道
変
化

を
踏
ま
え
、
も
っ
と
大
き

な
流
量
に
対
す
る
シ
ビ
ア

な
計
算
が
必
要
で
は
な
い

か
？

7
5
質
問
-
1
7
川
の
断
面
積
が
変
化
し
て
き
て
、
こ
れ
ま
で
の
河

川
整
備
や
河
道
の
勾
配
を
考
慮
し
て
、
整
備
計
画

の
目
標
以
上
の
大
き
な
流
量
が
流
れ
る
場
合
に
対

し
て
、
も
っ
と
シ
ビ
ア
な
川
の
計
算
が
必
要
で
は

な
い
か
。

概
ね
2
0
0
ｍ
ご
と
の
断
面
を
測
量
し
、
そ
の
2
0
0
ｍ
ご
と
の
断

面
に
対
し
て
ど
れ
ぐ
ら
い
の
洪
水
流
下
の
能
力
が
あ
る
か
を

計
算
し
て
い
ま
す
。
実
際
に
堤
防
等
を
整
備
す
る
段
階
に
な

る
と
、
さ
ら
に
詳
細
な
断
面
で
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

ま
た
、
本
整
備
計
画
は
、
概
ね
3
0
年
程
度
の
計
画
を
策
定
し

た
い
と
考
え
て
お
り
、
よ
り
治
水
安
全
度
は
高
い
ほ
う
が
よ

い
こ
と
は
当
然
で
す
が
、
予
算
的
な
面
も
含
め
た
中
で
、
実

現
で
き
る
内
容
が
今
回
の
提
案
に
な
り
ま
す
。

流
量
規
模
に
関
わ
ら
ず
、
河
道
の
水
位
解
析
は
、
現
在
の
最

新
の
知
見
に
基
づ
く
詳
細
な
検
討
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
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そ
の
他
（
河
川
整
備
計
画
以
外
の
要
望
等
）
意
見
と
そ
の
回
答
　
(
1
/
1
)

通
し

番
号

道
路
拡
幅
の
要
望

に
つ
い
て

右
岸
引
堤
に
伴
い
も
う
１

車
線
分
の
堤
防
幅
を
確
保

し
て
ほ
し
い
。

8
7

そ
の
他
-
1
右
岸
引
堤
の
際
に
、
も
う
１
車
線
分
の
堤
防
幅
を

確
保
し
て
欲
し
い
。

事
業
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
市
と
の
調
整
を
図
り
対
応
し
て

い
き
ま
す
。

工
事
看
板
に
つ
い

て
実
施
中
の
工
事
内
容
が
わ

か
る
よ
う
な
看
板
を
増
や

し
て
欲
し
い
。

8
9

そ
の
他
-
2
実
施
中
の
工
事
内
容
が
わ
か
る
よ
う
な
看
板
を
増

や
し
て
欲
し
い
。

発
注
者
側
と
し
て
、
請
負
業
者
に
対
し
て
工
事
の
目
的
等
を

明
確
に
す
る
よ
う
に
指
導
し
て
い
き
ま
す
。

用
地
境
界
測
量
に

関
す
る
要
望
に
つ

い
て

地
籍
調
査
、
測
量
を
早
急

に
行
い
、
正
し
い
基
礎
に

基
づ
く
計
画
と
し
て
欲
し

い
。

9
8

そ
の
他
-
3
丸
亀
市
は
古
く
よ
り
地
籍
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
な
い
た
め
、
今
後
、
こ
の
周
辺
の
豊
か
な
水
、

森
を
生
か
そ
う
と
し
よ
う
と
す
る
と
、
場
あ
た
り

的
な
も
の
で
は
な
く
、
正
し
い
基
礎
に
基
づ
い
て

計
画
が
さ
れ
な
い
と
、
将
来
的
に
問
題
が
益
々
お

お
き
く
な
る
。
今
後
、
公
明
正
大
に
正
し
い
基
礎

に
基
づ
い
て
計
画
し
て
い
た
だ
き
た
く
、
是
非
、

地
籍
調
査
、
測
量
を
早
急
に
お
こ
な
っ
て
い
た
だ

き
た
い
。

地
籍
調
査
は
、
市
の
管
轄
で
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た

め
、
ご
意
見
は
市
の
方
へ
伝
え
ま
す
。

道
路
整
備
の
要
望

に
つ
い
て

新
た
な
道
路
整
備
で
、
堤

防
道
路
の
渋
滞
を
解
消
し

て
欲
し
い
。

1
0
7

そ
の
他
-
4
丸
亀
大
橋
の
下
に
バ
イ
パ
ス
道
路
を
整
備
し
、
堤

防
道
路
の
渋
滞
を
解
消
し
て
欲
し
い
。

河
川
内
に
新
た
な
道
路
を
建
設
す
る
こ
と
は
、
洪
水
流
下
の

阻
害
と
な
り
、
道
路
の
維
持
管
理
面
か
ら
も
河
川
内
で
の
新

規
道
路
の
設
置
は
困
難
で
す
。

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

会
議
で
の
回
答
の
要
約

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問
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＜巻末２＞ 【素案】(案)に関する意見とりまとめ分類と 
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【
素
案
】
(
案
)
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
1
/
1
7
)

通
し

番
号

「
流
域
一
体
」

の
流
域
の
定
義

に
つ
い
て

「
流
域
」
の
示
す
範
囲
の
定

義
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
、

定
義
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
一

貫
し
て
使
用
し
た
方
が
よ

い
。

1
1

共
通
-
1
　
「
流
域
と
一
体
と
な
っ
て
」
の
「
流
域
」
は
ど

こ
の
範
囲
を
い
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。

　
実
際
の
流
域
、
洪
水
は
ん
濫
域
、
利
水
域
と
す

べ
て
異
な
る
の
で
、
ど
こ
の
範
囲
を
「
流
域
」
と

し
て
考
え
て
い
る
の
か
確
認
し
た
い
。

流
域
・
地
域
の
定
義
を
以
下
と
し
て
、
修
正
し
ま
す
。

・
流
域
：
土
器
川
の
集
水
域

・
地
域
：
治
水
・
利
水
の
関
連
地
域
す
べ
て
を
含
め
た
広

範
囲
の
エ
リ
ア

P
.
6
1
他

3
-
1
 
河
川
整
備
の
基
本
理
念

○
地
域
と
一
体
と
な
っ
た
土
器
川
の
河
川
環
境
の
保
全

　
古
く
か
ら
水
が
少
な
い
瀬
切
れ
河
川
に
あ
っ
て
、
貴
重
な
溜
ま
り
、
河

畔
林
や
水
辺
植
生
、
河
口
干
潟
な
ど
、
土
器
川
が
有
す
る
特
徴
的
な
現
状

の
河
川
環
境
を
保
全
す
る
。
ま
た
、
関
係
機
関
と
連
携
を
図
り
、
支
川
、

出
水
、
た
め
池
等
を
結
ぶ
地
域
と
一
体
と
な
っ
た
河
川
環
境
、
景
観
の

保
全
に
努
め
る
。

1
2

共
通
-
1
　
「
人
口
」
の
記
述
に
お
い
て
は
、
「
流
域
」
と

「
想
定
は
ん
濫
区
域
」
を
は
っ
き
り
区
別
し
て

扱
っ
て
い
る
の
で
、
「
流
域
」
等
の
表
現
の
定
義

を
は
っ
き
り
さ
せ
て
一
貫
し
て
使
用
し
た
方
が
よ

い
。

治
水
・
利
水
・

環
境
等
の
各
項

目
間
の
優
先
順

位
・
バ
ラ
ン
ス

に
つ
い
て

治
水
・
利
水
・
環
境
お
よ
び

各
項
目
間
の
優
先
順
位
・
バ

ラ
ン
ス
が
あ
る
と
思
う
の

で
、
ど
う
バ
ラ
ン
ス
を
と
る

か
と
い
っ
た
全
体
的
な
表
現

が
欲
し
い
。

1
5

共
通
-
2
　
治
水
事
項
の
対
策
、
維
持
管
理
、
危
機
管
理
と

個
々
に
は
明
確
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
間

の
バ
ラ
ン
ス
・
優
先
順
位
が
あ
る
と
思
う
。

　
こ
れ
は
治
水
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
治
水
・
利

水
・
環
境
と
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
も
あ
り
、
項
目
毎

に
ま
と
め
て
い
く
と
そ
こ
で
閉
じ
ら
れ
た
形
に
な

る
が
、
ト
ー
タ
ル
し
て
今
後
の
方
向
性
が
出
て
く

る
。

　
具
体
的
に
、
そ
れ
ら
を
ど
う
バ
ラ
ン
ス
を
と
る

の
か
と
い
っ
た
表
現
が
少
し
欲
し
い
。

本
整
備
計
画
は
、
治
水
に
お
い
て
は
目
標
に
向
け
て
段
階

的
に
治
水
安
全
度
向
上
す
る
こ
と
を
優
先
し
、
超
過
洪
水

等
の
被
災
時
に
は
危
機
管
理
体
制
の
整
備
を
並
行
し
て
推

進
し
て
い
く
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
治
水
・
利
水
・
環
境
の
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、

土
器
川
の
箇
所
毎
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
対
し
て
調
和
を

図
り
な
が
ら
対
応
す
る
と
し
て
お
り
、
維
持
管
理
が
治

水
・
利
水
・
環
境
の
あ
ら
ゆ
る
面
を
含
ん
だ
事
項
で
あ
る

と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
河
川
整
備
の
基
本
理
念
と
し
て
、
治
水
・

利
水
・
環
境
の
バ
ラ
ン
ス
・
調
和
を
図
る
こ
と
を
示
し
て

い
ま
す
。

P
.
6
0
3
-
1
　
河
川
整
備
の
基
本
理
念

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
こ
の
た
め
、
関
係
機
関
や
地
域
住
民
と
の
情
報
の
共
有
、
連
携
の
強
化

を
図
り
つ
つ
、
治
水
・
利
水
・
環
境
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
つ
い
て

調
和
を
図
り
な
が
ら
、
各
施
策
を
総
合
的
に
実
施
す
る
。

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
素
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
と
対
応

意
見
及
び
質
問
の
要
約
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【
素
案
】
(
案
)
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
2
/
1
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
素
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
と
対
応

意
見
及
び
質
問
の
要
約

基
本
方
針
と
整

備
計
画
の
対
応

関
係
に
つ
い
て

基
本
方
針
に
対
す
る
整
備
計

画
の
達
成
度
等
の
対
応
関
係

が
わ
か
る
と
、
次
の
整
備
計

画
に
役
立
つ
と
思
う
。

3
0

共
通
-
3
　
基
本
方
針
と
整
備
計
画
と
の
対
応
関
係
（
基
本

方
針
の
中
の
取
り
扱
い
箇
所
、
何
割
程
度
の
達
成

を
目
指
す
）
が
わ
か
れ
ば
、
今
後
、
3
0
年
後
の
新

た
な
計
画
を
つ
く
る
と
き
に
役
立
つ
と
思
う
。

治
水
・
利
水
・
環
境
の
各
事
項
に
お
い
て
、
目
標
を
記
載

し
て
い
ま
す

治
水
に
お
い
て
は
、
基
本
方
針
1
,
7
0
0
m
3
/
s
に
対
し
て
、
整

備
計
画
1
,
2
5
0
m
3
/
s
と
定
量
的
、
段
階
的
な
整
備
段
階
を
示

し
て
い
ま
す
。

利
水
に
お
い
て
は
、
正
常
流
量
の
設
定
が
困
難
な
た
め
数

値
目
標
が
あ
り
ま
せ
ん
。

環
境
に
お
い
て
は
、
水
が
少
な
く
厳
し
い
河
川
環
境
で
あ

る
た
め
、
現
状
よ
り
も
悪
く
し
な
い
こ
と
を
目
標
と
し
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
治
水
と
同
様
な
定
量
的
な
整
備
段

階
評
価
が
難
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

P
.
6
3

P
.
6
5

3
-
4
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽
減
に
関
す

る
目
標

(
1
)
 
洪
水
対
策

1
)
 
洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
た
め
の
対
応

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
そ
の
結
果
、
土
器
川
に
お
い
て
は
、
戦
後
最
大
流
量
を
記
録
し
た
平
成

1
6
年
1
0
月
の
台
風
2
3
号
と
同
規
模
の
洪
水
を
流
下
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

と
と
も
に
、
上
下
流
の
治
水
安
全
度
の
バ
ラ
ン
ス
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
基
準
地
点
祓
川
橋
よ
り
下
流
に
お
い
て
1,
25
0m
3
/s
の
洪
水
を
安

全
に
流
下
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
-
5
　
河
川
の
適
正
な
利
用
及
び
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
に
関
す
る

目
標

 
(
1
)
 
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持

　
流
水
の
正
常
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
流
量
（
以
下
、
「
正

常
流
量
」
と
い
う
）
に
つ
い
て
は
、
瀬
切
れ
の
発
生
や
独
特
な
取
水
形
態

に
よ
り
定
常
的
な
取
水
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
現
状
で
は
設

定
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
今
後
、
河
川
及
び
流
域
に
お
け
る
諸
調
査
を

踏
ま
え
、
流
水
が
伏
流
し
て
い
る
河
川
の
特
性
と
動
植
物
の
生
息
・
生

育
・
繁
殖
に
必
要
な
流
量
と
の
関
係
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
関
係
機

関
と
連
携
し
水
利
用
の
実
態
の
把
握
に
努
め
、
さ
ら
な
る
調
査
・
検
討

を
進
め
る
。

P
.
6
6

P
.
6
7

P
.
6
8

3
-
6
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
目
標

(
1
)
 
動
植
物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
に
関
す
る
目
標

　
河
川
に
お
け
る
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
し
て
は
、
厳
し
い
河
川
環
境

に
あ
っ
て
特
徴
的
な
土
器
川
の
河
川
環
境
を
保
全
す
る
こ
と
を
目
的
に
各

種
対
策
を
実
施
し
、
土
器
川
の
特
徴
的
な
環
境
に
依
存
す
る
動
植
物
の

生
息
・
生
育
・
繁
殖
環
境
の
保
全
に
努
め
る
。

(
2
)
 
河
川
景
観
に
関
す
る
目
標

　
河
川
景
観
の
維
持
・
形
成
に
つ
い
て
は
、
治
水
・
利
水
・
環
境
や
地
域

の
歴
史
や
文
化
等
と
の
調
和
を
図
り
つ
つ
、
飯
野
山
（
讃
岐
富
士
）
や
の

ど
か
な
田
園
地
帯
を
背
景
と
し
た
眺
め
な
ど
、
地
域
の
文
化
・
風
土
に
根

ざ
し
た
土
器
川
ら
し
い
河
川
景
観
等
の
保
全
に
努
め
る
。

(
3
)
 
河
川
空
間
の
利
用
に
関
す
る
目
標

　
人
と
川
と
の
ふ
れ
あ
い
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
環
境
学
習
の
場
等
の

確
保
に
つ
い
て
は
、
平
成
元
年
3
月
に
策
定
さ
れ
た
「
土
器
川
水
系
河
川

空
間
管
理
計
画
」
を
踏
ま
え
、
治
水
・
利
水
・
環
境
と
の
調
和
を
図
り
、

地
域
の
人
々
の
生
活
の
基
盤
や
歴
史
・
風
土
・
文
化
を
形
成
し
て
き
た
土

器
川
の
恵
み
を
活
か
し
つ
つ
、
適
正
な
河
川
の
利
用
が
図
ら
れ
る
よ
う

に
努
め
る
。

(
4
)
 
水
質
の
改
善

　
河
川
水
質
に
つ
い
て
は
、
河
川
の
利
用
や
多
様
な
動
植
物
の
生
息
・
生

育
・
繁
殖
環
境
を
考
慮
し
、
下
水
道
事
業
等
の
関
連
事
業
や
関
係
機
関
と

の
連
携
、
調
整
及
び
地
域
住
民
と
の
連
携
の
上
、
よ
り
一
層
の
汚
濁
負

荷
の
低
減
等
に
よ
っ
て
水
質
の
改
善
に
努
め
、
全
川
に
お
け
る
環
境
基

準
の
達
成
を
目
指
す
。
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【
素
案
】
(
案
)
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
3
/
1
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
素
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
と
対
応

意
見
及
び
質
問
の
要
約

土
器
川
を
よ
く

知
る
た
め
に

土
器
川
を
よ
く
知
る
た
め
に

は
、
広
い
範
囲
を
対
象
に
、

住
民
を
含
め
た
勉
強
会
が
必

要
で
あ
る
。

3
4

共
通
-
4
　
今
後
、
住
民
も
含
め
て
土
器
川
に
つ
い
て
よ
く

知
る
よ
う
勉
強
し
な
く
て
は
い
け
な
い
が
、
そ
の

範
囲
が
重
要
と
な
る
。

　
利
水
域
と
旧
河
道
エ
リ
ア
か
ら
、
土
器
川
を
知

る
た
め
に
は
範
囲
を
広
げ
て
全
部
が
わ
か
る
よ
う

な
勉
強
会
が
必
要
で
あ
る
。

土
器
川
で
は
、
住
民
と
協
力
し
た
河
川
管
理
を
推
進
し
て

い
ま
す
。

土
器
川
の
管
理
に
お
い
て
は
、
土
器
川
を
よ
く
知
っ
て
い

た
だ
く
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
土
器
川
に
親
し
み
、
環
境

学
習
や
自
然
体
験
学
習
に
お
い
て
も
、
大
切
な
テ
ー
マ
で

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
後
と
も
、
土
器
川
に
関
す
る

広
範
囲
の
情
報
を
提
供
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
き
ま
す
。

P
.
9
5
4
-
2
-
3
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

(
4
)
 
地
域
と
一
体
と
な
っ
た
河
川
管
理

1
)
 
地
域
住
民
と
協
力
し
た
河
川
管
理

　
地
域
住
民
と
協
力
し
て
河
川
管
理
を
推
進
す
る
た
め
、
河
川
愛
護
モ
ニ

タ
ー
や
『
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
「
香
の
川
」
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
』
の
関
係
団

体
を
通
し
て
、
地
域
の
人
々
へ
河
川
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
発
信

す
る
。
ま
た
、
地
域
の
取
り
組
み
と
連
携
し
た
河
川
整
備
等
に
よ
り
、

住
民
参
加
型
の
河
川
管
理
の
推
進
に
努
め
る
。

2
)
 
川
に
親
し
む
取
り
組
み

　
身
近
な
自
然
で
あ
る
土
器
川
に
親
し
め
る
自
然
体
験
活
動
な
ど
を
通
し

て
、
将
来
を
担
う
子
供
た
ち
の
環
境
教
育
へ
の
積
極
的
な
支
援
を
行

う
。
具
体
的
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
実
施
し
て
き
た
水
生
生
物
調
査
や

土
器
川
を
利
用
し
た
環
境
学
習
、
自
然
体
験
学
習
の
場
の
提
供
等
を
、
地

域
の
方
々
と
連
携
し
て
推
進
し
て
い
く
。

　
ま
た
、
教
育
機
関
と
も
連
携
し
て
、
河
川
環
境
に
対
す
る
理
解
と
河

川
愛
護
の
精
神
を
育
て
る
機
会
の
創
出
と
充
実
を
図
る
。

　
さ
ら
に
、
住
民
の
自
主
参
加
に
よ
る
「
土
器
川
リ
バ
ー
キ
ー
パ
ー
ズ
」

を
通
じ
て
、
地
域
住
民
の
土
器
川
に
対
す
る
関
心
を
高
め
、
治
水
、
利

水
、
環
境
、
防
災
等
に
つ
い
て
の
知
識
、
理
解
を
深
め
る
さ
ま
ざ
ま
な

活
動
を
行
う
。

土
器
川
を
知
る

た
め
の
情
報
提

供
に
つ
い
て

土
器
川
に
つ
い
て
、
も
っ
と

知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
適
宜

適
切
な
情
報
提
供
を
継
続
し

て
欲
し
い
。

6
2

共
通
-
5
　
土
器
川
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
知
識
が
不
足

し
て
い
る
の
で
、
マ
ス
コ
ミ
活
用
や
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
な
ど
適
時
適
切
な
情
報
周
知
を
継
続
し
て
欲
し

い
。

土
器
川
リ
バ
ー
キ
パ
ー
ズ
通
信
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
の
既

存
の
ツ
ー
ル
を
継
続
・
活
用
し
て
、
今
後
も
土
器
川
に
関

す
る
情
報
の
発
信
に
努
め
ま
す
。

P
.
9
5
4
-
2
-
3
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

(
4
)
 
地
域
と
一
体
と
な
っ
た
河
川
管
理

2
)
 
川
に
親
し
む
取
り
組
み

　
身
近
な
自
然
で
あ
る
土
器
川
に
親
し
め
る
自
然
体
験
活
動
な
ど
を
通
し

て
、
将
来
を
担
う
子
供
た
ち
の
環
境
教
育
へ
の
積
極
的
な
支
援
を
行
う
。

具
体
的
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
実
施
し
て
き
た
水
生
生
物
調
査
や
土
器
川

を
利
用
し
た
環
境
学
習
、
自
然
体
験
学
習
の
場
の
提
供
等
を
、
地
域
の

方
々
と
連
携
し
て
推
進
し
て
い
く
。

　
ま
た
、
教
育
機
関
と
も
連
携
し
て
、
河
川
環
境
に
対
す
る
理
解
と
河
川

愛
護
の
精
神
を
育
て
る
機
会
の
創
出
と
充
実
を
図
る
。

　
さ
ら
に
、
住
民
の
自
主
参
加
に
よ
る
「
土
器
川
リ
バ
ー
キ
ー
パ
ー
ズ
」

を
通
じ
て
、
地
域
住
民
の
土
器
川
に
対
す
る
関
心
を
高
め
、
治
水
、
利

水
、
環
境
、
防
災
等
に
つ
い
て
の
知
識
、
理
解
を
深
め
る
さ
ま
ざ
ま
な

活
動
を
行
う
。

森
林
整
備
に
よ

る
流
出
抑
制
に

つ
い
て

河
川
整
備
と
と
も
に
、
流
出

抑
制
の
た
め
森
林
整
備
を
行

う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。

5
7

共
通
-
6
　
河
川
整
備
と
共
に
源
流
地
点
付
近
の
森
林
整
備

を
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

本
整
備
計
画
は
河
川
法
に
則
り
、
河
川
管
理
者
が
実
施
す

る
施
策
を
基
本
と
し
て
お
り
、
河
川
管
理
者
が
実
施
す
る

事
業
に
森
林
整
備
が
含
ま
れ
な
い
た
め
、
森
林
整
備
を
本

整
備
計
画
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
た

め
、
流
域
状
況
の
変
化
に
応
じ
、
そ
の
必
要
性
が
あ
る
場

合
に
は
、
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
り
、
必
要
に
応
じ
て

対
応
し
て
い
く
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
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【
素
案
】
(
案
)
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
4
/
1
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
素
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
と
対
応

意
見
及
び
質
問
の
要
約

流
域
の
人
口
に

つ
い
て

人
口
デ
ー
タ
の
出
典
の
調
査

時
点
を
統
一
し
た
方
が
よ

い
。

1
3

概
要
-
1
　
流
域
内
等
の
人
口
の
デ
ー
タ
が
1
2
年
度
と
1
7
年

度
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
か
に
統
一
し

た
方
が
い
い
。

「
人
口
」
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
、
「
平
成
1
7
年
度
国
勢
調

査
」
ま
で
に
統
一
し
ま
す
。

P
.
7
1
.
　
土
器
川
の
概
要

(
5
)
 
流
域
及
び
想
定
は
ん
濫
区
域
の
人
口

　
土
器
川
流
域
の
関
係
市
町
で
あ
る
丸
亀
市
（
旧
飯
山
町
、
綾
歌
町
含

む
）
、
ま
ん
の
う
町
（
旧
満
濃
町
、
琴
南
町
、
仲
南
町
）
の
1
市
1
町
の
人

口
は
約
1
3
万
人
（
平
成
17
年
国
勢
調
査
）
で
あ
り
、
下
流
部
の
丸
亀
市

は
関
係
市
町
人
口
の
約
9
割
弱
を
占
め
、
香
川
県
第
二
位
の
人
口
を
誇

る
。

　
土
器
川
流
域
内
人
口
は
、
平
成
17
年
時
点
で
約
4
.
7
万
人
と
近
年
の
推

移
は
横
ば
い
に
あ
る
が
、
想
定
は
ん
濫
区
域
内
人
口
で
は
、
平
成
17
年

時
点
で
約
1
2
万
人
と
流
域
内
人
口
の
約
3
倍
も
の
人
口
と
な
っ
て
お
り
、

ま
た
、
昭
和
4
3
年
の
人
口
に
比
べ
約
2
倍
に
増
加
し
て
い
る
。

基
本
理
念
の
３

項
目
に
つ
い
て

基
本
理
念
の
「
治
水
・
環

境
・
利
用
促
進
」
に
つ
い

て
、
基
本
方
針
の
「
治
水
・

利
水
・
環
境
」
と
の
対
応
関

係
を
再
確
認
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

2
3

基
本

理
念
-
1
　
基
本
方
針
で
は
「
治
水
・
利
水
・
環
境
」
と
し

て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
整
備
計
画
の
基
本
理
念

が
「
治
水
・
環
境
・
利
用
促
進
」
に
な
っ
て
い
る

の
で
、
基
本
方
針
と
の
対
応
関
係
を
再
確
認
し
て

い
た
だ
き
た
い
。

基
本
方
針
の
「
治
水
・
利
水
・
環
境
」
と
の
整
合
・
対
応

が
必
要
と
の
ご
意
見
に
対
し
、
整
備
計
画
の
基
本
理
念
も

「
安
全
・
安
心
」
に
利
水
が
含
ま
れ
、
全
体
と
し
て
「
治

水
・
利
水
・
環
境
」
の
視
点
は
基
本
方
針
と
変
わ
ら
な
い

こ
と
か
ら
、
「
治
水
・
利
水
・
環
境
」
の
表
現
に
修
正
し

ま
す
。

P
.
6
0
3
-
1
　
河
川
整
備
の
基
本
理
念

　
こ
の
た
め
、
関
係
機
関
や
地
域
住
民
と
の
情
報
の
共
有
、
連
携
の
強
化

を
図
り
つ
つ
、
治
水
・
利
水
・
環
境
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
つ
い
て

調
和
を
図
り
な
が
ら
、
各
施
策
を
総
合
的
に
実
施
す
る
。

基
本
理
念
に
お

け
る
「
利
水
」

に
つ
い
て

基
本
理
念
に
「
利
水
」
を
含

め
て
、
明
記
し
た
方
が
よ

い
。

2
4

基
本

理
念
-
2
　
基
本
理
念
に
「
利
水
」
の
理
念
の
記
載
が
な

い
。

　
計
画
の
基
本
理
念
に
は
、
当
然
「
利
水
」
も
含

ま
れ
る
の
で
明
記
し
た
方
が
よ
い
。

整
備
計
画
の
基
本
理
念
の
「
安
全
・
安
心
」
に
利
水
（
水

利
用
）
に
関
す
る
事
項
も
含
ま
れ
て
お
り
、
文
中
に
「
水

利
用
を
含
め
」
を
追
加
し
、
利
水
に
関
す
る
事
項
を
明
記

し
ま
す
。

P
.
6
1
3
-
1
　
河
川
整
備
の
基
本
理
念

○
安
全
で
、
安
心
で
き
る
川
づ
く
り

　
洪
水
、
高
潮
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
水
害
か
ら
地
域
住
民
の
人
命
と
財
産
を

守
り
、
人
々
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
の
実
現
に
向
け
、
急
流
河
川
で

あ
る
土
器
川
の
特
性
を
踏
ま
え
た
各
種
治
水
対
策
を
展
開
し
促
進
す
る
と

と
も
に
、
整
備
し
た
河
川
管
理
施
設
の
機
能
維
持
を
図
り
、
さ
ら
に
管
理

を
高
度
化
す
る
た
め
の
施
策
を
講
ず
る
。
ま
た
、
水
利
用
も
含
め
、
関

係
機
関
や
地
域
住
民
と
連
携
し
な
が
ら
地
域
一
体
と
な
っ
て
、
安
全

で
、
安
心
で
き
る
川
づ
く
り
を
目
指
す
。

2
5

基
本

理
念
-
2
　
「
利
水
」
の
項
目
が
挙
が
っ
て
い
る
の
で
表
現

を
検
討
し
て
欲
し
い
。
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【
素
案
】
(
案
)
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
5
/
1
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
素
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
と
対
応

意
見
及
び
質
問
の
要
約

被
害
経
緯
の
表

現
に
つ
い
て

被
害
経
緯
の
表
現
が
適
当
で

な
い
。

4
治
水
-
1
　
危
機
管
理
の
導
入
文
章
の
「
戦
後
、
大
き
な
被

害
が
発
生
し
て
い
な
い
。
」
の
記
述
が
適
当
で
は

な
い
。

治
水
の
安
全
度
が
現
状
で
も
十
分
で
な
い
こ
と
に
対
し

て
、
住
民
等
に
誤
解
を
招
く
表
現
で
あ
る
た
め
、
ご
意
見

を
反
映
し
、
表
現
を
削
除
・
修
正
し
ま
す
。

P
.
3
0
2
-
1
 
治
水
の
現
状
と
課
題

2
-
1
-
3
 
治
水
の
現
状
と
課
題

(
3
)
 
危
機
管
理

　
土
器
川
で
は
、
戦
後
の
香
川
県
に
よ
る
改
修
及
び
国
に
よ
る
河
川
整

備
を
推
進
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
各
河
川
管
理
施
設
の
現
状
で
の

整
備
水
準
を
超
え
る
洪
水
の
発
生
や
、
将
来
の
計
画
さ
れ
た
施
設
整
備
が

完
了
し
た
段
階
で
も
、
計
画
規
模
を
さ
ら
に
上
回
る
洪
水
（
超
過
洪
水
）

が
発
生
し
、
甚
大
な
被
害
が
発
生
す
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。

治
水
対
策
の
選

定
プ
ロ
セ
ス
の

記
載
、
検
討
経

緯
等
の
閲
覧
に

つ
い
て

【
素
案
】
(
案
)
に
治
水
対
策

の
結
果
だ
け
で
な
く
、
代
替

案
比
較
プ
ロ
セ
ス
や
選
定
根

拠
が
わ
か
る
よ
う
な
形
と
し

た
方
が
よ
い
と
思
う
。

ま
た
、
計
画
段
階
評
価
の
趣

旨
を
踏
ま
え
、
検
討
経
緯
等

の
資
料
閲
覧
や
情
報
提
供
は

積
極
的
に
行
っ
て
欲
し
い
。

7
治
水
-
2
　
洪
水
対
策
の
方
向
性
の
意
見
の
「
事
業
を
手
戻

り
な
く
効
率
よ
く
行
う
必
要
が
あ
る
」
に
対
し

て
、
選
定
結
果
だ
け
を
示
す
の
で
は
な
く
、
代
替

案
比
較
経
緯
が
さ
か
の
ぼ
れ
る
よ
う
な
形
に
し
、

そ
の
エ
ビ
デ
ン
ス
（
根
拠
）
を
一
般
の
方
が
閲
覧

で
き
る
よ
う
な
状
況
に
あ
れ
ば
、
よ
り
い
い
と
思

う
。

本
整
備
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
の
、
こ
れ
ま
で
の
意
見

聴
取
会
お
よ
び
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
提
示
の
経
緯
に
つ
い

て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
開
示
し
て
い
ま
す
。
策
定
時
に

は
編
集
後
記
等
に
記
載
す
る
予
定
で
す
。

8
治
水
-
2
　
計
画
段
階
評
価
の
趣
旨
が
検
討
経
緯
の
透
明
性

確
保
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
検
討
資
料
や
会
議
経
緯

の
閲
覧
等
の
情
報
提
供
は
可
能
な
限
り
行
っ
て
い

た
だ
き
た
い
。

清
水
川
へ
の
ポ

ン
プ
の
整
備
に

つ
い
て

清
水
川
に
も
ポ
ン
プ
を
設
置

し
て
欲
し
い
。

4
6

治
水
-
3
　
古
子
川
が
氾
濫
し
な
い
よ
う
に
ポ
ン
プ
を
設
置

し
て
い
る
の
で
、
清
水
川
も
氾
濫
し
な
い
よ
う
に

ポ
ン
プ
を
設
置
し
て
欲
し
い
。

排
水
ポ
ン
プ
の
目
的
は
、
河
川
か
ら
は
ん
濫
し
た
水
を
排

水
す
る
も
の
で
あ
り
、
河
川
そ
の
も
の
の
は
ん
濫
を
抑
制

す
る
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
新
た
な
排
水
ポ
ン
プ
の
設
置
は
、
現
状
で
難
し
い

状
況
に
あ
り
ま
す
が
、
少
し
で
も
被
害
軽
減
に
向
け
た
国

の
対
応
と
し
て
、
排
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
被
害
軽
減
に
備

え
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

P
.
8
9
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
1
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽
減
に
関

す
る
事
項

(
2
)
 
危
機
管
理
体
制
の
整
備

5
)
 
地
震
及
び
洪
水
へ
の
対
応

　
地
震
及
び
洪
水
の
発
生
時
に
は
、
河
川
巡
視
及
び
河
川
監
視
カ
メ
ラ

（
C
C
T
V
）
の
活
用
等
に
よ
り
、
堤
防
、
護
岸
等
の
河
川
管
理
施
設
の
状
況

把
握
、
排
水
門
の
操
作
状
況
や
被
災
状
況
の
把
握
等
の
情
報
収
集
を
実
施

す
る
。

　
ま
た
、
河
川
管
理
施
設
の
被
災
が
発
生
し
た
場
合
、
ま
た
は
、
堤
防

の
居
住
地
側
で
被
害
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
緊
急
的
な
対

応
等
を
実
施
し
、
保
有
す
る
排
水
ポ
ン
プ
車
等
の
災
害
対
策
用
機
械
の

出
動
を
行
う
こ
と
で
、
被
害
の
防
止
・
軽
減
に
努
め
る
。

5
8

治
水
-
3
　
清
水
川
に
も
救
急
排
水
ポ
ン
プ
を
設
置
し
て
欲

し
い
。
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【
素
案
】
(
案
)
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
6
/
1
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
素
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
と
対
応

意
見
及
び
質
問
の
要
約

古
子
川
の
救
急

排
水
ポ
ン
プ
規

模
に
つ
い
て

古
子
川
の
救
急
排
水
ポ
ン
プ

で
は
、
規
模
が
小
さ
す
ぎ

る
。

4
8

治
水
-
4
　
古
子
川
の
救
急
排
水
ポ
ン
プ
で
は
，
規
模
が
小

さ
す
ぎ
る
．

平
成
1
6
年
洪
水
に
お
け
る
古
子
川
の
浸
水
は
、
古
子
川
の

河
道
断
面
（
平
成
1
6
年
時
点
）
が
不
足
し
て
い
る
た
め
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
た
め
、
本
整
備
計
画
に
お
い
て
は
、
ポ
ン
プ
増
設
の

必
要
性
や
優
先
性
は
低
い
と
判
断
さ
れ
ま
す
が
、
今
後
の

状
況
を
踏
ま
え
、
必
要
な
計
画
見
直
し
が
生
じ
た
場
合
、

本
整
備
計
画
を
見
直
し
て
対
応
し
て
い
き
ま
す
。

P
.
6
3
3
-
3
　
河
川
整
備
計
画
の
対
象
期
間
等

　
本
整
備
計
画
の
対
象
期
間
は
お
お
む
ね
3
0
年
と
す
る
。

　
本
整
備
計
画
は
、
こ
れ
ま
で
の
災
害
の
発
生
状
況
、
現
時
点
の
課
題

や
河
道
状
況
等
に
基
づ
き
策
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
洪
水
の
発

生
状
況
、
河
川
整
備
の
進
捗
、
河
川
状
況
の
変
化
、
新
た
な
知
見
、
技

術
的
進
歩
、
社
会
経
済
の
変
化
等
に
合
わ
せ
、
必
要
な
見
直
し
を
行
う

も
の
と
す
る
。

古
子
川
合
流
部

へ
の
導
流
堤
の

設
置
に
つ
い
て

土
器
川
と
古
子
川
の
合
流
部

に
導
流
堤
を
設
置
し
て
欲
し

い
。

5
9

治
水
-
5
　
土
器
川
と
古
子
川
の
合
流
部
に
導
流
堤
が
有
れ

ば
よ
い
と
思
う
。

現
状
の
土
器
川
の
中
に
、
導
流
堤
を
設
置
で
き
る
だ
け
の

流
下
断
面
の
余
裕
が
な
く
、
実
現
が
困
難
で
す
。

住
ま
い
方
に
つ

い
て

河
川
環
境
を
破
壊
し
て
ま

で
，
堤
防
付
近
に
住
む
べ
き

で
は
な
い
．

5
1

治
水
-
6
　
垂
水
で
は
河
畔
林
が
伐
採
さ
れ
宅
地
化
さ
れ
て

い
る
が
、
洪
水
を
恐
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
堤
防
付

近
に
家
を
建
て
る
べ
き
で
は
な
い
。

昔
の
土
器
川
の
堤
防
は
高
さ
も
幅
も
狭
い
洪
水
に
対
し
て

脆
弱
な
堤
防
で
あ
っ
た
た
め
、
県
が
管
理
し
て
い
た
戦
後

の
時
代
か
ら
堤
防
整
備
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
土
器
川
沿
川
の
河
畔
林
の
多
く
は
伐
採
す
る

必
要
が
あ
り
、
堤
防
整
備
後
に
、
地
域
の
発
展
と
と
も
に

宅
地
化
が
進
ん
で
き
た
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
堤
防
の
決
壊
時
に
は
、
堤
防
近
傍
に
限
ら
ず
、
広

範
囲
に
は
ん
濫
が
広
が
る
特
性
も
有
し
て
お
り
、
こ
の
氾

濫
区
域
全
体
で
被
害
軽
減
に
向
け
た
対
応
が
必
要
と
な
っ

て
い
ま
す
。

河
川
整
備
の
事

業
着
手
に
つ
い

て

蓬
莱
橋
か
ら
丸
亀
橋
の
区
間

に
つ
い
て
、
近
い
将
来
に
ど

の
よ
う
な
整
備
を
予
定
し
て

い
る
の
か
。

5
3

治
水
-
7
　
蓬
莱
橋
か
ら
丸
亀
橋
の
川
幅
が
狭
い
区
間
に
つ

い
て
は
，
近
い
将
来
に
ど
の
よ
う
な
整
備
計
画
を

行
う
予
定
で
す
か
．

整
備
計
画
を
策
定
し
た
後
に
、
具
体
的
に
各
箇
所
の
事
業

化
の
た
め
の
予
算
要
求
を
行
う
こ
と
と
な
る
の
で
、
明
確

な
実
施
時
期
を
提
示
す
る
こ
と
は
現
段
階
で
は
難
い
状
況

で
す
。
し
か
し
、
早
期
の
安
全
度
向
上
に
努
め
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

河
床
掘
削
に
つ

い
て

河
床
が
高
く
流
下
能
力
不
足

の
箇
所
は
、
掘
削
す
る
必
要

が
あ
る
。

6
5

治
水
-
8
　
洪
水
後
、
異
常
に
河
床
が
高
く
な
っ
て
い
る
箇

所
が
放
置
さ
れ
て
い
る
の
で
、
流
下
能
力
不
足
を

改
善
す
る
た
め
に
河
床
掘
削
を
計
画
的
に
実
施
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

現
状
の
土
器
川
の
河
床
は
経
年
的
に
み
る
と
概
ね
安
定
傾

向
に
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
今
後
の
河
床
変

化
等
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
よ
り
、
計
画
見
直
し
の
必
要
性
に

応
じ
て
、
本
整
備
計
画
を
見
直
し
て
対
応
し
て
い
き
ま

す
。

P
.
6
3
3
-
3
　
河
川
整
備
計
画
の
対
象
期
間
等

　
本
整
備
計
画
の
対
象
期
間
は
お
お
む
ね
3
0
年
と
す
る
。

　
本
整
備
計
画
は
、
こ
れ
ま
で
の
災
害
の
発
生
状
況
、
現
時
点
の
課
題

や
河
道
状
況
等
に
基
づ
き
策
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
洪
水
の
発

生
状
況
、
河
川
整
備
の
進
捗
、
河
川
状
況
の
変
化
、
新
た
な
知
見
、
技

術
的
進
歩
、
社
会
経
済
の
変
化
等
に
合
わ
せ
、
必
要
な
見
直
し
を
行
う

も
の
と
す
る
。
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【
素
案
】
(
案
)
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
7
/
1
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
素
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
と
対
応

意
見
及
び
質
問
の
要
約

危
機
管
理
の
基

本
的
な
考
え
方

に
つ
い
て

整
備
計
画
目
標
を
超
え
る
洪

水
の
発
生
は
否
定
で
き
な
い

た
め
、
整
備
計
画
の
限
界
を

明
記
す
る
と
と
も
に
、
防
災

意
識
の
向
上
と
住
民
と
連
携

し
た
ソ
フ
ト
対
策
併
用
が
必

要
で
あ
る
。

2
危
機

管
理
-
1
　
整
備
計
画
で
大
正
元
年
洪
水
規
模
は
対
応
で
き

な
い
上
、
整
備
計
画
期
間
中
に
既
往
最
大
洪
水
が

ま
た
発
生
す
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
た
め
、

理
念
の
「
安
全
で
安
心
で
き
る
川
づ
く
り
」
に
も

限
界
が
あ
る
こ
と
を
、
は
っ
き
り
と
明
記
し
た
方

が
い
い
と
思
う
。

　
防
災
上
の
一
番
の
問
題
は
、
流
域
の
人
が
安
心

安
全
で
も
う
災
害
が
起
き
な
い
と
思
い
込
ん
で
し

ま
う
こ
と
と
考
え
る
。

　
こ
の
た
め
、
ハ
ー
ド
対
策
の
能
力
を
超
え
る
洪

水
に
対
し
て
は
、
流
域
住
民
と
一
体
の
ソ
フ
ト
対

策
を
併
用
し
な
い
と
減
災
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。

整
備
の
目
標
を
超
え
る
洪
水
が
発
生
し
た
場
合
の
被
害
発

生
の
危
険
性
を
示
し
、
も
し
被
害
が
発
生
し
た
場
合
に

は
、
関
係
機
関
や
地
域
住
民
と
連
携
し
、
被
害
の
軽
減
に

向
け
た
取
り
組
み
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
「
目

標
」
の
項
目
に
も
追
記
し
ま
す
。

P
.
6
3
3
-
4
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽
減
に
関
す

る
目
標

(
1
)
 
洪
水
対
策

1
)
 
洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
た
め
の
対
応

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
そ
の
結
果
、
土
器
川
に
お
い
て
は
、
戦
後
最
大
流
量
を
記
録
し
た
平
成

1
6
年
1
0
月
の
台
風
2
3
号
と
同
規
模
の
洪
水
を
流
下
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

と
と
も
に
、
上
下
流
の
治
水
安
全
度
の
バ
ラ
ン
ス
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
基
準
地
点
祓
川
橋
よ
り
下
流
に
お
い
て
1
,
2
5
0
m
3
/
s
の
洪
水
を
安

全
に
流
下
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
た
だ
し
、
整
備
の
目
標
を
超
え
る
規
模
の
洪
水
が
発
生
し
た
場
合

は
、
被
害
発
生
の
危
険
性
は
避
け
ら
れ
な
い
た
め
、
関
係
機
関
や
地
域

住
民
と
連
携
し
、
被
害
の
軽
減
に
向
け
た
取
り
組
み
を
推
進
す
る
。

防
災
・
危
機
管
理
の
基
本
的

な
考
え
方
を
関
連
づ
け
た
治

水
の
表
現
が
必
要
で
あ
る
。

5
危
機

管
理
-
1
　
超
過
洪
水
に
対
し
て
、
整
備
計
画
で
不
足
す
る

対
応
分
を
ソ
フ
ト
対
策
で
補
う
こ
と
が
防
災
・
危

機
管
理
の
基
本
的
な
考
え
方
な
の
で
、
関
連
づ
け

た
表
現
に
し
て
欲
し
い
。

P
.
6
4
(
2
)
 
危
機
管
理
へ
の
対
応

　
計
画
規
模
を
超
え
る
洪
水
や
整
備
途
上
に
施
設
能
力
以
上
の
洪
水
や

地
震
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
た

め
に
、
関
係
機
関
や
地
域
住
民
へ
迅
速
か
つ
的
確
な
河
川
情
報
を
提
供

す
る
と
と
も
に
、
関
係
市
町
が
作
成
し
た
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
活
用
へ

の
技
術
的
支
援
、
関
係
機
関
と
連
携
し
た
水
防
活
動
へ
の
支
援
、
自
治

体
と
の
防
災
体
制
・
連
絡
体
制
の
強
化
な
ど
、
災
害
時
の
み
な
ら
ず
平

常
時
か
ら
防
災
意
識
の
向
上
を
図
る
。

危
機
管
理
の
必

要
性
説
明
の
導

入
表
現
に
つ
い

て

危
機
管
理
の
必
要
性
を
説
明

す
る
導
入
の
文
書
に
つ
い

て
、
整
備
計
画
の
位
置
づ
け

が
説
明
不
足
で
あ
る
。

3
危
機

管
理
-
2
　
「
危
機
管
理
」
の
現
状
と
課
題
の
前
段
の
文
章

に
つ
い
て
、
「
整
備
計
画
に
よ
っ
て
ど
れ
く
ら
い

の
整
備
が
達
成
で
き
る
」
の
記
述
が
抜
け
て
い
る

た
め
、
超
過
洪
水
に
対
す
る
危
機
管
理
の
必
要
性

の
説
明
が
不
十
分
と
な
っ
て
い
る
。

整
備
計
画
の
治
水
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
治
水
の
目

標
に
記
載
し
て
い
ま
す
。

本
整
備
計
画
の
治
水
に
お
け
る
整
備
達
成
度
は
、
基
本
方

針
1
,
7
0
0
m
3
/
s
に
対
し
て
、
整
備
計
画
1
,
2
5
0
m
3
/
sと
し

て
、
段
階
的
な
整
備
と
位
置
付
け
て
、
治
水
の
目
標
に
お

い
て
明
記
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
「
危
機
管
理
」
に

お
け
る
現
状
の
課
題
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
”
現

状
”
の
内
容
と
し
て
「
整
備
計
画
の
治
水
目
標
」
の
記
載

を
せ
ず
、
過
去
か
ら
の
整
備
に
よ
る
現
状
の
整
備
水
準

や
、
将
来
の
整
備
完
了
に
お
い
て
も
、
被
害
が
発
生
す
る

恐
れ
が
あ
り
、
危
機
管
理
の
必
要
性
が
あ
る
と
し
た
内
容

と
し
て
い
ま
す
。

P
.
6
3
3
-
4
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽
減
に
関
す

る
目
標

(
1
)
 
洪
水
対
策

1
)
 
洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
た
め
の
対
応

　
土
器
川
に
お
い
て
洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
た
め
に
は
、
過
去
の

水
害
の
発
生
状
況
、
流
域
の
重
要
度
や
こ
れ
ま
で
の
整
備
状
況
を
総
合

的
に
勘
案
し
、
河
川
整
備
基
本
方
針
で
定
め
た
目
標
に
向
け
て
、
上
下

流
の
治
水
安
全
度
の
バ
ラ
ン
ス
を
確
保
し
つ
つ
段
階
的
か
つ
着
実
に
整

備
を
進
め
、
洪
水
に
よ
る
被
害
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
こ
と

と
す
る
。

危
機
管
理
と
防

災
の
位
置
付
け

に
つ
い
て

整
備
計
画
が
治
水
・
利
水
・

環
境
・
防
災
等
で
構
成
さ
れ

て
い
る
な
ら
ば
、
「
危
機
管

理
」
と
「
防
災
」
の
ど
ち
ら

の
表
現
が
良
い
か
？

「
危
機
管
理
」
、
「
防

災
」
、
「
減
災
」
で
意
味
が

異
な
る
。

9
危
機

管
理
-
3
　
整
備
計
画
が
治
水
・
利
水
・
環
境
・
防
災
等
で

構
成
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
「
危
機
管
理
」
で
は

な
く
「
防
災
」
と
し
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
な

い
。

　
あ
る
い
は
「
危
機
管
理
」
の
ほ
う
が
も
っ
と
広

く
と
ら
え
ら
れ
て
い
い
の
か
。

本
整
備
計
画
は
、
治
水
目
標
に
対
し
て
治
水
安
全
度
を
向

上
す
る
治
水
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
と
と
も
に
、
万
が
一

水
害
が
発
生
し
た
場
合
に
も
、
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る

た
め
の
取
り
組
み
も
記
載
し
て
い
ま
す
。

こ
の
被
害
最
小
と
す
る
取
り
組
み
は
、
防
災
・
減
災
に
関

わ
る
事
項
を
含
み
、
幅
広
い
意
味
と
し
て
「
危
機
管
理
」

の
表
現
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

P
.
3
0

P
.
6
4

2
-
1
　
治
水
の
現
状
と
課
題

2
-
1
-
3
　
治
水
の
現
状
と
課
題

(3
) 
危
機
管
理

3
-
4
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽
減
に
関
す

る
目
標

(2
) 
危
機
管
理
へ
の
対
応

1
0

危
機

管
理
-
3
　
「
危
機
管
理
」
の
ほ
う
が
概
念
と
し
て
は
幅
広

い
。
「
防
災
」
は
災
害
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
な
対

策
。
「
危
機
管
理
」
は
災
害
が
起
こ
っ
た
後
の
ソ

フ
ト
面
を
強
調
。

　
整
備
計
画
の
限
界
に
対
し
て
、
も
し
被
害
が
起

こ
っ
た
と
き
に
は
ソ
フ
ト
対
応
の
「
減
災
」
と
い

う
観
点
が
非
常
に
強
調
さ
れ
る
。

P
.
8
6

～
9
1
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
1
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽
減
に
関

す
る
事
項

(
2
)
 
危
機
管
理
体
制
の
整
備
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【
素
案
】
(
案
)
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
8
/
1
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
素
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
と
対
応

意
見
及
び
質
問
の
要
約

河
川
情
報
の
活

用
に
つ
い
て

河
川
情
報
が
具
体
的
に
活
用

さ
れ
る
情
報
提
供
の
仕
方
が

今
後
求
め
ら
れ
、
関
係
機
関

全
体
の
連
携
で
対
応
が
必
要

で
あ
る
。

ま
た
、
【
素
案
】
の
段
階
か

ら
具
体
策
を
意
識
し
な
い

と
、
連
携
の
実
現
性
が
難
し

い
。

1
4

危
機

管
理
-
4
　
「
河
川
の
情
報
を
関
連
す
る
市
町
へ
適
宜
リ
ア

ル
タ
イ
ム
で
送
る
」
に
つ
い
て
、
そ
の
情
報
が
活

用
さ
れ
る
よ
う
な
形
の
提
供
の
仕
方
と
い
う
の
が

こ
れ
か
ら
求
め
ら
れ
る
。

　
い
ろ
ん
な
情
報
が
送
ら
れ
た
後
、
そ
れ
を
受
け

と
め
る
各
市
町
、
住
民
の
方
が
、
具
体
的
に
情
報

を
活
用
し
て
、
安
全
に
避
難
で
き
る
と
こ
ろ
へ
つ

な
が
っ
て
い
か
な
い
と
効
果
が
な
い
。

　
こ
れ
は
国
土
交
通
省
の
河
川
整
備
計
画
だ
け
の

問
題
で
は
な
く
、
関
係
機
関
の
連
携
が
重
要
と
思

う
。

災
害
時
に
被
害
を
最
小
限
と
す
る
た
め
に
、
河
川
情
報
を

提
供
す
る
と
と
も
に
、
提
供
し
た
情
報
が
正
確
に
的
確
に

理
解
さ
れ
、
判
断
や
行
動
に
繋
が
る
よ
う
な
関
係
機
関
や

住
民
と
の
連
携
が
重
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

本
整
備
計
画
に
お
い
て
も
、
「
危
機
管
理
体
制
の
整
備
」

の
「
河
川
情
報
の
収
集
・
提
供
」
に
お
い
て
、
情
報
の
活

用
に
向
け
た
方
針
を
示
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
今
後
も
推
進
す
べ
き
対
応
事
項
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
「
5
.
今
後
に
向
け
て
」
に
「
情
報
を
共
有
」
す
る
に

加
え
て
「
活
用
」
す
る
必
要
性
を
追
加
し
ま
す
。

P
.
8
6
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
1
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽
減
に
関

す
る
事
項

(
2
)
 
危
機
管
理
体
制
の
整
備

1
)
 
河
川
情
報
の
収
集
・
提
供

　
四
国
地
方
整
備
局
防
災
業
務
計
画
に
基
づ
き
、
洪
水
、
水
質
事
故
、
地

震
等
緊
急
時
に
は
、
迅
速
か
つ
的
確
に
雨
量
や
水
位
等
の
河
川
情
報
を
収

集
し
、
地
域
住
民
の
避
難
、
水
防
活
動
の
た
め
の
情
報
と
し
て
香
川
県
を

通
じ
関
係
市
町
に
通
知
す
る
。
ま
た
、
報
道
機
関
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、

携
帯
電
話
等
を
通
じ
て
地
域
住
民
へ
の
情
報
提
供
に
努
め
る
。

　
な
お
、
土
器
川
（
国
管
理
区
間
）
は
「
洪
水
予
報
河
川
」
に
指
定
さ
れ

て
お
り
、
気
象
台
と
共
同
し
て
洪
水
予
報
の
迅
速
な
発
表
を
行
う
と
と
も

に
、
関
係
機
関
に
迅
速
か
つ
確
実
な
情
報
連
絡
を
行
い
、
報
道
機
関
等
を

通
じ
て
地
域
住
民
等
へ
の
情
報
提
供
に
努
め
る
。

　
さ
ら
に
、
水
防
警
報
の
迅
速
な
発
令
に
よ
り
適
切
な
水
防
活
動
が
行
え

る
よ
う
支
援
す
る
。

　
防
災
情
報
の
提
供
に
あ
た
っ
て
は
、
住
民
等
の
受
け
手
側
が
防
災
情

報
を
正
確
に
理
解
し
、
的
確
な
判
断
や
行
動
に
繋
が
る
よ
う
、
関
係
機

関
と
連
携
・
調
整
し
、
必
要
に
応
じ
て
情
報
の
改
善
・
拡
充
に
努
め

る
。

3
3

危
機

管
理
-
4
　
情
報
の
提
供
と
か
共
有
だ
け
で
な
く
て
、
そ
の

情
報
が
生
か
さ
れ
る
よ
う
な
具
体
策
が
必
要
で
あ

る
が
、
【
素
案
】
の
中
に
は
書
け
な
い
に
し
て

も
、
視
野
に
入
れ
て
【
素
案
】
の
段
階
か
ら
意
識

さ
れ
て
い
な
い
と
、
連
携
を
い
か
に
す
る
か
と
い

う
実
現
性
が
難
し
い
。

P
.
9
6
5
-
2
　
河
川
情
報
の
発
信
と
共
有

　
治
水
、
利
水
に
関
わ
る
情
報
、
自
然
環
境
や
河
川
利
用
状
況
に
関
わ
る

情
報
等
を
迅
速
か
つ
正
確
に
収
集
・
整
理
し
、
効
率
的
に
発
信
す
る
と
と

も
に
、
関
係
機
関
や
地
域
住
民
と
土
器
川
流
域
に
関
す
る
情
報
を
共

有
・
活
用
が
で
き
る
よ
う
な
施
設
整
備
、
体
制
づ
く
り
を
進
め
る
。

　
防
災
に
関
す
る
河
川
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
河
川
水
位
、
映
像
等
の
各

種
情
報
の
提
供
体
制
が
整
い
つ
つ
あ
る
。
一
方
、
家
屋
や
道
路
の
浸
水
状

況
、
住
民
の
避
難
状
況
等
の
情
報
収
集
・
共
有
は
、
技
術
的
に
難
し
い
課

題
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
域
、
自
治
体
、
河
川
管
理
者
等
が
協
力

し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
を
用
い
た
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
収
集
、
共
有
体
制

に
つ
い
て
調
査
・
研
究
を
進
め
る
。

自
主
防
災
に
つ

い
て

自
主
防
災
活
動
促
進
に
向
け

て
協
力
し
て
欲
し
い
。

5
4

危
機

管
理
-
5
　
3
0
年
間
と
い
う
計
画
期
間
中
に
大
き
な
洪
水
が

発
生
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
日
ご
ろ
か
ら
防
災
訓

練
な
ど
の
自
主
防
災
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で

協
力
し
て
欲
し
い
。

本
整
備
計
画
に
お
い
て
は
、
想
定
を
越
え
る
洪
水
時
の
被

害
に
お
い
て
、
「
危
機
管
理
体
制
の
整
備
」
の
項
目
で
関

係
機
関
や
地
域
住
民
と
連
携
し
て
、
被
害
を
最
小
限
に
抑

え
る
取
り
組
み
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

P
.
8
6

～
9
1
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
1
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽
減
に
関

す
る
事
項

(2
) 
危
機
管
理
体
制
の
整
備
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【
素
案
】
(
案
)
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
9
/
1
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
素
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
と
対
応

意
見
及
び
質
問
の
要
約

治
水
に
お
け
る

「
河
川
美
化
」

の
位
置
づ
け
に

つ
い
て

「
河
川
美
化
」
は
環
境
事
項

で
は
な
い
か
？

治
水
に
与
え
る
影
響
は
あ
る

の
か
？

6
維
持

管
理
-
1
　
治
水
の
事
項
に
「
河
川
美
化
」
が
含
ま
れ
て
い

る
が
環
境
の
事
項
で
は
な
い
か
？

　
治
水
に
与
え
る
影
響
が
あ
る
の
か
？

不
法
投
棄
が
治
水
面
で
の
課
題
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
文
章
に
修
正
す
る
と
と
も
に
、
タ
イ
ト
ル
を
「
不
法

投
棄
対
策
」
に
修
正
し
ま
す
。

P
.
2
9
2
-
1
 
治
水
の
現
状
と
課
題

2
-
1
-
3
 
治
水
の
現
状
と
課
題

(
2
)
 
河
川
の
維
持
管
理

4)
 不
法
投
棄
対
策

　
家
電
製
品
等
の
大
型
ゴ
ミ
の
不
法
投
棄
は
近
年
で
は
減
少
傾
向
に
あ

る
も
の
の
、
一
般
ゴ
ミ
等
の
不
法
投
棄
は
後
を
絶
た
ず
、
洪
水
時
に

は
、
流
水
の
妨
げ
や
流
出
し
て
河
川
管
理
施
設
等
の
所
定
の
機
能
発
揮

の
妨
げ
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
不
法
投
棄
の
防
止
等
の
措

置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
ゴ
ミ
等
が
洪
水
時
に
流
出
し
て
広

範
囲
に
散
乱
し
、
景
観
、
水
質
、
河
川
環
境
及
び
海
域
環
境
を
悪
化
さ

せ
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
増
加
す
る
不
法
投
棄
の
処
理

は
、
維
持
管
理
コ
ス
ト
の
増
大
に
も
繋
が
っ
て
い
る
。

P
.
8
5
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
1
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽
減
に
関

す
る
事
項

(
1
)
 
河
川
の
維
持
管
理

6)
 不
法
投
棄
対
策

　
河
川
巡
視
等
に
よ
る
管
理
を
強
化
す
る
ほ
か
、
土
器
川
ゴ
ミ
マ
ッ
プ
等

に
よ
る
不
法
投
棄
の
実
態
を
関
係
機
関
及
び
地
域
住
民
に
周
知
し
、
不

法
投
棄
対
策
及
び
河
川
美
化
に
対
す
る
啓
発
に
努
め
る
。
な
お
、
悪
質

な
行
為
に
対
し
て
は
、
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
り
、
適
切
な
対
応
を
行

う
。

　
ま
た
、
河
川
の
管
理
体
制
の
強
化
や
河
川
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
河

川
愛
護
の
普
及
啓
発
を
目
的
と
し
て
委
嘱
し
て
い
る
河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー

や
『
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
「
香
の
川
」
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
』
の
関
係
団
体

と
、
河
川
管
理
に
関
す
る
情
報
交
換
等
を
積
極
的
に
行
う
と
と
も
に
、
地

域
と
連
携
を
図
り
、
河
川
の
一
斉
清
掃
や
環
境
学
習
等
を
通
じ
て
地
域
住

民
の
意
識
を
高
め
、
さ
ら
な
る
不
法
投
棄
対
策
及
び
河
川
美
化
に
努
め

る
。

標
識
の
設
置
に

つ
い
て

同
じ
場
所
に
同
じ
内
容
の
標

識
が
あ
る
の
は
、
無
駄
遣
い

で
あ
る
。

3
7

維
持

管
理
-
2
　
同
じ
場
所
に
「
河
口
か
ら
9
.
4
㎞
」
を
示
す
標
識

が
4
つ
も
あ
る
の
は
、
無
駄
遣
い
で
あ
る
。

破
損
等
に
よ
る
付
け
替
え
経
緯
が
あ
り
、
複
数
の
標
示
が

現
存
し
て
い
る
状
況
で
す
。
無
駄
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

ゴ
ル
フ
禁
止
の

看
板
設
置
と
通

報
に
つ
い
て

ゴ
ル
フ
禁
止
区
域
や
通
報
の

仕
方
が
分
か
る
よ
う
な
看
板

を
、
小
さ
な
看
板
で
も
十
分

で
あ
る
の
で
設
置
し
て
欲
し

い
。

3
8

維
持

管
理
-
3
　
丸
亀
市
が
設
置
し
た
グ
ラ
イ
ダ
ー
を
禁
止
す
る

看
板
と
同
じ
よ
う
に
、
ゴ
ル
フ
禁
止
区
域
や
通
報

の
仕
方
が
分
か
る
よ
う
な
役
に
立
つ
看
板
を
設
置

し
て
欲
し
い
。

必
要
に
応
じ
て
、
違
法
行
為
に
対
す
る
看
板
設
置
を
考
え

ま
す
。

P
.
9
3
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
3
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

(
2
)
 
河
川
空
間
の
適
正
な
利
用

　
土
器
川
の
河
川
空
間
は
、
公
園
や
各
種
イ
ベ
ン
ト
会
場
と
し
て
利
用
さ

れ
て
お
り
、
地
域
住
民
の
ス
ポ
ー
ツ
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
、
憩
い

の
場
と
な
っ
て
い
る
。
引
き
続
き
こ
れ
ら
の
機
能
が
確
保
さ
れ
る
よ
う

関
係
自
治
体
等
と
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
自
然
環
境
の
保
全
に
配
慮

し
な
が
ら
、
現
状
の
河
川
利
用
機
能
の
維
持
に
努
め
る
。

　
な
お
、
河
川
区
域
の
占
用
許
可
に
際
し
て
は
、
河
川
整
備
の
基
本
理

念
、
目
標
に
基
づ
き
、
河
川
空
間
の
適
正
な
利
用
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
努

め
る
。
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【
素
案
】
(
案
)
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(1
0
/
1
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
素
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
と
対
応

意
見
及
び
質
問
の
要
約

「
河
川
の
適
正

な
利
用
」
に
つ

い
て

土
器
川
と
し
て
「
河
川
の
適

正
な
利
用
」
を
ど
う
考
え
て

い
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
の
具

体
的
な
表
現
が
明
確
に
書
か

れ
て
い
る
と
、
土
器
川
の
計

画
の
特
徴
が
出
て
い
い
。

1
6

利
水
-
1
　
整
備
計
画
で
具
体
的
に
計
画
を
実
施
す
る
に
当

た
っ
て
土
器
川
と
し
て
「
河
川
の
適
正
な
利
用
」

を
ど
う
に
考
え
て
い
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
の
具
体

的
な
表
現
が
明
確
に
書
か
れ
て
い
る
と
い
い
。

土
器
川
の
現
状
と
し
て
、
古
く
か
ら
水
の
少
な
い
河
川
で

あ
っ
て
、
非
常
に
水
需
要
が
高
い
地
域
で
慣
行
水
利
が
ほ

と
ん
ど
を
占
め
る
水
利
用
状
況
で
あ
る
一
方
、
河
川
環
境

面
か
ら
動
植
物
に
と
っ
て
厳
し
い
環
境
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
利
水
と
環
境
で
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
必
要
が

あ
る
も
の
の
、
水
利
用
実
態
等
の
不
明
な
事
項
が
多
く
、

土
器
川
に
お
い
て
「
河
川
の
適
正
な
利
用
が
ど
う
あ
る
べ

き
か
」
の
設
定
も
、
各
種
調
査
を
経
て
、
設
定
せ
ざ
る
を

得
な
い
現
状
に
あ
り
ま
す
。

今
後
、
本
整
備
計
画
を
推
進
し
て
い
く
中
で
、
利
水
と
環

境
の
両
面
で
「
河
川
の
適
正
な
利
用
が
ど
う
あ
る
べ
き

か
」
の
視
点
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
水
利
用
者
が
適
正

に
利
用
で
き
る
方
向
性
を
示
せ
る
よ
う
努
め
て
い
き
ま

す
。

1
7

利
水
-
1
　
土
器
川
の
適
正
な
利
用
と
い
う
の
は
、
こ
う
い

う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
明
確
に
表
現
さ

れ
て
い
る
と
わ
か
り
や
す
い
。

1
8

利
水
-
1
　
土
器
川
と
し
て
適
正
な
利
用
を
ど
う
考
え
て
い

る
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
明
記
し
て
い
た
だ
く
と
、

土
器
川
の
計
画
の
特
徴
が
出
る
。

大
川
頭
首
工
の

水
利
権
に
つ
い

て

大
川
頭
首
工
か
ら
の
取
水
方

法
に
つ
い
て
、
関
係
機
関
と

ど
の
よ
う
に
協
議
を
進
め
て

い
く
の
か
。

早
急
に
関
係
機
関
と
協
議
し

て
欲
し
い
。

4
1

利
水
-
2
　
大
川
頭
首
工
か
ら
の
取
水
方
法
に
つ
い
て
、
関

係
機
関
と
の
協
議
は
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
く
の

か
。

治
水
対
策
に
お
い
て
、
大
川
頭
首
工
改
築
の
た
め
の
県
と

の
調
整
を
予
定
し
て
お
り
、
調
整
の
中
で
は
水
利
権
に
関

す
る
協
議
も
必
要
と
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

5
6

利
水
-
2
　
大
川
頭
首
工
か
ら
の
農
業
水
利
に
よ
る
取
水
が

必
要
以
上
に
多
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
水
利
権
に

関
し
て
早
急
に
関
係
機
関
と
の
協
議
を
し
て
欲
し

い
。

4
2

利
水
-
2
　
既
存
の
水
利
権
の
決
定
経
緯
を
参
考
と
し
て
、

許
可
水
利
に
向
け
て
関
係
機
関
と
協
議
を
進
め
て

欲
し
い
。
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【
素
案
】
(
案
)
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(1
1
/
1
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
素
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
と
対
応

意
見
及
び
質
問
の
要
約

「
水
質
」
の
利

水
と
環
境
の
位

置
付
け
に
つ
い

て

基
本
方
針
で
は
、
環
境
事
項

に
「
水
質
」
が
含
ま
れ
る
の

で
確
認
が
必
要
で
あ
る
。

1
9

水
質
-
1
　
「
水
質
」
の
項
目
は
、
利
水
で
は
な
く
、
「
環

境
」
に
含
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
？

「
流
水
の
正
常
な
機
能
」
に
お
い
て
、
河
川
水
の
「
量
」

と
「
質
」
の
視
点
か
ら
、
水
質
を
利
水
事
項
に
記
載
し
て

い
ま
し
た
が
、
基
本
方
針
と
の
整
合
お
よ
び
ご
意
見
を
反

映
し
、
「
水
質
」
を
「
環
境
」
事
項
に
記
載
し
、
修
正
し

ま
す
。

P
.
5
7

P
.
6
8

P
.
9
4

2
-
3
　
河
川
環
境
の
現
状
と
課
題

(4
) 
水
質

3
-
6
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
目
標

(4
) 
水
質
の
改
善

4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
3
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

(3
) 
水
質
の
改
善

2
0

水
質
-
1
　
基
本
方
針
で
は
、
環
境
事
項
に
「
水
質
」
が
含

ま
れ
る
の
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

水
質
改
善
に
つ

い
て

丸
亀
大
橋
付
近
の
水
質
改
善

が
必
要
が
あ
る
。

6
4

水
質
-
2
　
丸
亀
大
橋
付
近
の
水
量
が
少
な
い
時
は
、
C
O
D
、

B
O
D
も
高
く
大
腸
菌
も
多
い
た
め
、
早
急
な
水
質
改

善
を
計
画
す
る
必
要
が
あ
る
。

浄
化
施
設
の
新
設
等
は
、
コ
ス
ト
面
、
効
果
面
か
ら
実
現

が
困
難
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
関
連
事
業
や

自
治
体
等
の
関
係
機
関
お
よ
び
地
域
住
民
と
連
携
し
て
、

地
域
と
一
体
に
な
っ
た
汚
濁
負
荷
の
低
減
に
努
め
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

本
文
は
、
わ
か
り
や
す
い
表
現
に
修
文
し
ま
す
。

P
.
9
4
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
3
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

(
3
)
 
水
質
の
改
善

　
河
川
水
質
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
定
期
的
に
水
質
観
測
を
行
い
状

況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
河
川
の
利
用
状
況
、
地
域
の
水
利
用
状

況
、
現
状
の
環
境
を
考
慮
し
、
下
水
道
等
の
関
連
事
業
や
自
治
体
等
の

関
係
機
関
と
の
連
携
・
調
整
に
努
め
る
。

　
ま
た
、
家
庭
か
ら
の
生
活
排
水
に
つ
い
て
も
、
各
家
庭
で
の
調
理
く

ず
や
使
用
後
の
食
用
油
の
処
理
、
洗
剤
の
適
正
な
利
用
等
の
水
質
改
善

へ
の
啓
発
活
動
等
に
努
め
、
地
域
と
一
体
と
な
っ
た
流
域
の
汚
濁
負
荷

の
低
減
に
努
め
る
。

　
さ
ら
に
、
「
土
器
川
水
系
水
質
汚
濁
防
止
連
絡
協
議
会
」
等
を
通
じ
て

関
係
機
関
や
地
域
住
民
と
の
連
携
を
図
り
、
現
状
の
良
好
な
水
質
の
保
全

と
と
も
に
、
環
境
基
準
を
満
足
し
て
い
な
い
区
間
の
水
質
の
改
善
に
努
め

る
。

ど
の
よ
う
に
適
正
な
農
業
排

水
の
管
理
を
行
う
の
か
？

6
9

水
質
-
2
　
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
法
で
農
業
排
水
の
適

正
な
管
理
を
行
う
の
か
。

農
業
機
械
等
か
ら
の
油
漏
れ
な
ど
の
水
質
事
故
対
策
に
つ

い
て
の
記
載
と
な
っ
て
お
り
、
当
該
項
目
内
容
と
し
て
は

適
当
で
な
い
た
め
削
除
修
正
し
ま
す
。
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【
素
案
】
(
案
)
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(1
2
/
1
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
素
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
と
対
応

意
見
及
び
質
問
の
要
約

上
流
域
の
環
境

の
「
課
題
」
に

つ
い
て

上
流
域
の
環
境
の
現
状
と
課

題
で
、
「
課
題
」
の
記
載
が

な
い
が
、
管
理
区
間
外
で

あ
っ
て
対
応
で
き
な
く
て

も
、
上
流
域
の
課
題
を
持
ち

つ
つ
、
流
域
全
体
と
し
て
考

え
て
い
く
視
点
は
必
要
と
考

え
、
「
課
題
」
を
記
載
し
て

欲
し
い
。

2
1

環
境
-
1
　
「
土
器
川
上
流
域
」
で
は
、
「
現
状
」
は
あ
る

が
、
「
課
題
」
が
な
い
の
で
記
載
し
て
欲
し
い
。

　
土
器
川
上
流
域
で
は
、
環
境
保
全
の
問
題
点
が

指
摘
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
現
状
を
踏
ま
え
て
ど

う
い
う
課
題
が
あ
る
の
か
を
書
い
て
い
た
だ
き
た

い
。

管
理
区
間
を
念
頭
に
上
流
域
の
課
題
を
記
載
し
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
流
域
全
体
の
環
境
の
視
点
は
重
要
で
あ
る

と
の
ご
意
見
を
踏
ま
え
、
「
必
要
に
応
じ
て
、
上
流
域
の

環
境
変
化
を
確
認
す
る
」
と
し
た
内
容
を
追
加
し
ま
す
。

P
.
3
9
2
-
3
　
河
川
環
境
の
現
状
と
課
題

(
1
)
 
動
植
物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
状
況

1
)
 
土
器
川
上
流
域
（
天
川
頭
首
工
よ
り
上
流
）

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
土
器
川
流
域
全
体
の
自
然
・
河
川
環
境
は
、
流
域
内
外
の
縦
横
断
連

続
性
の
中
で
相
互
に
影
響
・
関
連
し
合
い
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
土
器
川
上
流
域
は
国
管
理
区
間
外
で
あ
る

も
の
の
、
必
要
に
応
じ
て
、
自
然
・
河
川
環
境
の
変
化
を
確
認
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
。

2
2

環
境
-
1
　
生
物
の
環
境
と
い
う
の
は
そ
こ
の
部
分
の
問
題

だ
け
で
な
く
、
「
課
題
」
を
意
識
し
つ
つ
、
ほ
か

の
箇
所
を
ど
う
対
応
し
て
い
く
の
か
と
い
う
発
想

も
あ
り
得
る
。

　
管
理
区
間
外
で
対
応
で
き
な
く
て
も
、
流
域

ト
ー
タ
ル
と
し
て
、
こ
う
い
う
現
状
・
課
題
を
背

負
っ
て
い
る
と
い
う
視
点
で
下
流
域
等
を
考
え
て

い
く
河
川
環
境
の
視
点
が
あ
っ
て
ほ
し
い
。

「
水
路
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
」
把
握

の
目
標
に
つ
い

て

水
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
把
握
の

目
標
の
表
現
が
消
極
的
な
た

め
、
実
施
内
容
に
合
わ
せ
る

必
要
が
あ
る
。

2
6

環
境
-
2
　
「
水
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
把
握
に
つ
い
て
、

実
施
内
容
で
「
実
施
す
る
」
表
現
で
と
れ
る
が
、

目
標
が
「
努
め
る
」
と
消
極
的
な
表
現
の
た
め
、

改
め
て
下
さ
い
。

第
３
章
の
目
標
に
お
い
て
、
「
水
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
調

査
・
把
握
を
進
め
る
」
と
実
施
に
対
し
て
明
確
な
表
現
と

し
、
第
４
章
の
実
施
に
お
い
て
、
「
水
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
調
査
を
も
と
に
」
と
明
確
な
表
現
に
修
正
し
ま
す
。

P
.
6
7
3
-
6
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
目
標

(
1
)
 
動
植
物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
に
関
す
る
目
標

2
)
 
土
器
川
下
流
域
（
土
器
川
潮
止
堰
～
大
川
頭
首
工
）

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
ま
た
、
地
域
と
一
体
と
な
っ
た
広
域
的
な
自
然
環
境
の
形
成
に
向
け
、

土
器
川
周
辺
に
お
け
る
た
め
池
や
出
水
と
本
川
を
結
ぶ
支
川
や
農
業
用
水

路
等
の
「
水
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
や
魚
類
の
生
息
環
境
の
調
査
・
把
握

を
進
め
る
。

生
育
・
成
育
の

表
記
訂
正
に
つ

い
て

魚
類
の
場
合
、
「
成
育
」
と

な
る
。

2
7

環
境
-
3
　
魚
類
の
場
合
「
成
育
」
と
な
る
。

・
生
物
：
「
成
育
」

・
植
物
：
「
生
育
」

・
動
植
物
：
「
生
育
」

に
表
現
を
統
一
・
修
正
し
ま
す
。

P
.
6
7
他

3
-
6
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
目
標

(
1
)
 
動
植
物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
に
関
す
る
目
標

2
)
 
土
器
川
下
流
域
（
土
器
川
潮
止
堰
～
大
川
頭
首
工
）

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
河
川
環
境
に
お
い
て
、
瀬
切
れ
区
間
に

点
在
す
る
溜
ま
り
は
、
ム
ギ
ツ
ク
、
シ
マ
ド
ジ
ョ
ウ
、
オ
オ
ヨ
シ
ノ
ボ
リ

等
の
魚
類
の
貴
重
な
生
息
・
成
育
環
境
と
な
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
河

床
に
広
が
る
レ
キ
河
原
は
、
イ
ヌ
ハ
ギ
、
カ
ワ
ラ
ケ
ツ
メ
イ
等
の
植
物
が

生
育
し
、
イ
カ
ル
チ
ド
リ
等
の
繁
殖
場
と
な
っ
て
い
る
。

「
環
境
水
制

工
」
に
つ
い
て

「
環
境
水
制
工
」
は
一
般
的

で
な
い
た
め
表
現
を
改
め
て

く
だ
さ
い
。

2
8

環
境
-
4
　
「
環
境
水
制
工
」
と
は
何
か
わ
か
ら
な
い
の

で
、
一
般
的
な
表
現
に
改
め
て
く
だ
さ
い
。

土
器
川
独
自
の
表
現
と
し
て
使
用
し
て
い
た
「
環
境
水
制

工
」
に
つ
い
て
、
一
般
的
な
「
水
制
工
」
に
修
正
し
ま

す
。

P
.
7
5
4
-
1
-
2
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

2
)
 
土
器
川
下
流
域
（
土
器
川
潮
止
堰
～
大
川
頭
首
工
）

①
水
辺
環
境
の
保
全

　
土
器
川
下
流
域
は
、
流
水
が
伏
流
し
て
日
常
的
に
瀬
切
れ
が
発
生
し
、

魚
類
な
ど
の
水
生
生
物
に
は
厳
し
い
生
息
環
境
と
な
っ
て
い
る
。

　
土
器
川
の
一
部
の
水
制
工
は
、
洪
水
時
に
水
制
工
の
先
端
で
発
生
す

る
河
床
洗
掘
に
よ
り
伏
流
水
が
湧
水
す
る
溜
ま
り
を
形
成
し
、
瀬
切
れ
区

間
で
の
貴
重
な
水
辺
空
間
と
な
っ
て
い
る
。
今
後
も
そ
の
効
果
を
注
視
し

つ
つ
水
辺
環
境
の
保
全
に
努
め
る
。
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【
素
案
】
(
案
)
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(1
3
/
1
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
素
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
と
対
応

意
見
及
び
質
問
の
要
約

景
観
に
つ
い
て

霞
堤
の
河
畔
林
景
観
に
つ
い

て
の
表
現
が
適
当
で
な
い
た

め
、
訂
正
し
た
方
が
よ
い
。

2
9

環
境
-
5
　
霞
堤
の
河
畔
林
景
観
に
つ
い
て
の
表
現
が
適
当

で
な
い
た
め
、
「
霞
堤
に
配
置
さ
れ
た
河
畔
林
の

景
観
」
等
が
良
い
の
で
は
な
い
か
？

ご
指
摘
内
容
を
踏
ま
え
、
「
霞
堤
空
間
の
河
畔
林
景
観
」

に
表
現
を
修
正
し
ま
す
。

P
.
7
8
4
-
1
-
2
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

(
2
)
 
河
川
景
観
の
維
持
、
形
成

2
)
 
土
器
川
下
流
域
（
土
器
川
潮
止
堰
～
大
川
頭
首
工
）

①
霞
堤
空
間
の
河
畔
林
景
観
の
保
全

　
霞
堤
空
間
に
現
存
す
る
河
畔
林
の
景
観
は
、
土
器
川
の
原
風
景
で
あ
っ

た
た
め
、
関
係
機
関
と
連
携
し
、
霞
堤
空
間
の
河
畔
林
景
観
の
保
全
に
努

め
る
。

魚
道
に
つ
い
て

大
川
頭
首
工
の
右
岸
堤
防
補

強
工
事
の
際
に
、
魚
道
を

造
っ
て
ほ
し
い
。

4
0

環
境
-
6
　
大
川
頭
首
工
の
右
岸
堤
防
補
強
工
事
の
際
に
、

瀬
切
れ
の
期
間
や
区
間
が
短
く
な
る
と
思
う
の

で
、
魚
道
を
造
れ
な
い
の
か
。

瀬
切
れ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
取
水
実
態
の
把
握
が
必
要

で
あ
り
、
ま
ず
、
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

大
川
頭
首
工
へ
の
魚
道
設
置
は
、
県
と
調
整
し
ま
す
。

5
5

環
境
-
6
　
大
川
頭
首
工
の
右
岸
堤
防
補
強
工
事
と
一
緒

に
、
治
水
面
と
環
境
面
に
配
慮
し
た
魚
道
を
造
っ

て
い
た
だ
け
れ
ば
、
瀬
切
れ
区
域
と
期
間
が
減
少

す
る
と
思
う
。

森
の
栄
養
を
海

へ
流
す
川
の
現

状
に
つ
い
て

森
の
栄
養
が
川
を
流
れ
て
海

に
届
か
な
い
た
め
、
海
の
魚

が
減
少
し
て
い
る
と
思
う
。

4
9

環
境
-
7
　
森
は
海
の
恋
人
と
言
わ
れ
て
お
り
、
森
か
ら
の

栄
養
が
川
か
ら
供
給
さ
れ
ず
減
少
し
て
い
る
た

め
、
海
の
魚
が
減
少
し
て
い
る
と
思
う
。

昔
の
豊
か
な
川
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
水
環
境
の
調
査
や

住
民
の
皆
さ
ん
と
連
携
し
た
取
り
組
み
を
進
め
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
治
水
と
環
境
の
バ
ラ
ン
ス
、
瀬
切
れ
の
特
性
、

水
利
用
の
実
態
等
の
複
雑
な
関
係
の
上
に
、
現
状
の
土
器

川
の
河
川
環
境
が
あ
る
た
め
、
ま
ず
は
現
状
の
河
川
環
境

を
保
全
し
、
現
状
よ
り
も
悪
く
し
な
い
こ
と
と
し
、
今
後

の
河
川
環
境
調
査
等
を
進
め
な
が
ら
、
豊
か
な
川
を
目
指

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

P
.
6
6

P
.
9
3

3
-
6
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
目
標

(
1
)
 
動
植
物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
に
関
す
る
目
標

　
河
川
に
お
け
る
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
し
て
は
、
厳
し
い
河
川
環

境
に
あ
っ
て
特
徴
的
な
土
器
川
の
河
川
環
境
を
保
全
す
る
こ
と
を
目
的

に
各
種
対
策
を
実
施
し
、
土
器
川
の
特
徴
的
な
環
境
に
依
存
す
る
動
植

物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
環
境
の
保
全
に
努
め
る
。

4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
3
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
河
川
環
境
の
保
全
、
維
持
管
理

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
な
お
、
河
川
環
境
の
保
全
、
維
持
管
理
の
た
め
、
地
域
住
民
や
関
係

機
関
と
連
携
し
て
動
植
物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
環
境
の
保
全
に
努
め

る
と
と
も
に
、
河
川
環
境
に
関
す
る
継
続
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行

い
、
河
川
環
境
の
変
化
の
把
握
に
努
め
る
。
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【
素
案
】
(
案
)
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(1
4
/
1
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
素
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
と
対
応

意
見
及
び
質
問
の
要
約

昔
の
土
器
川

（
環
境
）
の
復

元
に
つ
い
て

昔
の
豊
か
な
土
器
川
が
戻
っ

て
、
人
間
と
生
物
が
共
存
で

き
る
よ
う
な
豊
か
な
川
に
し

て
欲
し
い
。

5
0

環
境
-
8
　
昔
の
土
器
川
で
は
、
ホ
タ
ル
が
舞
い
、
ハ
ッ
タ

ケ
が
と
れ
て
、
潮
干
狩
り
も
で
き
た
と
聞
い
て
い

お
り
、
昔
の
よ
う
な
豊
か
な
川
が
戻
っ
て
き
て
欲

し
い
と
思
う
。

本
整
備
計
画
は
、
治
水
・
利
水
・
環
境
上
の
さ
ま
ざ
ま
な

課
題
に
つ
い
て
調
和
を
図
り
な
が
ら
、
総
合
的
に
施
策
を

実
施
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
「
環
境
」
に
は
、
自
然
環
境
や
河
川
利
用
が
含
ま
れ

て
お
り
、
い
ず
れ
か
を
犠
牲
に
し
た
施
策
を
実
施
す
る
こ

と
は
な
く
、
互
い
に
調
和
と
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
た
対
応

を
目
指
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
、
土
器
川
は
、
治
水
と
環
境
の
バ
ラ
ン
ス
、
瀬
切

れ
の
特
性
、
水
利
用
の
実
態
等
の
複
雑
な
関
係
の
中
で
、

現
状
の
土
器
川
の
河
川
環
境
が
あ
る
た
め
、
ま
ず
は
現
状

の
河
川
環
境
を
保
全
し
、
現
状
よ
り
も
悪
く
し
な
い
こ
と

と
し
、
今
後
の
河
川
環
境
調
査
等
を
進
め
な
が
ら
、
豊
か

な
川
、
「
生
き
た
川
」
を
目
指
し
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

P
.
6
6

P
.
9
3

3
-
6
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
目
標

(
1
)
 
動
植
物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
に
関
す
る
目
標

　
河
川
に
お
け
る
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
し
て
は
、
厳
し
い
河
川
環

境
に
あ
っ
て
特
徴
的
な
土
器
川
の
河
川
環
境
を
保
全
す
る
こ
と
を
目
的

に
各
種
対
策
を
実
施
し
、
土
器
川
の
特
徴
的
な
環
境
に
依
存
す
る
動
植

物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
環
境
の
保
全
に
努
め
る
。

4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
3
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
河
川
環
境
の
保
全
、
維
持
管
理

　
な
お
、
河
川
環
境
の
保
全
、
維
持
管
理
の
た
め
、
地
域
住
民
や
関
係

機
関
と
連
携
し
て
動
植
物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
環
境
の
保
全
に
努
め

る
と
と
も
に
、
河
川
環
境
に
関
す
る
継
続
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行

い
、
河
川
環
境
の
変
化
の
把
握
に
努
め
る
。

6
3

環
境
-
8
　
豊
か
な
森
と
潮
干
狩
り
の
で
き
る
川
に
し
て
欲

し
い
。

　
人
間
だ
け
で
な
く
、
他
の
生
物
と
共
存
で
き
る

よ
う
な
川
に
し
て
欲
し
い
。

樹
木
伐
開
に
つ

い
て

動
植
物
へ
の
影
響
を
考
慮
し

て
樹
木
伐
採
を
実
施
し
て
欲

し
い
。

6
6

環
境
-
9
　
樹
木
を
伐
採
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
動
植
物
へ

の
影
響
を
考
慮
し
て
徐
々
に
伐
採
し
て
欲
し
い
。

樹
木
の
伐
開
に
あ
た
っ
て
は
、
植
生
調
査
や
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
結
果
を
踏
ま
え
、
ま
た
、
学
識
者
の
意
見
を
聴
き
な
が

ら
、
環
境
影
響
が
最
小
限
と
な
る
よ
う
配
慮
し
て
実
施
す

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

P
.
7
4
4
-
1
-
2
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
動
植
物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
環
境
の
保
全

1
)
 
土
器
川
中
流
域
（
大
川
頭
首
工
～
国
管
理
区
間
上
流
端
）

①
水
域
と
一
体
と
な
っ
た
河
畔
林
の
保
全

　
土
器
川
中
流
域
は
、
川
幅
が
狭
い
掘
込
河
道
形
状
と
な
っ
て
お
り
、
河

床
に
は
岩
が
露
出
し
常
時
水
域
が
維
持
さ
れ
、
河
岸
の
ム
ク
ノ
キ
、
エ
ノ

キ
等
の
河
畔
林
と
一
体
と
な
っ
た
良
好
な
河
川
環
境
が
、
多
様
な
動
植
物

の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
環
境
を
形
成
し
て
い
る
。

　
こ
の
た
め
、
貴
重
な
水
辺
環
境
の
保
全
の
観
点
か
ら
、
洪
水
を
安
全
に

流
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
治
水
事
業
の
実
施
に
お
い
て
は
、
掘
削
面
の

緩
傾
斜
化
等
に
よ
る
縦
横
断
連
続
性
を
確
保
す
る
な
ど
、
河
道
形
状
の
改

変
に
よ
る
水
辺
環
境
へ
の
影
響
が
最
小
限
と
な
る
よ
う
配
慮
し
、
治
水

に
影
響
の
な
い
範
囲
で
ム
ク
ノ
キ
、
エ
ノ
キ
等
の
河
畔
林
の
保
全
に
努

め
る
。
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【
素
案
】
(
案
)
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(1
5
/
1
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
素
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
と
対
応

意
見
及
び
質
問
の
要
約

生
態
系
の
保
全

に
つ
い
て

豊
か
な
生
態
系
を
保
全
し
て

い
く
対
策
が
必
要
で
あ
る
。

6
7

環
境
-
1
0
　
治
水
と
同
様
に
生
態
系
が
豊
か
に
な
る
よ
う
な

対
策
が
必
要
で
あ
る
。

　
生
物
が
住
み
や
す
い
環
境
を
残
し
て
欲
し
い
。

土
器
川
は
、
治
水
と
環
境
の
バ
ラ
ン
ス
、
瀬
切
れ
の
特

性
、
水
利
用
の
実
態
等
の
複
雑
な
関
係
の
上
に
、
現
状
の

土
器
川
の
河
川
環
境
が
あ
る
た
め
、
ま
ず
は
河
川
環
境
が

現
状
よ
り
も
悪
く
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
今
後
の
河
川
環

境
調
査
等
を
進
め
な
が
ら
、
生
態
系
に
配
慮
し
た
対
応
に

努
め
ま
す
。

P
.
6
6

P
.
9
3

3
-
6
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
目
標

(
1
)
 
動
植
物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
に
関
す
る
目
標

　
河
川
に
お
け
る
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
し
て
は
、
厳
し
い
河
川
環

境
に
あ
っ
て
特
徴
的
な
土
器
川
の
河
川
環
境
を
保
全
す
る
こ
と
を
目
的

に
各
種
対
策
を
実
施
し
、
土
器
川
の
特
徴
的
な
環
境
に
依
存
す
る
動
植

物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
環
境
の
保
全
に
努
め
る
。

4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
3
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
河
川
環
境
の
保
全
、
維
持
管
理

　
な
お
、
河
川
環
境
の
保
全
、
維
持
管
理
の
た
め
、
地
域
住
民
や
関
係

機
関
と
連
携
し
て
動
植
物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
環
境
の
保
全
に
努
め

る
と
と
も
に
、
河
川
環
境
に
関
す
る
継
続
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行

い
、
河
川
環
境
の
変
化
の
把
握
に
努
め
る
。

河
川
敷
の
利
用

に
つ
い
て

自
然
状
態
を
維
持
し
た
河
川

敷
に
し
て
欲
し
い
。

6
8

環
境
-
1
1
　
こ
れ
以
上
の
運
動
公
園
な
ど
の
河
川
敷
利
用
は

や
め
て
、
自
然
状
態
を
維
持
し
て
欲
し
い
。

今
後
の
河
川
敷
に
つ
い
て
、
現
状
で
は
既
存
の
利
用
施
設

の
利
用
促
進
お
よ
び
機
能
向
上
を
目
指
す
も
の
と
し
て
い

ま
す
。

な
お
、
新
た
な
施
設
等
の
設
置
に
関
し
て
は
、
地
域
の
要

望
に
応
じ
て
、
適
正
な
河
川
利
用
と
な
る
よ
う
に
努
め
ま

す
。

P
.
9
3
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
3
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

(
2
)
 
河
川
空
間
の
適
正
な
利
用

　
土
器
川
の
河
川
空
間
は
、
公
園
や
各
種
イ
ベ
ン
ト
会
場
と
し
て
利
用
さ

れ
て
お
り
、
地
域
住
民
の
ス
ポ
ー
ツ
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
、
憩
い

の
場
と
な
っ
て
い
る
。
引
き
続
き
こ
れ
ら
の
機
能
が
確
保
さ
れ
る
よ
う

関
係
自
治
体
等
と
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
自
然
環
境
の
保
全
に
配
慮

し
な
が
ら
、
現
状
の
河
川
利
用
機
能
の
維
持
に
努
め
る
。

　
な
お
、
河
川
区
域
の
占
用
許
可
に
際
し
て
は
、
河
川
整
備
の
基
本
理

念
、
目
標
に
基
づ
き
、
河
川
空
間
の
適
正
な
利
用
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
努

め
る
。

魚
類
の
生
息
環

境
保
全
に
つ
い

て

回
帰
性
魚
類
を
保
全
す
る
た

め
の
魚
道
が
必
要
が
あ
る
。

7
0

環
境
-
1
2
　
回
帰
性
魚
類
が
自
然
繁
殖
可
能
な
環
境
を
保
全

す
る
た
め
に
魚
道
等
が
必
要
が
あ
る
。

現
状
の
河
川
環
境
の
保
全
を
目
標
と
し
て
お
り
、
現
在
設

置
し
て
い
る
潮
止
堰
等
の
魚
道
の
状
況
も
含
め
、
今
後
の

環
境
調
査
等
に
お
い
て
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

新
た
な
河
川
敷

利
用
に
つ
い
て

河
川
敷
に
新
た
な
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
所
が
欲
し

い
。

3
5

環
境
-
1
3
　
河
川
敷
に
施
工
管
理
の
容
易
な
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ

ル
フ
の
用
地
を
認
め
て
欲
し
い
。

大
規
模
な
河
川
敷
施
設
に
つ
い
て
は
、
地
元
自
治
体
と
の

協
議
の
中
で
要
望
を
伝
え
ま
す
。

6
0

環
境
-
1
3
　
河
川
敷
へ
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
練
習
場
の
設

営
許
可
を
認
め
て
欲
し
い
。
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【
素
案
】
(
案
)
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(1
6
/
1
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
素
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
と
対
応

意
見
及
び
質
問
の
要
約

支
川
の
河
川
改

修
に
つ
い
て

支
川
の
河
川
改
修
に
あ
た
っ

て
、
県
と
十
分
な
協
議
を

行
っ
て
欲
し
い
。

4
7

そ
の
他
-

1
　
今
後
の
古
子
川
の
河
川
改
修
に
お
い
て
は
、
県

と
十
分
に
協
議
し
て
欲
し
い
。

支
川
は
ん
濫
の
改
善
に
つ
い
て
は
、
管
理
者
で
あ
る
県
の

方
へ
、
要
望
等
の
内
容
を
お
伝
え
し
ま
す
。

た
め
池
へ
の
水

及
び
漁
業
の
影

響
に
つ
い
て

土
器
川
よ
り
流
入
す
る
た
め

池
へ
の
水
及
び
漁
業
の
影
響

に
つ
い
て
は
？

7
1

そ
の
他
-

2
　
土
器
川
よ
り
流
入
す
る
た
め
池
へ
の
水
及
び
漁

業
の
影
響
に
つ
い
て
は
？

土
器
川
の
水
利
用
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
く
、
関
係

機
関
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
水
利
用
実
態
の
調
査
・
把
握

に
努
め
ま
す
。

整
備
計
画
の
治

水
能
力
に
つ
い

て

整
備
計
画
で
大
正
元
年
洪
水

規
模
は
対
応
で
き
な
い
の

か
？

1
質
問
-
1
　
既
往
最
大
の
大
正
元
年
洪
水
に
対
し
て
、
戦
後

最
大
流
量
を
目
標
と
し
た
整
備
計
画
で
あ
れ
ば
、

大
正
元
年
洪
水
規
模
に
つ
い
て
、
整
備
計
画
で
は

対
応
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
か
？

本
整
備
計
画
で
は
、
大
正
元
年
洪
水
規
模
へ
の
対
応
は
難

し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
今
後
に
向
け

て
」
の
時
点
表

現
に
つ
い
て

「
今
後
に
向
け
て
」
が
い
つ

か
ら
な
の
か
誤
解
さ
れ
な
い

表
現
と
し
て
欲
し
い
。

3
1

質
問
-
2
　
「
今
後
に
向
け
て
」
の
今
後
と
は
、
整
備
計
画

策
定
時
点
か
ら
の
今
後
で
あ
る
の
で
、
「
今
後
」

の
位
置
づ
け
が
誤
解
さ
れ
な
い
表
現
と
し
て
欲
し

い
。

3
0
年
後
も
含
め
て
の
表
現
と
し
て
い
ま
す
。

大
川
頭
首
工
の

改
修
に
つ
い
て

大
川
頭
首
工
の
問
題
に
つ
い

て
、
市
や
県
と
意
見
交
換
は

あ
っ
た
の
か
？

実
現
性
が
あ
り
、
ど
こ
ま
で

本
気
で
取
り
組
む
の
か
？

3
2

質
問
-
3
　
大
川
頭
首
工
の
問
題
に
つ
い
て
、
市
と
の
意
見

聴
取
会
で
意
見
交
換
は
あ
っ
た
の
か
？

　
県
の
方
針
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
す
れ

ば
、
実
現
性
は
な
い
の
で
、
ど
こ
ま
で
本
気
で
取

り
組
む
の
か
？

現
段
階
で
は
具
体
的
な
協
議
は
で
き
て
い
な
い
が
、
今

後
、
県
と
の
調
整
を
図
る
予
定
で
す
。

堤
防
の
除
草
方

法
に
つ
い
て

堤
防
の
除
草
方
法
に
つ
い
て

は
、
実
態
を
調
査
し
て
、
無

駄
遣
い
を
な
く
す
よ
う
国
と

県
が
協
議
し
て
管
理
を
し
て

欲
し
い
。

3
6

質
問
-
4
　
国
は
堤
防
天
端
か
ら
１
ｍ
下
の
範
囲
を
残
し
た

状
態
ま
で
除
草
し
、
残
り
を
県
が
除
草
す
る
と
い

う
管
理
方
法
は
異
常
で
あ
る
。

　
草
刈
り
ぐ
ら
い
の
こ
と
は
、
国
や
県
や
言
わ

ず
、
早
く
実
態
を
調
査
し
て
い
た
だ
い
て
、
そ
ん

な
無
駄
な
管
理
が
な
い
よ
う
に
取
り
計
ら
い
を
お

願
い
し
た
い
。

県
と
の
連
絡
調
整
を
図
り
、
改
善
に
向
け
て
努
力
し
ま

す
。

P
.
8
3
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
1
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽
減
に
関

す
る
事
項

(
1
)
 
河
川
の
維
持
管
理

3
)
 
堤
防
・
護
岸
の
維
持
管
理

　
ま
た
、
堤
防
の
侵
食
・
亀
裂
、
護
岸
の
変
状
を
早
期
に
発
見
す
る
た

め
、
堤
防
除
草
を
定
期
的
に
実
施
し
、
河
川
巡
視
等
の
点
検
に
よ
り
、

必
要
に
応
じ
て
適
切
な
補
修
を
行
う
。
刈
草
に
つ
い
て
は
、
堆
肥
化
や

地
域
住
民
へ
の
配
布
を
行
う
な
ど
リ
サ
イ
ク
ル
に
努
め
る
。

6
1

質
問
-
4
　
県
が
管
理
す
る
自
転
車
道
路
で
は
、
堤
防
天
端

の
両
側
1
ｍ
を
残
し
て
国
は
除
草
し
て
、
残
り
を
県

が
除
草
す
る
管
理
方
法
は
無
駄
遣
い
で
あ
る
。

　
国
と
県
が
協
議
を
行
い
、
無
駄
を
省
く
べ
き
で

あ
る
。
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【
素
案
】
(
案
)
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(1
7
/
1
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
素
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
素
案
】
と
対
応

意
見
及
び
質
問
の
要
約

ゴ
ル
フ
禁
止
の

看
板
設
置
と
通

報
に
つ
い
て

ゴ
ル
フ
禁
止
区
域
や
通
報
の

仕
方
が
分
か
る
よ
う
な
看
板

を
、
小
さ
な
看
板
で
も
十
分

で
あ
る
の
で
設
置
し
て
欲
し

い
。

3
9

質
問
-
5
　
大
き
な
看
板
は
要
ら
な
い
の
で
、
小
さ
な
マ
ー

カ
ー
な
ど
で
十
分
で
あ
る
。

支
川
の
治
水
計

画
に
つ
い
て

支
川
の
治
水
計
画
に
つ
い
て

教
え
て
欲
し
い
。

4
3

質
問
-
6
　
清
水
川
、
古
子
川
の
治
水
計
画
に
つ
い
て
教
え

て
欲
し
い
。

清
水
川
・
古
子
川
は
、
県
の
管
理
河
川
の
た
め
改
修
計
画

等
の
詳
細
は
県
に
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

支
川
の
治
水
整

備
の
予
定
に
つ

い
て

整
備
計
画
に
お
い
て
、
支
川

は
は
ん
濫
し
な
い
計
画
と

な
っ
て
い
る
の
か
？

4
4

質
問
-
7
　
3
0
年
間
の
整
備
計
画
の
前
提
と
し
て
、
清
水

川
、
古
子
川
は
は
ん
濫
し
な
い
前
提
で
計
画
さ
れ

て
い
る
の
か
？

本
整
備
計
画
は
国
管
理
区
間
の
土
器
川
の
計
画
で
す
。

こ
の
整
備
計
画
期
間
中
に
、
清
水
川
・
古
子
川
の
整
備
計

画
の
策
定
を
県
が
予
定
さ
れ
て
い
る
か
は
、
県
に
確
認
の

必
要
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
支
川
は
ん
濫
の
改
善
に
つ
い
て
は
、
管
理
者
で
あ

る
県
の
方
へ
、
要
望
等
の
内
容
を
お
伝
え
し
ま
す
。

古
子
川
の
ポ
ン

プ
管
理
に
つ
い

て

古
子
川
の
ポ
ン
プ
の
管
理
者

を
教
え
て
欲
し
い
．

4
5

質
問
-
8
　
古
子
川
の
樋
門
の
と
こ
ろ
の
設
置
さ
れ
て
い
る

ポ
ン
プ
は
，
国
管
理
な
の
か
県
管
理
な
の
か
．

清
水
川
と
古
子
川
に
つ
い
て
は
、
県
管
理
河
川
で
あ
り
ま

す
が
、
過
去
に
大
き
な
浸
水
被
害
を
受
け
た
実
績
も
あ

り
、
国
と
し
て
対
応
で
き
る
方
策
と
し
て
、
救
急
排
水
ポ

ン
プ
の
設
置
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

河
川
敷
の
役
割

に
つ
い
て

河
川
敷
が
設
置
さ
れ
て
い
る

目
的
は
．

5
2

質
問
-
9
　
河
川
敷
が
設
置
さ
れ
て
い
る
目
的
は
、
堤
防
の

補
強
・
保
護
の
た
め
に
あ
る
の
で
す
か
。

河
川
敷
は
、
洪
水
時
の
河
岸
侵
食
に
よ
っ
て
、
直
接
堤
防

が
侵
食
さ
れ
て
壊
れ
な
い
よ
う
に
、
「
削
り
し
ろ
」
と
し

て
の
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

一
方
、
平
常
時
に
は
、
一
般
の
方
に
地
元
自
治
体
等
の
占

用
に
よ
る
公
園
や
自
転
車
道
等
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
と

し
て
、
利
用
が
可
能
な
空
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
1/
2
7
)

通
し

番
号

整
備
計
画
の
必
要

性
に
つ
い
て

大
雨
の
時
だ
け
水
が
あ
る

川
に
、
多
額
の
費
用
を
か

け
て
工
事
す
る
必
要
が
あ

る
の
か
。

2
2

共
通
-
1
長
年
に
亘
り
農
業
用
水
と
し
て
不
足
し
、
大
雨
の

時
だ
け
水
が
あ
る
川
に
多
額
の
費
用
を
か
け
て
工

事
を
行
う
計
画
が
必
要
な
の
か
？

土
器
川
は
昔
か
ら
地
域
の
重
要
な
水
源
と
し
て
利

用
さ
れ
て
き
た
一
方
、
洪
水
被
害
に
悩
ま
さ
れ
て

き
た
歴
史
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
治
水
整
備
を
進

め
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
将
来
の
治
水
目
標
に

対
し
未
だ
安
全
と
は
言
え
ず
、
今
後
も
河
川
整
備

の
推
進
が
必
要
で
す
。

P
.
6
0
3
-
1
　
河
川
整
備
の
基
本
理
念

　
土
器
川
は
、
過
去
に
幾
度
も
流
路
を
変
え
た
暴
れ
川
で
、
生
命

や
財
産
を
脅
か
し
て
き
た
。
た
び
重
な
る
洪
水
災
害
に
対
し
て
、

戦
後
、
香
川
県
に
よ
る
改
修
事
業
が
着
手
さ
れ
、
そ
の
後
、
国
に

よ
る
改
修
事
業
の
着
手
以
降
、
約
5
0
年
が
経
過
し
た
。
こ
の
間
継

続
し
て
計
画
的
に
治
水
対
策
を
進
め
、
主
に
脆
弱
な
堤
防
の
断
面

拡
幅
・
築
造
、
水
衝
部
等
の
護
岸
整
備
を
実
施
し
て
き
た
。
し
か

し
、
い
ま
だ
洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
流
下
断

面
や
堤
防
断
面
が
不
足
す
る
箇
所
や
、
洪
水
の
た
び
に
全
川
的
に

護
岸
崩
壊
、
河
岸
侵
食
が
発
生
す
る
な
ど
、
河
川
整
備
が
十
分
で

は
な
い
区
間
が
残
り
、
治
水
上
の
課
題
が
多
い
。

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
こ
の
た
め
、
関
係
機
関
や
地
域
住
民
と
の
情
報
の
共
有
、
連
携

の
強
化
を
図
り
つ
つ
、
治
水
・
利
水
・
環
境
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
課

題
に
つ
い
て
調
和
を
図
り
な
が
ら
、
各
施
策
を
総
合
的
に
実
施
す

る
。

整
備
計
画
の
内
容

に
つ
い
て

治
水
に
限
定
し
集
中
し
た

整
備
計
画
と
し
て
欲
し

い
。

2
4

共
通
-
2
こ
の
3
0
年
間
は
「
治
水
一
本
」
で
整
備
計
画
を
立

て
る
こ
と
を
明
言
し
て
下
さ
い
。

河
川
整
備
の
基
本
理
念
は
、
利
水
・
環
境
と
の
調

和
を
図
り
つ
つ
、
安
全
・
安
心
の
確
保
の
た
め
の

「
治
水
」
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

P
.
6
0
3
-
1
　
河
川
整
備
の
基
本
理
念

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
こ
の
た
め
、
関
係
機
関
や
地
域
住
民
と
の
情
報
の
共
有
、
連
携

の
強
化
を
図
り
つ
つ
、
治
水
・
利
水
・
環
境
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
課

題
に
つ
い
て
調
和
を
図
り
な
が
ら
、
各
施
策
を
総
合
的
に
実
施
す

る
。

治
水
を
第
一
に
進
め
て
ほ

し
い
。

9
1

共
通
-
2
　
治
水
、
利
水
、
環
境
の
中
や
は
り
、
治
水
を
第

一
に
進
め
て
ほ
し
い
。

整
備
内
容
に
つ
い

て
実
施
・
整
備
項
目
・
内
容

の
具
体
化
の
時
期
は
い
つ

か
明
示
が
必
要
で
あ
る
。

9
5

共
通
-
3
　
具
体
的
な
実
施
・
整
備
項
目
・
内
容
は
、
本
整

備
計
画
で
具
体
化
す
る
の
か
、
実
施
段
階
で
具
体

化
す
る
の
か
の
明
示
が
必
要
で
あ
る
。

本
整
備
計
画
に
お
い
て
、
概
ね
3
0
年
間
に
実
施
す

る
治
水
対
策
を
示
し
ま
し
た
。

具
体
的
な
対
策
箇
所
は
、
附
図
に
記
載
し
て
い
ま

す
。

よ
り
具
体
的
な
実
施
内
容
に
つ
い
て
は
、
対
策
の

事
業
化
の
段
階
と
な
り
ま
す
。

附
図

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
2/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

整
備
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い

て

各
事
業
の
全
体
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
表
が
必
要
で
あ

る
。

9
6

共
通
-
4
　
各
事
業
の
実
施
時
期
の
全
体
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
表

が
必
要
で
あ
る
。

本
整
備
計
画
は
、
平
成
2
4
年
度
内
の
策
定
を
予
定

し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
施
行
は
平
成
2
5
年
度

か
ら
と
な
り
ま
す
。

P
.
6
3
3
-
4
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽
減

に
関
す
る
目
標

(
1
)
 
洪
水
対
策

1
)
 
洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
た
め
の
対
応

全
体
事
業
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
の
考
え
方
の
明
示
が
必

要
で
あ
る
。

9
7

共
通
-
4
　
全
体
事
業
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
概
定
す
る
た

め
、
緊
急
性
、
予
算
規
模
・
実
施
の
可
能
性
を
十

分
に
検
討
し
、
考
え
方
の
明
示
が
必
要
で
あ
る
。

全
体
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
上
下
流
の
治
水
安
全
度

の
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
下
流
部
の
量
的
対
策
か
ら

順
次
進
め
て
い
く
こ
と
を
基
本
と
考
え
て
お
り
、

今
後
の
予
算
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
踏
ま
え
対
策
を
進

め
て
い
く
予
定
で
す
。

　
土
器
川
に
お
い
て
洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
た
め
に
は
、
過

去
の
水
害
の
発
生
状
況
、
流
域
の
重
要
度
や
こ
れ
ま
で
の
整
備
状

況
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
河
川
整
備
基
本
方
針
で
定
め
た
目
標
に

向
け
て
、
上
下
流
の
治
水
安
全
度
の
バ
ラ
ン
ス
を
確
保
し
つ
つ
段

階
的
か
つ
着
実
に
整
備
を
進
め
、
洪
水
に
よ
る
被
害
に
対
す
る
安

全
性
の
向
上
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

整
備
計
画
は
平
成
2
5
年
度

か
ら
の
施
行
と
な
る
の
か

9
9

共
通
-
4
実
際
に
施
行
し
て
い
く
の
は
平
成
2
5
年
度
か
ら
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
か
。

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
整
備
の
推
進
に
あ
た
っ
て
は
、
上
流
部
の
河
川
改
修
に
よ
る
下

流
部
へ
の
流
量
増
加
に
よ
っ
て
被
害
を
増
大
さ
せ
な
い
よ
う
、
上

下
流
の
バ
ラ
ン
ス
を
確
保
し
つ
つ
、
堤
防
整
備
や
河
道
拡
幅
の
治

水
事
業
を
計
画
的
に
実
施
し
、
洪
水
は
ん
濫
に
よ
る
浸
水
被
害
を

防
止
す
る
。

は
や
く
各
改
修
計
画
を
実

施
に
移
し
て
欲
し
い

1
0
2

共
通
-
4
平
成
2
5
年
度
か
ら
各
改
修
計
画
を
実
施
に
移
し
て

い
た
だ
き
た
い
。

本
整
備
計
画
に
お

け
る
支
川
の
位
置

付
け
に
つ
い
て

清
水
川
の
治
水
対
策
は
整

備
計
画
に
含
ま
れ
な
い
の

か
。
安
全
に
生
活
で
き
る

よ
う
早
急
な
対
策
を
お
願

い
し
ま
す
。

9
共
通
-
5
土
器
川
の
支
川
の
清
水
川
に
つ
い
て
、
治
水
対
策

は
何
も
と
ら
れ
て
い
な
い
の
か
。

浸
水
想
定
区
域
図
で
浸
水
が
予
想
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
安
全
な
市
民
生
活
が
で
き
る
よ
う
、

早
急
な
対
策
を
是
非
お
願
い
し
ま
す
。

本
整
備
計
画
は
、
国
管
理
区
間
を
対
象
と
し
て
計

画
し
て
い
る
た
め
、
香
川
県
が
管
理
す
る
支
川
の

改
修
等
は
計
画
に
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。

P
.
6
2
3
-
2
　
河
川
整
備
計
画
の
対
象
区
間

　
本
整
備
計
画
は
、
河
川
管
理
者
で
あ
る
四
国
地
方
整
備
局
長
が

河
川
法
第
1
6
条
の
2
に
基
づ
き
、
河
口
か
ら
1
8
.
8
5
k
m
（
表
-
3
.
2
.
1

及
び
図
-
3
.
2
.
1
参
照
）
の
土
器
川
水
系
の
国
管
理
区
間
を
対
象
に

定
め
る
も
の
で
あ
る
。

金
倉
川
と
の
共
助
に
よ
る

治
水
対
策
は
で
き
な
い
の

か
。

2
1

共
通
-
5
土
器
川
の
み
で
は
な
く
、
金
倉
川
と
の
共
助
に
よ

る
治
水
対
策
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。

な
お
、
河
川
整
備
の
基
本
理
念
と
し
て
、
香
川
県

等
の
関
係
機
関
と
連
携
し
地
域
一
体
の
視
点
で
の

川
づ
く
り
を
目
指
す
と
し
て
い
ま
す
。

P
.
6
1
河
川
整
備
の
基
本
理
念

○
安
全
で
、
安
心
で
き
る
川
づ
く
り

土
器
川
の
支
川
は
本
整
備

計
画
の
対
象
と
な
ら
な
い

の
か

7
1

共
通
-
5
清
水
川
、
古
子
川
な
ど
の
支
川
は
今
回
の
整
備
計

画
の
対
象
に
な
る
か
な
ら
な
い
の
か

　
洪
水
、
高
潮
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
水
害
か
ら
地
域
住
民
の
人
命
と

財
産
を
守
り
、
人
々
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
の
実
現
に
向

け
、
急
流
河
川
で
あ
る
土
器
川
の
特
性
を
踏
ま
え
た
各
種
治
水
対

策
を
展
開
し
促
進
す
る
と
と
も
に
、
整
備
し
た
河
川
管
理
施
設
の

機
能
維
持
を
図
り
、
さ
ら
に
管
理
を
高
度
化
す
る
た
め
の
施
策
を

講
ず
る
。
ま
た
、
水
利
用
も
含
め
、
関
係
機
関
や
地
域
住
民
と
連

携
し
な
が
ら
地
域
一
体
と
な
っ
て
、
安
全
で
、
安
心
で
き
る
川
づ

く
り
を
目
指
す
。

県
等
の
関
係
機
関
と
連
動

し
た
計
画
に
よ
り
、
流
域

全
体
の
治
水
対
策
が
完
結

す
る
た
め
、
支
川
を
含
め

た
計
画
と
し
て
欲
し
い
。

7
3

共
通
-
5
　
環
境
の
指
定
区
間
の
論
法
と
同
じ
で
治
水
面
に

お
い
て
も
、
関
係
機
関
で
あ
る
県
の
河
川
当
局
と

の
議
論
を
深
め
て
、
支
川
の
整
備
計
画
も
連
動
し

て
、
よ
う
や
く
流
域
全
体
の
治
水
対
策
と
い
う
の

が
完
結
す
る
よ
う
に
思
う
の
で
、
ぜ
ひ
支
川
を
入

れ
て
欲
し
い
。

○
地
域
と
一
体
と
な
っ
た
土
器
川
の
河
川
環
境
の
保
全

　
古
く
か
ら
水
が
少
な
い
瀬
切
れ
河
川
に
あ
っ
て
、
貴
重
な
溜
ま

り
、
河
畔
林
や
水
辺
植
生
、
河
口
干
潟
な
ど
、
土
器
川
が
有
す
る

特
徴
的
な
現
状
の
河
川
環
境
を
保
全
す
る
。
ま
た
、
関
係
機
関
と

連
携
を
図
り
、
支
川
、
出
水
、
た
め
池
等
を
結
ぶ
地
域
と
一
体
と

な
っ
た
河
川
環
境
、
景
観
の
保
全
に
努
め
る
。
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
3/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

国
に
よ
る
支
川
内

水
対
応
に
つ
い
て
内
水
へ
の
対
応
が
国
の
範

囲
と
す
れ
ば
、
ポ
ン
プ
新

設
が
困
難
な
理
由
は
何

か
。

7
2

共
通
-
6
内
水
へ
の
対
応
が
国
の
範
囲
と
す
れ
ば
、
清
水
川

の
ポ
ン
プ
新
設
が
困
難
な
理
由
は
何
か
。

支
川
に
お
け
る
被
害
実
態
は
、
支
川
は
ん
濫
に
よ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
ポ
ン
プ

新
設
の
投
資
に
対
す
る
効
果
は
小
さ
く
、
事
業
化

が
難
し
い
状
況
で
す
。

た
だ
し
、
被
害
発
生
時
の
要
請
に
応
じ
て
、
排
水

ポ
ン
プ
車
の
出
動
等
の
被
害
軽
減
に
向
け
た
対
応

を
図
り
ま
す
。

P
.
3
1
2
-
1
　
治
水
の
現
状
と
課
題

2
-
1
-
3
　
治
水
の
現
状
と
課
題

(
3
)
 
危
機
管
理

5
)
 
防
災
施
設
の
活
用
及
び
緊
急
復
旧
資
機
材
等
の
確
保

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
ま
た
、
支
川
は
ん
濫
被
害
発
生
に
備
え
て
配
備
し
て
い
る
「
排

水
ポ
ン
プ
車
」
等
の
災
害
対
策
用
機
械
の
出
動
に
よ
り
、
浸
水
被

害
の
拡
大
防
止
、
軽
減
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

土
器
川
の
特
性
に

つ
い
て

広
範
囲
の
住
民
に
関
心
を

持
っ
て
も
ら
う
た
め
、
土

器
川
の
は
ん
濫
特
性
、
川

の
で
き
方
、
旧
河
道
の
特

徴
に
つ
い
て
も
本
文
に
記

載
し
て
欲
し
い

7
0

共
通
-
7
　
土
器
川
は
、
旧
河
道
に
沿
っ
て
洪
水
が
思
わ
ぬ

と
こ
ろ
ま
で
行
く
と
い
う
の
が
１
つ
の
特
徴
だ
と

思
う
。

　
土
器
川
の
近
辺
の
人
だ
け
が
土
器
川
に
関
心
を

持
つ
の
で
は
な
く
て
、
遠
方
の
人
も
氾
濫
エ
リ
ア

に
あ
る
な
ど
示
し
、
土
器
川
に
関
心
を
持
つ
た
め

に
も
土
器
川
の
は
ん
濫
特
性
、
土
器
川
の
で
き

方
、
旧
河
道
の
特
徴
を
ぜ
ひ
本
文
中
に
加
え
て
い

た
だ
き
た
い
。

旧
河
道
の
変
遷
や
昔
か
ら
の
被
害
状
況
、
改
修
経

緯
等
の
歴
史
的
変
遷
の
概
要
を
本
文
の
第
2
章
に
記

載
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
土
器
川
の
は
ん
濫
特
性
に
つ
い
て
も
、
浸

水
想
定
区
域
図
の
情
報
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
「
リ
バ
ー
キ
ー
パ
ー
ズ
通
信
」
や
香
川

河
川
国
道
事
務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
、
土
器
川

の
情
報
を
発
信
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

今
後
も
、
土
器
川
の
情
報
発
信
に
努
め
ま
す
。

P
.
1
1

P
.
1
7

2
-
1
　
治
水
の
現
状
と
課
題

2
-
1
-
1
　
洪
水
の
概
要

(
1
)
 
藩
政
時
代
～
昭
和
初
期
の
洪
水

　
土
器
川
は
、
流
路
延
長
の
短
い
急
勾
配
河
川
の
た
め
、
古
来
よ

り
河
道
の
変
遷
が
激
し
く
、
豪
雨
の
た
び
に
は
ん
濫
し
、
河
道
も

定
ま
ら
な
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

2
-
1
-
2
　
治
水
事
業
の
沿
革

(
1
)
 
土
器
川
の
成
り
立
ち

　
土
器
川
は
、
河
川
延
長
が
短
く
急
流
な
河
川
で
、
洪
水
の
た
び

に
土
砂
流
出
が
活
発
で
河
床
が
上
昇
し
、
た
び
た
び
は
ん
濫
す
る

暴
れ
川
の
た
め
、
古
来
よ
り
河
道
の
変
遷
が
激
し
く
（
①
～
⑤
へ

と
変
化
）
、
現
在
の
流
路
（
⑥
）
は
江
戸
時
代
の
頃
に
で
き
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
土
器
川
の
特
性
、
歴
史

的
経
緯
等
を
素
案
に
記
述

し
て
欲
し
い
。

9
3

共
通
-
7
　
土
器
川
の
特
性
、
歴
史
的
経
緯
等
を
十
分
調
査

研
究
し
て
、
素
案
に
記
述
す
る
必
要
が
あ
る
。

P
.
8
8
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
1
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽

減
に
関
す
る
事
項

(
2
)
 
危
機
管
理
体
制
の
整
備

2
)
 
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
活
用
支
援

　
洪
水
予
報
河
川
で
あ
る
土
器
川
の
国
管
理
区
間
に
お
い
て
は
、

洪
水
時
に
迅
速
な
避
難
を
促
し
、
水
害
に
よ
る
被
害
の
軽
減
を
図

る
た
め
に
、
河
川
が
は
ん
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が
想
定
さ
れ
る
区

域
を
浸
水
想
定
区
域
に
指
定
し
、
平
成
13
年
に
公
表
し
た
。
そ
の

後
、
平
成
19
年
の
土
器
川
水
系
河
川
整
備
基
本
方
針
の
策
定
を
受

け
て
平
成
21
年
に
変
更
し
公
表
し
て
い
る
。

【
素
案
】
目
次
項

目
の
記
述
の
統
一

に
つ
い
て

【
素
案
】
の
目
次
の
「
目

標
」
の
章
は
、
「
水
質
の

改
善
」
に
「
目
標
」
を
加

え
同
じ
記
載
と
す
る
べ
き

で
あ
る
。

6
2

共
通
-
8
【
素
案
】
の
目
次
に
つ
い
て
、
す
べ
て
の
項
目
の

最
後
に
「
目
標
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、

「
水
質
の
改
善
」
に
つ
い
て
も
「
目
標
」
と
す
る

べ
き
で
あ
る
。

ご
指
摘
を
踏
ま
え
、
タ
イ
ト
ル
に
「
目
標
」
を
追

加
し
ま
す
。

P
.
6
8
3
-
6
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
目
標

(
4
)
 
水
質
の
改
善
に
関
す
る
目
標

「
水
制
工
」
の
名

称
記
載
に
つ
い
て
「
水
制
」
ま
た
は
「
水
制

工
」
の
標
記
を
統
一
す
べ

き
で
あ
る

6
4

共
通
-
9
用
語
集
の
「
水
制
」
は
「
水
制
工
」
と
す
べ
き
で

は
な
い
か
。

施
設
と
し
て
の
説
明
で
あ
り
、
ご
指
摘
を
踏
ま
え

「
水
制
工
」
に
統
一
し
修
正
し
ま
す
。

用
語

P
.
1
6
6
6
.
水
制
工
（
す
い
せ
い
こ
う
）

引
用
文
献
の
出
典

に
つ
い
て

引
用
し
た
参
考
文
献
の
出

典
を
巻
末
に
つ
け
て
欲
し

い
。

7
5

共
通
-
1
0
引
用
し
た
文
献
等
の
出
典
を
巻
末
に
参
考
文
献
と

し
て
つ
け
て
欲
し
い
。

素
案
の
図
表
に
は
出
典
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

引
用
し
た
文
献
の
多
く
は
香
川
河
川
国
道
事
務
所

内
の
資
料
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。

素
案
の
記
述
・
表

現
に
つ
い
て

素
案
は
「
～
で
あ
る
。
」

と
断
言
す
る
表
現
が
好
ま

し
い
。

9
4

共
通
-
1
1
　
素
案
本
文
等
に
お
い
て
「
～
の
必
要
が
あ

る
。
」
と
の
表
現
は
、
意
志
が
薄
弱
で
あ
り
、

「
～
で
あ
る
。
」
と
断
言
す
る
表
現
が
好
ま
し

い
。

現
状
と
課
題
に
お
い
て
、
対
策
必
要
性
を
述
べ
て

お
り
「
～
の
必
要
が
あ
る
。
」
と
表
現
し
た
う
え

で
、
目
標
や
実
施
内
容
で
は
「
実
施
す
る
。
」
と

表
現
し
て
い
ま
す
。
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
4/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

治
水
・
利
水
・
環

境
の
バ
ラ
ン
ス
に

つ
い
て

治
水
・
利
水
・
環
境
の
調

和
を
図
る
と
し
な
が
ら

も
、
治
水
を
優
先
的
に
考

え
る
と
本
文
に
記
載
す
る

予
定
は
あ
る
の
か
。

7
4

基
本

理
念
-
1
　
「
治
水
・
利
水
・
環
境
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題

に
つ
い
て
調
和
を
図
り
な
が
ら
、
各
施
策
を
総
合

的
に
実
施
す
る
」
に
対
し
、
説
明
資
料
「
・
治
水

の
目
標
に
向
け
て
、
段
階
的
に
治
水
安
全
度
向
上

す
る
こ
と
を
優
先
し
ま
す
」
と
は
、
３
つ
の
バ
ラ

ン
ス
で
治
水
を
優
先
的
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
な

の
か
。

　
こ
こ
の
部
分
が
素
案
の
中
の
文
章
と
し
て
書
か

れ
て
い
な
い
の
で
確
認
し
た
い
。

土
器
川
の
治
水
安
全
度
は
い
ま
だ
十
分
で
は
な
い

た
め
、
治
水
安
全
度
向
上
を
推
進
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

河
川
整
備
を
進
め
て
い
く
上
で
、
治
水
だ
け
が
優

先
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
環
境
へ
の
配
慮
な

ど
、
総
合
的
な
バ
ラ
ン
ス
・
調
和
を
図
り
、
川
づ

く
り
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
を
基
本
理
念
と
し
て

い
ま
す
。

P
.
6
0
3
-
1
　
河
川
整
備
の
基
本
理
念

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
こ
の
よ
う
な
土
器
川
の
現
状
、
特
徴
及
び
課
題
を
踏
ま
え
、
河

川
整
備
の
基
本
理
念
は
、
洪
水
や
高
潮
等
か
ら
人
命
や
財
産
を
守

り
、
水
利
用
も
含
め
、
地
域
住
民
が
安
全
で
安
心
で
き
る
川
づ
く

り
を
目
指
す
と
と
も
に
、
地
域
と
一
体
と
な
っ
た
河
川
環
境
や
景

観
の
保
全
に
努
め
、
さ
ら
に
、
人
々
が
憩
い
・
楽
し
め
・
学
べ
る

川
づ
く
り
を
目
指
す
こ
と
と
す
る
。

　
こ
の
た
め
、
関
係
機
関
や
地
域
住
民
と
の
情
報
の
共
有
、
連
携

の
強
化
を
図
り
つ
つ
、
治
水
・
利
水
・
環
境
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
課

題
に
つ
い
て
調
和
を
図
り
な
が
ら
、
各
施
策
を
総
合
的
に
実
施
す

る
。

土
器
川
の
川
づ
く

り
に
つ
い
て

日
本
一
安
全
、
環
境
良

好
、
人
に
や
さ
し
い
土
器

川
づ
く
り
を
し
て
欲
し

い
。

9
8

基
本

理
念
-
2
　
日
本
一
安
全
な
、
環
境
良
好
な
、
利
用
可
能
な

人
に
や
さ
し
い
土
器
川
水
系
作
り
に
頑
張
っ
て
欲

し
い
。

貴
重
な
ご
意
見
を
踏
ま
え
、
基
本
理
念
に
沿
っ
た

川
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

P
.
6
0

P
.
6
1
3
-
1
　
河
川
整
備
の
基
本
理
念

○
安
全
で
、
安
心
で
き
る
川
づ
く
り

○
地
域
と
一
体
と
な
っ
た
土
器
川
の
河
川
環
境
の
保
全

○
人
々
が
憩
い
・
楽
し
め
・
学
べ
る
川
づ
く
り
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
5/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

中
州
の
発
達
に
伴

う
洪
水
時
の
堤
防

へ
の
負
荷
に
つ
い

て

河
川
敷
と
同
じ
程
度
ま
で

中
州
が
高
く
、
洪
水
時
に

堤
防
へ
負
荷
が
か
か
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。

1
治
水
-
1
河
川
敷
と
変
わ
ら
な
い
ぐ
ら
い
に
中
州
が
高
く

な
っ
て
い
ま
す
が
、
洪
水
時
に
は
流
水
が
堤
防
側

を
流
れ
、
負
荷
が
か
か
る
と
思
う
の
で
す
が
。

土
器
川
は
急
流
河
川
で
、
洪
水
規
模
の
大
小
に
関

わ
ら
ず
い
た
る
所
で
河
岸
侵
食
や
堤
防
侵
食
が
発

生
す
る
恐
れ
を
有
し
て
い
ま
す
。

河
川
整
備
計
画
に
お
い
て
は
、
継
続
的
に
現
状
の

河
岸
侵
食
等
の
発
生
状
況
を
注
視
し
、
危
険
な
箇

所
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
対
策

を
実
施
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

P
.
7
1
4
-
1
-
1
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽

減
に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
洪
水
対
策

2
)
 
局
所
的
な
深
掘
れ
・
河
岸
侵
食
対
策

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
土
器
川
の
特
性
で
あ
る
洪
水
規
模
の
大
小
に
関
わ
ら
ず
い
た
る

所
で
発
生
す
る
河
岸
侵
食
や
堤
防
侵
食
に
対
し
て
は
、
現
状
の
河

岸
整
備
状
況
や
堤
防
の
決
壊
等
が
発
生
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る

被
災
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
大
き
さ
、
過
去
の
被
災
履
歴
等
を
考
慮

し
、
河
岸
侵
食
等
の
発
生
状
況
の
注
視
の
結
果
、
急
激
な
侵
食
の

進
行
が
見
ら
れ
る
な
ど
危
険
性
が
高
い
と
判
断
さ
れ
る
箇
所
は
、

必
要
に
応
じ
て
対
策
を
実
施
す
る
。

治
水
対
策
に
つ
い

て
下
流
湾
曲
部
の
整
備
計
画

メ
ニ
ュ
ー
は
、
適
切
に
作

成
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

4
0

治
水
-
2
蓬
莱
橋
の
部
分
は
川
幅
も
狭
く
、
川
が
湾
曲
し
て

い
る
と
い
う
現
状
の
問
題
に
対
し
て
、
素
案
で
は

適
切
に
計
画
が
作
成
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

下
流
部
の
治
水
対
策
メ
ニ
ュ
ー
は
、
資
産
集
積
地

区
に
お
け
る
治
水
上
の
課
題
を
解
決
し
、
手
戻
り

の
な
い
効
率
的
か
つ
段
階
的
な
整
備
メ
ニ
ュ
ー
と

し
て
、
他
の
治
水
代
替
案
と
の
比
較
に
よ
り
選
定

し
て
い
ま
す
。

P
.
6
9
4
-
1
　
河
川
工
事
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所
並
び
に
当
該

河
川
工
事
の
施
行
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
河
川
管
理
施
設
の
機
能
の

概
要

4
-
1
-
1
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽

減
に
関
す
る
事
項

　
土
器
川
に
お
け
る
治
水
の
現
状
と
課
題
を
踏
ま
え
、
河
川
整
備

の
基
本
理
念
に
基
づ
き
、
目
標
の
達
成
に
向
け
、
想
定
さ
れ
る
あ

ら
ゆ
る
方
策
か
ら
適
切
な
治
水
対
策
を
選
定
し
、
整
備
計
画
で
定

め
る
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

P
.
7
0
(
1
)
 
洪
水
対
策

1
)
 
洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
た
め
の
対
策

　
河
口
よ
り
1
.
6
k
m
付
近
の
飯
野
箇
所
の
河
道
湾
曲
区
間
は
、
そ

の
上
流
部
に
比
べ
川
幅
が
狭
く
、
相
対
的
に
治
水
安
全
度
が
低
い

た
め
、
右
岸
堤
防
の
引
堤
と
そ
れ
に
伴
う
蓬
莱
橋
の
改
築
及
び
河

道
掘
削
を
実
施
し
、
下
流
部
の
洪
水
の
流
下
断
面
を
増
大
さ
せ
る

こ
と
に
よ
り
、
上
下
流
の
治
水
安
全
度
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
。
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
6/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

整
備
計
画
目
標
流

量
の
妥
当
性
に
つ

い
て

1
,
2
5
0
m
3
/
s
は
目
標
流
量
と

し
て
妥
当
な
想
定
な
の

か
。

1
8

治
水
-
3
「
1
,
2
5
0
m
3
/
s
の
洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
」
と

い
う
目
標
は
、
妥
当
な
想
定
か
？

当
面
の
3
0
年
間
に
お
い
て
、
限
ら
れ
た
予
算
の
中

で
着
実
に
治
水
安
全
度
の
向
上
を
図
る
た
め
に
、

現
実
的
な
当
面
の
目
標
と
考
え
て
い
ま
す
。

次
期
整
備
計
画
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
目
標
を
向

上
し
段
階
的
に
河
川
整
備
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

P
.
6
3
3
-
4
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽
減

に
関
す
る
目
標

(
1
)
 
洪
水
対
策

1
)
 
洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
た
め
の
対
応

　
土
器
川
に
お
い
て
洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
た
め
に
は
、
過

去
の
水
害
の
発
生
状
況
、
流
域
の
重
要
度
や
こ
れ
ま
で
の
整
備
状

況
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
河
川
整
備
基
本
方
針
で
定
め
た
目
標
に

向
け
て
、
上
下
流
の
治
水
安
全
度
の
バ
ラ
ン
ス
を
確
保
し
つ
つ
段

階
的
か
つ
着
実
に
整
備
を
進
め
、
洪
水
に
よ
る
被
害
に
対
す
る
安

全
性
の
向
上
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

長
期
的
視
点
で
計
画
を
考

え
る
必
要
が
あ
る
と
思

う
。

2
9

治
水
-
3
東
北
関
東
大
震
災
の
よ
う
に
数
千
年
単
位
で
計
画

を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

土
器
川
の
将
来
の
整
備
目
標
は
「
河
川
整
備
基
本

方
針
」
を
目
標
と
し
て
お
り
、
本
整
備
計
画
は
基

本
方
針
に
向
け
た
段
階
的
な
位
置
付
け
で
す
。

長
期
的
な
視
野
を
も
っ
て
、
限
ら
れ
た
予
算
の
中

で
ソ
フ
ト
対
策
も
含
め
、
整
備
を
推
進
し
て
い
き

ま
す
。

P
.
6
0
3
.
河
川
整
備
計
画
の
目
標
に
関
す
る
事
項

　
土
器
川
水
系
河
川
整
備
計
画
（
以
下
、
「
本
整
備
計
画
」
と
い

う
）
は
、
土
器
川
水
系
河
川
整
備
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
土
器
川

の
総
合
的
な
管
理
が
確
保
で
き
る
よ
う
河
川
整
備
の
目
標
及
び
実

施
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

堤
防
の
嵩
上
げ
に

つ
い
て

治
水
を
中
心
に
計
画
し
、

堤
防
を
も
う
少
し
高
く
し

て
欲
し
い
。

3
3

治
水
-
4
こ
れ
か
ら
は
治
水
を
中
心
に
計
画
し
、
堤
防
を
も

う
少
し
高
く
し
た
方
が
よ
い
。

土
器
川
の
将
来
の
整
備
目
標
は
「
河
川
整
備
基
本

方
針
」
を
目
標
と
し
て
お
り
、
本
整
備
計
画
は
基

本
方
針
に
向
け
た
段
階
的
な
位
置
付
け
で
す
。

河
川
整
備
基
本
方
針
の
目
標
に
必
要
な
河
川
整
備

に
向
け
て
段
階
的
に
整
備
を
推
進
し
て
い
き
ま

す
。

P
.
6
0
3
.
河
川
整
備
計
画
の
目
標
に
関
す
る
事
項

　
土
器
川
水
系
河
川
整
備
計
画
（
以
下
、
「
本
整
備
計
画
」
と
い

う
）
は
、
土
器
川
水
系
河
川
整
備
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
土
器
川

の
総
合
的
な
管
理
が
確
保
で
き
る
よ
う
河
川
整
備
の
目
標
及
び
実

施
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
7/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

河
道
改
修
に
つ
い

て
河
道
掘
削
・
整
正
と
堤
防

強
化
な
ど
の
維
持
管
理
が

重
要
で
あ
る
。

2
6

治
水
-
5
最
重
要
点
は
河
道
の
掘
削
・
整
正
の
後
、
堤
防
の

強
化
を
兼
ね
た
道
路
化
な
ど
の
維
持
管
理
を
徹
底

す
る
こ
と
が
重
要
。

本
整
備
計
画
は
、
当
面
の
目
標
に
対
す
る
最
適
な

治
水
対
策
を
選
定
し
て
お
り
、
河
道
掘
削
や
堤
防

整
備
の
推
進
も
、
将
来
的
に
は
必
要
な
対
策
と
な

り
ま
す
。

ま
た
、
治
水
対
策
効
果
を
持
続
す
る
た
め
に
も
維

持
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

P
.
7
0
4
-
1
　
河
川
工
事
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所
並
び
に
当
該

河
川
工
事
の
施
行
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
河
川
管
理
施
設
の
機
能
の

概
要

4
-
1
-
1
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽

減
に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
洪
水
対
策

1
)
 
洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
た
め
の
対
策

　
河
口
よ
り
1
.
6
k
m
付
近
の
飯
野
箇
所
の
河
道
湾
曲
区
間
は
、
そ

の
上
流
部
に
比
べ
川
幅
が
狭
く
、
相
対
的
に
治
水
安
全
度
が
低
い

た
め
、
右
岸
堤
防
の
引
堤
と
そ
れ
に
伴
う
蓬
莱
橋
の
改
築
及
び
河

道
掘
削
を
実
施
し
、
下
流
部
の
洪
水
の
流
下
断
面
を
増
大
さ
せ
る

こ
と
に
よ
り
、
上
下
流
の
治
水
安
全
度
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
。
ま

た
、
河
口
よ
り
1
.
0
k
m
付
近
と
3
.
2
k
m
付
近
の
飯
野
箇
所
、
河
口
よ

り
1
.
6
k
m
付
近
と
2
.
4
k
m
付
近
の
土
器
箇
所
及
び
河
口
よ
り
1
6
.
7
k
m

付
近
の
長
尾
箇
所
の
堤
防
は
、
洪
水
を
流
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要

な
堤
防
断
面
幅
が
不
足
し
て
い
る
た
め
、
堤
防
断
面
の
拡
幅
を
実

施
す
る
。

＜
こ
の
間
省
略
＞

 
 
さ
ら
に
、
い
ま
だ
改
修
が
未
着
手
で
あ
る
河
口
よ
り
1
8
.
2
k
m
付

近
の
炭
所
東
箇
所
は
、
川
幅
が
著
し
く
狭
く
洪
水
を
流
下
さ
せ
る

た
め
に
必
要
な
流
下
断
面
が
不
足
し
て
い
る
た
め
、
河
岸
掘
削
及

び
樹
木
伐
開
を
実
施
す
る

P
.
8
1
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
1
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽

減
に
関
す
る
事
項

　
土
器
川
に
お
け
る
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
発
生
の
防
止
ま

た
は
軽
減
に
関
す
る
現
状
と
課
題
を
踏
ま
え
、
河
川
整
備
の
基
本

理
念
、
目
標
の
達
成
を
目
的
と
し
て
、
適
切
に
河
川
維
持
管
理
を

実
施
す
る
。

 
 
河
川
維
持
管
理
に
あ
た
っ
て
は
、
土
器
川
の
河
川
特
性
を
十
分

に
踏
ま
え
、
河
道
、
堤
防
、
護
岸
及
び
そ
の
他
の
河
川
管
理
施
設

等
を
良
好
な
状
態
に
保
ち
、
そ
の
本
来
の
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
よ

う
、
適
切
に
実
施
す
る
。

河
床
掘
削
に
つ
い

て
天
井
川
と
な
っ
て
い
る
長

炭
橋
か
ら
下
流
の
土
砂
を

取
り
除
く
必
要
が
あ
る
。

4
4

治
水
-
6
天
井
川
の
た
め
、
長
炭
橋
か
ら
下
流
の
土
砂
を
取

り
除
く
必
要
が
あ
る
。

河
道
は
日
々
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
洗
掘
や
土

砂
堆
積
等
の
変
化
に
対
し
て
、
流
下
能
力
等
の
治

水
安
全
度
の
観
点
か
ら
、
必
要
に
応
じ
て
河
床
整

正
等
の
適
切
な
土
砂
管
理
を
行
い
、
維
持
管
理
で

対
応
し
て
い
き
ま
す
。

P
.
8
1
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
1
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽

減
に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
河
川
の
維
持
管
理

1
)
 
河
道
の
維
持
管
理

　
局
所
的
な
深
掘
れ
・
河
岸
侵
食
等
に
よ
る
災
害
防
止
及
び
流
下

能
力
維
持
の
観
点
か
ら
、
必
要
に
応
じ
て
河
床
堆
積
土
砂
の
撤

去
、
河
道
の
掘
削
・
整
正
な
ど
、
適
切
な
土
砂
管
理
を
行
う
。
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
8/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

霞
堤
保
全
・
樹
木

伐
採
・
防
備
林
の

整
備
に
つ
い
て

霞
堤
保
全
や
河
道
内
樹
木

の
伐
採
、
防
備
林
の
整
備

を
行
う
必
要
が
あ
る
。

3
4

治
水
-
7
霞
堤
の
保
全

河
道
内
の
樹
木
を
で
き
る
範
囲
で
取
り
除
く

防
備
林
の
整
備

現
存
す
る
霞
堤
は
、
洪
水
は
ん
濫
時
の
被
害
軽
減

を
期
待
し
今
後
も
維
持
・
保
全
し
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
治
水
上
の
支
障
と
な
っ
て
い
る
河
道
内
の

樹
木
は
伐
採
し
、
樹
木
管
理
し
て
い
き
ま
す
。

P
.
8
2
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
1
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽

減
に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
河
川
の
維
持
管
理

1
)
 
河
道
の
維
持
管
理

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
さ
ら
に
、
計
画
規
模
を
上
回
る
洪
水
及
び
整
備
途
上
段
階
で
、

施
設
能
力
以
上
の
洪
水
が
発
生
し
は
ん
濫
し
た
場
合
に
、
被
害
を

で
き
る
だ
け
軽
減
で
き
る
よ
う
、
現
存
す
る
霞
堤
の
適
切
な
維

持
・
保
全
に
努
め
る
。

2
)
 
河
道
内
樹
木
の
維
持
管
理

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
し
た
が
っ
て
、
河
道
の
流
下
能
力
の
維
持
や
局
所
的
な
深
掘
れ

等
に
よ
る
災
害
防
止
等
を
目
的
と
し
て
、
河
川
巡
視
、
河
川
縦
横

断
測
量
等
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
し
、
必
要
に
応
じ
て
樹

木
伐
開
を
行
う
。
樹
木
管
理
の
具
体
的
な
管
理
水
準
に
つ
い
て

は
、
今
後
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
を
踏
ま
え
検
討
を
行
う
。

現
存
す
る
河
畔
林
に
防
備
林
と
し
て
の
役
割
は
な

い
も
の
の
、
治
水
に
支
障
の
な
い
範
囲
で
環
境
面

か
ら
の
視
点
で
河
畔
林
を
保
全
し
ま
す
。

P
.
7
4
4
-
1
　
河
川
工
事
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所
並
び
に
当
該

河
川
工
事
の
施
行
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
河
川
管
理
施
設
の
機
能
の

概
要

4
-
1
-
2
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
動
植
物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
環
境
の
保
全

1
)
 
土
器
川
中
流
域
（
大
川
頭
首
工
～
国
管
理
区
間
上
流
端
）

①
水
域
と
一
体
と
な
っ
た
河
畔
林
の
保
全

　
土
器
川
中
流
域
は
、
川
幅
が
狭
い
堀
込
河
道
形
状
と
な
っ
て
お

り
、
河
床
に
は
岩
が
露
出
し
常
時
水
域
が
維
持
さ
れ
、
河
岸
の
ム

ク
ノ
キ
、
エ
ノ
キ
な
ど
の
河
畔
林
と
一
体
と
な
っ
た
良
好
な
河
川

環
境
が
、
多
様
な
動
植
物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
環
境
を
形
成
し

て
い
る
。

　
こ
の
た
め
、
貴
重
な
水
辺
環
境
の
保
全
の
観
点
か
ら
、
洪
水
を

安
全
に
流
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
治
水
事
業
の
実
施
に
お
い
て

は
、
掘
削
面
の
緩
傾
斜
化
等
に
よ
る
縦
横
断
連
続
性
を
確
保
す
る

な
ど
、
現
状
の
良
好
な
水
質
で
多
様
な
水
際
・
水
域
環
境
に
対
し

て
河
道
形
状
の
改
変
に
よ
る
影
響
が
最
小
限
と
な
る
よ
う
配
慮

し
、
治
水
に
影
響
の
な
い
範
囲
で
ム
ク
ノ
キ
、
エ
ノ
キ
な
ど
の
河

畔
林
の
保
全
に
努
め
る
。

P
.
7
8
(
2
)
 
河
川
景
観
の
維
持
、
形
成

2
)
土
器
川
下
流
域
（
土
器
川
潮
止
堰
～
大
川
頭
首
工
）

①
霞
堤
空
間
の
河
畔
林
景
観
の
保
全

　
霞
堤
空
間
に
現
存
す
る
河
畔
林
の
景
観
は
、
土
器
川
の
原
風
景

で
あ
っ
た
た
め
、
関
係
機
関
と
連
携
し
、
霞
堤
空
間
の
河
畔
林
景

観
の
保
全
に
努
め
る
。
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
9/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

深
掘
れ
・
侵
食
対

策
に
つ
い
て

深
掘
れ
・
侵
食
に
対
し
て

安
全
性
が
著
し
く
低
い
区

間
を
明
示
し
て
欲
し
い
。

1
7

治
水
-
8
局
所
的
な
深
掘
れ
・
河
岸
侵
食
へ
の
対
応
の
「
著

し
く
安
全
性
が
低
い
区
間
」
と
は
、
具
体
的
に
ど

の
地
区
な
の
か
、
明
示
し
て
ほ
し
い
。

本
整
備
計
画
で
は
、
下
流
湾
曲
部
の
左
岸
側
の
局

所
洗
掘
の
進
行
箇
所
と
野
津
床
止
下
流
部
の
河
床

低
下
の
進
行
区
間
が
危
険
箇
所
と
評
価
し
、
対
策

を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
【
案
】
の
巻
末
に
、
整
備
箇
所
が
分
か
る

「
附
図
」
を
収
録
し
て
い
ま
す
。

P
.
7
1

附
図
P
.
1

P
.
7

4
-
1
　
河
川
工
事
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所
並
び
に
当
該

河
川
工
事
の
施
行
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
河
川
管
理
施
設
の
機
能
の

概
要

4
-
1
-
1
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽

減
に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
洪
水
対
策

2
)
 
局
所
的
な
深
掘
れ
・
河
岸
侵
食
対
策

　
河
口
よ
り
1.
6k
m付
近
の
土
器
箇
所
は
、
水
衝
部
に
よ
る
局
所

的
な
深
掘
れ
進
行
箇
所
の
た
め
、
深
掘
れ
発
生
要
因
で
あ
る
左
岸

偏
流
及
び
高
流
速
発
生
を
、
右
岸
堤
防
の
引
堤
及
び
低
水
路
拡
幅

に
よ
っ
て
緩
和
す
る
と
と
も
に
、
水
衝
部
の
根
固
等
に
よ
る
深
掘

れ
防
止
対
策
を
実
施
す
る
。

　
ま
た
、
河
口
よ
り
15
.4
km
付
近
の
長
尾
箇
所
は
、
洪
水
の
た
び

に
深
掘
れ
が
進
行
し
て
河
床
低
下
区
間
が
縦
断
的
に
拡
大
し
て
い

る
た
め
、
河
道
特
性
や
河
川
環
境
に
配
慮
し
河
床
安
定
化
対
策
を

実
施
す
る
。

河
川
敷
の
必
要
性

に
つ
い
て

洪
水
で
流
さ
れ
る
河
川
敷

は
必
要
な
い
と
思
う
。

8
治
水
-
9
河
川
敷
は
洪
水
が
来
た
ら
流
さ
れ
て
し
ま
う
の

で
、
あ
ま
り
必
要
な
い
と
思
う
。

河
川
敷
は
、
洪
水
時
に
堤
防
前
面
の
流
速
を
低
下

さ
せ
、
さ
ら
に
堤
防
が
直
接
侵
食
さ
れ
な
い
た
め

に
有
効
な
施
設
で
あ
り
、
洪
水
時
に
激
流
と
化
す

急
流
河
川
の
土
器
川
で
は
、
治
水
上
必
要
な
施
設

で
す
。

局
所
的
な
深
掘
れ
・
河
岸
侵
食
等
の
危
険
性
が
あ

る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
特
に
重
点
的
な
河
川
巡
視

を
行
い
、
被
災
の
早
期
発
見
や
適
切
な
補
修
を
行

い
ま
す
。

P
.
8
3
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
1
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽

減
に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
河
川
の
維
持
管
理

3
)
 
堤
防
・
護
岸
の
維
持
管
理

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
洪
水
時
に
は
、
局
所
的
な
深
掘
れ
・
河
岸
侵
食
や
堤
防
漏
水
等

の
発
生
す
る
危
険
性
が
あ
る
区
間
に
お
い
て
、
特
に
重
点
的
に
河

川
巡
視
を
行
い
、
堤
防
及
び
護
岸
の
状
況
把
握
と
と
も
に
、
堤
防

漏
水
箇
所
や
護
岸
等
の
被
災
の
早
期
発
見
に
努
め
る
。
洪
水
後
に

は
堤
防
、
護
岸
の
変
状
等
の
有
無
に
つ
い
て
巡
視
・
点
検
を
行

い
、
必
要
に
応
じ
て
適
切
な
補
修
を
実
施
す
る
。
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
1
0/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

樹
木
伐
採
に
つ
い

て
河
道
整
備
を
行
う
前
に
樹

木
伐
採
に
よ
り
流
下
断
面

を
確
保
す
る
必
要
が
あ

る
。

7
治
水
-
1
0
整
備
計
画
の
内
容
は
そ
れ
な
り
に
い
い
と
思
う
。

河
道
の
整
備
を
行
う
前
に
、
上
流
か
ら
下
流
ま
で

の
樹
木
を
伐
採
す
る
こ
と
が
一
番
で
あ
る
。

治
水
上
の
支
障
と
な
っ
て
い
る
河
道
内
の
樹
木

は
、
環
境
面
に
配
慮
し
た
伐
採
を
行
う
な
ど
、
適

切
に
管
理
し
て
い
き
ま
す
。

P
.
7
0
4
-
1
　
河
川
工
事
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所
並
び
に
当
該

河
川
工
事
の
施
行
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
河
川
管
理
施
設
の
機
能
の

概
要

4
-
1
-
1
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽

減
に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
洪
水
対
策

1
)
 
洪
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ
る
た
め
の
対
策

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
さ
ら
に
、
い
ま
だ
改
修
が
未
着
手
で
あ
る
河
口
よ
り
18
.2
km
付

近
の
炭
所
東
箇
所
は
、
川
幅
が
著
し
く
狭
く
洪
水
を
流
下
さ
せ
る

た
め
に
必
要
な
流
下
断
面
が
不
足
し
て
い
る
た
め
、
河
岸
掘
削
及

び
樹
木
伐
開
を
実
施
す
る
。

洪
水
時
に
流
下
阻
害
や
堤

防
破
損
の
恐
れ
の
あ
る
樹

木
を
伐
採
す
る
必
要
が
あ

る
と
思
う
。

4
1

治
水
-
1
0
河
道
内
に
大
き
な
樹
木
が
繁
茂
し
て
い
る
た
め
、

洪
水
時
に
流
木
や
ゴ
ミ
が
引
っ
か
か
り
、
水
の
流

れ
を
阻
害
し
た
り
、
堤
防
を
破
損
す
る
恐
れ
が
あ

る
た
め
伐
採
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

P
.
8
2
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
1
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽

減
に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
河
川
の
維
持
管
理

2
)
 
河
道
内
樹
木
の
維
持
管
理

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
し
た
が
っ
て
、
河
道
の
流
下
能
力
の
維
持
や
局
所
的
な
深
掘
れ

等
に
よ
る
災
害
防
止
等
を
目
的
と
し
て
、
河
川
巡
視
、
河
川
縦
横

断
測
量
等
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
し
、
必
要
に
応
じ
て
樹

木
伐
開
を
行
う
。
樹
木
管
理
の
具
体
的
な
管
理
水
準
に
つ
い
て

は
、
今
後
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
を
踏
ま
え
検
討
を
行
う
。

古
子
川
の
河
道
改

修
に
つ
い
て

古
子
川
の
氾
濫
水
が
古
子

川
に
戻
ら
な
い
た
め
、
古

子
川
の
改
修
工
事
と
と
も

に
古
子
川
堤
防
整
備
を
し

て
欲
し
い
。

5
4

治
水
-
1
1
古
子
川
は
、
日
常
の
小
雨
で
も
、
一
気
に
水
位
が

上
が
り
、
自
宅
の
生
活
排
水
は
出
来
な
く
な
る
。

古
子
川
か
ら
氾
濫
し
て
く
る
水
が
ス
ム
ー
ズ
に
古

子
川
に
戻
る
よ
う
工
事
を
早
急
に
し
て
欲
し
い
。

ま
た
、
土
器
川
か
ら
国
道
1
1
号
ま
で
の
古
子
川
堤

防
を
今
一
度
見
直
し
て
欲
し
い
。

古
子
川
の
改
修
に
関
し
て
は
、
河
川
管
理
者
で
あ

る
香
川
県
に
お
伝
え
し
ま
す
。

P
.
1
5

P
.
1
6

2
)
 
平
成
2
年
9
月
洪
水

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
ま
た
、
丸
亀
市
で
は
、
支
川
は
ん
濫
に
よ
る
家
屋
浸
水
（
床
上

79
戸
、
床
下
16
0戸
）
が
発
生
し
た
。

3
)
平
成
1
6
年
1
0
月
洪
水

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
さ
ら
に
、
丸
亀
市
で
は
、
支
川
は
ん
濫
に
よ
る
家
屋
浸
水
（
床

上
75
戸
、
床
下
14
2戸
）
が
発
生
し
た
。

古
子
川
の
河
床
掘
削
と
川

幅
を
拡
幅
す
る
な
ど
の
治

水
対
策
を
し
て
欲
し
い
。

5
5

治
水
-
1
1
治
水
の
為
で
あ
る
の
だ
っ
た
ら
、
古
子
川
を
も
っ

と
川
底
を
深
く
し
て
川
幅
を
広
く
し
て
、
土
砂
を

取
り
除
い
て
は
ど
う
な
の
か
？

他
に
も
っ
と
良
い
方
法
が
あ
れ
ば
、
検
討
し
て
取

り
進
め
て
も
ら
い
た
い
！
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
1
1/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

津
波
対
策
に
つ
い

て
津
波
対
策
に
つ
い
て
素
案

に
記
載
は
な
い
の
か
。

1
6

危
機

管
理
-
1
津
波
対
策
に
つ
い
て
1
行
も
か
か
れ
て
い
ま
せ
ん
が

何
故
で
す
か
。

平
成
2
3
年
1
2
月
2
7
日
に
「
津
波
防
災
地
域
づ
く
り

に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
、
水
防
法
等
の
関

係
法
律
が
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

本
整
備
計
画
に
お
い
て
も
、
関
係
法
律
の
改
定
を

踏
ま
え
、
津
波
防
災
に
つ
い
て
の
記
述
を
追
加
し

ま
す
。

P
.
3
1
2
-
1
　
治
水
の
現
状
と
課
題

2
-
1
-
3
　
治
水
の
現
状
と
課
題

(
3
)
 
危
機
管
理

3
)
 
水
防
活
動
支
援
及
び
水
害
防
止
体
制
の
構
築

　
甚
大
な
被
害
を
発
生
さ
せ
る
堤
防
の
決
壊
に
よ
る
は
ん
濫
の
防

止
に
は
、
迅
速
か
つ
的
確
な
水
防
活
動
の
実
施
が
不
可
欠
で
あ

り
、
こ
れ
ま
で
も
洪
水
時
に
は
水
防
団
等
が
出
動
し
、
水
防
工
法

等
の
適
切
な
対
策
を
実
施
し
て
い
る
。
国
土
交
通
省
は
、
水
防
警

報
の
発
令
等
に
よ
り
、
水
防
活
動
を
支
援
し
て
い
る
が
、
今
後

は
、
近
年
の
水
防
団
員
の
高
齢
化
や
減
少
等
を
踏
ま
え
、
水
防
体

制
の
強
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
の
推
進
に
関
し
て
、
地
方
公

共
団
体
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
洪
水
・
津
波
ま
た
は
高
潮
に
よ

る
著
し
く
激
甚
な
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
水
防
上
緊

急
を
要
す
る
と
認
め
た
と
き
に
、
当
該
災
害
の
発
生
に
伴
い
侵
入

し
た
水
の
排
除
の
他
、
高
度
の
機
械
力
又
は
高
度
の
専
門
的
知
識

又
は
技
術
を
要
す
る
水
防
活
動
（
特
定
緊
急
水
防
活
動
）
を
行
う

必
要
が
あ
る
。

　
ま
た
、
地
域
住
民
、
水
防
団
、
自
治
体
、
河
川
管
理
者
が
様
々

な
河
川
情
報
等
を
相
互
に
共
有
し
、
洪
水
時
の
水
防
活
動
や
避
難

等
を
効
果
的
に
行
え
る
よ
う
、
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
の

防
災
体
制
や
連
絡
体
制
の
一
層
の
強
化
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

P
.
3
1
4
)
 
地
震
及
び
洪
水
・
津
波
ま
た
は
高
潮
、
水
質
事
故
へ
の
対
応

地
震
及
び
洪
水
・
津
波
ま
た
は
高
潮
、
水
質
事
故
の
発
生
時
に

は
、
国
、
県
及
び
市
町
等
に
よ
る
防
災
体
制
を
組
み
、
被
害
の
軽

減
を
目
的
と
し
て
、
迅
速
か
つ
的
確
な
河
川
情
報
等
の
収
集
・
提

供
に
努
め
て
い
る
。

P
.
6
4
3
-
4
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽
減

に
関
す
る
目
標

(
2
)
 
危
機
管
理
へ
の
対
応

　
計
画
規
模
を
超
え
る
洪
水
や
整
備
途
上
に
施
設
能
力
以
上
の
洪

水
の
ほ
か
、
高
潮
及
び
地
震
や
津
波
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て

も
、
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
に
、
関
係
機
関
や
地
域
住
民

へ
迅
速
か
つ
的
確
な
河
川
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
関
係
市

町
が
作
成
し
た
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
活
用
へ
の
技
術
的
支
援
、
関

係
機
関
と
連
携
し
た
水
防
活
動
へ
の
支
援
、
津
波
防
災
地
域
づ
く

り
の
推
進
に
関
す
る
支
援
、
自
治
体
と
の
防
災
体
制
・
連
絡
体
制

の
強
化
な
ど
、
災
害
時
の
み
な
ら
ず
平
常
時
か
ら
防
災
意
識
の
向

上
を
図
る
と
と
も
に
、
垂
水
防
災
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
活
用
や
必
要

な
資
機
材
の
確
保
、
光
フ
ァ
イ
バ
ー
網
等
の
整
備
に
よ
り
被
害
の

軽
減
に
努
め
る
。

P
.
9
0
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
1
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽

減
に
関
す
る
事
項

(
2
)
 
危
機
管
理
体
制
の
整
備

3
)
 
水
防
団
等
と
の
連
携

　
洪
水
・
津
波
ま
た
は
高
潮
時
に
水
防
団
が
主
体
と
な
り
実
施
し

て
い
る
水
防
活
動
を
迅
速
か
つ
円
滑
に
実
施
で
き
る
よ
う
、
そ
の

主
体
と
な
る
自
治
体
と
関
係
機
関
、
河
川
管
理
者
か
ら
な
る
「
土

器
川
水
防
連
絡
協
議
会
」
を
定
期
的
に
開
催
す
る
こ
と
に
よ
り
、

連
絡
体
制
、
重
要
水
防
箇
所
等
の
確
認
、
水
防
団
員
の
安
全
の
確

保
な
ど
、
水
防
活
動
を
適
切
に
行
う
た
め
の
情
報
共
有
に
努
め

る
。
ま
た
、
水
防
技
術
講
習
会
の
実
施
な
ど
に
よ
り
、
水
防
技
術

の
維
持
向
上
を
図
る
。
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
1
2/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

津
波
対
策
に
つ
い

て
津
波
対
策
に
つ
い
て
素
案

に
記
載
は
な
い
の
か
。

1
6

危
機

管
理
-
1

P
.
9
0
4
)
 
水
害
防
止
体
制
の
構
築

　
洪
水
・
津
波
ま
た
は
高
潮
に
よ
る
被
害
を
軽
減
す
る
に
は
、
地

域
住
民
、
水
防
団
、
自
治
体
、
河
川
管
理
者
に
よ
る
自
助
・
共

助
・
公
助
の
連
携
・
協
働
が
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
河
川
管
理

者
及
び
自
治
体
で
構
成
す
る
「
土
器
川
水
防
連
絡
協
議
会
」
等
に

よ
り
関
係
機
関
と
協
力
し
、
地
域
住
民
、
水
防
団
、
自
治
体
、
河

川
管
理
者
等
が
洪
水
時
に
的
確
に
行
動
し
、
被
害
を
最
小
限
に
抑

え
る
た
め
の
防
災
体
制
や
連
絡
体
制
の
一
層
の
強
化
を
図
る
。

P
.
9
0
5
)
 
地
震
及
び
洪
水
・
津
波
ま
た
は
高
潮
へ
の
対
応

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
さ
ら
に
、
洪
水
・
津
波
ま
た
は
高
潮
に
よ
る
著
し
く
激
甚
な
災

害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
水
防
上
緊
急
を
要
す
る
と
認
め

た
と
き
に
、
当
該
災
害
の
発
生
に
伴
い
侵
入
し
た
水
の
排
除
の

他
、
高
度
の
機
械
力
又
は
高
度
の
専
門
的
知
識
又
は
技
術
を
要
す

る
水
防
活
動
（
特
定
緊
急
水
防
活
動
）
を
行
う
。

ポ
ン
プ
車
の
稼
働

状
況
に
つ
い
て

ポ
ン
プ
車
に
よ
る
住
民
の

安
心
が
得
ら
れ
る
た
め
今

後
も
要
請
し
た
い

1
0
1

危
機

管
理
-
2
ポ
ン
プ
車
が
稼
働
し
て
い
る
だ
け
で
も
住
民
が
安

心
す
る
の
で
、
今
後
も
ポ
ン
プ
車
の
要
請
を
行
い

た
い
の
で
早
め
の
出
動
を
お
願
い
し
た
い

今
後
も
不
測
の
事
態
に
対
応
で
き
る
よ
う
必
要
な

体
制
維
持
に
努
め
、
要
請
へ
の
迅
速
な
対
応
に
努

め
ま
す
。

P
.
3
1
2
-
1
　
治
水
の
現
状
と
課
題

2
-
1
-
3
　
治
水
の
現
状
と
課
題

(
3
)
 
危
機
管
理

5
)
 
防
災
施
設
の
活
用
及
び
緊
急
復
旧
資
機
材
等
の
確
保

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
ま
た
、
支
川
は
ん
濫
被
害
発
生
に
備
え
て
配
備
し
て
い
る
「
排

水
ポ
ン
プ
車
」
等
の
災
害
対
策
用
機
械
の
出
動
に
よ
り
、
浸
水
被

害
の
拡
大
防
止
、
軽
減
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

超
過
外
力
の
対
応

に
つ
い
て

治
水
目
標
に
お
い
て
、
超

過
外
力
は
想
定
外
と
受
け

止
め
ら
れ
る

1
0
4

危
機

管
理
-
3
整
備
の
目
標
を
超
え
る
規
模
の
洪
水
が
発
生
し
た

場
合
の
対
応
内
容
が
『
想
定
外
の
事
が
お
こ
れ

ば
、
私
た
ち
の
責
任
で
は
な
い
』
と
聞
き
と
れ

る
。

本
整
備
計
画
は
、
将
来
の
河
川
整
備
基
本
方
針
の

目
標
に
向
け
て
段
階
的
に
整
備
を
進
め
る
計
画
で

あ
り
、
計
画
を
超
過
す
る
外
力
を
想
定
外
と
し
た

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

整
備
途
上
の
段
階
的
目
標
を
超
過
し
た
外
力
が
発

生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
関
係
機
関
と
連
携

し
、
被
害
を
最
小
限
と
す
る
危
機
管
理
の
対
応
を

図
る
と
し
て
い
ま
す
。

P
.
6
4
3
-
4
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽
減

に
関
す
る
目
標

(
2
)
 
危
機
管
理
へ
の
対
応

　
計
画
規
模
を
超
え
る
洪
水
や
整
備
途
上
に
施
設
能
力
以
上
の
洪

水
の
ほ
か
、
高
潮
及
び
地
震
や
津
波
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て

も
、
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
に
、
関
係
機
関
や
地
域
住
民

へ
迅
速
か
つ
的
確
な
河
川
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
関
係
市

町
が
作
成
し
た
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
活
用
へ
の
技
術
的
支
援
、
関

係
機
関
と
連
携
し
た
水
防
活
動
へ
の
支
援
、
津
波
防
災
地
域
づ
く

り
の
推
進
に
関
す
る
支
援
、
自
治
体
と
の
防
災
体
制
・
連
絡
体
制

の
強
化
な
ど
、
災
害
時
の
み
な
ら
ず
平
常
時
か
ら
防
災
意
識
の
向

上
を
図
る
と
と
も
に
、
垂
水
防
災
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
活
用
や
必
要

な
資
機
材
の
確
保
、
光
フ
ァ
イ
バ
ー
網
等
の
整
備
に
よ
り
被
害
の

軽
減
に
努
め
る
。
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
1
3/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

堤
防
の
除
草
に
つ

い
て

堤
防
法
面
の
除
草
を
国
、

県
、
市
が
交
代
で
行
え
ば

よ
い
と
思
う
。

1
4

維
持

管
理
-
1
堤
防
法
面
の
草
刈
り
は
国
交
省
が
リ
ー
ダ
ー
と
し

市
や
県
と
話
し
合
い
、
交
代
で
除
草
す
る
方
向
で

検
討
し
た
方
が
よ
い
。

関
係
機
関
と
連
絡
を
密
に
し
、
効
率
的
な
除
草
作

業
と
な
る
よ
う
努
力
し
ま
す
。

「
維
持
管
理
」
に
お
い
て
、
上
記
の
対
応
方
針
を

追
記
し
ま
す
。

P
.
8
3
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
1
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽

減
に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
河
川
の
維
持
管
理

3
)
 
堤
防
・
護
岸
の
維
持
管
理

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
ま
た
、
堤
防
の
侵
食
・
亀
裂
、
護
岸
の
変
状
を
早
期
に
発
見
す

る
た
め
、
堤
防
除
草
を
定
期
的
に
実
施
し
、
河
川
巡
視
等
の
点
検

に
よ
り
、
必
要
に
応
じ
て
適
切
な
補
修
を
行
う
。
な
お
、
堤
防
除

草
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
地
域
住
民
の
河
川
利
用
に
配
慮
し
、

関
係
機
関
と
連
携
し
て
効
率
的
な
対
応
を
図
る
。
さ
ら
に
、
刈
草

に
つ
い
て
は
、
堆
肥
化
や
地
域
住
民
へ
の
配
布
を
行
う
な
ど
リ
サ

イ
ク
ル
に
努
め
る
。

土
砂
、
伐
木
・
刈

草
の
有
効
活
用
に

つ
い
て

伐
採
し
た
樹
木
を
頂
け
る

の
で
し
ょ
う
か
。

4
維
持

管
理
-
2
伐
採
し
た
木
を
い
た
だ
け
る
の
で
し
ょ
う
か
。

過
去
に
も
伐
採
木
、
刈
草
の
無
償
提
供
の
実
績
が

あ
り
、
リ
サ
イ
ク
ル
方
法
を
検
討
し
、
資
源
の
有

効
活
用
を
図
る
と
と
も
に
、
今
後
も
情
報
提
供
し

て
い
き
ま
す
。

P
.
8
2
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
1
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽

減
に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
河
川
の
維
持
管
理

2
)
 
河
道
内
樹
木
の
維
持
管
理

＜
こ
の
間
省
略
＞

河
道
掘
削
や
草
木
除
去
し

た
時
の
廃
材
を
有
効
活
用

で
き
な
い
の
か
。

4
5

維
持

管
理
-
2
河
床
掘
削
し
た
土
砂
を
土
木
・
建
築
資
材
と
し
て

利
用
す
れ
ば
良
い
の
で
は
？

河
川
敷
の
草
木
を
除
去
し
、
ア
シ
等
に
つ
い
て
は

発
酵
さ
せ
て
家
畜
の
飼
料
、
堆
肥
と
し
て
利
用
出

来
な
い
の
か
？

河
床
掘
削
に
よ
る
土
砂
は
、
河
道
内
の
河
岸
整
備

等
へ
の
転
用
な
ど
に
活
用
し
て
い
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
河
道
の
流
下
能
力
の
維
持
や
局
所
的
な
深
掘
れ

等
に
よ
る
災
害
防
止
等
を
目
的
と
し
て
、
河
川
巡
視
、
河
川
縦
横

断
測
量
等
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
し
、
必
要
に
応
じ
て
樹

木
伐
開
を
行
う
。
樹
木
管
理
の
具
体
的
な
管
理
水
準
に
つ
い
て

は
、
今
後
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
を
踏
ま
え
検
討
を
行
う
。

刈
草
の
資
源
化
・
利
益
化

で
き
る
よ
う
に
研
究
開
発

し
て
欲
し
い
。

5
0

維
持

管
理
-
2
堤
防
の
除
草
に
よ
り
出
た
雑
草
を
費
用
を
か
け

て
、
廃
棄
処
分
す
る
の
で
は
な
く
、
資
源
化
し

て
、
利
益
が
出
る
よ
う
研
究
開
発
し
て
下
さ
い
。

P
.
8
3
　
ま
た
、
対
策
後
に
お
い
て
も
、
効
果
の
継
続
を
把
握
す
る
た
め

全
川
に
わ
た
っ
て
河
川
巡
視
に
よ
る
写
真
撮
影
等
の
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
を
行
う
。
な
お
、
対
策
に
あ
た
っ
て
は
、
河
川
水
辺
の
国
勢
調

査
結
果
や
学
識
者
等
の
意
見
を
参
考
に
す
る
。

　
伐
開
し
た
樹
木
は
、
そ
の
リ
サ
イ
ク
ル
方
法
に
つ
い
て
検
討

し
、
資
源
の
有
効
活
用
を
図
る
も
の
と
す
る
。

3
)
 
堤
防
・
護
岸
の
維
持
管
理

　
ま
た
、
堤
防
の
侵
食
・
亀
裂
、
護
岸
の
変
状
を
早
期
に
発
見
す

る
た
め
、
堤
防
除
草
を
定
期
的
に
実
施
し
、
河
川
巡
視
等
の
点
検

に
よ
り
、
必
要
に
応
じ
て
適
切
な
補
修
を
行
う
。
な
お
、
堤
防
除

草
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
地
域
住
民
の
河
川
利
用
に
配
慮
し
、

関
係
機
関
と
連
携
し
て
効
率
的
な
対
応
を
図
る
。
さ
ら
に
、
刈
草

に
つ
い
て
は
、
堆
肥
化
や
地
域
住
民
へ
の
配
布
を
行
う
な
ど
リ
サ

イ
ク
ル
に
努
め
る
。
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
1
4/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

河
川
美
化
・
不
法

投
棄
対
策
に
つ
い

て

環
境
美
化
を
率
先
し
て

や
っ
て
欲
し
い
。

1
5

維
持

管
理
-
3
環
境
美
化
も
率
先
し
て
や
る
気
を
見
せ
て
欲
し

い
。

不
法
投
棄
対
策
お
よ
び
河
川
美
化
の
啓
発
に
努
め

る
と
と
も
に
、
河
川
管
理
者
と
し
て
も
関
係
機
関

と
連
携
し
適
切
に
対
応
し
て
い
き
ま
す
。

P
.
8
6
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
1
　
洪
水
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
防
止
ま
た
は
軽

減
に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
河
川
の
維
持
管
理

河
川
巡
視
の
時
に
、
ゴ
ミ

の
収
集
を
し
て
は
ど
う

か
。

1
9

維
持

管
理
-
3
土
器
川
周
辺
の
不
法
投
棄
で
悩
ま
さ
れ
て
い
る
の

で
、
河
川
巡
視
を
行
う
際
、
週
一
回
く
ら
い
は
ゴ

ミ
を
集
め
て
み
て
は
ど
う
か
。

6
)
 
河
川
区
域
等
の
維
持
管
理

　
不
法
投
棄
対
策
に
つ
い
て
は
、
河
川
巡
視
等
を
強
化
す
る
ほ

か
、
土
器
川
ゴ
ミ
マ
ッ
プ
等
に
よ
る
不
法
投
棄
の
実
態
を
関
係
機

関
及
び
地
域
住
民
に
周
知
し
、
不
法
投
棄
対
策
及
び
河
川
美
化
に

対
す
る
啓
発
に
努
め
る
。
な
お
、
悪
質
な
行
為
に
対
し
て
は
、
関

係
機
関
と
の
連
携
を
図
り
、
適
切
な
対
応
を
行
う
。

不
法
投
棄
を
防
止
す
る
た

め
に
啓
蒙
活
動
を
強
化
し

て
欲
し
い
。

4
6

維
持

管
理
-
3
不
法
投
棄
を
防
止
す
る
た
め
に
啓
蒙
活
動
を
強
化

し
て
欲
し
い
。

　
ま
た
、
河
川
の
管
理
体
制
の
強
化
や
河
川
に
対
す
る
理
解
を
深

め
、
河
川
愛
護
の
普
及
啓
発
を
目
的
と
し
て
委
嘱
し
て
い
る
河
川

愛
護
モ
ニ
タ
ー
や
『
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
「
香
の
川
」
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
』
の
関
係
団
体
と
、
河
川
管
理
に
関
す
る
情
報
交
換
等
を

積
極
的
に
行
う
と
と
も
に
、
地
域
と
連
携
を
図
り
、
河
川
の
一
斉

清
掃
や
環
境
学
習
等
を
通
じ
て
地
域
住
民
の
意
識
を
高
め
、
さ
ら

な
る
不
法
投
棄
対
策
及
び
河
川
美
化
に
努
め
る
。

車
の
乗
り
入
れ
に

つ
い
て

河
川
敷
に
車
が
入
っ
て
こ

な
い
よ
う
に
し
て
欲
し

い
。

2
7

維
持

管
理
-
4
河
川
敷
に
車
が
入
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
し
て
欲
し

い
。

今
後
も
、
関
係
機
関
と
連
携
し
、
適
正
な
河
川
利

用
を
図
り
ま
す
。

P
.
9
5
4
-
2
-
3
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

(
2
)
 
河
川
空
間
の
適
正
な
利
用

　
土
器
川
の
河
川
空
間
は
、
公
園
や
各
種
イ
ベ
ン
ト
会
場
と
し
て

利
用
さ
れ
て
お
り
、
地
域
住
民
の
ス
ポ
ー
ツ
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
の
場
、
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
引
き
続
き
こ
れ
ら
の
機
能

が
確
保
さ
れ
る
よ
う
関
係
自
治
体
等
と
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、

自
然
環
境
の
保
全
に
配
慮
し
な
が
ら
、
現
状
の
河
川
利
用
機
能
の

維
持
に
努
め
る
。
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
1
5/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

正
常
流
量
の
目
標

の
設
定
に
つ
い
て
瀬
切
れ
河
川
で
あ
る
も
の

の
、
何
と
か
数
値
目
標
の

設
定
は
で
き
な
い
か

6
5

利
水
-
1
　
土
器
川
の
下
流
域
は
、
瀬
切
れ
し
や
す
い
地
形

に
な
っ
て
い
る
た
め
流
量
を
計
測
す
る
の
は
難
し

い
特
徴
を
有
し
て
い
る
が
、
数
値
目
標
を
何
と
か

設
定
で
き
な
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
お
願
い
で

す
。

伏
流
水
が
卓
越
し
瀬
切
れ
が
頻
発
す
る
と
と
も

に
、
水
利
用
実
態
も
複
雑
な
土
器
川
に
お
い
て
、

現
段
階
で
正
常
流
量
の
設
定
は
困
難
で
す
。

ま
た
、
正
常
流
量
を
設
定
し
た
と
し
て
も
、
必
要

な
水
量
の
確
保
に
は
、
別
途
施
設
の
建
設
や
水
利

用
の
再
配
分
な
ど
、
現
状
で
実
現
困
難
な
対
応
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

P
.
6
5
3
-
5
　
河
川
の
適
正
な
利
用
及
び
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
に

関
す
る
目
標

(
1
)
 
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持

　
流
水
の
正
常
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
流
量
（
以

下
、
「
正
常
流
量
」
と
い
う
）
に
つ
い
て
は
、
瀬
切
れ
の
発
生
や

独
特
な
取
水
形
態
に
よ
り
定
常
的
な
取
水
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と

な
ど
か
ら
現
状
で
は
設
定
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
今
後
、
河
川
及

び
流
域
に
お
け
る
諸
調
査
を
踏
ま
え
、
流
水
が
伏
流
し
て
い
る
河

川
の
特
性
と
動
植
物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
に
必
要
な
流
量
と
の

関
係
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
関
係
機
関
と
連
携
し
水
利
用
の
実

態
の
把
握
に
努
め
、
さ
ら
な
る
調
査
・
検
討
を
進
め
る
。

低
水
に
関
し
て
は
、
香
川

用
水
と
の
関
係
を
踏
ま
え

て
数
値
目
標
が
何
と
か
設

定
で
き
な
い
か
。
議
論
が

で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う

と
懸
念
さ
れ
る
。

6
6

利
水
-
1
低
水
に
関
し
て
香
川
用
水
と
の
関
係
を
踏
ま
え
、

今
後
の
議
論
が
止
ま
ら
な
い
よ
う
、
何
と
か
数
値

目
標
が
設
定
で
き
な
い
か

一
方
、
何
ら
か
の
数
値
目
標
を
設
定
す
る
こ
と

や
、
利
水
に
関
す
る
検
討
を
継
続
し
て
い
く
た
め

に
は
、
香
川
用
水
の
通
水
を
含
め
、
既
存
の
慣
行

水
利
や
水
利
用
実
態
が
変
化
し
て
き
て
い
る
こ
と

も
踏
ま
え
、
今
後
も
土
器
川
お
よ
び
地
域
全
体
の

水
利
用
の
実
態
把
握
の
調
査
を
進
め
て
い
く
こ
と

が
重
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

(
2
)
 
河
川
水
の
適
正
な
利
用

　
河
川
水
の
適
正
な
利
用
に
つ
い
て
は
、
渇
水
時
の
農
業
被
害
を

最
小
限
に
抑
え
る
た
め
、
情
報
共
有
、
情
報
伝
達
体
制
を
整
備
す

る
と
と
も
に
、
関
係
機
関
と
連
携
し
て
水
利
用
に
関
す
る
調
整
に

努
め
、
さ
ら
な
る
調
査
・
検
討
を
進
め
る
。

必
要
な
デ
ー
タ
は
蓄
積
し

将
来
の
検
討
の
余
地
を
残

す
と
と
も
に
、
土
器
川
の

特
徴
を
活
か
し
た
考
え
方

の
検
討
を
し
て
欲
し
い
。

6
7

利
水
-
1
　
必
要
な
デ
ー
タ
は
で
き
る
だ
け
計
測
蓄
積
し
、

将
来
的
な
検
討
の
余
地
を
残
し
て
欲
し
い
。

　
一
般
的
な
検
討
手
法
の
み
で
な
く
、
土
器
川
の

特
徴
を
活
か
す
よ
う
な
考
え
方
で
検
討
し
て
い
た

だ
き
た
い
。

河
川
整
備
計
画
に
お
い
て
は
、
今
後
に
向
け
て
さ

ら
な
る
調
査
・
検
討
を
進
め
、
新
た
な
知
見
を
踏

ま
え
な
が
ら
計
画
の
見
直
し
を
行
う
と
し
て
い
ま

す
。

P
.
9
4
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
2
　
河
川
の
適
正
な
利
用
及
び
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持

に
関
す
る
事
項

　
土
器
川
に
お
け
る
河
川
の
適
正
な
利
用
及
び
流
水
の
正
常
な
機

能
の
維
持
に
関
す
る
現
状
と
課
題
を
踏
ま
え
、
実
施
項
目
は
以
下

の
と
お
り
と
す
る
。

　
な
お
、
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
定
期
的
な
水
量
、
水
質
調
査
等

の
継
続
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
よ
り
河
川
環
境
の
変
化
を
把
握

し
、
新
し
い
知
見
を
踏
ま
え
な
が
ら
実
施
項
目
を
見
直
す
な
ど
、

適
切
に
対
応
す
る
。

瀬
切
れ
河
川
が
土
器
川
の

特
徴
と
認
め
た
上
で
何
ら

か
の
目
標
が
設
定
で
き
な

い
か

6
8

利
水
-
1
瀬
切
れ
が
悪
い
と
言
う
わ
け
で
な
く
、
瀬
切
れ
が

土
器
川
の
特
徴
と
事
前
に
明
記
し
認
め
た
上
で
、

何
ら
か
の
数
値
目
標
が
設
定
で
き
な
い
か

(
1
)
 
適
切
な
流
水
管
理

　
丸
亀
平
野
の
地
域
農
業
を
支
え
る
農
業
用
水
及
び
水
道
用
水
の

安
定
し
た
取
水
と
流
水
の
正
常
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
、
河

川
の
水
量
、
水
質
等
を
把
握
し
、
適
切
な
流
水
管
理
に
努
め
る
。

ま
た
、
既
存
の
慣
行
水
利
や
水
利
用
実
態
が
変
化
し
て
き
て
い
る

こ
と
等
を
踏
ま
え
、
限
ら
れ
た
水
資
源
を
有
効
に
活
用
す
る
観
点

か
ら
、
関
係
機
関
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
現
状
の
複
雑
な
水
利

用
の
実
態
の
調
査
・
把
握
を
行
い
、
さ
ら
な
る
調
査
・
検
討
を
進

め
る
。

P
.
9
9
5
-
3
　
河
川
整
備
の
調
査
研
究

　
河
川
に
関
す
る
調
査
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
治
水
・
利
水
を
中
心

に
行
わ
れ
て
き
た
。
一
方
、
近
年
は
自
然
環
境
に
対
す
る
意
識
の

高
ま
り
に
よ
っ
て
河
川
や
そ
の
周
辺
の
動
植
物
の
生
息
・
生
育
・

繁
殖
環
境
に
関
す
る
情
報
の
収
集
・
蓄
積
や
調
査
・
研
究
が
進
め

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
近
年
、
河
川
の
機
能
と

し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
土
砂
移
動
に
つ
い
て
の
調
査
・
研
究
が
進

め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、
土
器
川
で
は
、
局
所
的
な
深
掘

れ
、
流
域
に
お
け
る
土
砂
移
動
に
関
す
る
研
究
や
、
河
川
流
量
と

伏
流
水
・
瀬
切
れ
と
の
関
係
性
な
ど
の
水
循
環
に
関
す
る
研
究
を

水
利
用
実
態
の
調
査
・
把
握
の
上
、
今
後
も
さ
ら
に
進
め
る
。
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
1
6/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

伏
流
水
調
査
に
つ

い
て

土
器
川
流
域
の
伏
流
水
の

調
査
は
可
能
な
の
か

8
8

利
水
-
2
土
器
川
流
域
の
伏
流
水
の
調
査
は
可
能
な
の
か

現
状
の
複
雑
な
水
利
用
の
実
態
把
握
の
た
め
、
関

係
機
関
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
調
査
・
検
討
を

進
め
て
い
き
ま
す
。

P
.
9
4
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
2
　
河
川
の
適
正
な
利
用
及
び
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持

に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
適
切
な
流
水
管
理

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
ま
た
、
既
存
の
慣
行
水
利
や
水
利
用
実
態
が
変
化
し
て
き
て
い

る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
限
ら
れ
た
水
資
源
を
有
効
に
活
用
す
る
観

点
か
ら
、
関
係
機
関
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
現
状
の
複
雑
な
水

利
用
の
実
態
の
調
査
・
把
握
を
行
い
、
さ
ら
な
る
調
査
・
検
討
を

進
め
る
。

農
業
用
水
の
在
り

方
と
計
画
の
関
係

に
つ
い
て

農
業
用
水
の
在
り
方
の
変

化
に
伴
い
計
画
の
見
直
し

が
必
要
と
な
る
の
で
は
な

い
か

1
0
6

利
水
-
3
　
田
畑
は
貯
水
の
役
割
を
し
て
い
る
と
思
う
が
、

今
後
の
農
業
の
在
り
方
に
よ
っ
て
は
計
画
の
変
更

が
必
要
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

既
存
の
慣
行
水
利
が
今
後
変
化
し
て
い
く
可
能
性

も
踏
ま
え
、
計
画
を
見
直
す
上
で
、
現
状
の
水
利

用
の
実
態
把
握
が
重
要
で
あ
り
、
今
後
、
関
係
機

関
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
調
査
・
検
討
を
進
め

て
い
き
ま
す
。

P
.
9
4
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
2
　
河
川
の
適
正
な
利
用
及
び
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持

に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
適
切
な
流
水
管
理

　
丸
亀
平
野
の
地
域
農
業
を
支
え
る
農
業
用
水
及
び
水
道
用
水
の

安
定
し
た
取
水
と
流
水
の
正
常
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
、
河

川
の
水
量
、
水
質
等
を
把
握
し
、
適
切
な
流
水
管
理
に
努
め
る
。

ま
た
、
既
存
の
慣
行
水
利
や
水
利
用
実
態
が
変
化
し
て
き
て
い
る

こ
と
等
を
踏
ま
え
、
限
ら
れ
た
水
資
源
を
有
効
に
活
用
す
る
観
点

か
ら
、
関
係
機
関
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
現
状
の
複
雑
な
水
利

用
の
実
態
の
調
査
・
把
握
を
行
い
、
さ
ら
な
る
調
査
・
検
討
を
進

め
る
。

水
融
通
に
つ
い
て
貯
水
施
設
を
流
域
外
に
設

置
は
で
き
な
い
か
。

8
9

利
水
-
4
　
貯
水
施
設
を
流
域
外
に
設
置
は
で
き
な
い
か
。

　
消
防
用
の
水
の
確
保
と
と
も
に
丸
亀
城
堀
に
還

流
さ
せ
て
浄
化
に
利
用
で
き
な
い
の
か
。

　
水
利
権
の
問
題
に
つ
い
て
は
非
か
ん
が
い
期
の

利
用
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。

施
設
設
置
に
お
い
て
は
、
そ
の
必
要
性
等
を
検
証

す
る
た
め
、
現
状
の
把
握
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
今
後
も
関
係
機
関
と
連
携
し
、
水
利

用
の
把
握
に
努
め
ま
す
。

ま
た
、
渇
水
へ
の
対
応
と
し
て
、
河
川
管
理
者
、

利
水
者
及
び
関
係
機
関
が
連
携
し
、
情
報
共
有
に

努
め
、
節
水
の
呼
び
か
け
な
ど
地
域
全
体
で
の
取

り
組
み
に
努
め
ま
す
。

P
.
9
4
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
2
　
河
川
の
適
正
な
利
用
及
び
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持

に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
適
切
な
流
水
管
理

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
ま
た
、
既
存
の
慣
行
水
利
や
水
利
用
実
態
が
変
化
し
て
き
て
い

る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
限
ら
れ
た
水
資
源
を
有
効
に
活
用
す
る
観

点
か
ら
、
関
係
機
関
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
現
状
の
複
雑
な
水

利
用
の
実
態
の
調
査
・
把
握
を
行
い
、
さ
ら
な
る
調
査
・
検
討
を

進
め
る
。

貯
水
・
迂
回
な
ど
の
水
融

通
を
し
て
は
ど
う
か

1
0
7

利
水
-
4
　
利
水
に
つ
い
て
、
貯
水
（
プ
ー
ル
）
や
水
の
回

遊
方
法
を
と
っ
て
は
ど
う
か
。

(
2
)
 
渇
水
へ
の
対
応

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
、
地
域
住
民
や
社
会
経
済
活
動
に

影
響
を
与
え
る
渇
水
へ
の
対
応
と
し
て
、
河
川
管
理
者
、
利
水
者

及
び
関
係
機
関
が
連
携
し
、
流
況
等
の
情
報
共
有
に
努
め
る
。

　
ま
た
、
地
域
住
民
等
へ
節
水
を
呼
び
か
け
る
な
ど
、
地
域
全

体
で
の
取
り
組
み
に
努
め
る
。
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
1
7/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

水
質
改
善
に
つ
い

て
生
活
排
水
の
流
入
対
策
を

し
て
欲
し
い
。

3
5

水
質
-
1
水
質
が
悪
化
す
れ
ば
、
親
水
性
を
損
な
う
の
で
、

生
活
排
水
の
流
入
対
策
を
し
て
欲
し
い
。

支
川
古
子
川
に
は
水
質
浄
化
施
設
が
設
置
済
み
で

あ
る
も
の
の
、
環
境
基
準
を
満
足
で
き
な
い
状
況

に
あ
る
た
め
、
水
質
改
善
へ
の
啓
発
活
動
に
努

め
、
地
域
と
一
体
と
な
っ
た
汚
濁
負
荷
の
低
減
に

努
め
ま
す
。

P
.
9
6
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
3
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

(
3
)
 
水
質
の
改
善

　
河
川
水
質
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
定
期
的
に
水
質
観
測
を
行

い
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
河
川
の
利
用
状
況
、
地
域
の
水

利
用
状
況
、
現
状
の
環
境
を
考
慮
し
、
下
水
道
等
の
関
連
事
業
や

自
治
体
等
の
関
係
機
関
と
の
連
携
・
調
整
に
努
め
る
。

　
ま
た
、
家
庭
か
ら
の
生
活
排
水
に
つ
い
て
も
、
各
家
庭
で
の
調

理
く
ず
や
使
用
後
の
食
用
油
の
処
理
、
洗
剤
の
適
正
な
利
用
等
の

水
質
改
善
へ
の
啓
発
活
動
等
に
努
め
、
地
域
と
一
体
と
な
っ
た
流

域
の
汚
濁
負
荷
の
低
減
に
努
め
る
。

河
道
内
に
炭
袋
敷
設
な
ど

の
水
質
改
善
事
業
を
提
案

す
る
。

3
7

水
質
-
1
河
道
内
に
２
k
m
毎
に
、
炭
袋
を
敷
く
な
ど
水
質
悪

化
を
防
ぐ
事
業
を
提
案
し
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
「
土
器
川
水
系
水
質
汚
濁
防
止
連
絡
協
議
会
」
等
を

通
じ
て
関
係
機
関
や
地
域
住
民
と
の
連
携
を
図
り
、
現
状
の
良
好

な
水
質
の
保
全
と
と
も
に
、
環
境
基
準
を
満
足
し
て
い
な
い
区
間

の
水
質
の
改
善
に
努
め
る
。

レ
キ
河
原
と
溜
ま

り
の
保
全
に
つ
い

て

河
道
掘
削
と
と
も
に
除
草

し
て
、
レ
キ
河
原
に
出
来

な
い
の
か
。

2
環
境
-
1
環
境
面
か
ら
見
て
、
河
道
内
に
は
草
が
い
っ
ぱ
い

で
盛
り
上
が
っ
て
お
り
、
非
常
に
見
た
目
が
よ
く

な
い
。

河
道
を
掘
っ
て
川
ら
し
く
（
レ
キ
河
原
）
出
来
な

い
の
か
。

瀬
切
れ
が
頻
発
し
河
川
水
が
少
な
い
た
め
、
河
床

に
草
が
繁
茂
し
て
お
り
、
す
べ
て
を
除
草
す
る
に

は
コ
ス
ト
面
で
困
難
で
す
。

し
か
し
、
本
整
備
計
画
に
お
い
て
は
、
土
器
川
の

特
徴
で
あ
る
「
レ
キ
河
原
の
保
全
」
と
「
水
辺
空

間
の
保
全
」
を
環
境
面
の
目
標
と
し
て
お
り
、
レ

キ
河
原
お
よ
び
溜
ま
り
が
環
境
上
重
要
な
個
所
に

お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
保
全
に
努
め
ま
す
。

P
.
7
6
4
-
1
　
河
川
工
事
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所
並
び
に
当
該

河
川
工
事
の
施
行
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
河
川
管
理
施
設
の
機
能
の

概
要

4
-
1
-
2
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
動
植
物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
環
境
の
保
全

2
)
土
器
川
下
流
域
（
土
器
川
潮
止
堰
～
大
川
頭
首
工
）

②
レ
キ
河
原
の
保
全

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
こ
の
砂
州
部
の
高
さ
の
上
昇
は
、
増
水
時
に
お
け
る
砂
州
の
冠

水
頻
度
を
減
少
さ
せ
、
砂
州
上
の
草
地
化
や
樹
林
化
の
拡
大
を
さ

ら
に
助
長
す
る
た
め
、
レ
キ
河
原
の
減
少
が
懸
念
さ
れ
る
。

　
こ
の
た
め
、
動
植
物
の
生
育
・
生
息
・
繁
殖
環
境
と
し
て
特
に

レ
キ
河
原
が
重
要
と
考
え
ら
れ
る
区
間
に
つ
い
て
は
、
河
道
状
況

や
河
道
内
樹
木
の
拡
大
等
の
変
化
を
注
視
し
つ
つ
、
増
水
時
に
自

然
営
力
に
よ
る
適
度
な
河
床
の
攪
拌
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
対
策
を

必
要
に
応
じ
て
実
施
し
、
レ
キ
河
原
の
保
全
に
努
め
る
。

河
川
植
物
を
再
生
す
る
た

め
レ
キ
河
原
の
形
成
と
流

水
の
少
な
い
中
・
下
流
に

人
工
の
水
溜
ま
り
を
作
る

必
要
が
あ
る
。

3
6

環
境
-
1
年
間
を
通
し
て
流
水
の
少
な
い
中
・
下
流
で
は
、

人
工
の
水
溜
ま
り
を
作
る
必
要
が
あ
る
。

河
川
植
物
を
再
生
す
る
た
め
に
は
、
人
為
的
の
レ

キ
河
原
を
形
成
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

P
.
7
5
4
-
1
-
2
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
動
植
物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
環
境
の
保
全

2
)
土
器
川
下
流
域
（
土
器
川
潮
止
堰
～
大
川
頭
首
工
）

①
水
辺
環
境
の
保
全

　
土
器
川
下
流
域
は
、
流
水
が
伏
流
し
て
日
常
的
に
瀬
切
れ
が
発

生
し
、
魚
類
な
ど
の
水
生
生
物
に
は
厳
し
い
生
息
環
境
と
な
っ
て

い
る
。

　
土
器
川
の
一
部
の
水
制
工
は
、
洪
水
時
に
水
制
工
の
先
端
で
発

生
す
る
河
床
洗
掘
に
よ
り
伏
流
水
が
湧
水
す
る
溜
ま
り
を
形
成

し
、
瀬
切
れ
区
間
で
の
貴
重
な
水
辺
空
間
と
な
っ
て
い
る
。
今
後

も
そ
の
効
果
を
注
視
し
つ
つ
水
辺
環
境
の
保
全
に
努
め
る
。
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
1
8/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

水
環
境
に
つ
い
て
出
水
を
維
持
し
た
整
備
を

行
い
、
美
し
い
水
を
子
供

た
ち
に
残
し
て
欲
し
い
。

3
2

環
境
-
2
今
あ
る
出
水
を
大
切
に
し
た
整
備
を
行
い
、
美
し

い
水
を
子
供
た
ち
に
残
し
て
あ
げ
た
い
。

伏
流
水
を
取
水
す
る
独
特
の
取
水
方
法
で
あ
る
出

水
と
と
も
に
、
環
境
学
習
の
場
を
子
供
た
ち
に
提

供
す
る
た
め
、
「
水
辺
の
楽
校
」
を
整
備
し
て
い

ま
す
。

今
後
も
、
利
用
促
進
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

P
.
8
0
4
-
1
　
河
川
工
事
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所
並
び
に
当
該

河
川
工
事
の
施
行
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
河
川
管
理
施
設
の
機
能
の

概
要

4
-
1
-
2
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

(
3
)
 
河
川
空
間
の
利
用

2
)
 
体
験
学
習
、
環
境
学
習
の
場
の
提
供

　
将
来
を
担
う
子
供
達
の
河
川
へ
の
意
識
や
関
心
を
高
め
、
河
川

環
境
の
保
全
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
た
め
、
出
水
、
霞
堤
、

レ
キ
河
原
な
ど
の
特
徴
的
な
河
川
環
境
を
有
す
る
土
器
川
を

フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
学
習
の
場
の
提
供
及
び
自
然
体
験
活
動
、
環

境
学
習
の
支
援
を
行
う
。

土
器
川
生
物
公
園

の
利
用
・
管
理
に

つ
い
て

土
器
川
生
物
公
園
の
利

用
・
管
理
に
お
い
て
、
人

間
と
動
植
物
を
住
み
分
け

る
必
要
が
あ
る
。

6
環
境
-
3
土
器
川
生
物
公
園
の
利
用
・
管
理
が
自
然
破
壊
と

な
ら
な
い
よ
う
、
人
間
と
動
植
物
の
住
み
分
け
を

考
え
ま
せ
ん
か
。

本
整
備
計
画
に
お
い
て
は
、
自
然
環
境
の
保
全
に

配
慮
し
な
が
ら
河
川
の
適
正
な
管
理
を
行
う
と
と

も
に
、
現
状
の
河
川
利
用
機
能
の
維
持
に
努
め
て

い
き
ま
す
。

P
.
9
5
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
3
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

(
2
)
 
河
川
空
間
の
適
正
な
利
用

　
土
器
川
の
河
川
空
間
は
、
公
園
や
各
種
イ
ベ
ン
ト
会
場
と
し
て

利
用
さ
れ
て
お
り
、
地
域
住
民
の
ス
ポ
ー
ツ
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
の
場
、
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
引
き
続
き
こ
れ
ら
の
機
能

が
確
保
さ
れ
る
よ
う
関
係
自
治
体
等
と
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、

自
然
環
境
の
保
全
に
配
慮
し
な
が
ら
、
現
状
の
河
川
利
用
機
能
の

維
持
に
努
め
る
。

河
川
敷
の
公
園
・

グ
ラ
ウ
ン
ド
整
備

に
つ
い
て

河
川
敷
に
公
園
・
グ
ラ
ン

ド
等
を
作
る
べ
き
で
は
な

い
。

3
1

環
境
-
4
川
は
水
を
流
す
為
の
場
所
で
あ
り
、
河
道
内
に
公

園
や
グ
ラ
ウ
ン
ド
等
を
作
る
べ
き
で
は
な
い
。

土
器
川
は
地
域
の
貴
重
な
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
と

し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
も
「
土
器
川

水
系
河
川
空
間
管
理
計
画
」
を
踏
ま
え
、
治
水
・

利
水
・
環
境
と
の
調
和
を
図
り
な
が
ら
、
適
正
な

河
川
利
用
を
推
進
し
て
き
ま
し
た
。

今
後
も
、
治
水
面
で
支
障
の
な
い
範
囲
で
既
存
施

設
の
利
用
促
進
に
努
め
ま
す
。

P
.
6
8
3
-
6
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
目
標

(
3
)
 
河
川
空
間
の
利
用
に
関
す
る
目
標

　
人
と
川
と
の
ふ
れ
あ
い
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
環
境
学
習
の

場
等
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
平
成
元
年
3月
に
策
定
さ
れ
た
「
土

器
川
水
系
河
川
空
間
管
理
計
画
」
を
踏
ま
え
、
治
水
・
利
水
・
環

境
と
の
調
和
を
図
り
、
地
域
の
人
々
の
生
活
の
基
盤
や
歴
史
・
風

土
・
文
化
を
形
成
し
て
き
た
土
器
川
の
恵
み
を
活
か
し
つ
つ
、
適

正
な
河
川
の
利
用
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
努
め
る
。

　
ま
た
、
関
係
機
関
や
地
域
住
民
と
連
携
し
、
貴
重
な
自
然
や
水

辺
空
間
と
の
ふ
れ
あ
い
を
体
験
で
き
る
施
策
を
推
進
す
る
こ
と
に

よ
り
、
人
々
が
憩
い
・
親
し
め
・
学
べ
る
川
づ
く
り
に
努
め
る
。

堤
防
上
の
自
転
車

専
用
道
路
整
備
に

つ
い
て

エ
コ
対
策
と
健
康
促
進
の

た
め
に
、
堤
防
上
に
自
転

車
専
用
道
路
を
整
備
し
て

欲
し
い
。

4
7

環
境
-
5
堤
防
上
に
自
転
車
専
用
道
路
の
建
造
を
提
案
す

る
。
C
O
2
排
出
量
の
削
減
に
よ
る
エ
コ
対
策
や
健
康

増
進
が
図
れ
、
国
保
税
の
負
担
減
少
に
な
る
と
思

う
。

土
器
川
に
は
、
河
川
敷
上
に
大
規
模
自
転
車
道
が

整
備
済
み
で
あ
り
、
既
存
施
設
の
利
用
促
進
を
図

り
ま
す
。

P
.
9
5
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
3
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

(
2
)
 
河
川
空
間
の
適
正
な
利
用

　
土
器
川
の
河
川
空
間
は
、
公
園
や
各
種
イ
ベ
ン
ト
会
場
と
し
て

利
用
さ
れ
て
お
り
、
地
域
住
民
の
ス
ポ
ー
ツ
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
の
場
、
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
引
き
続
き
こ
れ
ら
の
機
能

が
確
保
さ
れ
る
よ
う
関
係
自
治
体
等
と
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、

自
然
環
境
の
保
全
に
配
慮
し
な
が
ら
、
現
状
の
河
川
利
用
機
能
の

維
持
に
努
め
る
。
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
1
9/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

山
林
整
備
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
つ
い
て
山
林
整
備
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
か
ら
、
山
の
保
水
力

や
自
然
の
恩
恵
を
体
験
で

き
る
事
業
を
実
施
し
て
ほ

し
い
。

3
8

環
境
-
6
山
の
保
水
力
を
見
直
す
点
か
ら
、
山
林
整
備
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
を
考
案
し
、
子
ど
も
た
ち
が
山
の

自
然
と
ふ
れ
合
い
、
そ
の
恵
み
を
体
験
で
き
る
事

業
を
実
施
し
て
欲
し
い
。

河
川
の
成
り
立
ち
は
流
域
一
連
の
視
点
か
ら
、
治

水
・
利
水
・
環
境
お
よ
び
防
災
面
で
地
域
や
関
係

機
関
と
の
連
携
は
不
可
欠
で
あ
り
、
行
政
界
を
越

え
た
連
携
・
取
り
組
み
が
必
要
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

今
後
の
取
り
組
み
と
し
て
、
関
係
機
関
の
各
々
の

役
割
を
認
識
し
つ
つ
よ
り
一
層
の
連
携
・
協
働
し

た
取
り
組
み
に
努
め
ま
す
。

P
.
9
7
4
-
2
　
河
川
の
維
持
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所

4
-
2
-
3
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

(
4
)
 
地
域
と
一
体
と
な
っ
た
河
川
管
理

2
)
 
川
に
親
し
む
取
り
組
み

　
身
近
な
自
然
で
あ
る
土
器
川
に
親
し
め
る
自
然
体
験
活
動
な
ど

を
通
し
て
、
将
来
を
担
う
子
供
た
ち
の
環
境
教
育
へ
の
積
極
的
な

支
援
を
行
う
。
具
体
的
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
実
施
し
て
き
た
水

生
生
物
調
査
や
土
器
川
を
利
用
し
た
環
境
学
習
、
自
然
体
験
学
習

の
場
の
提
供
等
を
、
地
域
の
方
々
と
連
携
し
て
推
進
し
て
い
く
。

P
.
9
8
5
.
　
今
後
に
向
け
て

　
土
器
川
で
は
、
洪
水
か
ら
生
命
と
財
産
を
守
り
、
水
利
用
も
含

め
、
地
域
住
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
社
会
基
盤
の
整
備

を
図
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
河
川
は
、
多
様
な
生
物
の
貴
重
な

生
息
・
生
育
・
繁
殖
の
場
で
あ
る
と
と
も
に
、
人
々
が
水
や
自
然

と
ふ
れ
あ
う
場
で
も
あ
り
、
人
と
川
、
川
と
地
域
と
が
共
生
す
る

川
づ
く
り
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
丸
亀
平
野
の

合
理
的
な
水
利
用
に
向
け
た
取
り
組
み
が
必
要
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
に
は
、
地
域
住
民
、
自
治
体
、
関
係
機
関
、
河
川
管

理
者
等
が
、
土
器
川
流
域
の
情
報
を
共
有
し
、
連
携
・
協
働
し
て

取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

5
-
1
　
地
域
住
民
、
関
係
機
関
と
の
連
携
、
協
働

　
洪
水
に
よ
る
被
害
の
発
生
を
防
止
、
軽
減
す
る
た
め
に
は
、
防

災
に
係
わ
る
関
係
機
関
と
相
互
に
連
携
・
協
力
し
て
防
災
対
策
に

取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
ま
た
、
今
後
は
地
球
温
暖
化
に
伴
う
気
候
変
化
に
よ
り
、
洪
水

等
の
増
大
、
水
害
リ
ス
ク
の
増
大
、
河
川
環
境
の
変
化
等
が
見
込

ま
れ
て
お
り
、
土
器
川
流
域
の
特
性
等
に
照
ら
し
て
、
そ
の
影
響

に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
。

　
さ
ら
に
、
河
川
は
、
多
様
な
生
物
を
育
む
地
域
固
有
の
自
然
公

物
で
あ
り
、
河
川
環
境
は
流
域
環
境
と
一
連
の
も
の
で
あ
る
。
河

川
環
境
を
保
全
し
て
い
く
た
め
に
は
、
河
川
に
お
け
る
取
り
組
み

と
地
域
に
お
け
る
取
り
組
み
が
一
体
と
な
っ
て
進
め
ら
れ
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

　
こ
の
た
め
、
地
域
住
民
、
市
民
団
体
、
学
識
経
験
者
、
自
治

体
、
河
川
管
理
者
等
が
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
に
加
え
て
、
各
々

の
役
割
を
認
識
し
つ
つ
、
よ
り
一
層
連
携
・
協
働
し
た
取
り
組
み

を
行
う
よ
う
努
め
る
。
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
2
0/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

河
道
内
の
桜
並
木

整
備
に
つ
い
て

大
規
模
自
転
車
道
沿
い
に

桜
並
木
の
整
備
を
提
案
す

る
。

3
9

環
境
-
7
堤
防
へ
の
植
樹
は
堤
体
へ
悪
影
響
を
及
ぼ
す
た

め
、
大
規
模
自
転
車
道
沿
い
に
桜
並
木
を
整
備

し
、
観
光
地
と
し
て
の
利
用
を
提
案
す
る
。

吉
野
地
区
に
桜
つ
づ
み
が
整
備
済
み
で
あ
り
、
近

傍
施
設
と
一
体
と
な
っ
た
利
用
環
境
を
整
備
し
て

い
ま
す
。

P
.
5
4
2
-
3
　
河
川
環
境
の
現
状
と
課
題

(
3
)
 
河
川
空
間
の
利
用

3
)
土
器
川
下
流
域
・
下
流
汽
水
域
（
河
口
～
大
川
頭
首
工
）

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
平
成
2
0
年
度
に
は
、
近
傍
の
高
齢
者
福
祉
施
設
、
霞
堤
、
桜
づ

つ
み
等
の
施
設
と
一
体
と
な
っ
て
、
3世
代
交
流
に
よ
る
人
づ
く

り
の
場
や
環
境
学
習
・
体
験
学
習
の
場
の
提
供
を
目
的
と
し
て
、

「
長
尾
地
区
ふ
れ
あ
い
パ
ー
ク
」
を
整
備
し
て
い
る
。

香
川
県
を
代
表
す
る
讃
岐

富
士
景
観
ス
ポ
ッ
ト
と
し

て
、
土
手
に
桜
が
欲
し

い
。

5
2

環
境
-
7
香
川
県
を
代
表
す
る
景
観
は
、
川
下
の
旧
国
道
か

ら
の
山
の
線
が
シ
ャ
ー
プ
で
美
し
い
が
、
何
か
足

り
な
い
。
そ
れ
は
「
桜
」
だ
と
思
う
。

讃
岐
富
士
景
観
の
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
土
手
に
桜
が

欲
し
い
。

治
水
と
環
境
の
両

立
（
多
自
然
川
づ

く
り
）
に
つ
い
て

治
水
と
環
境
の
両
立
が
で

き
る
近
自
然
工
法
の
専
門

家
に
設
計
し
て
欲
し
い
。

4
9

環
境
-
8
治
水
と
環
境
を
両
立
し
、
本
当
の
「
多
自
然
川
づ

く
り
の
推
進
」
の
た
め
、
近
自
然
工
法
の
専
門
家

に
よ
る
設
計
を
お
願
い
し
ま
す
。

河
川
工
事
に
際
し
て
は
、
「
多
自
然
川
づ
く
り
」

の
理
念
に
基
づ
き
、
現
状
の
河
川
環
境
へ
の
影
響

を
最
小
限
に
留
め
る
保
全
対
策
に
努
め
ま
す
。

P
.
6
6
3
-
6
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
目
標

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
こ
の
た
め
、
河
川
環
境
に
関
す
る
目
標
と
し
て
は
、
平
成
元
年

3
月
に
策
定
さ
れ
た
「
土
器
川
水
系
河
川
環
境
管
理
基
本
計
画
」

の
基
本
理
念
を
踏
ま
え
、
現
在
の
土
器
川
に
形
成
さ
れ
る
貴
重
な

動
植
物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
環
境
及
び
河
川
景
観
の
保
全
に
努

め
る
と
と
も
に
、
将
来
に
わ
た
り
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
や

自
然
体
験
活
動
、
環
境
学
習
等
の
場
と
し
て
適
正
な
河
川
利
用
が

図
ら
れ
る
よ
う
に
、
関
係
機
関
や
地
域
住
民
と
連
携
し
、
人
々
が

憩
い
・
親
し
め
・
学
べ
る
川
づ
く
り
に
努
め
る
。

堤
防
を
強
固
に
造
る
の
は

大
事
だ
が
、
美
し
さ
も
必

要
と
思
う
。

5
3

環
境
-
8
土
器
川
に
は
対
岸
か
ら
観
た
美
し
さ
が
乏
し
く
、

堤
防
は
強
固
に
築
堤
す
る
こ
と
は
大
事
で
す
が
、

美
し
さ
も
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

堤
防
は
治
水
に
対
す
る
安
全
確
保
を
目
的
と
し
て

築
造
さ
れ
て
お
り
、
急
流
河
川
の
土
器
川
に
お
い

て
は
、
堤
防
を
強
固
な
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

堤
防
や
河
岸
を
保
護
す
る
護
岸
の
種
類
と
し
て
修

景
に
配
慮
し
た
も
の
が
あ
り
、
必
要
に
応
じ
て
景

観
に
配
慮
し
た
工
法
も
考
え
て
い
き
ま
す
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
の
目
標
の
実
現
に
向
け
、
河
川
環
境
に
関
す
る

基
礎
情
報
を
活
用
し
、
治
水
・
利
水
・
環
境
と
の
整
合
を
図
り
つ

つ
、
今
後
も
継
続
し
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
に
よ
り
環
境
の
評

価
を
行
い
、
環
境
保
全
に
向
け
た
対
策
等
を
必
要
に
応
じ
て
関
係

機
関
や
地
域
住
民
と
連
携
し
な
が
ら
行
う
。

　
な
お
、
河
川
工
事
等
の
際
に
は
「
多
自
然
川
づ
く
り
」
の
理
念

に
基
づ
き
、
地
域
の
歴
史
・
文
化
と
の
調
和
に
配
慮
す
る
と
と
も

に
、
現
状
の
河
川
環
境
へ
の
影
響
を
最
小
限
に
留
め
る
保
全
対
策

に
努
め
る
。
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
2
1/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

「
目
標
」
と
「
保

全
」
の
記
載
内
容

の
対
応
に
つ
い
て

「
目
標
」
で
挙
げ
た
問
題

点
を
「
保
全
」
で
も
記
載

し
対
応
す
る
よ
う
に
す
べ

き
で
あ
る

6
3

環
境
-
9
「
(
1
)
動
植
物
生
息
・
生
育
・
繁
殖
に
関
す
る
目

標
」
で
、
「
良
好
な
水
質
」
と
「
多
様
な
水
際
と

水
域
環
境
」
と
「
治
水
」
と
、
そ
う
い
う
言
葉
と

し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
保
全
で
も
「
治

水
」
の
み
で
な
く
、
目
標
で
挙
げ
た
問
題
を
記
載

し
た
方
が
よ
い

治
水
対
策
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
現
状
の
良
好

な
河
川
環
境
へ
の
影
響
を
最
小
限
と
す
る
配
慮
を

行
う
と
し
て
い
ま
す
。

P
.
6
7
3
-
6
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
目
標

(
1
)
 
動
植
物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
に
関
す
る
目
標

1
)
 
土
器
川
中
流
域
（
大
川
頭
首
工
～
国
管
理
区
間
上
流
端
）

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
こ
の
た
め
、
良
好
な
水
質
で
多
様
な
水
際
・
水
域
環
境
及
び
治

水
に
影
響
の
な
い
範
囲
で
河
畔
林
の
保
全
に
努
め
る
。

「
現
状
の
良
好
な
河
川
環
境
」
に
つ
い
て
、
目
標

と
実
施
で
対
応
す
る
よ
う
記
述
を
修
正
し
ま
す
。

P
.
7
4
4
-
1
　
河
川
工
事
の
目
的
、
種
類
及
び
施
行
の
場
所
並
び
に
当
該

河
川
工
事
の
施
行
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
河
川
管
理
施
設
の
機
能
の

概
要

4
-
1
-
2
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
事
項

(
1
)
 
動
植
物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
環
境
の
保
全

1
)
 
土
器
川
中
流
域
（
大
川
頭
首
工
～
国
管
理
区
間
上
流
端
）

①
水
域
と
一
体
と
な
っ
た
河
畔
林
の
保
全

＜
こ
の
間
省
略
＞

　
こ
の
た
め
、
貴
重
な
水
辺
環
境
の
保
全
の
観
点
か
ら
、
洪
水
を

安
全
に
流
下
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
治
水
事
業
の
実
施
に
お
い
て

は
、
掘
削
面
の
緩
傾
斜
化
等
に
よ
る
縦
横
断
連
続
性
を
確
保
す
る

な
ど
、
現
状
の
良
好
な
水
質
で
多
様
な
水
際
・
水
域
環
境
に
対
し

て
河
道
形
状
の
改
変
に
よ
る
影
響
が
最
小
限
と
な
る
よ
う
配
慮

し
、
治
水
に
影
響
の
な
い
範
囲
で
ム
ク
ノ
キ
、
エ
ノ
キ
な
ど
の
河

畔
林
の
保
全
に
努
め
る
。

環
境
面
で
特
徴
的

な
土
器
川
に
つ
い

て

「
こ
の
厳
し
い
河
川
環

境
」
と
い
う
記
述
を
具
体

的
と
し
、
「
特
徴
的
な
土

器
川
」
が
生
き
て
く
る
、

わ
か
り
や
す
い
標
記
と
し

て
欲
し
い

6
9

環
境
-
1
0
数
値
目
標
は
難
し
い
と
し
て
も
、
「
こ
の
厳
し
い

河
川
環
境
」
「
特
徴
的
な
土
器
川
」
を
具
体
的
に

表
記
し
、
わ
か
り
や
す
く
し
て
欲
し
い
。

常
時
水
域
が
存
在
す
る
河
川
内
に
は
、
多
様
な
動

植
物
の
生
息
場
が
形
成
さ
れ
、
自
然
豊
か
な
河
川

環
境
の
形
成
が
確
認
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
土
器
川
の
下
流
域
は
、
瀬
切
れ
の
頻
発

に
よ
り
限
ら
れ
た
水
域
し
か
存
在
で
き
ず
、
動
植

物
に
と
っ
て
非
常
に
厳
し
い
生
息
・
生
育
・
繁
殖

環
境
と
な
っ
て
い
ま
す
。

P
.
6
6
3
-
6
　
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
す
る
目
標

(
1
)
 
動
植
物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
に
関
す
る
目
標

　
河
川
に
お
け
る
環
境
の
整
備
と
保
全
に
関
し
て
は
、
厳
し
い
河

川
環
境
に
あ
っ
て
特
徴
的
な
土
器
川
の
河
川
環
境
を
保
全
す
る
こ

と
を
目
的
に
各
種
対
策
を
実
施
し
、
土
器
川
の
特
徴
的
な
環
境
に

依
存
す
る
動
植
物
の
生
息
・
生
育
・
繁
殖
環
境
の
保
全
に
努
め

る
。
ま
た
、
河
川
工
事
の
実
施
に
お
い
て
は
、
河
川
環
境
に
与
え

る
影
響
を
最
小
限
に
抑
え
る
よ
う
努
め
る
。

一
方
、
他
の
常
時
水
域
が
確
保
さ
れ
て
い
る
河
川

に
比
べ
、
厳
し
い
河
川
環
境
で
あ
る
も
の
の
、
土

器
川
独
特
の
河
川
環
境
に
依
存
し
た
多
様
な
種
の

生
息
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
古
く
か
ら
の
こ
の
様
な
厳
し
い
河
川

環
境
が
土
器
川
の
特
徴
と
と
ら
え
、
可
能
な
限
り

現
状
の
な
か
で
も
良
好
な
河
川
環
境
を
保
全
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

P
.
6
7
2
)
 
土
器
川
下
流
域
（
土
器
川
潮
止
堰
～
大
川
頭
首
工
）

　
土
器
川
の
下
流
域
は
、
流
水
が
伏
流
し
て
日
常
的
に
瀬
切
れ
が

発
生
し
、
高
柳
橋
か
ら
中
方
橋
間
で
は
年
間
平
均
で
約
20
0日
以

上
も
瀬
切
れ
が
発
生
す
る
反
面
、
洪
水
流
は
流
速
が
速
い
た
め
、

魚
類
や
他
の
水
生
生
物
に
は
非
常
に
厳
し
い
生
息
環
境
と
な
っ
て

い
る
。

　
し
か
し
、
河
床
に
広
が
る
レ
キ
河
原
は
、
イ
ヌ
ハ
ギ
、
カ
ワ
ラ

ケ
ツ
メ
イ
な
ど
の
植
物
が
生
育
し
、
イ
カ
ル
チ
ド
リ
な
ど
の
鳥
類

の
繁
殖
場
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
瀬
切
れ
区
間
に
点
在
す
る
溜

ま
り
は
、
ム
ギ
ツ
ク
、
シ
マ
ド
ジ
ョ
ウ
、
オ
オ
ヨ
シ
ノ
ボ
リ
な
ど

の
魚
類
の
貴
重
な
生
息
・
成
育
環
境
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
た
め
、
動
植
物
の
貴
重
な
生
息
・
生
育
環
境
で
あ
る
溜
ま

り
及
び
レ
キ
河
原
の
保
全
に
努
め
る
。
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
2
2/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

中
方
橋
下
流
の
石

段
の
公
園
の
現
状

に
つ
い
て

中
方
橋
下
流
の
石
段
の
公

園
が
、
洪
水
後
に
は
埋

ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ

う
だ
が
、
そ
の
後
ど
う

な
っ
た
の
か
。

3
そ
の
他
-

1
中
方
橋
の
下
流
の
と
こ
ろ
に
以
前
は
、
石
段
の
公

園
が
あ
り
ま
し
た
が
、
洪
水
後
に
は
全
部
埋
ま
っ

て
し
ま
っ
た
ま
ま
放
っ
た
ら
か
し
に
な
っ
て
い
る

よ
う
な
感
じ
で
す
が
、
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
す

か
。

土
器
川
は
洪
水
の
た
び
に
み
お
筋
が
移
動
す
る
特

性
の
た
め
、
公
園
の
対
岸
に
み
お
筋
が
移
動
し
、

公
園
前
面
の
河
岸
の
階
段
に
土
砂
が
堆
積
し
て
い

る
状
況
で
す
。

た
だ
し
、
平
均
的
な
河
床
の
高
さ
と
い
う
の
は
大

き
く
は
変
わ
っ
て
は
い
な
い
た
め
、
治
水
面
か
ら

対
策
の
優
先
性
は
低
く
、
今
後
の
状
況
変
化
を
踏

ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
対
応
す
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。

液
状
化
の
情
報
に

つ
い
て

河
口
付
近
で
液
状
化
す
る

場
所
を
情
報
公
開
し
て
欲

し
い
。

1
2

そ
の
他
-

2
地
震
時
に
河
口
付
近
で
液
状
化
す
る
か
も
し
れ
な

い
の
で
、
そ
の
あ
た
り
の
情
報
を
公
開
し
て
頂
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

香
川
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
、
南
海
地
震
に
よ
る

液
状
化
危
険
度
予
測
図
が
確
認
で
き
ま
す
。

河
床
材
料
の
調
査

に
つ
い
て

川
の
石
に
石
灰
が
着
色
し

た
よ
う
に
筋
を
な
し
て
い

る
の
で
、
調
査
し
て
欲
し

い
。

1
3

そ
の
他
-

3
川
の
石
を
見
て
す
ぐ
調
査
し
て
下
さ
い
。
石
灰
が

着
色
し
た
よ
う
な
石
が
筋
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

河
床
の
白
い
筋
は
、
瀬
切
れ
後
に
み
ら
れ
る
流
水

が
流
れ
た
跡
が
乾
い
た
状
態
で
す
。

水
質
的
に
問
題
は
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

堤
防
天
端
の
道
路

整
備
に
つ
い
て

堤
防
天
端
幅
を
拡
幅
し
て

道
路
を
広
く
し
て
欲
し

い
。

1
1

そ
の
他
-

4
国
道
1
1
号
線
か
ら
県
道
3
3
号
線
ま
で
の
堤
防
天
端

の
道
幅
が
狭
く
、
昔
か
ら
車
、
自
転
車
が
河
川
敷

に
落
ち
た
り
し
て
い
ま
す
。
な
ん
と
か
な
ら
な
い

も
の
で
し
ょ
う
か
。

道
路
の
拡
幅
に
関
す
る
ご
意
見
に
つ
き
ま
し
て

は
、
道
路
管
理
者
に
お
伝
え
し
ま
す
。

河
川
堤
防
を
活
用
し
て
道

路
整
備
を
し
て
欲
し
い
。

2
8

そ
の
他
-

4
河
川
堤
防
を
活
用
し
た
道
路
の
整
備
を
お
願
い
し

た
い
。

道
路
を
広
く
し
て
欲
し

い
。

3
0

そ
の
他
-

4
現
在
の
道
路
は
狭
い
所
と
広
い
所
が
あ
る
の
で
、

少
し
広
く
し
て
均
一
に
し
て
下
さ
い
。

堤
防
天
端
幅
を
拡
幅
し
て

道
路
を
広
く
し
て
欲
し

い
。

9
0

そ
の
他
-

4
　
堤
防
幅
の
拡
幅
は
、
堤
防
の
強
度
を
上
げ
る
と

と
も
に
、
道
路
と
し
て
利
用
度
も
上
が
る
。

右
岸
引
堤
時
に
堤
防
天
端

の
道
路
幅
は
拡
幅
さ
れ
る

の
か

1
0
0
そ
の
他
-

4
右
岸
引
堤
を
改
修
す
る
と
き
に
は
、
堤
防
の
天
端

幅
（
道
路
幅
）
は
拡
幅
さ
れ
る
の
か

堤
防
天
端
幅
を
拡
幅
し
て

道
路
を
広
く
し
て
欲
し

い
。

1
0
5
そ
の
他
-

4
　
全
堤
防
幅
を
拡
幅
を
し
て
、
地
域
を
縦
断
す
る

道
路
を
確
保
を
す
れ
ば
、
地
域
の
経
済
的
効
果
、

交
通
事
情
の
改
良
に
も
つ
な
が
る
か
と
思
う
。
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
2
3/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

サ
イ
レ
ン
の
情
報

共
有
に
つ
い
て

サ
イ
レ
ン
の
情
報
を
市
役

所
と
共
有
し
て
欲
し
い
。

2
5

そ
の
他
-

5
サ
イ
レ
ン
の
情
報
を
市
役
所
の
防
災
担
当
に
も
自

動
的
に
流
れ
る
よ
う
対
処
し
て
も
ら
い
た
い
。

洪
水
時
に
お
け
る
潮
止
堰
の
サ
イ
レ
ン
は
、
ゴ
ム

堰
倒
伏
時
に
自
動
的
に
鳴
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。

サ
イ
レ
ン
等
の
情
報
を
関
係
機
関
と
共
有
す
る
よ

う
努
め
て
い
き
ま
す
。

溜
め
池
か
ら
の
ゴ

ミ
流
入
に
つ
い
て
溜
め
池
に
堆
積
し
て
い
る

ゴ
ミ
等
が
、
土
器
川
へ
流

入
し
な
い
よ
う
に
清
掃
改

善
な
ど
の
対
策
指
導
を
す

る
必
要
が
あ
る
。

5
1

そ
の
他
-

6
下
流
の
対
策
だ
け
で
は
駄
目
で
、
中
小
の
溜
め
池

に
は
ゴ
ミ
等
が
土
器
川
へ
流
入
し
な
い
よ
う
に
、

こ
の
辺
り
の
対
策
指
導
を
や
ら
な
い
と
い
け
な
い

と
思
い
ま
す
。

ご
意
見
は
関
係
機
関
に
お
伝
え
し
、
地
域
一
体
と

し
て
啓
発
に
努
め
ま
す
。

震
災
復
興
に
つ
い

て
公
共
事
業
を
中
止
し
、
全

て
の
国
税
を
東
北
地
方
の

復
旧
の
た
め
に
使
う
べ
き

で
あ
る
。

2
0

震
災
-
1
一
切
の
公
共
工
事
を
中
止
し
て
、
国
民
の
税
金
を

東
北
地
方
に
一
点
集
中
す
る
べ
き
。

土
器
川
に
お
け
る
整
備
計
画
の
策
定
は
河
川
法
に

基
づ
き
そ
の
策
定
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

震
災
か
ら
の
復
興
を
最
優

先
し
な
け
れ
ば
な
ら
い
。

2
3

震
災
-
1
東
日
本
大
震
災
の
甚
大
な
被
害
か
ら
の
復
興
を
最

優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
土
器
川
流
域
は
、
東
南
海
・
南
海
地
震
の

防
災
対
策
推
進
地
域
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
地
震

に
対
す
る
リ
ス
ク
を
有
し
た
地
域
で
も
あ
り
ま

す
。

土
器
川
の
整
備
を
し
て
い

る
時
で
は
な
く
、
復
興
に

向
け
て
改
め
て
予
算
を
組

み
直
し
て
欲
し
い
。

4
2

震
災
-
1
今
は
、
震
災
の
復
興
に
向
け
て
国
民
が
協
力
す
べ

き
だ
と
思
う
の
で
、
土
器
川
の
整
備
を
し
て
い
る

時
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

改
め
て
予
算
を
組
み
直
し
て
欲
し
い
と
思
い
ま

す
。

こ
の
た
め
、
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
に
向
け

て
、
予
算
に
基
づ
き
計
画
的
に
対
策
を
推
進
し
て

い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

マ
ラ
ソ
ン
大
会
を
行
い
、

そ
の
収
益
費
を
震
災
復
興

や
整
備
費
用
に
あ
て
て
は

ど
う
か
。

4
3

震
災
-
1
土
器
川
の
自
転
車
コ
ー
ス
で
、
マ
ラ
ソ
ン
大
会
を

行
い
、
そ
の
収
益
金
で
①
震
災
者
へ
の
寄
付
、
②

土
器
川
の
整
備
費
用
、
③
大
会
運
営
費
用
に
あ
て

て
は
ど
う
か
。

震
災
復
興
を
最
優
先
し
、

河
川
整
備
は
中
止
、
も
し

く
は
数
年
遅
れ
で
最
小
限

で
よ
い
。

4
8

震
災
-
1
東
日
本
復
興
を
最
優
先
と
し
、
土
器
川
の
河
川
整

備
は
中
止
、
も
し
く
は
最
小
限
の
計
画
で
事
後
に

実
施
す
る
べ
き
。
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
2
4/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

ア
ン
ケ
ー
ト
に
つ

い
て

ア
ン
ケ
ー
ト
だ
け
で
は
、

意
見
聴
取
が
不
十
分
で
あ

る
。

5
運
営
-
1
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
か
ら
、
そ
れ
で
す
べ
て

の
意
見
を
聴
取
し
た
と
見
な
す
の
は
早
す
ぎ
ま

す
。

【
素
案
】
の
公
表
に
至
る
ま
で
、
学
識
者
、
関
係

市
町
長
、
流
域
住
民
か
ら
意
見
を
聞
く
場
を
計
８

回
設
け
、
多
く
の
ご
意
見
を
い
た
だ
き
、
意
見
を

反
映
し
た
【
素
案
】
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

整
備
計
画
の
告
知

に
つ
い
て

整
備
計
画
に
つ
い
て
の
告

知
が
少
な
い
。

1
0

運
営
-
2
整
備
計
画
に
つ
い
て
の
告
知
が
少
な
い

香
川
河
川
国
道
事
務
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、

本
整
備
計
画
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
閲
覧
可
能
で
あ

り
、
こ
れ
ま
で
の
意
見
聴
取
会
の
開
催
に
際
し
、

事
前
に
新
聞
折
り
込
み
チ
ラ
シ
に
よ
る
告
知
を
実

施
し
て
い
ま
し
た
。

今
後
も
情
報
提
供
に
努
め
ま
す
。

配
付
資
料
に
つ
い

て
資
料
が
白
黒
で
は
わ
か
り

に
く
い

9
2

運
営
-
3
　
資
料
が
白
黒
で
は
わ
か
り
に
く
い

限
ら
れ
た
予
算
の
中
で
、
多
く
の
意
見
を
伺
う
場

と
し
て
意
見
聴
取
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

ま
た
、
土
器
川
水
系
整
備
計
画
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
カ
ラ
ー
版
の
資
料
閲
覧
が
可
能
で
す
。
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
2
5/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

「
地
域
社
会
へ
の

影
響
」
評
価
の
事

項
に
つ
い
て

「
地
域
社
会
へ
の
影
響
」

の
評
価
に
つ
い
て
、
家
屋

移
転
の
み
で
な
く
、
工
事

期
間
、
交
通
渋
滞
の
問

題
、
騒
音
な
ど
の
影
響
を

ど
の
程
度
考
慮
し
た
の
か

5
6

評
価
-
1
「
地
域
社
会
へ
の
影
響
」
の
評
価
に
つ
い
て
、
家

屋
移
転
の
み
で
な
く
、
工
事
期
間
、
交
通
渋
滞
の

問
題
、
騒
音
な
ど
許
容
範
囲
の
軽
微
な
問
題
な
の

か
、
有
意
な
差
が
あ
る
の
か
な
ど
の
影
響
を
ど
の

程
度
考
慮
し
た
の
か

家
屋
移
転
と
工
事

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

に
つ
い
て

家
屋
移
転
と
工
事
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
は
並
行
し
て
行

う
の
か

5
7

評
価
-
2
家
屋
移
転
を
し
な
が
ら
工
事
を
並
行
し
て
行
う
の

か
地
権
者
と
の
調
整
が
必
要
な
事
項
の
た
め
、
現
段

階
で
具
体
的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
決
定
で
き
て
い

ま
せ
ん
。

事
業
実
施
に
際
し
て
は
、
地
元
調
整
の
上
、
適
切

な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
進
め
て
い
く
予
定
で
す
。

「
コ
ス
ト
」
の
金

額
差
の
評
価
に
つ

い
て

「
コ
ス
ト
」
の
評
価
に
つ

い
て
、
僅
か
な
金
額
差
で

劣
る
と
し
た
評
価
は
い
い

の
か

5
8

評
価
-
3
コ
ス
ト
比
較
に
お
い
て
僅
か
な
金
額
差
で
比
較
で

劣
る
と
し
て
い
る
が
、
細
か
な
金
額
ま
で
算
定
し

て
比
較
し
て
い
る
の
か

数
十
億
円
に
対
す
る
1
，
2
億
円
は
僅
か
な
金
額
で

す
が
、
差
額
は
小
さ
い
金
額
で
は
な
く
、
評
価
の

上
で
最
も
安
価
な
案
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
り
、

「
劣
る
」
と
表
記
し
ま
し
た
。

案
②
選
定
の
決
め

手
の
評
価
項
目
に

つ
い
て

案
②
選
定
の
決
め
手
の
評

価
は
「
コ
ス
ト
」
あ
る
い

は
「
環
境
へ
の
影
響
」
な

の
か
。
案
①
は
現
実
的
で

な
い
と
の
話
も
伺
っ
た
。

5
9

評
価
-
4
　
案
②
が
選
定
さ
れ
た
決
め
手
は
最
安
の
「
コ
ス

ト
」
あ
る
い
は
「
環
境
へ
の
影
響
」
で
あ
る
の

か
。

　
案
①
に
つ
い
て
は
現
実
的
で
な
い
と
の
話
も

伺
っ
た
。

基
本
的
に
は
「
コ
ス
ト
」
を
重
視
し
て
い
ま
す

が
、
総
合
的
な
評
価
と
し
て
「
環
境
へ
の
影
響
」

等
の
多
面
的
評
価
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
対
策
案
の
実
現
性
も
背
景
に
含
め
て

い
ま
す
。

「
柔
軟
性
」
の
記

述
内
容
に
つ
い
て
「
柔
軟
性
」
の
記
述
で
は

誤
解
を
受
け
る
補
湯
源
と

な
っ
て
い
る

6
0

評
価
-
5
「
柔
軟
性
」
の
記
載
が
同
じ
で
あ
る
が
、
掘
削
量

が
増
大
す
れ
ば
引
堤
で
対
応
す
る
と
誤
解
を
受
け

る
表
現
で
あ
る

適
切
な
表
現
に
努
め
ま
す
。

家
屋
移
転
費
の
計

上
に
つ
い
て

事
業
費
に
家
屋
移
転
費
は

含
ま
れ
て
い
る
の
か

6
1

評
価
-
6
案
②
の
事
業
費
に
は
家
屋
移
転
7
戸
の
移
転
費
用
が

含
ま
れ
て
い
る
の
か
。

用
地
費
・
補
償
費
を
含
ん
で
い
ま
す
。
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
2
6/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

治
水
対
策
以
外
の

負
の
便
益
に
つ
い

て

治
水
以
外
の
政
策
目
標
の

水
環
境
、
水
質
を
便
益
に

含
め
べ
き
で
あ
り
、
あ
る

い
は
負
の
便
益
と
解
釈
さ

れ
る
。

7
6

事
業

評
価
-
1
　
治
水
の
み
な
ら
ず
、
政
策
目
標
に
挙
げ
る
水
環

境
、
水
質
を
便
益
に
含
む
べ
き
と
考
え
る
。

　
水
質
対
策
が
便
益
に
含
め
ら
れ
な
い
と
す
れ

ば
、
負
の
便
益
と
な
る
と
解
釈
さ
れ
る
が
ど
う
取

り
扱
う
の
か
。

治
水
以
外
で
想
定
さ
れ
る
負
の
便
益
は
、
今
回
の

治
水
経
済
調
査
に
よ
る
費
用
便
益
分
析
に
含
め
て

い
ま
せ
ん
。

計
画
段
階
評
価
に
お
け
る
総
合
的
評
価
の
中
で
環

境
へ
の
配
慮
等
の
評
価
に
基
づ
き
選
定
し
た
対
策

案
で
あ
る
た
め
、
治
水
事
業
と
し
て
の
投
資
効
果

を
分
析
し
た
も
の
と
な
り
ま
す
。

便
益
に
含
め
な
い
た
め
の

恣
意
的
な
目
標
未
設
定
と

な
ら
な
い
よ
う
に
し
て
欲

し
い
。

7
7

事
業

評
価
-
1
　
便
益
に
組
み
込
み
た
く
な
い
が
た
め
、
恣
意
的

に
あ
え
て
目
標
を
設
定
し
な
い
等
の
見
方
が
さ
れ

な
い
よ
う
に
し
て
欲
し
い
。

事
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
に
よ
る
感
度
分

析
に
つ
い
て

費
用
便
益
比
が
最
小
と
な

る
各
個
別
事
業
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
（
手
順
）
の
検

討
は
行
っ
て
い
る
の
か
。

8
5

事
業

評
価
-
2
費
用
便
益
比
が
最
小
と
な
る
各
個
別
事
業
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
（
手
順
）
の
検
討
は
行
っ
て
い
る
の

か
。

事
業
手
順
の
変
更
に
よ
る
費
用
便
益
比
の
感
度
分

析
は
実
施
し
て
い
ま
せ
ん
。

施
工
段
階
時
に
お
い
て
も
上
下
流
バ
ラ
ン
ス
の
確

保
を
基
本
と
す
る
た
め
、
下
流
側
の
量
的
対
策
か

ら
の
手
順
が
大
き
く
変
更
と
な
る
こ
と
は
な
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

費
用
便
益
分
析
結

果
の
公
表
に
つ
い

て

費
用
便
益
分
析
結
果
の
公

表
に
際
し
て
は
、
便
益
の

負
の
影
響
に
つ
い
て
、
定

性
的
な
コ
メ
ン
ト
等
の
説

明
を
追
加
す
る
ほ
う
が
よ

り
い
い
。

8
0

事
業

評
価
-
3
費
用
便
益
分
析
結
果
の
公
表
に
際
し
て
は
、
便
益

の
負
の
影
響
に
つ
い
て
、
定
性
的
な
コ
メ
ン
ト
等

の
説
明
を
追
加
す
る
ほ
う
が
よ
り
い
い
と
思
う
。

今
後
、
公
共
事
業
は
一
定
期
間
を
経
過
し
た
場

合
、
再
評
価
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
内
容
を
公
表
し

て
い
く
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ご
指
摘
の
留
意
点
を
踏
ま
え
、
適
切
に
情
報
の
開

示
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

治
水
対
策
に
伴
う
環
境
影

響
の
危
惧
を
避
け
る
た

め
、
影
響
は
軽
微
で
あ
る

こ
と
の
説
明
が
必
要
で
あ

る
。

8
1

事
業

評
価
-
3
治
水
対
策
に
伴
い
著
し
く
環
境
が
損
な
わ
れ
る
と

い
う
危
惧
を
抱
か
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
事
業
の
進

捗
に
問
題
が
生
じ
る
た
め
、
環
境
影
響
は
非
常
に

大
き
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
説
明
が
必
要
と
思

う
。

費
用
便
益
分
析
の
内
容
に

つ
い
て
、
で
き
る
だ
け
対

外
的
に
伝
わ
る
よ
う
な
説

明
と
し
て
欲
し
い
。

8
2

事
業

評
価
-
3
費
用
便
益
分
析
の
内
容
に
つ
い
て
、
で
き
る
だ
け

対
外
的
に
伝
わ
る
よ
う
な
説
明
と
し
て
欲
し
い
。

浸
水
区
域
図
の
公

表
に
つ
い
て

本
説
明
資
料
の
浸
水
区
域

図
は
、
住
民
の
誤
解
を
招

く
た
め
公
表
に
は
注
意
が

必
要
で
あ
る
。

8
6

事
業

評
価
-
4
本
説
明
資
料
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
浸
水
区
域
図

は
、
破
堤
箇
所
が
限
定
さ
れ
る
と
住
民
の
誤
解
を

招
く
た
め
、
公
表
に
際
し
て
は
注
意
が
必
要
で
あ

る
。

情
報
の
開
示
に
お
い
て
は
、
誤
解
を
招
く
こ
と
の

な
い
よ
う
、
目
的
に
応
じ
た
適
切
な
情
報
を
提
供

し
て
い
き
ま
す
。

本
説
明
資
料
の
浸
水
区
域

図
は
、
住
民
の
誤
解
を
招

く
た
め
公
表
に
は
注
意
が

必
要
で
あ
り
、
住
民
に
理

解
し
て
い
た
だ
く
必
要
が

あ
る
。

8
7

事
業

評
価
-
4
　
本
説
明
資
料
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
浸
水
区
域
図

は
、
災
害
イ
メ
ー
ジ
の
固
定
化
に
よ
る
住
民
の
誤

解
を
招
く
た
め
、
公
表
に
際
し
て
は
注
意
が
必
要

で
あ
る
。

　
実
際
の
活
動
に
向
け
て
、
住
民
に
理
解
し
て
い

た
だ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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【
素
案
】
に
関
す
る
意
見
と
り
ま
と
め
分
類
と
対
応
方
針
　
(
2
7/
2
7
)

通
し

番
号

テ
ー
マ
／
意
見
要
旨

意
見
及
び
質
問
の
要
約

意
見
及
び
質
問

四
国
地
方
整
備
局
の
考
え
方

【
案
】
の
内
容

※
表
示
の
ペ
ー
ジ
は
【
案
】
と
対
応

は
ん
濫
ブ
ロ
ッ
ク

分
割
に
つ
い
て

は
ん
濫
ブ
ロ
ッ
ク
分
割
の

考
え
方
は
ど
の
よ
う
な
判

断
で
さ
れ
て
い
る
の
か
。

7
8

事
業
評

価
質
問
-

1

　
は
ん
濫
ブ
ロ
ッ
ク
の
分
割
方
法
は
ど
の
よ
う
な

判
断
で
さ
れ
て
い
る
の
か
。

　
破
堤
地
点
は
た
く
さ
ん
あ
り
、
最
大
範
囲
で
分

け
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
。

土
器
川
の
左
右
岸
で
の
あ
ら
ゆ
る
破
堤
地
点
を
想

定
し
、
は
ん
濫
特
性
、
地
形
条
件
に
基
づ
き
、
被

害
が
共
有
さ
れ
る
区
域
で
ブ
ロ
ッ
ク
分
割
し
て
い

ま
す
。

現
在
価
値
化
に
つ

い
て

全
体
事
業
費
と
費
用
便
益

分
析
の
総
費
用
の
金
額
が

異
な
っ
て
い
る
が
な
ぜ

か
。

7
9

事
業
評

価
質
問
-

2

全
体
事
業
費
と
費
用
便
益
分
析
の
総
費
用
の
金
額

が
異
な
っ
て
い
る
が
な
ぜ
か
。

治
水
経
済
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
示
さ
れ
る
現
在
価
値
化

の
方
法
に
よ
り
検
討
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

整
備
期
間
が
短
け
れ
ば
総

費
用
が
大
き
く
投
資
効
果

が
低
下
す
る
の
か
。

8
3

事
業
評

価
質
問
-

2

整
備
期
間
が
短
け
れ
ば
現
在
価
値
化
後
の
総
費
用

が
高
く
な
り
、
投
資
効
果
は
低
下
す
る
の
で
は
な

い
か
。

現
在
価
値
化
と
は
、
現
在

か
ら
今
後
の
経
済
状
況
は

反
映
さ
れ
る
の
か
。

8
4

事
業
評

価
質
問
-

2

現
在
価
値
化
と
は
、
現
在
か
ら
今
後
の
経
済
状
況

は
反
映
さ
れ
る
の
か
。
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